
政
令
第
二
百
八
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
と
す
る
。
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政
令
第
二
百
八
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
第
二

号
、
第
二
十
七
条
の
五
、
第
四
十
五
条
第
一
号
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

第
三
条
第
二
号
イ
及
び
第
五
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
六
項
の
」
を
「
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
」
を
「
汚
染
除
去
等
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ

を
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
す
べ
き
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
」
に
、
「
土
壌
汚
染
」
を
「
指
示
に
係
る
土
壌
汚
染
」
に
、
「
汚

染
の
除
去
等
の
措
置
の
」
を
「
指
示
に
係
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
」
に
、
「
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

指
示
し
た
」
を
「
汚
染
除
去
等
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
」
に
改
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め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
等
が
行
う
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
七
条

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
十
二
条
第
九
項
並
び
に
第
二
十

届
け
出
な
け
れ
ば

通
知
し
な
け
れ
ば

三
条
第
三
項
及
び
第
四
項

第
二
十
四
条

を
命
ず
る

に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る

第
二
十
五
条

の
停
止
を
命
ず
る

を
停
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
求
め

る

第
二
十
七
条
第
二
項

を
命
ず
る

に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
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平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
土
壌
汚
染
対
策
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
令
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

に
係
る
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
の
同
条
第
四
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
旧
令
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
用
に
供

す
る
施
設
に
係
る
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
を
新
令
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ

た
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
と
み
な
す
。

（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
第
八
条
第
十
号
」
を
「
第
九
条
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
十
五
条
中
「
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。



  

1 

環
境
省
令
第
三
号 

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
土
壌

汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
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を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場

の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
調
査
） 

（
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場

の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
調
査
） 

第
一
条 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
本
文
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日
以
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に
規
定
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
等
（
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
条 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
本
文
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日
以
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
等
（
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 
一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
２ 
（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
及

三 

使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
及
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び
廃
止
年
月
日
並
び
に
当
該
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
お
い
て
製
造
さ

れ
、
使
用
さ
れ
、
又
は
処
理
さ
れ
て
い
た
特
定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
そ
の

他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
壌
汚
染
状
況
調

査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
と
な
る
土
地
（
以
下
「
土
壌
汚
染
状

況
調
査
の
対
象
地
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
第
三
十

一
条
第
一
項
の
基
準
（
以
下
「
土
壌
溶
出
量
基
準
」
と
い
う
。
）
又
は
同

条
第
二
項
の
基
準
（
以
下
「
土
壌
含
有
量
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し

て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

び
廃
止
年
月
日
並
び
に
当
該
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
お
い
て
製
造
さ

れ
、
使
用
さ
れ
、
又
は
処
理
さ
れ
て
い
た
特
定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
そ
の

他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
壌
汚
染
状
況
調

査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
と
な
る
土
地
（
以
下
「
調
査
対
象
地

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
（
以
下
「
土
壌
溶
出
量
基
準
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
二
項
の
基
準

（
以
下
「
土
壌
含
有
量
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
（
法
第

三
十
三
条
の
技
術
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
技
術
管

理
者
証
（
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法

人
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第
二

項
第
三
号
の
技
術
管
理
者
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
番
号 

六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
（
法
第

三
十
三
条
の
技
術
管
理
者
を
い
う
。
第
六
十
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
技
術
管
理
者
証
（
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指

定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
環
境
省

令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
管
理
者
証
を
い
う
。
第

六
十
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
番
号 

３ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
新
規
） 

 
 

（
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
） 

（
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
） 

第
三
条 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
者
（
以
下
「
調
査
実
施
者
」
と
い
う
。

第
三
条 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
者
（
以
下
「
調
査
実
施
者
」
と
い
う
。
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）
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
に
つ
い
て
、

そ
の
利
用
の
状
況
、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
の
状
況
、
土

壌
又
は
地
下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
概
況
そ
の
他
の
土
壌
汚
染

状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ

れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

）
は
、
調
査
対
象
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
状
況

、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
の
状
況
、
土
壌
又
は
地
下
水
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
概
況
そ
の
他
の
調
査
対
象
地
に
お
け
る
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報

を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

調
査
実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
土
壌
汚

染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又

は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類
（
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
含
め
る

も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
及
び
測
定
（
以

下
「
試
料
採
取
等
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
特
定

有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等

の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

調
査
実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
調
査
対

象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
種

類
に
つ
い
て
、
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
及
び
測
定
（
以
下
「
試
料
採
取

等
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
の
種

類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

法
第
四
条
第
三
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
命
令
に
基
づ
き
土
壌
汚
染

状
況
調
査
を
行
う
場
合 

当
該
命
令
に
係
る
第
二
十
七
条
又
は
令
第
四
条

第
一
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

二 

法
第
四
条
第
三
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
に
基
づ
き

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合 

当
該
命
令
に
係
る
第
二
十
七
条
又
は

令
第
四
条
第
一
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
調
査
実
施
者
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
八
項
に
基

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
調
査
実
施
者
が
法
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
土
壌
汚
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づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の

対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
実
施
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
当
該

調
査
実
施
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染

状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ

れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
実

施
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以

内
に
、
当
該
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
当
該
調
査
実
施
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
土

壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染

の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項

の
申
請
書
に
当
該
情
報
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
調

査
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定

す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該

情
報
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
、
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下

「
試
料
採
取
等
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
を
行

う
区
画
の
選
定
及
び
試
料
採
取
等
（
以
下
「
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選

定
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

調
査
実
施
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
調
査

対
象
地
を
当
該
調
査
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基

準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
分
類
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
け
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第

四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条

第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ

り
、
か
つ
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
土
壌
汚
染

状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
よ
る
汚
染

一 

当
該
土
地
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お

い
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
、

土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
（
以
下
「
基
準
不
適
合
土
壌
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 
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状
態
が
自
然
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
土
壌
汚

染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
自
然
由
来
盛

土
等
に
使
用
し
た
土
壌
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
） 

同
条

に
定
め
る
方
法 

二 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査

の
対
象
地
が
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
よ
る

公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
り

、
か
つ
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
試
料
採
取
等
対
象
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
当
該
造
成
時
の
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂

に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

第
十
条
の
三
に
定
め

る
方
法 

二 

当
該
土
地
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お

い
て
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
に
係
る
事
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
な
い
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存

在
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
自
然
又
は
前
号
の
土
砂
以
外
（
以
下
「
人
為
等
」
と
い
う

。
）
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 
次
条
か
ら
第
十

条
ま
で
に
定
め
る
方
法 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お

そ
れ
の
分
類
） 

 

第
三
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報

に
よ
り
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
う
ち
前
条
第
六
項
第
三
号
に
係

る
土
地
（
以
下
次
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
お

い
て
「
調
査
対
象
地
」
と
い
う
。
）
を
試
料
採
取
等
対
象
物
質
ご
と
に
次
に

（
新
規
） 
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掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
当
該
土
地
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場

に
お
い
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
情
報
又
は
水
質
汚
濁
防
止

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
二
条
の
四
の
環
境
省
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
（
水
質
汚
濁
防
止

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施

行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
（
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
も
の

を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
点
検
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
対

象
物
質
を
含
む
水
が
地
下
へ
浸
透
し
た
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
、
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
（
以
下
「
基
準
不
適

合
土
壌
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

 
二 

当
該
土
地
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お

い
て
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
に
係
る
事
業
の
用

に
供
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
、
基
準
不
適
合
土

壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地 

 
 

 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選

定
） 

（
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
） 

第
四
条 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
最
も
北
に
あ
る

第
四
条 

調
査
実
施
者
は
、
調
査
対
象
地
の
最
も
北
に
あ
る
地
点
（
当
該
地
点
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地
点
（
当
該
地
点
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
最
も
東
に
あ

る
地
点
。
以
下
「
起
点
」
と
い
う
。
）
を
通
り
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に

引
い
た
線
並
び
に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ

り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
区

画
さ
れ
る
部
分
の
数
が
、
こ
れ
ら
の
線
を
起
点
を
支
点
と
し
て
回
転
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
減
少
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
査
実
施
者
は
、
こ
れ
ら
の
線

を
区
画
さ
れ
る
部
分
の
数
が
最
も
少
な
く
、
か
つ
、
起
点
を
支
点
と
し
て
右

に
回
転
さ
せ
た
角
度
が
最
も
小
さ
く
な
る
よ
う
に
回
転
さ
せ
て
得
ら
れ
る
線

に
よ
り
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
最
も
東
に
あ
る
地
点
。
以
下
「

起
点
」
と
い
う
。
）
を
通
り
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に
引
い
た
線
並
び
に

こ
れ
ら
と
平
行
し
て
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
調
査
対
象
地
を

区
画
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
区
画
さ
れ
る
部
分
の
数
が
、
こ
れ
ら
の

線
を
起
点
を
支
点
と
し
て
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
減
少
す
る
と
き
は
、
調

査
実
施
者
は
、
こ
れ
ら
の
線
を
区
画
さ
れ
る
部
分
の
数
が
最
も
少
な
く
、
か

つ
、
起
点
を
支
点
と
し
て
右
に
回
転
さ
せ
た
角
度
が
最
も
小
さ
く
な
る
よ
う

に
回
転
さ
せ
て
得
ら
れ
る
線
に
よ
り
、
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
調
査
実
施
者
は
、
区
画
さ
れ
た
土
壌
汚
染
状
況

調
査
の
対
象
地
（
以
下
「
単
位
区
画
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
隣
接
す
る
も

の
の
面
積
の
合
計
が
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
隣
接
す
る
単
位
区
画
を
一
の
単
位
区
画
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

、
当
該
一
の
単
位
区
画
を
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
線
に

垂
直
に
投
影
し
た
と
き
の
長
さ
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
調
査
実
施
者
は
、
区
画
さ
れ
た
調
査
対
象
地
（

以
下
「
単
位
区
画
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
隣
接
す
る
も
の
の
面
積
の
合
計

が
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
隣
接
す
る
単
位

区
画
を
一
の
単
位
区
画
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
一
の
単
位

区
画
を
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
線
に
垂
直
に
投
影
し
た
と
き
の
長
さ
は
、

二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一 

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画 
一 

前
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画 

二 

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
（
前
号
に
掲
げ
る
単
位

区
画
を
除
く
。
以
下
「
一
部
対
象
区
画
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
単
位
区
画 

二 

前
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
（
前
号
に
掲
げ

る
単
位
区
画
を
除
く
。
以
下
「
一
部
対
象
区
画
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
単
位
区
画 
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イ 

試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
令
第
一
条
第
三
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
又
は
第
二
十
三

号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
第
一
種
特
定
有
害
物
質

」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合 

次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
単
位
区
画 

イ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
有

害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
試
料
採
取
等
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
が
令

第
一
条
第
三
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
七

号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
又
は
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の

種
類
（
以
下
「
第
一
種
特
定
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合 

次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に

定
め
る
単
位
区
画 

(1) 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す

る
線
で
あ
っ
て
起
点
を
通
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
三
十
メ

ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（

以
下
「
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
に
一
部
対
象
区
画
が
含

ま
れ
、
か
つ
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の

区
域
内
に
あ
る
場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単

位
区
画 

(1) 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
線
で
あ
っ
て
起

点
を
通
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引

い
た
線
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
以
下
「
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
に
一
部
対
象
区
画
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
当

該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
あ
る
場

合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画 

(2) 

（
略
） 

(2) 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第
三

項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で

あ
り
、
か
つ
、
単
位
区
画
に
お
い
て
行
わ
れ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
（
法
第

三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の
変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
部
分
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深
さ
（
以
下
「
最
大
形
質
変
更
深
さ
」

と
い
う
。
）
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
に
の
み
汚
染
の
お
そ
れ
が
生

（
新
規
） 
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じ
た
場
所
の
位
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
単
位
区
画
（
第
六
条
第
一
項
第

一
号
に
基
づ
き
土
壌
ガ
ス
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
の
一
部
対
象
区
画
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
一
部
対
象
区
画
に
お

い
て
地
表
か
ら
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
深
さ
に
汚
染

の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
あ
る
と
き
に
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル

格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象

と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地

が
複
数
あ
る
場
合
等
の
区
画
の
特
例
） 

（
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
が
行
わ
れ
る
場
合
の
都

道
府
県
知
事
の
命
令
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
） 

第
五
条 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
土
地
の
区
域
内
に
当
該
土
壌
汚
染
状
況
調
査

の
対
象
地
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
複
数
あ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
起
点
の
う
ち
最
も
北
に

あ
る
も
の
（
当
該
最
も
北
に
あ
る
起
点
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
う
ち
最
も
東
に
あ
る
も
の
）
を
通
り
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に
引
い
た

線
並
び
に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
当
該

複
数
あ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
条 

調
査
実
施
者
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
命
令
に
基
づ
き
土

壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
に
係
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
土
地
の
区
域
内
に
調
査
対
象
地
が
複
数
あ
る
と

き
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
複
数
あ
る
調
査
対

象
地
の
起
点
の
う
ち
最
も
北
に
あ
る
も
の
（
当
該
最
も
北
に
あ
る
起
点
が
複

数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
最
も
東
に
あ
る
も
の
）
を
通
り
東
西

方
向
及
び
南
北
方
向
に
引
い
た
線
並
び
に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
十
メ
ー
ト
ル

間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
当
該
複
数
あ
る
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土

壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
土
地
の
区
域
内
に
お
い
て
、
過
去
に
行
っ
た
土
壌

汚
染
状
況
調
査
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

（
新
規
） 
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、
当
該
過
去
に
行
っ
た
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
起
点
を
通
り
東
西
方
向
及
び

南
北
方
向
に
引
い
た
線
並
び
に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引

い
た
線
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 
 

 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
試
料
採
取
等
の
実
施
） 

（
試
料
採
取
等
の
実
施
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

土
壌
溶
出
量
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

土
壌
溶
出
量
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

試
料
採
取
地
点
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
明
ら
か
で

あ
る
場
合
（
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
地
表
と
同
一
の
位

置
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所

の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
（
地
表
か
ら
深
さ

十
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
あ
る
土
壌
に
限
る
。
）
又
は
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ

た
場
所
の
位
置
が
地
表
と
同
一
の
位
置
に
あ
る
場
合
若
し
く
は
汚
染
の
お

そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
地
表
か
ら
深

さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
（
以
下
「
表
層
の
土
壌
」
と
い
う
。

）
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土

壌
を
採
取
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第

三
項
の
命
令
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
又
は
同
条
第
二

項
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土

壌
が
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
あ

一 

試
料
採
取
地
点
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
（
地
表
か
ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
に

あ
る
土
壌
に
限
る
。
）
を
採
取
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
汚
染
の
お
そ

れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
地
表
と
同
一
の
位
置
に
あ
る
場
合
又
は
当
該

汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
地

表
か
ら
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
（
以
下
「
表
層
の
土
壌
」

と
い
う
。
）
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
土
壌
を
採
取
す
る
こ
と
。 
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る
と
き
は
、
当
該
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

二 
前
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

三 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ

る
二
以
上
の
単
位
区
画
が
試
料
採
取
等
区
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
二
以
上
の
単
位
区
画
に
係
る
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土

壌
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土

壌
）
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

三 

第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
二
以
上
の
単
位
区
画
が
試
料
採
取
等

区
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
単
位
区
画
に
係
る
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
壌
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同

号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌
）
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る

こ
と
。 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 

試
料
採
取
地
点
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
試

料
採
取
地
点
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
を
採
取
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
調
査
実
施
者
は
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項

第
一
号
及
び
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
試
料
採
取
地
点
に

係
る
単
位
区
画
に
お
け
る
調
査
対
象
地
に
係
る
任
意
の
地
点
に
お
い
て
行
う

土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
土
壌

そ
の
他
の
試
料
の
採
取
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

試
料
採
取
地
点
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
試

料
採
取
地
点
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
を
採
取
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
調
査
実
施
者
は
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項

第
一
号
及
び
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
試
料
採
取
地
点
に

係
る
単
位
区
画
に
お
け
る
任
意
の
地
点
に
お
い
て
行
う
土
壌
そ
の
他
の
試
料

の
採
取
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採

取
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
の
汚
染

範
囲
の
確
定
の
た
め
の
試
料
採
取
等
） 

（
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
の
汚
染
範
囲
の
確
定
の
た
め
の
試
料
採
取
等
） 
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第
七
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
四
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
試
料
採

取
等
区
画
に
係
る
土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物

質
が
検
出
さ
れ
た
と
き
、
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象

物
質
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
以
下
「
地
下
水
基
準
」
と
い
う

。
）
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
区
画
を
含
む
三
十
メ

ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画
（
試
料
採
取
等
区
画
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
お
い
て
、
土
壌
ガ
ス
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い

て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
た
と
き
、
又
は
地
下
水
か

ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定

有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準

（
以
下
「
地
下
水
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該

試
料
採
取
等
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画
（

試
料
採
取
等
区
画
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
土
壌
ガ
ス
調
査
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

調
査
実
施
者
は
、
第
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等

区
画
に
係
る
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
お
い
て
、
当
該
土

壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ

た
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る

一
部
対
象
区
画
に
お
い
て
、
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

調
査
実
施
者
は
、
第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌

含
有
量
調
査
に
お
い
て
、
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に

係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
区
画
を
含

む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画
に
お
い
て
、
土
壌
溶
出
量

調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
土
壌
ガ
ス
調
査
に
よ
り
試
料
採

取
等
対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
等
に
お
け
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
） 

（
土
壌
ガ
ス
調
査
に
よ
り
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
等
に

お
け
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
） 

第
八
条 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等

対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
地
点
が
あ
る
と
き
、
又
は
地
下
水
か
ら

第
八
条 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等

対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
地
点
が
あ
る
と
き
、
又
は
地
下
水
か
ら
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検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
試

料
採
取
地
点
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
地
点
を
含
む
単
位
区
画
が
連

続
す
る
範
囲
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
「
検
出
範
囲

」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
当
該
検

出
範
囲
内
で
連
続
す
る
他
の
単
位
区
画
と
比
較
し
て
多
い
と
認
め
ら
れ
る
単

位
区
画
の
試
料
採
取
地
点
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て

「
代
表
地
点
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種

類
ご
と
に
、
試
料
採
取
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
代
表
地
点
に
お
い
て
、
気
体
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象

物
質
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
、
か
つ
、
地
下
水
基
準
に
適
合
し
な
か

っ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質 

二 

前
号
に
掲
げ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
使
用
等
特
定
有
害
物
質
（
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
対
象
地
に
お
い
て
特
定
有
害
物
質
の

製
造
、
使
用
若
し
く
は
処
理
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
当
該
調
査
対
象
地
の

土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
又
は
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ

、
当
該
使
用
等
特
定
有
害
物
質
が
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
有

害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
定

有
害
物
質
の
種
類 

三 

第
一
号
に
掲
げ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ

検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
試

料
採
取
地
点
が
あ
る
と
き
は
、
気
体
又
は
地
下
水
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物

質
が
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
地
点
を
含
む
部
分
ご
と
に
基
準
不
適
合
土
壌
が

存
在
す
る
お
そ
れ
が
最
も
多
い
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
お
い
て
、
当
該
試
料

採
取
等
対
象
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 
   

（
新
規
） 

  

（
新
規
） 

         

（
新
規
） 
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る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
有
害
物
質
に
係
る

使
用
等
特
定
有
害
物
質
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
当
該
該
当
す
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類
の
項
の
上
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の

種
類
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

前
項
の
試
料
採
取
等
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
試
料
採
取
等
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
地
点
に
お
い
て
、
次
の
土
壌
（
イ
及
び
ロ
に
あ
っ
て
は
、
地
表
か

ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
あ
る
土
壌
に
限
る
。
）
の
採
取
を
行
う
こ
と

。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第
三
項
の
命
令
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
土
壌
が
前
項
に
規
定
す
る
検
出
範
囲
に
お
け
る
最
大
形
質
変
更

深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の

位
置
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

一 

当
該
地
点
に
お
い
て
、
次
の
土
壌
（
イ
及
び
ロ
に
あ
っ
て
は
、
地
表
か

ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
あ
る
土
壌
に
限
る
。
）
の
採
取
を
行
う
こ
と

。 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土

壌
（
地
表
か
ら
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
深
さ
ま
で
の

土
壌
及
び
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
よ
り
深
い
位
置
に
帯

水
層
の
底
面
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
底
面
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る

土
壌
を
除
く
。
） 

ハ 

深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土

壌
（
地
表
か
ら
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
深
さ
ま
で
の

土
壌
及
び
地
表
か
ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
帯
水
層
の
底
面
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
底
面
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
土
壌
を
除
く
。
） 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
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液
に
溶
出
す
る
当
該
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。 

液
に
溶
出
す
る
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第

四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
試
料
採
取
等
の
結
果
の
評
価
） 

（
試
料
採
取
等
の
結
果
の
評
価
） 

第
九
条 

土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
検
出

さ
れ
、
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基

準
に
適
合
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
代
表
地
点
に
お
い
て
前
条
第
二
項

第
二
号
の
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
ガ
ス
調

査
を
行
っ
た
検
出
範
囲
の
区
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

第
九
条 

土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
検
出

さ
れ
、
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基

準
に
適
合
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
測
定
に
お

い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
ガ
ス
調
査
を
行
っ
た
試
料

採
取
等
区
画
（
同
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
す
べ
て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
試
料
採
取
等
区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
の
区
域
を

、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

一 

少
な
く
と
も
一
の
代
表
地
点
に
お
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な

か
っ
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

土
壌
溶
出
量
基
準 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
） 

土
壌
溶
出
量
基
準 

二 

少
な
く
と
も
一
の
代
表
地
点
に
お
い
て
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

基
準
（
以
下
「
第
二
溶
出
量
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
か
っ
た
と

き 

第
二
溶
出
量
基
準 

二 

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
以
下
「
第
二
溶
出
量
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き 

第
二
溶
出
量
基
準 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
出
範
囲
内
の
地
点
に
お
い
て
、
前
条
第

二
項
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

（
新
規
） 
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る
汚
染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
地
点
を

含
む
単
位
区
画
に
お
い
て
当
該
試
料
採
取
等
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
特
定
有

害
物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
単
位
区
画
と
み
な
す
。 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を

除
く
。
） 
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区

画 

二 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

三 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
た
と
き 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
た

単
位
区
画 

３ 

土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
（
第
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の

規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
当
該
土

壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
溶

出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
を
行
っ
た
単
位
区
画
の
区
域
を
、
当
該
試

料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
汚

染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

２ 

土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
（
第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二

号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に

係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
を
行
っ

た
単
位
区
画
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号

に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を

除
く
。
） 

土
壌
溶
出
量
基
準 
一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
） 

土
壌
溶
出
量
基
準 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
土
壌
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
が

（
土
壌
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
に
お
け
る
都
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生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
に
お
け
る
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
基
づ
く
土

壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
） 

道
府
県
知
事
の
命
令
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
） 

第
十
条 
調
査
実
施
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
命
令
（
令
第
三
条
第
一
号
イ

又
は
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
地
に
前
条
の
規
定

に
よ
り
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
土
地
が
な
い
と
き
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
試
料
採
取
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

調
査
実
施
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
（
令
第
三
条

第
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
地
に
前

条
の
規
定
に
よ
り
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い

汚
染
状
態
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
土
地
が
な
い
と
き
に
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

令
第
三
条
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合 

一 

令
第
三
条
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

こ
の
号
ロ
(2)

(ｲ)
括
弧
書
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ

と
。 

ハ 

こ
の
号
ロ
（
同
号
ロ
(2)

(ｲ)
括
弧
書
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
よ
り
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取
さ
れ
た
表
層
の

土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で

の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

単
位
区
画
の
全
て
の
区
域
が
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
に
分

類
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画
の
区
域 
一 

単
位
区
画
の
す
べ
て
の
区
域
が
第
三
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地

に
分
類
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画
の
区
域 

二 

（
略
） 

二 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 
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（
第
三
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況

調
査
） 

（
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
） 

第
十
条
の
二 

第
三
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
試
料
採
取
等

を
行
う
区
画
の
選
定
等
の
方
法
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

、
調
査
対
象
地
に
お
け
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質

（
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
こ
の
条
及

び
第
五
十
八
条
第
五
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
調
査

対
象
地
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に

由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
七
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を

行
う
区
画
の
選
定
及
び
試
料
採
取
等
（
以
下
「
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の

選
定
等
」
と
い
う
。
）
に
代
え
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採

取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
土

壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

二 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
う
ち
第
三
条
第
六

項
第
一
号
に
係
る
対
象
地
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
四

条
の
二
に
お
い
て
「
調
査
対
象
地
」
と
い
う
。
）
の
最
も
離
れ
た
二
つ
の

単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
（
調
査
対
象
地
が
一
の
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
）
の

中
心
を
含
む
単
位
区
画
（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象

地
の
区
域
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に

一 

調
査
実
施
者
は
、
調
査
対
象
地
の
最
も
離
れ
た
二
つ
の
単
位
区
画
を
含

む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
（
調
査
対
象
地
が
一
の
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
）
の
中
心
を
含
む
単

位
区
画
（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画

の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
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あ
る
調
査
対
象
地
に
係
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
に
つ
い

て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
調
査
対
象
地
を
区
画
す
る
線
で
あ
っ
て
起
点
を
通
る
も
の
及
び

こ
れ
ら
と
平
行
し
て
九
百
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
分
割
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
以
下
「
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
一
の
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
当
該
二

つ
の
単
位
区
画
が
含
ま
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
査
対
象
地
を
含
む

九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
ご
と
に
、
当
該
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
の
最
も
離
れ
た

二
つ
の
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画

（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対
象
地
に
係

る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対

象
と
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第

三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行

う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
深
さ
に
の
み
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の
位
置
が
あ

る
と
き
に
は
、
当
該
単
位
区
画
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

線
で
あ
っ
て
起
点
を
通
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
九
百
メ
ー
ト
ル

間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
以
下
「
九
百

メ
ー
ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
一
の
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
試

料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
当
該
二
つ
の
単
位
区
画
が
含
ま
れ
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
調
査
対
象
地
を
含
む
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
ご
と
に
、
当
該

九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
の
最
も
離
れ
た
二
つ
の
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画
（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心

が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
に
つ
い
て
、
試

料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

   

（
新
規
） 

四 

調
査
実
施
者
は
、
前
二
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ

た
単
位
区
画
の
中
心
（
当
該
単
位
区
画
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内

に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
調
査
対
象
地
内
の

二 
調
査
実
施
者
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た

単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
。 
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任
意
の
地
点
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は

第
四
条
第
三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況

調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
第
二
号
に
規
定
す
る
九

百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
お
け
る
最
大
形
質
変
更
深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位

置
の
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
あ
る
と
き
は
、
当

該
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

イ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

次

に
掲
げ
る
土
壌 

イ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

次

に
掲
げ
る
土
壌 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ロ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

こ

の
号
イ
の
土
壌
の
う
ち
当
該
地
層
内
に
あ
る
土
壌
（
こ
の
号
イ
の
土
壌

が
当
該
地
層
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
層
内
の
任
意
の
位

置
の
土
壌
） 

ロ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

こ

の
号
イ
の
土
壌
の
う
ち
当
該
地
層
内
に
あ
る
土
壌
（
こ
の
号
イ
の
土
壌

が
当
該
地
層
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
層
内
の
任
意
の
位

置
の
土
壌
） 

五 

前
号
イ
(1)
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取

さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
（
同
号
イ
(1)
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採

取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混

合
す
る
こ
と
。 

六 

（
略
） 

四 

（
略
） 
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２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た

情
報
に
よ
り
、
調
査
対
象
地
に
盛
土
又
は
埋
め
戻
し
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
し
た
土
壌
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
自
然
由
来

盛
土
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
し
た
土
壌
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
土
壌
に

つ
い
て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

一 

調
査
対
象
地
と
専
ら
地
質
的
に
同
質
な
状
態
で
広
が
っ
て
い
る
自
然
由

来
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
土
壌
が
地
表
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
深
さ

よ
り
浅
い
位
置
に
分
布
し
て
い
る
土
地
の
土
壌
で
あ
る
こ
と
。 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
壌
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象
地
か
ら
の
距
離
が
九
百
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
土
地
か
ら
掘
削
し
た
土
壌
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

当
該
土
壌
の
掘
削
を
行
っ
た
土
地
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚

染
状
態
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
地
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
汚
染
状
態
で
あ
る
こ
と
が
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
そ
の
他
の
情
報

に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

盛
土
又
は
埋
め
戻
し
に
使
用
し
た

土
壌
の
掘
削
を
行
っ
た
土
地
の
汚

染
状
態 

調
査
対
象
地
の
汚
染
状
態 
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土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い

も
の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
す
る
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い

も
の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の
又
は
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の 

 

３ 

調
査
実
施
者
は
、
自
然
由
来
盛
土
等
に
使
用
し
た
土
壌
が
あ
る
と
き
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
土

壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
。 

二 

調
査
実
施
者
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
然
由
来
盛
土
等
に
使
用
し
た
土
壌
が
一
の
均
一

な
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
に
お
い
て
掘
削
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の

（
新
規
） 
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他
の
情
報
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
汚
染
状
態
が
均
一
で
あ
る
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
調
査
実
施
者
は
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
全
て
の

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
の
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に

あ
る
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
単
位
区
画
に
つ
い
て

、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

イ 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象

地
の
区
域
内
に
あ
る
場
合 
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む

自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
単
位
区
画 

ロ 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象

地
の
区
域
内
に
な
い
場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
自
然

由
来
盛
土
等
に
係
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画 

 

三 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第

三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行

う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
深
さ
に
の
み
自
然
由
来
盛
土
等
の
土
壌
の
位
置
が
あ
る
と
き
に
は
、
当

該
単
位
区
画
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

四 

調
査
実
施
者
は
、
前
二
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ

た
単
位
区
画
の
中
心
（
当
該
単
位
区
画
の
中
心
が
自
然
由
来
盛
土
等
に
係

る
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
位
区
画
に

お
け
る
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象
地
内
の
任
意
の
地
点
。
以
下
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こ
の
号
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
土
壌
の
採
取
を
行

う
こ
と
。 

イ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
自
然
由
来
盛
土
等
の
土
壌
の
位
置

が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

(1) 

表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌 

(2) 

深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の

土
壌 

ロ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
自
然
由
来
盛
土
等
の
土
壌
の
位
置

が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

こ
の
号
イ
の
土
壌
の
う
ち
当
該
自
然
由
来
盛

土
等
の
土
壌
（
こ
の
号
イ
の
土
壌
が
当
該
自
然
由
来
盛
土
等
の
土
壌
で

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
然
由
来
盛
土
等
の
土
壌
の
任
意
の
位

置
の
土
壌
） 

 

五 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第

三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行

う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
第
二
号
に
規
定
す
る
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
に
お
け
る
最
大
形
質
変
更
深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深
さ

よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
の

採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
に
基

づ
き
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
土
壌
が
自
然

由
来
盛
土
等
の
土
壌
の
全
て
の
最
大
形
質
変
更
深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位
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置
の
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
あ
る
と
き
は
、
当

該
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

六 
第
四
号
イ
(1)
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採

取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

 

七 

第
四
号
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の

量
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同

条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定

す
る
こ
と
。 

 

４ 

調
査
対
象
地
内
に
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
五
号
に

掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出

量
基
準
若
し
く
は
第
二
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
三
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
単
位
区
画
に
係
る
試
料
採
取
等
の
結
果
を
も

っ
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
の
全
部
又
は
一
部
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

調
査
対
象
地
内
に
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土

壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
土
地
を
含
む
単
位
区
画
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
単
位
区
画
に
係
る
試
料
採
取
等
の
結
果
を
も
っ
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
の
全
部
又
は
一
部
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
六
号
の
測
定
又
は
前
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定
又

は
試
料
採
取
等
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
若
し
く
は
第
二
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な

い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
調
査
対
象
地
（
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定

３ 
第
一
項
第
四
号
の
測
定
又
は
前
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定
又

は
試
料
採
取
等
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
調

査
対
象
地
（
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
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す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
の
調
査
対
象
地
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
を
当
該
試
料

採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
若
し
く
は
第
二
溶
出
量
基
準

又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

 

（
削
る
） 

        

（
削
る
） 

       

６ 

第
三
項
第
七
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
若
し
く
は
第
二
溶
出
量
基
準
又
は

該
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
の
調
査
対
象
地
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
（
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
の
区
域
を

除
く
。
）
を
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

一 

第
一
項
第
四
号
の
測
定
又
は
前
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定

又
は
試
料
採
取
等
に
係
る
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
（
第
一
項
第
一
号
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
ご
と
の
い
ず

れ
か
の
単
位
区
画
。
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
す
べ
て

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ

て
の
単
位
区
画 

二 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画
（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル

格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ

ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
の
中
心
に

お
い
て
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
特
定
有

害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
っ
た
結
果
、
同
号
の
測
定
に
係
る
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
す
べ
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画

を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
単
位
区
画 

（
新
規
） 
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土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、
当
該

試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
若
し
く
は
第
二
溶
出
量

基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な

す
。 

一 

自
然
由
来
盛
土
等
に
使
用
し
た
土
壌
が
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
） 

当
該
測
定
に
係
る
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格

子
内
に
あ
る
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
全
て
の
単
位
区
画 

二 

自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
全
て
の
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
つ
の
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
試
料
採
取

等
の
対
象
と
し
た
場
合 

自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
全
て
の
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
に
あ
る
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
全
て
の
単
位
区
画 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
六
号
若
し
く
は
第
三
項
第
七
号

の
測
定
又
は
第
四
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定
若
し
く
は
試
料
採

取
等
に
係
る
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
（
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
ご
と
の
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画

。
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
土
地
の
土
壌
の
試

料
採
取
等
対
象
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対

象
地
に
係
る
全
て
の
単
位
区
画
に
お
い
て
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ

い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
単
位
区
画
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
た
と
き 

土
壌
溶

            

（
新
規
） 
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出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区

画 
二 
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
な
か
っ
た
と
き 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

三 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
た
と
き
（
第
五
号
を
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
な
い
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状

態
に
あ
る
単
位
区
画 

四 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
単
位
区
画 

五 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
た
と
き 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
、
か
つ
、
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

８ 

第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単

位
区
画
（
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対
象
地
に

係
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
）
の
中
心
（
当
該
単
位
区
画
の
中

心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
位
区
画
に

お
け
る
調
査
対
象
地
内
の
任
意
の
地
点
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
二

               

（
新
規
） 
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種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を

除
く
。
）
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
っ
た
結
果
、
測
定
に
係
る
土
壌
の
試
料

採
取
等
対
象
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対
象

地
に
係
る
全
て
の
単
位
区
画
に
お
い
て
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い

て
当
該
各
号
に
定
め
る
単
位
区
画
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法

第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第
三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
九
百
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
お
け
る
最
大
形
質
変
更

深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位

置
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
た
と
き 

土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区

画 

二 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
な
か
っ
た
と
き 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

三 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
た
と
き
（
第
五
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
な
い
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状

態
に
あ
る
単
位
区
画 

四 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
（
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第
六
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

五 
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
、
か
つ
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
た
と
き 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
、
か
つ
、
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
単
位
区
画 

六 

第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
な
か
っ
た
と
き 

第

二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る

単
位
区
画 

９ 

第
一
項
第
四
号
、
第
三
項
第
四
号
又
は
前
項
の
単
位
区
画
の
中
心
の
傾
斜

が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て

土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
調
査
対
象
地
又
は
自

然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象
地
内
の
任
意
の
地
点
に
お
い
て
行
う
こ
れ

ら
の
規
定
の
土
壌
の
採
取
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
土
壌
の
採
取
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
の
単
位
区
画
の
中
心
の
傾
斜
が
著
し
い

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
第
一
項
第

二
号
の
土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
任
意
の
地
点
に

お
い
て
行
う
同
号
の
土
壌
の
採
取
を
も
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
土
壌
の
採

取
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
公
有

水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
土
壌

汚
染
状
況
調
査
） 

（
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り

造
成
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
る
特
例
） 

第
十
条
の
三 

第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
試
料
採
取
等

を
行
う
区
画
の
選
定
等
の
方
法
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
条
の
三 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

、
調
査
対
象
地
が
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
よ

る
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
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、
か
つ
、
調
査
対
象
地
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
専
ら
当
該
造
成
時
の
水
面
埋
立
て
用
材
料
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選

定
等
に
代
え
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画

の
選
定
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
土

壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

二 

調
査
実
施
者
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
う
ち
第
三
条
第
六

項
第
二
号
に
係
る
対
象
地
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
四

条
の
二
に
お
い
て
「
調
査
対
象
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
を
、
次
の
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位
区

画
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
三
条

第
八
項
若
し
く
は
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
最
大
形

質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
に
の
み
汚
染
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
土
壌

の
層
（
以
下
「
埋
立
層
等
」
と
い
う
。
）
の
位
置
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

単
位
区
画
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。 イ 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
あ
る
場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画 

一 

調
査
実
施
者
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
を
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位
区
画
に
つ
い
て
、

試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

イ 

試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
一
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合 

次

の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定

め
る
単
位
区
画 

(1) 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
あ
る
場

合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
単
位
区
画 

(2) 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場

合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
区
画 

ロ 
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定

有
害
物
質
で
あ
る
場
合 

次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
単
位
区
画 
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ロ 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に
な
い
場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対
象
地
に
係
る
単
位
区
画
の

う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画 

(1) 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
数
が
六
以
上
で
あ
る

場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず

れ
か
五
区
画 

(2) 

三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
単
位
区
画
の
数
が
五
以
下
で
あ
る

場
合 

当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
単
位
区
画 

三 

調
査
実
施
者
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た

単
位
区
画
の
中
心
（
当
該
単
位
区
画
の
中
心
が
調
査
対
象
地
の
区
域
内
に

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
調
査
対
象
地
内
の
任

意
の
地
点
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
四

条
第
三
項
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査

を
行
う
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
前
号
に
規
定
す
る
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
内
に
お
け
る
最
大
形
質
変
更
深
さ
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深

さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
壌

の
採
取
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

二 

調
査
実
施
者
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た

単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
土
壌
の
採
取
を
行
う
こ
と
。 

イ 

当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
埋
立
層
等
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

次
に
掲
げ
る
土
壌 

イ 

前
号
イ
に
該
当
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
土
壌 

(1) 

表
層
の
土
壌
（
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質

又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
表
層
の
土

壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で

(1) 

表
層
の
土
壌 
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の
土
壌
） 

(2)
・
(3) 

（
略
）  

(2)
・
(3) 

（
略
） 

ロ 
当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
埋
立
層
等
の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

こ
の
号
イ
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
土
壌
の
う
ち
当
該
埋
立
層
等
内

の
土
壌
（
こ
の
号
イ
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
土
壌
が
当
該
埋
立
層

等
内
に
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
層
等
内
の
任
意
の
位
置
の

土
壌
） 

ロ 

前
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
土
壌 

(1) 

表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌 

(2) 

深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の

土
壌
（
地
表
か
ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
帯
水
層
の
底
面
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
底
面
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
土
壌
を
除
く
。
） 

(3) 

帯
水
層
の
底
面
の
土
壌
（
地
表
か
ら
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
内
に
帯

水
層
の
底
面
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

前
号
イ
(1)
（
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第

三
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採

取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混

合
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
（
同
号
ロ
(1)
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
土
壌
を
採

取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混

合
す
る
こ
と
。 

（
削
る
） 

四 

第
一
号
（
同
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
内
に
あ
る
二
以
上
の
単
位
区
画
が
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ

た
単
位
区
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
単
位
区
画
に
係

る
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
壌
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合

に
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌
）
を
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る

土
壌
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

五 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土

五 

前
三
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
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壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
に
あ
っ

て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該

土
壌
に
含
ま
れ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項

第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と

。 

壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
に
あ
っ

て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該

土
壌
に
含
ま
れ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項

第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と

。 

２ 

前
項
第
五
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
単
位
区
画
を
含
む
当
該
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
に
あ
る
調
査
対
象
地
に
係
る
全
て
の
単
位
区
画
の
区
域
を
、
当
該

試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い

汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
第
五
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
単
位
区
画
を
含
む
当
該
三
十
メ
ー
ト

ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
単
位
区
画
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象

物
質
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る

土
地
と
み
な
す
。 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
単
位
区
画
の
中
心
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
、
当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
同
号
の
土
壌
の
採
取
を
行
う

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
調
査
対
象
地
内
の
任
意
の
地
点
に
お
い
て
行

う
同
号
の
土
壌
の
採
取
を
も
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
土
壌
の
採
取
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
の
単
位
区
画
の
中
心
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
、
当
該
単
位
区
画
の
中
心
に
お
い
て
同
号
の
土
壌
の
採
取
を
行
う

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
単
位
区
画
に
お
け
る
任
意
の
地
点
に
お
い
て
行
う
同
号
の
土
壌
の

採
取
を
も
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
土
壌
の
採
取
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

。 
 

 

（
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
の
省
略

） 

（
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
の
省
略
） 

第
十
一
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の

第
十
一
条 
調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
、
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土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
及
び
試
料

採
取
等
（
以
下
「
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の

把
握
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
及
び
試
料
採
取
等
（
次
項
に
お
い
て
「
調

査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
い
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ

れ
の
把
握
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の

区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
（
調
査
実
施
者
が
法
第
三
条
第
一
項

又
は
第
八
項
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
の

把
握
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
全
て
の
特
定
有
害
物
質
）
に
つ
い
て
第
二

溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地

と
み
な
す
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
を
行

わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物

質
（
調
査
実
施
者
が
法
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行

う
場
合
で
あ
っ
て
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
対
象
地
に
お
け
る

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な

情
報
の
把
握
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
特
定
有
害
物
質
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

 
 

（
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
関
す
る
試
料
採
取
等
に
係
る
特
例
） 

（
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
関
す
る
試
料
採
取
等
に
係
る
特
例
） 

第
十
二
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を

行
う
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
及
び
第

五
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
に
代

え
て
、
第
三
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区
画

の
中
心
（
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
実
施
者
が
把
握
し
た
情
報
に

よ
り
、
当
該
単
位
区
画
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が

多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
に
お
け
る

第
十
二
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を

行
う
と
き
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
及
び
第

五
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
に
代

え
て
、
第
三
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
土
地
を
含
む
単
位
区

画
の
中
心
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
実
施
者
が
把
握
し
た
情
報
に

よ
り
、
当
該
単
位
区
画
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が

多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
に
お
け
る
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任
意
の
地
点
）
に
お
い
て
、
当
該
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

任
意
の
地
点
）
に
お
い
て
、
当
該
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
試
料
採
取
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
検
出
範
囲
」
と
あ
る
の

は
、
「
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

２ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
試
料
採
取
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

  

３ 

（
略
） 

 
 

（
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
の
省
略
） 

（
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
の
省
略
） 

第
十
三
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条 

調
査
実
施
者
は
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画

の
選
定
等
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
か
っ

た
と
き
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
（
全
て
の
区
域
が
第
三
条
の
二
第
一
号
に

掲
げ
る
土
地
に
分
類
さ
れ
る
単
位
区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
を
、
当
該
試
料

採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
か
っ

た
と
き
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
（
す
べ
て
の
区
域
が
第
三
条
第
六
項
第
一

号
に
掲
げ
る
土
地
に
分
類
さ
れ
る
単
位
区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
を
、
当
該

試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

 
 

第
十
三
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た

情
報
に
よ
り
、
調
査
対
象
地
が
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立

て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
、
か
つ
、
調
査
対
象

地
が
当
該
造
成
時
の
水
面
埋
立
て
用
材
料
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
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っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
十
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
を
行

う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
か
っ

た
と
き
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い

て
第
二
溶
出
量
基
準
（
調
査
対
象
地
が
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
以
降
に

公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造

成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃

棄
物
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
が
当
該
造
成
時
の
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ

た
土
砂
に
由
来
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
溶
出
量
基
準

）
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す

。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
を
行
わ
な
か
っ

た
と
き
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い

て
第
二
溶
出
量
基
準
（
調
査
対
象
地
が
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
以
降
に

公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造

成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃

棄
物
を
い
う
。
）
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
当
該
造

成
時
の
水
面
埋
立
て
用
材
料
に
由
来
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
土
壌
溶
出
量
基
準
）
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

 
 

（
試
料
採
取
等
の
省
略
） 

（
試
料
採
取
等
の
省
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 
第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
に
あ
っ

て
は
、
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
か
っ
た
代
表
地
点
に
係
る
検
出
範
囲
の
区
域

（
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
及
び
全
て
の
区
域
が
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ

る
土
地
に
分
類
さ
れ
る
単
位
区
画
の
区
域
を
除
く
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
調
査
対
象

地
の
区
域
（
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
及
び
す
べ
て
の
区
域
が
第
三
条
第
六
項

第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
に
分
類
さ
れ
る
単
位
区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
を
、

当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
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。
）
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行

わ
な
か
っ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
調
査
対
象
地
の
区
域
を
、
当
該
試
料
採
取

等
対
象
物
質
に
つ
い
て
第
二
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
の
う
ち
、
第

六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
が
前
項
第
二
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
単
位
区
画
に
あ
っ
て
は
、
当
該
測

定
に
係
る
土
壌
の
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
九
条
第
三

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に

つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と

み
な
す
。 

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
（
第
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ

の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
当

該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
っ
た
単
位
区
画 

二 

土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
（
第
四
条
第
三
項
（
同
項
第

二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量

調
査
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基

準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
単
位
区
画 

三 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土

壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
ず

、
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料
採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内

に
あ
る
一
部
対
象
区
画 

三 

第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土
壌
ガ
ス
調
査
に
お
い
て
気
体
か
ら
試
料

採
取
等
対
象
物
質
が
検
出
さ
れ
ず
、
又
は
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
試
料

採
取
等
対
象
物
質
が
地
下
水
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画 

四 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土

四 

第
四
条
第
三
項
（
同
項
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
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壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
お
い
て
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査

又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画 

よ
る
試
料
採
取
等
区
画
に
係
る
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査

に
お
い
て
当
該
土
壌
溶
出
量
調
査
又
は
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
三
十
メ
ー
ト
ル
格

子
内
に
あ
る
一
部
対
象
区
画 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 
 

第
十
四
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
第
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又

は
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
が
次
に
掲
げ
る

も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
試
料
採

取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
試
料
採
取
等
を

行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
四
条
の
二 

調
査
実
施
者
は
、
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
が
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に

つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
い
こ
と
が

で
き
る
。 

一 

第
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
若
し
く
は
第
三
項
第
七
号
の
測
定
又
は
同

条
第
四
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定
又
は
試
料
採
取
等
に
係
る

い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

第
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
測
定
又
は
同
条
第
二
項
の
試
料
採
取
等

に
お
い
て
当
該
測
定
又
は
試
料
採
取
等
に
係
る
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
の

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
調
査
対
象

地
又
は
自
然
由
来
盛
土
等
に
係
る
調
査
対
象
地
の
区
域
（
次
に
掲
げ
る
単
位

区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
を
、
当
該
試
料
採
取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
土
壌

溶
出
量
基
準
（
第
十
三
条
の
二
第
二
項
括
弧
書
に
規
定
す
る
土
地
以
外
の
土

地
に
お
い
て
第
十
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
調
査
対
象

地
の
区
域
（
次
に
掲
げ
る
単
位
区
画
の
区
域
を
除
く
。
）
を
、
当
該
試
料
採

取
等
対
象
物
質
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
（
第
十
三
条
の
二
第
二
項
括
弧

書
に
規
定
す
る
土
地
以
外
の
土
地
に
お
い
て
第
十
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の

測
定
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
溶
出
量
基
準
）
及
び
土
壌
含
有
量
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は
、
第
二
溶
出
量
基
準
）
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
の
う
ち
、
第
十
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等

の
結
果
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
単
位
区
画
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
第
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
み
な
す
。 

一 

第
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
七
号
の
測
定
又

は
同
条
第
四
項
の
試
料
採
取
等
に
お
い
て
当
該
測
定
又
は
試
料
採
取
等
に

係
る
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
が
全
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子

内
に
あ
る
全
て
の
単
位
区
画 

一 

第
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
測
定
又
は
同
条
第
二
項
の
試
料
採
取
等

に
お
い
て
当
該
測
定
又
は
試
料
採
取
等
に
係
る
い
ず
れ
か
の
単
位
区
画
の

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
す
べ
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及

び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単

位
区
画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
単
位
区
画 

二 

第
十
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
全
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区
画

を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
全
て
の
単
位
区
画 

二 

第
十
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
測
定
に
お
い
て
当
該
測
定
に
係
る
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
す
べ
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
区

画
を
含
む
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
単
位
区
画 

 
 

（
法
施
行
前
に
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
の
利
用
） 
（
法
施
行
前
に
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
の
利
用
） 

第
十
五
条 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
、
法
の
施
行
前
に
第
六

条
か
ら
第
八
条
ま
で
又
は
第
十
条
か
ら
第
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
試

料
採
取
等
と
同
等
程
度
に
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
把
握

第
十
五
条 

調
査
対
象
地
に
お
い
て
、
法
の
施
行
前
に
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま

で
及
び
第
十
条
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
と
同
等
程
度
に
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
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で
き
る
精
度
を
保
っ
て
試
料
採
取
等
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
試
料
採
取
等
の
後
に
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生

じ
た
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
の
結
果
を

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
と
み
な
す
。 

染
状
態
を
把
握
で
き
る
精
度
を
保
っ
て
試
料
採
取
等
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
試
料
採
取
等
の
後
に
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に

よ
る
汚
染
が
生
じ
た
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
試
料
採

取
等
の
結
果
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
試
料
採
取
等
の
結
果
と
み
な
す
。 

 
 

（
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
確
認
） 

（
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
確
認
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
工
場
又
は
事

業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
及
び
同
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
土
地
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
同
項
第
四
号
の
土
地
の
場
所

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
り
、
当
該
土
地
の
場
所
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認

を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
同
項
第
四
号
の
土
地
の
場
所
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

り
、
当
該
土
地
の
場
所
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
を

す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
本
文

に
規
定
す
る
鉱
山
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
鉱
山
」
と
い
う
。
）
若
し

く
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
附
属
施
設
の
敷
地
又
は
鉱
山
の
敷
地
で

あ
っ
た
土
地
（
鉱
業
権
の
消
滅
後
五
年
以
内
で
あ
る
も
の
又
は
同
法
第
三

十
九
条
第
一
項
の
命
令
に
基
づ
き
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に

よ
る
鉱
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
（
第
二
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
「

一
・
二 

（
略
） 

三 

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
本
文

に
規
定
す
る
鉱
山
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
鉱
山
」
と
い
う
。
）
若
し

く
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
附
属
施
設
の
敷
地
又
は
鉱
山
の
敷
地
で

あ
っ
た
土
地
（
鉱
業
権
の
消
滅
後
五
年
以
内
で
あ
る
も
の
又
は
同
法
第
三

十
九
条
第
一
項
の
命
令
に
基
づ
き
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に

よ
る
鉱
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
（
第
二
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
「
鉱
山
関
係
の
土
地
」
と
い
う
。
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鉱
山
関
係
の
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

）
で
あ
る
こ
と
。 

４ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
等
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
様
式
第
四
の
届
出
書
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
等
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
様
式
第
四
の
届
出
書
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 
 

 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
に
係
る
土
地
の
利
用
の
方
法
の
変
更

の
届
出
） 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
に
係
る
土
地
の
利
用
の
方
法
の
変
更

の
届
出
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
工
場
又
は
事

業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
及
び
同
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の

場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

 
 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
の
取
消
し
を
行
う
場
所
） 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
の
取
消
し
を
行
う
場
所
） 

第
二
十
条 

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認

の
取
消
し
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
の
土
地
の
場
所
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

第
二
十
条 

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認

の
取
消
し
は
、
前
条
第
三
号
の
土
地
の
場
所
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
地
の
形
質

の
変
更
の
届
出
） 

 

第
二
十
一
条
の
二 

法
第
三
条
第
七
項
の
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 
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２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明

ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図
及
び
断
面
図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

 
 

第
二
十
一
条
の
三 
法
第
三
条
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

二 

法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
工
場
又
は
事
業

場
の
名
称
及
び
当
該
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
所
在
地 

 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
対
象
と
な
る
土
地
の
所
在
地 

 

四 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
対
象
と
な
る
土
地
の
面
積
及
び
当
該
土
地
の
形

質
の
変
更
に
係
る
部
分
の
深
さ 

 

 
 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
地
の
形
質

の
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

 

第
二
十
一
条
の
四 

法
第
三
条
第
七
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 
（
新
規
） 

一 

対
象
と
な
る
土
地
の
面
積
が
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
土
地
の
形
質

の
変
更 

 

二 

対
象
と
な
る
土
地
の
面
積
が
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
地
の
形
質

の
変
更
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
行
為
又
は
鉱
山
関
係
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の
土
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
土
地
の
形
質
の
変
更 

イ 

土
壌
を
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
対
象
と
な
る
土
地
の
区
域
外
へ

搬
出
す
る
こ
と
。 

 
ロ 

土
壌
の
飛
散
又
は
流
出
を
伴
う
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
こ
と
。 

 

ハ 

土
地
の
形
質
の
変
更
に
係
る
部
分
の
深
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

 
 

（
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状

況
調
査
の
命
令
） 

 

第
二
十
一
条
の
五 

法
第
三
条
第
八
項
の
命
令
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

法
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
と
な
る

土
地
の
場
所 

 

二 

法
第
三
条
第
八
項
の
命
令
に
係
る
報
告
を
行
う
べ
き
期
限 

 
 

 

（
法
第
三
条
第
八
項
の
命
令
に
係
る
報
告
） 

 

第
二
十
一
条
の
六 

法
第
三
条
第
八
項
の
命
令
に
係
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
七
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。 
（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

法
第
三
条
第
八
項
の
命
令
を
受
け
た
年
月
日 
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三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
場
所 

 
四 
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
は
そ
の
旨
、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
及

び
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
五 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類 

 

六 

土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
深
さ
、
日
時
、
当
該

試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登

録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項 

 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称 

 

八 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
の
氏
名

及
び
技
術
管
理
者
証
の
交
付
番
号 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
及
び
土
壌
汚
染
状
況
調
査

に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に

つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
試
料
採
取
等
の

対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 
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（
法
第
四
条
第
一
項
の
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
の
対
象
と
な
る
土
地
の

規
模
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
の
対
象
と
な
る
土
地
の
規
模
） 

第
二
十
二
条 
法
第
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
三
千
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
に
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
が
設
置
さ
れ

て
い
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
敷
地
又
は
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定

す
る
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
若
し
く
は

事
業
場
の
敷
地
（
同
項
本
文
の
報
告
を
し
た
工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
敷
地

又
は
同
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
た
土
地
を
除
く
。
）
の
土
地
の
形
質
の

変
更
に
あ
っ
て
は
、
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

法
第
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
三
千
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 
 

（
法
第
四
条
第
一
項
の
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図

、
立
面
図
及
び
断
面
図 

一 

土
地
の
形
質
の
変
更
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
た

図
面 

二 

（
略
） 
二 

（
略
） 

 
 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
二
十
四
条 
（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 
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三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
対
象
と
な
る
土
地
の
面
積
及
び
当
該
土
地
の
形

質
の
変
更
に
係
る
部
分
の
深
さ 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
規
模 

四 
現
に
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
工
場
若
し
く
は
事

業
場
の
敷
地
又
は
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
使
用
が
廃
止
さ
れ

た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
係
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
敷
地
（
同

条
第
一
項
本
文
の
報
告
を
し
た
工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
敷
地
又
は
同
項

た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
た
土
地
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
工
場

若
し
く
は
事
業
場
の
名
称
、
当
該
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
の
種
類
及
び

設
置
場
所
並
び
に
当
該
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、

使
用
さ
れ
、
又
は
処
理
さ
れ
て
い
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

（
新
規
） 

 
 

（
法
第
四
条
第
一
項
の
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
二
十
五
条 

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

都
道
府
県
知
事
が
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ

た
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ

が
な
い
又
は
土
地
の
土
壌
の
汚
染
状
態
が
全
て
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類

に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
土
地
に
お
い
て
行

わ
れ
る
土
地
の
形
質
の
変
更 

（
新
規
） 
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（
法
第
四
条
第
二
項
の
調
査
の
結
果
の
提
出
） 

 
第
二
十
五
条
の
三 

法
第
四
条
第
二
項
の
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
様
式
第
七
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
場
所 

 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
は
そ
の
旨
、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
及

び
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 

四 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類 

 

五 

土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
深
さ
、
日
時
、
当
該

試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登

録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項 

 

六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称 

 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
の
氏
名

及
び
技
術
管
理
者
証
の
交
付
番
号 

 

八 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
係
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る
土
地
の
所
有
者
等
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
等

の
氏
名
又
は
名
称 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
及
び
土
壌
汚
染
状
況
調
査

に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に

つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場
合
は
当
該
試
料
採
取
等
の
対

象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

（
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
基
準

） 

（
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
基
準

） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
を
そ

の
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
保
管
す
る
施
設
に
係
る
工
場
又
は
事
業

場
の
敷
地
で
あ
る
土
地
又
は
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
。 

四 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
を
そ

の
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
保
管
す
る
施
設
（
特
定
有
害
物
質
を
含

む
液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
の
防
止
の
た
め
の
措
置
と
し
て
環
境
大
臣
が
定

め
る
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
施
設
を
除
く
。
）
に
係
る
工
場
又
は
事
業

場
の
敷
地
で
あ
る
土
地
又
は
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 
五 

（
略
） 

 
 

（
法
第
四
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の

命
令
） 

（
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
に
係
る

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
命
令
） 
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第
二
十
七
条 

法
第
四
条
第
三
項
の
命
令
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
七
条 

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

法
第
四
条
第
三
項
の
命
令
に
係
る
報
告
を
行
う
べ
き
期
限 

二 

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
べ
き
期
限 

 
 

（
法
第
四
条
第
三
項
の
命
令
に
係
る
報
告
） 

 

第
二
十
七
条
の
二 

法
第
四
条
第
三
項
の
命
令
に
係
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
七
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

法
第
四
条
第
三
項
の
命
令
を
受
け
た
年
月
日 

 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
場
所 

 

四 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
は
そ
の
旨
、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
及

び
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 

五 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類 

 

六 

土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
深
さ
、
日
時
、
当
該
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試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登

録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称 

 

八 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
の
氏
名

及
び
技
術
管
理
者
証
の
交
付
番
号 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
及
び
土
壌
汚
染
状
況
調
査

に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に

つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場
合
は
当
該
試
料
採
取
等
の
対

象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  
 

 
 

（
法
第
五
条
第
一
項
の
命
令
に
係
る
報
告
） 

 

第
三
十
条
の
二 

法
第
五
条
第
一
項
の
命
令
に
係
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
様
式
第
八
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

法
第
五
条
第
一
項
の
命
令
を
受
け
た
年
月
日 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
場
所 

 

四 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
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定
有
害
物
質
の
種
類 

五 
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の

分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受

け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
関
す

る
事
項 

 
六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称 

 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
従
事
し
た
者
を
監
督
し
た
技
術
管
理
者
の
氏
名

及
び
技
術
管
理
者
証
の
交
付
番
号 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  
 

 
 

（
区
域
の
指
定
に
係
る
基
準
） 

（
区
域
の
指
定
に
係
る
基
準
） 

第
三
十
一
条 

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち

土
壌
に
水
を
加
え
た
場
合
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
関
す
る
も
の

は
、
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
が
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物

質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
三
十
一
条 

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち

土
壌
に
水
を
加
え
た
場
合
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
関
す
る
も
の

は
、
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
が
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物

質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
土
壌
に
含

ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
関
す
る
も
の
は
、
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第

六
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
が

２ 

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
土
壌
に
含

ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
関
す
る
も
の
は
、
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第

六
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
が
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、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

（
要
措
置
区
域
の
指
定
の
公
示
） 

（
要
措
置
区
域
の
指
定
の
公
示
） 

第
三
十
二
条 

法
第
六
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
要
措
置
区
域
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
措
置
区
域
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
指
定
の
解
除
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
公
示
は
、
当
該

指
定
を
す
る
旨
、
当
該
要
措
置
区
域
、
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
土
壌
の

汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い

特
定
有
害
物
質
の
種
類
及
び
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措

置
（
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
示
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
（
法
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要

措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置
（
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
実
施
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県

又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
措
置
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
三
十
二
条 

法
第
六
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
要
措
置
区
域
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
措
置
区
域
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
指
定
の
解
除
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
公
示
は
、
当
該

指
定
を
す
る
旨
、
当
該
要
措
置
区
域
、
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
土
壌
の

汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い

特
定
有
害
物
質
の
種
類
及
び
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措

置
（
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措
置
を
い
う
。
）
（
法
第
六
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等
（
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措
置
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
又
は
令
第
九
条
に
規
定

す
る
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
要
措
置
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
と
す
る

。 

一
～
三 

（
略
） 
一
～
三 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
除
去
等
計
画
の
作
成
及
び
提
出
の
指
示
） 

（
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
等
に
対
す
る
指
示
） 

第
三
十
三
条 

法
第
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
指
示
は
、
書
面
に
よ
り
行

第
三
十
三
条 
法
第
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
指
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
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う
も
の
と
す
る
。 

項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
削
る
） 

一 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
の
除
去

等
の
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
講
ず
べ
き
土
地
の
場
所 

（
削
る
） 

二 

要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
及
び
そ
の
理

由 

（
削
る
） 

三 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限 

（
削
る
） 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
の
場
所
は
、
当
該
土
地
若
し
く
は
そ
の
周
辺

の
土
地
の
土
壌
又
は
当
該
土
地
若
し
く
は
そ
の
周
辺
の
土
地
に
あ
る
地
下
水

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
等
を
勘
案
し
、
人
の
健
康
に
係
る
被
害

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
削
る
） 

３ 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
限
は
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き

土
地
の
場
所
、
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
、
当

該
土
地
の
所
有
者
等
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
等
を
勘
案
し
、
相
当

な
も
の
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
汚
染
除
去
等
計
画
の
作
成
及
び
提
出
の
指
示
に
お
い
て
示
す
事
項
） 

（
土
壌
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
指
示
） 

第
三
十
四
条 

法
第
七
条
第
一
項
本
文
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
の
除
去

等
の
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
講
ず
べ
き
要
措
置
区
域
の
場
所 

二 

汚
染
除
去
等
計
画
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
除
去
等
計
画

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
す
べ
き
期
限 

第
三
十
四
条 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
は
、
特
定
有
害

物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
を
埋
め
、
飛
散
さ
せ

、
流
出
さ
せ
、
又
は
地
下
に
浸
透
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
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２ 

法
第
七
条
第
一
項
本
文
の
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限
は
、
汚
染
の
除
去
等
の

措
置
を
講
ず
べ
き
要
措
置
区
域
の
場
所
、
当
該
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
土

壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
、
当
該
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
所

有
者
等
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
等
を
勘
案
し
、
相
当
な
も
の
と
な

る
よ
う
示
す
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
第
一
号
の
要
措
置
区
域
の
場
所
は
、
当
該
要
措
置
区
域
若
し
く
は

そ
の
周
辺
の
土
地
の
土
壌
又
は
当
該
要
措
置
区
域
若
し
く
は
そ
の
周
辺
の
土

地
に
あ
る
地
下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
等
を
勘
案
し
、
人
の

健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
示
す
も
の
と
す

る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
の
汚
染
除
去
等
計
画
を
提
出
す
べ
き
期
限
は
、
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
に
要
す
る
期
間
等

を
勘
案
し
、
相
当
な
も
の
と
な
る
よ
う
示
す
も
の
と
す
る
。 

す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ
て
す
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分 

二 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
若
し
く
は
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ
て
す
る
同
法
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分 

三 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ

て
す
る
同
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
排
出 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
は
、
二
以
上
の
者
に
対
し

て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
者
が
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
を
生
じ
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
講
ず
べ
き
汚

染
の
除
去
等
の
措
置
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
条
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
当
該
土
地
の
所
有

者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
土
壌
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
土
壌
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
指
示
） 
（
指
示
事
項
） 

第
三
十
五
条 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
は
、
特
定
有
害

物
質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
を
埋
め
、
飛
散

さ
せ
、
流
出
さ
せ
、
又
は
地
下
へ
浸
透
さ
せ
る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
て
行

第
三
十
五
条 

法
第
七
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
汚
染
の
除

去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
土
地
の
場
所
及
び
期
限
と
す
る
。 
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う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ
て
す
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分 

 

二 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ
て
す
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分 

 

三 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ

て
す
る
同
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
排
出 

 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
は
、
二
以
上
の
者
に
対
し

て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
者
が
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
を
生
じ
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を
勘
案
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

３ 

前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
示
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
当
該
要
措
置
区

域
内
の
土
地
の
所
有
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
土
壌
汚
染
を
生
じ
さ
せ

る
行
為
を
し
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
指
示
措
置
及
び
指
示
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

（
指
示
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
汚
染
の
除
去
等
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汚
染
の
除
去
等
の
措
置
） 

の
措
置
） 

第
三
十
六
条 

指
示
措
置
は
、
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
と
す
る
。 

第
三
十
六
条 

法
第
七
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
は
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
が
、
自
ら
が
有
す
る
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
に
お

け
る
競
落
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
等
と
な
っ
た

者
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
を
譲
渡
す
る
意
思
の
有
無
等
か
ら
み
て
土
地
の
所

有
者
等
で
あ
る
こ
と
が
一
時
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
法
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
汚
染
の

除
去
等
の
措
置
を
示
す
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
要
措

置
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
六
の
一
の
項
に
規
定
す
る

地
下
水
の
水
質
の
測
定
、
当
該
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
同
表
の
七
の
項
に
規
定
す
る
立
入
禁
止
を
示
す
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
指
示
措
置
と
同
等
以
上

の
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
は
、
別
表
第
六
の

上
欄
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
汚

染
の
除
去
等
の
措
置
と
す
る
。 

 

 
 

（
汚
染
除
去
等
計
画
の
記
載
事
項
） 

 

第
三
十
六
条
の
二 

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
規
） 
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、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 
二 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
要
措
置
区
域
の
所
在
地 

 

三 

実
施
措
置
を
選
択
し
た
理
由 

四 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、

五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
又
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ

に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
汚
染
除
去
等
計

画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
把
握
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
並
び
に
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析

の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項 

五 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
を
講
ず
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準

じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明

ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及

び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法

第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項 

 

六 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
が
要
措
置
区
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域
内
の
帯
水
層
に
接
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定

有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
、
揮
散
若
し
く
は
流

出
（
以
下
「
飛
散
等
」
と
い
う
。
）
、
地
下
へ
の
浸
透
及
び
地
下
水
汚
染

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置 

  
七 

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又

は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
に
講
ず
る
措

置 

 

八 

実
施
措
置
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
若
し
く
は

特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は
地
下
水
汚

染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方
法 

 

九 

事
故
、
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方

法 
 

十 

土
壌
を
掘
削
す
る
範
囲
及
び
深
さ
と
地
下
水
位
と
の
位
置
関
係 

 

十
一 

要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
把
握
す
る
た
め
の

土
壌
溶
出
量
調
査
及
び
土
壌
含
有
量
調
査
に
お
け
る
試
料
採
取
の
頻
度
並

び
に
当
該
土
壌
の
使
用
方
法 

 

十
二 

要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
一
の
土
壌
汚
染

状
況
調
査
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
他
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染

土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
要
措
置
区
域
の
汚
染
状

態
及
び
当
該
汚
染
土
壌
の
使
用
方
法 

 

十
三 

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
施
措
置
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
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れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項 

 
 

（
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
） 

 

第
三
十
六
条
の
三 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
指

示
を
受
け
た
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
汚
染
除
去
等
計
画
を
作
成
し
、
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
汚
染
除
去
等
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

一 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、

五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
又
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ

に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
汚
染
除
去
等
計

画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
把
握
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
汚
染

の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

 

二 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
要
措
置
区
域
の
場
所
及
び
実
施
措

置
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図
及
び
断
面
図 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
を
講
ず
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準

じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明

ら
か
に
し
た
図
面 
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（
軽
微
な
変
更
） 

 
第
三
十
六
条
の
四 

法
第
七
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

実
施
措
置
の
着
手
予
定
時
期
の
変
更 

（
新
規
） 

二 

実
施
措
置
の
完
了
予
定
時
期
に
係
る
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
七
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
示
し
た
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限

ま
で
の
も
の 

 

三 

基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体

の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
及
び
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
も

の 

 

四 

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
施
措
置
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
に
係
る
変
更 

 

 
 

（
変
更
後
の
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
） 

 

第
三
十
七
条 

法
第
七
条
第
三
項
の
変
更
後
の
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
は
、

変
更
後
の
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
九
に
よ
る

計
画
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 
 

（
実
施
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
命
令
） 

（
指
示
措
置
等
を
講
ず
べ
き
旨
の
命
令
） 

第
三
十
八
条 

法
第
七
条
第
四
項
の
命
令
は
、
相
当
の
履
行
期
限
を
定
め
て
、

第
三
十
七
条 
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
相
当
の
履
行
期
限
を
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書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

定
め
て
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
実
施
措
置
に
係
る
技
術
的
基
準
） 

（
指
示
措
置
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
） 

第
三
十
九
条 
法
第
七
条
第
四
項
の
実
施
措
置
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次

条
及
び
第
四
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
三
十
八
条 

法
第
七
条
第
六
項
の
指
示
措
置
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、

次
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

 

（
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
） 

（
削
る
） 

第
三
十
九
条 

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
お
い
て
講
ず
べ
き
汚
染
の

除
去
等
の
措
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
と
す
る
。 

 
 

（
実
施
措
置
の
実
施
の
方
法
） 

（
措
置
の
実
施
の
方
法
） 

第
四
十
条 

別
表
第
六
の
一
の
項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定
、
同
表

の
二
の
項
に
規
定
す
る
原
位
置
封
じ
込
め
、
遮
水
工
封
じ
込
め
、
地
下
水
汚

染
の
拡
大
の
防
止
及
び
土
壌
汚
染
の
除
去
、
同
表
の
三
の
項
に
規
定
す
る
遮

断
工
封
じ
込
め
、
同
表
の
四
の
項
に
規
定
す
る
不
溶
化
、
同
表
の
七
の
項
に

規
定
す
る
舗
装
及
び
立
入
禁
止
、
同
表
の
八
の
項
に
規
定
す
る
土
壌
入
換
え

並
び
に
同
表
の
九
の
項
に
規
定
す
る
盛
土
の
実
施
の
方
法
は
、
別
表
第
八
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
措
置

を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
条 

別
表
第
五
の
一
の
項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定
、
同
表

の
二
の
項
に
規
定
す
る
原
位
置
封
じ
込
め
、
遮
水
工
封
じ
込
め
、
地
下
水
汚

染
の
拡
大
の
防
止
及
び
土
壌
汚
染
の
除
去
、
同
表
の
三
の
項
に
規
定
す
る
遮

断
工
封
じ
込
め
、
同
表
の
四
の
項
に
規
定
す
る
不
溶
化
、
同
表
の
七
の
項
に

規
定
す
る
舗
装
及
び
立
入
禁
止
、
同
表
の
八
の
項
に
規
定
す
る
土
壌
入
換
え

並
び
に
同
表
の
九
の
項
に
規
定
す
る
盛
土
の
実
施
の
方
法
は
、
別
表
第
六
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
新
規
） 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
が
要
措
置
区
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域
内
の
帯
水
層
に
接
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施

行
方
法
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

二 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又

は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
及
び
地
下
水

汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三 

要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
を
調
査
し
、
把
握
す
る
こ
と
。 

 

四 

要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
一
の
土
壌
汚
染
状

況
調
査
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
他
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土

壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
の
使
用
に
伴
い
、
人
の
健

康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

   
 

 
 

（
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
お
い
て
造
成
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
実
施
措
置
） 

（
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
お
い
て
造
成
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
汚
染
の
除
去
等

の
措
置
） 

第
四
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
お

い
て
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
管
理
者

が
管
理
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
実
施
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
土
地
と
み

な
す
。 

第
四
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
お

い
て
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾

管
理
者
が
管
理
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
に
定
め
る
汚
染
の
除
去
等

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
土
地
と
み
な
す
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 
（
略
） 
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（
実
施
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
命
令
） 

 

（
担
保
権
の
実
行
等
に
よ
り
一
時
的
に
土
地
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
者
が
講

ず
べ
き
措
置
） 

第
四
十
二
条 

法
第
七
条
第
八
項
の
命
令
は
、
相
当
の
履
行
期
限
を
定
め
て
、

書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
二
条 

都
道
府
県
知
事
が
、
自
ら
が
有
す
る
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の

競
売
に
お
け
る
競
落
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
等

と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
を
譲
渡
す
る
意
思
の
有
無
等
か
ら
み
て

土
地
の
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
が
一
時
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

し
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ

き
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
示
す
と
き
は
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

別
表
第
五
の
一
の
項
に
規
定
す
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定
、
当
該
要
措
置
区

域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
同
表
の
七
の
項
に
規
定
す
る
立
入
禁
止

を
示
す
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
工
事
完
了
の
報
告
及
び
実
施
措
置
完
了
の
報
告
に
係
る
手
続
） 

 

第
四
十
二
条
の
二 

法
第
七
条
第
九
項
の
報
告
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
（
新
規
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
様
式
第

十
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

別
表
第
八
の
二
の
項
の
原
位
置
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち

、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 
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二 

別
表
第
八
の
三
の
項
の
遮
水
工
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち

、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 

 
三 
別
表
第
八
の
四
の
項
の
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止
に
係
る
措
置
の
実

施
の
う
ち
、
同
項
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
に
よ
る

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 

 

四 

別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
該
当

す
る
要
措
置
区
域
に
お
い
て
実
施
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
り
、
別
表
第

八
の
五
の
項
の
土
壌
汚
染
の
除
去
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下

欄
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去
の
イ
か
ら
ニ

ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合
又
は
同
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
原
位
置
で
の

浄
化
に
よ
る
除
去
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 

 

五 

別
表
第
八
の
六
の
項
の
遮
断
工
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち

、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 

 

六 

別
表
第
八
の
七
の
項
の
不
溶
化
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下

欄
第
一
号
に
掲
げ
る
原
位
置
不
溶
化
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し

た
場
合
又
は
同
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
不
溶
化
埋
め
戻
し
の
イ
か
ら
ホ
ま
で

の
実
施
が
完
了
し
た
場
合 

 

３ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 
 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

要
措
置
区
域
の
所
在
地 
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三 

実
施
措
置
の
種
類 

 
四 
実
施
措
置
の
着
手
時
期
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
が
完
了

し
た
時
期 

 
五 

要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該

搬
入
さ
れ
た
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た

調
査
の
土
壌
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
日
時
、
当
該
土
壌
の
分
析
の
結

果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の

氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項 

 

六 

第
三
十
六
条
の
四
第
三
号
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
行
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有

害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
及
び
地
下
水
汚
染
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置 

 

七 

別
表
第
九
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
施
措
置
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
工
事
完
了
の
報
告
事
項 

 

４ 

実
施
措
置
に
係
る
全
て
の
措
置
の
実
施
が
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
一
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

要
措
置
区
域
の
所
在
地 

 

三 

実
施
措
置
の
種
類 
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四 

実
施
措
置
の
着
手
時
期
及
び
実
施
措
置
に
係
る
全
て
の
措
置
の
実
施
が

完
了
し
た
時
期 

 
五 
別
表
第
九
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
施
措
置
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
実
施
措
置
完
了
の
報
告
事
項 

 

５ 

前
二
項
の
報
告
書
に
は
、
実
施
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
要
措
置
区
域
の
場
所

及
び
実
施
措
置
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
要
措
置
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
禁
止
の
例
外
） 

（
要
措
置
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
禁
止
の
例
外
） 

第
四
十
三
条 

法
第
九
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。 

第
四
十
三
条 

法
第
九
条
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
行
為 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
行
為 

イ 

実
施
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
構
造
物
に
変
更
を
加
え
る

こ
と
。 

イ 

指
示
措
置
等
を
講
ず
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
構
造
物
に
変
更
を
加
え

る
こ
と
。 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 

土
壌
汚
染
の
状
況
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に
行
う
土

壌
の
採
取
及
び
測
定
に
係
る
ボ
ー
リ
ン
グ
又
は
観
測
井
を
設
け
る
た
め
に

行
う
ボ
ー
リ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含

む
液
体
の
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
へ
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

 

ロ 

掘
削
に
当
た
っ
て
水
等
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
等
に
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よ
り
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
の
飛
散
等
及
び
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

三 

実
施
措
置
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て
、

そ
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
も
の 

二 

指
示
措
置
等
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て

、
そ
の
施
行
方
法
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府

県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
も
の 

四 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の

変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
も

の 

三 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の

変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
前
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
も
の 

イ 

別
表
第
六
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
該
当
す
る
要
措
置
区

域
で
あ
っ
て
、
地
下
水
の
水
質
の
測
定
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

イ 

別
表
第
五
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
該
当
す
る
要
措
置
区

域
で
あ
っ
て
、
地
下
水
の
水
質
の
測
定
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

ロ 

別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
及
び
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
原

位
置
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
八
の
二
の
項
の
原

位
置
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ

ま
で
の
実
施
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ロ 

別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
及
び
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
原

位
置
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
六
の
二
の
項
の
下

欄
に
掲
げ
る
原
位
置
封
じ
込
め
に
係
る
工
程
の
う
ち
、
ト
及
び
チ
以
外

の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ハ 

別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
及
び
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適

ハ 
別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
及
び
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
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合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
遮

水
工
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
八
の
三
の
項
の
遮

水
工
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ

ま
で
の
実
施
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
遮

水
工
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
六
の
三
の
項
の
下

欄
に
掲
げ
る
遮
水
工
封
じ
込
め
に
係
る
工
程
の
う
ち
、
ト
及
び
チ
以
外

の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ニ 

別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
該

当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の 

ニ 

別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
該

当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
防
止
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の 

ホ 

土
壌
汚
染
の
除
去
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
要
措
置
区
域
（
別
表
第
八
の

五
の
項
の
土
壌
汚
染
の
除
去
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下
欄

第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去
の
イ
か
ら
ニ

ま
で
の
実
施
が
完
了
し
て
い
る
も
の
又
は
同
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
原
位

置
で
の
浄
化
に
よ
る
除
去
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
の
実
施
が
完
了
し

て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ホ 

土
壌
汚
染
の
除
去
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
要
措
置
区
域
（
別
表
第
六
の

五
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除

去
に
係
る
工
程
の
う
ち
、
ハ
以
外
の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
、
又

は
同
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
原
位
置
で
の
浄
化
に
よ
る
除
去
に
係
る
工
程

の
う
ち
、
ハ
以
外
の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ヘ 

別
表
第
六
の
一
の
項
及
び
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
遮

断
工
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
八
の
六
の
項
の
遮

断
工
封
じ
込
め
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下
欄
の
イ
か
ら
チ

ま
で
の
実
施
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ヘ 

別
表
第
五
の
一
の
項
及
び
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ

る
土
地
（
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
遮

断
工
封
じ
込
め
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
別
表
第
六
の
六
の
項
の
下

欄
に
掲
げ
る
遮
断
工
封
じ
込
め
に
係
る
工
程
の
う
ち
、
チ
及
び
リ
以
外

の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ト 

別
表
第
六
の
一
の
項
及
び
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
（
同
表
の

一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
の
第
一
種
特
定
有

ト 

別
表
第
五
の
一
の
項
及
び
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
（
同
表
の

一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
の
第
一
種
特
定
有
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害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量

基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
及
び
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該

当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
不
溶
化
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（

別
表
第
八
の
七
の
項
の
不
溶
化
に
係
る
措
置
の
実
施
の
う
ち
、
同
項
下

欄
第
一
号
に
掲
げ
る
原
位
置
不
溶
化
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
措
置
の
実
施

が
完
了
し
て
い
る
も
の
又
は
同
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
不
溶
化
埋
め
戻
し

の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
実
施
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量

基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
及
び
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
を
除
く
。
）
に
該

当
す
る
要
措
置
区
域
で
あ
っ
て
、
不
溶
化
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
（

別
表
第
六
の
七
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
原
位
置
不
溶
化
に
係
る

工
程
の
う
ち
、
ホ
以
外
の
工
程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
、
又
は
同
欄
第

二
号
に
掲
げ
る
不
溶
化
埋
め
戻
し
に
係
る
工
程
の
う
ち
、
ホ
以
外
の
工

程
が
完
了
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
例
外
） 

 

第
四
十
三
条
の
二 

一
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た

複
数
の
要
措
置
区
域
の
間
に
お
い
て
、
一
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た

汚
染
土
壌
を
他
の
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変
更
に
自
ら
使
用
し
、

又
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
は

、
当
該
汚
染
土
壌
が
当
該
他
の
要
措
置
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日

以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 
 

（
帯
水
層
の
深
さ
に
係
る
確
認
の
申
請
） 
（
帯
水
層
の
深
さ
に
係
る
確
認
の
申
請
） 

第
四
十
四
条 

第
四
十
三
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
四
条 

前
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 
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２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
第
三
号
の

井
戸
を
設
置
し
た
地
点
及
び
当
該
地
点
に
当
該
井
戸
を
設
置
し
た
理
由
並
び

に
同
項
第
四
号
の
観
測
の
結
果
か
ら
み
て
前
項
第
三
号
の
帯
水
層
の
深
さ
を

定
め
た
理
由
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
第
四
十
三
条
第

一
号
ロ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
第
三
号
の

井
戸
を
設
置
し
た
地
点
及
び
当
該
地
点
に
当
該
井
戸
を
設
置
し
た
理
由
並
び

に
同
項
第
四
号
の
観
測
の
結
果
か
ら
み
て
前
項
第
三
号
の
帯
水
層
の
深
さ
を

定
め
た
理
由
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
前
条
第
一
号
ロ

の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
三
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
確
認
に
係
る
地
下
水
位
及
び
帯
水
層
の
深
さ
の
変
化
を
的
確
に
把

握
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認
に
、
当
該
地
下
水

位
及
び
帯
水
層
の
深
さ
を
都
道
府
県
知
事
に
定
期
的
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の

他
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
確
認
に
係
る
地
下
水
位
及
び
帯
水
層
の
深
さ
の
変
化
を
的
確
に
把
握
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認
に
、
当
該
地
下
水
位
及
び

帯
水
層
の
深
さ
を
都
道
府
県
知
事
に
定
期
的
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
条

件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
三
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
し
た
後
に
お
い
て

、
前
項
の
報
告
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
当
該
確
認
に
係
る
要
措
置
区
域
に
お

い
て
当
該
確
認
に
係
る
深
さ
ま
で
帯
水
層
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
な
く

な
っ
た
と
き
又
は
前
項
の
報
告
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確

認
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
号
ロ
の
確
認
を
し
た
後
に
お
い
て
、
前
項

の
報
告
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
当
該
確
認
に
係
る
要
措
置
区
域
に
お
い
て
当

該
確
認
に
係
る
深
さ
ま
で
帯
水
層
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た

と
き
又
は
前
項
の
報
告
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
を
取

り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
に
係
る
確
認
の
申
請
） 
（
土
地
の
形
質
の
変
更
に
係
る
確
認
の
申
請
） 

第
四
十
五
条 

第
四
十
三
条
第
三
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
三
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条 

第
四
十
三
条
第
二
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 
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一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 
土
地
の
形
質
の
変
更
（
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
と
一
体
と
し
て
行
わ

れ
る
実
施
措
置
を
含
む
。
次
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
行
う
要
措
置
区
域
の
所
在
地 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
（
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
と
一
体
と
し
て
行
わ

れ
る
指
示
措
置
等
を
含
む
。
次
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
行
う
要
措
置
区
域
の
所
在
地 

三
～
六 

（
略
） 

三
～
六 

（
略
） 

七 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
対
応
方
法 

（
新
規
） 

八 

事
故
、
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方

法 

（
新
規
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係

る
土
地
の
形
質
の
変
更
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
第
四
十
三
条
第
三
号
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係

る
土
地
の
形
質
の
変
更
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
第
四
十
三
条
第
二
号
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
形
質
の
変
更
と
そ
れ
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ

る
実
施
措
置
と
の
間
に
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
形
質
の
変
更
と
そ
れ
と
一
体
と
し
て
行
わ
れ

る
指
示
措
置
等
と
の
間
に
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二

項
第
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
が
第
四
十
三
条
第

二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 
三 

（
略
） 

 
 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
に
係
る
確
認
の
申
請
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
に
係
る
確
認
の
申
請
） 

第
四
十
六
条 

第
四
十
三
条
第
四
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

第
四
十
六
条 
第
四
十
三
条
第
三
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
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な
ら
な
い
。 

ら
な
い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

七 
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
る

実
施
措
置 

七 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
る

汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

八 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
対
応
方
法 

（
新
規
） 

九 

事
故
、
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方

法 

（
新
規
） 

十 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

（
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
に
係
る
部
分
の
う
ち
最
も
深
い
位
置
の
深
さ

よ
り
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場

所
の
位
置
が
あ
る
場
合
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
除
く
。
次
項
第
三
号
、

第
四
十
八
条
第
二
項
第
五
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
一

条
第
一
項
第
十
号
、
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
十
二
条

の
四
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第

三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る

土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分

析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け

た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項 

（
新
規
） 
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２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

一 
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
要
措
置

区
域
の
図
面 

 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図

及
び
断
面
図 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法

に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
第
四
十
三

条
第
四
号
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
が
第
四
十
三
条
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
同
条
第
三
号
の

確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
公
示
） 
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
公
示
） 

第
四
十
七
条 

法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
行
う
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
法
第
十
一
条

第
二
項
に
規
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

指
定
及
び
そ
の
解
除
の
公
示
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
す
る
旨
、
当

第
四
十
七
条 

法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
行
う
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
法
第
十
一
条

第
二
項
に
規
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

指
定
及
び
そ
の
解
除
の
公
示
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
す
る
旨
、
当
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該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土

壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
並
び
に
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
か
ら
第
十

三
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
並
び
に
指
定
の
解
除
の
公

示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ

た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
又
は
令
第
十
条
に
規
定

す
る
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
後
段
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土

壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
並
び
に
第
五
十
八
条
第
五
項
第
九
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
並
び
に
指
定
の
解
除
の
公

示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ

た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
又
は
令
第
九
条
に
規
定

す
る
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
後
段
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

 
 

（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
） 

（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
） 

第
四
十
八
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
届
出
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
八
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
届
出
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法

に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

（
新
規
） 
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六 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か

ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来
等
土
壌
（
同
項
に
規
定
す
る
自
然
由
来
等
土
壌

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
及
び
図
面 

イ 

当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
が
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
が
専
ら
自
然
又
は
専
ら
当
該
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用

い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類 

ロ 

当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特

定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

ハ 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
土
地
の
所
有
者
等

で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か

ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来
等
土
壌
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該

土
地
の
所
有
者
等
の
同
意
書 

（
新
規
） 

３ 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、
五

の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
又
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ

る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
と
同
等
な
方
法
に
よ
り
、
土
地
の

形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
把
握
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
規
） 
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第
四
十
九
条 

（
略
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
対
応
方
法 

五 

事
故
、
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方

法 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法

に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地

点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計

量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の

結
果
に
関
す
る
事
項 

（
新
規
） 

 

 

七 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来
等

土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要

届
出
区
域
の
所
在
地 

２ 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、
五

の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
又
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ

る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
と
同
等
な
方
法
に
よ
り
、
土
地
の

形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌

（
新
規
） 

  （
新
規
） 
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の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
把
握
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
壌

そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結

果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
の
申
請
） 

 

第
四
十
九
条
の
二 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

土
地
の
所
有
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
六
に
よ
る

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
及
び
管
理

に
関
す
る
方
針
（
以
下
「
施
行
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
の
確
認
に
係
る

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
所
在
地 

三 

次
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
並

び
に
当
該
土
地
の
区
分
に
応
じ
た
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の

形
質
の
変
更
の
施
行
方
法 

四 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
及
び
管
理
に
係
る
記
録
及
び
そ
の
保
存
の

方
法 

五 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
対
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応
方
法 

六 
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質

若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は

地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方
法 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
の
所
有
者
等
が
自
主
的
に
実
施

す
る
事
項
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
周
辺
の
地
図 

 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

三 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
が
第
四
十
九
条
の
四
及
び
第
四
十

九
条
の
五
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
を
次
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
上

欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
区
分
し
た
図
面 

 

五 

申
請
者
が
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
所
有
者
等
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類 

 

六 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
に
申
請
者
以
外
の
所
有
者
等
が
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
所
有
者
等
全
員
の
当
該
申
請
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
合
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
に
係
る
基
準
） 

 

第
四
十
九
条
の
三 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

（
新
規
） 
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の
う
ち
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
に
関
す
る
方
針
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一 
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
を
次
号
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に

掲
げ
る
土
地
に
区
分
す
る
こ
と
。 

二 

次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
下
欄
に
掲
げ
る
施
行
方
法
と
す
る
こ
と
。 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係

る
土
地 
土
地
の
土
壌
の
汚

染
状
態
が
人
為
等

に
由
来
す
る
お
そ

れ
が
な
い
土
地
又

は
第
三
条
の
二
第

一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
土

地 
土
地
の
形
質
の
変

更
の
施
行
方
法 

一 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
自
然
に
由
来
す
る
土
地 

人
為
等
に
由
来
す

る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
又
は
第
三
条

の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
施
行

方
法 

                      



  

82 

第
三
条
の
二
第
二

号
に
掲
げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
各
号

に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
施
行
方

法 

二 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
昭
和
五
十
二
年
三
月
十

五
日
以
降
に
公
有
水
面
埋

立
法
に
よ
る
埋
立
て
若
し

く
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り

造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地

（
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら

れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。

）
又
は
大
正
十
一
年
四
月

十
日
か
ら
昭
和
五
十
二
年

三
月
十
四
日
ま
で
に
公
有

水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立

て
若
し
く
は
干
拓
の
事
業

に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ

た
土
地
（
当
該
土
地
の
土

壌
の
第
一
種
特
定
有
害
物

人
為
等
に
由
来
す

る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
又
は
第
三
条

の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
施
行

方
法 

第
三
条
の
二
第
二

号
に
掲
げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
第
一

号
ロ
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
施
行
方

法
及
び
第
五
十
三

条
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す

る
施
行
方
法 
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質
、
第
三
種
特
定
有
害
物

質
及
び
令
第
一
条
第
五
号

に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌

溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
す
る
土

地
（
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く

。
）
に
限
る
。
）
の
土
壌

に
由
来
す
る
土
地
で
あ
っ

て
、
当
該
土
地
の
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基

準
に
適
合
す
る
土
地 
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三 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
大
正
十
一
年
四
月
十
日

か
ら
公
有
水
面
埋
立
法
に

よ
る
埋
立
て
又
は
干
拓
の

事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始

さ
れ
た
土
地
（
二
の
項
を

除
く
。
）
の
土
壌
に
由
来

す
る
土
地 

人
為
等
に
由
来
す

る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
又
は
第
三
条

の
二
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
に
掲

げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
第
一

号
ロ
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
施
行
方

法
及
び
第
五
十
三

条
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す

る
施
行
方
法 

四 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

が
大
正
十
一
年
四
月
九
日

以
前
に
埋
立
て
又
は
干
拓

の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開

始
さ
れ
た
土
地
の
土
壌
に

由
来
す
る
土
地 

人
為
等
に
由
来
す

る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
又
は
第
三
条

の
二
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
に
掲

げ
る
土
地 

第
五
十
三
条
各
号

に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
施
行
方

法 

 ２ 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
土
地
の

形
質
の
変
更
の
管
理
に
関
す
る
方
針
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

土
地
の
形
質
の
変
更
（
第
五
十
条
に
定
め
る
土
地
の
形
質
の
変
更
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
録
し
、
土
地
の
所
有
者
等
は
、
当
該
記
録
を
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
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年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

イ 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
種
類 

ロ 
土
地
の
形
質
の
変
更
の
場
所 

ハ 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法 

ニ 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
着
手
日
及
び
完
了
日
（
土
地
の
形
質
の
変
更

を
施
行
中
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
完
了
予
定
日
） 

ホ 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
及
び
深
さ 

ヘ 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
の
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物

質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透

又
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
有
無
及
び
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は

地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
確
認
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
飛
散
等
、

地
下
へ
の
浸
透
又
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
実
施
し

た
措
置 

ト 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態 

      

 
 

（
汚
染
が
専
ら
自
然
又
は
専
ら
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら

れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
に
係
る
要
件
） 

 

第
四
十
九
条
の
四 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
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も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
を
含
む
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（

令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
）
で
あ

る
こ
と
。 

 
ロ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
地
質
的
に
同
質
な
状
態
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

ニ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂

及
び
人
為
等
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
、
土
地
の
造
成
に
係
る

水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
で

あ
っ
て
、
第
三
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
又
は

土
壌
汚
染
状
況
調
査
若
し
く
は
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る

方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
土
地
の
造
成
に
係
る
水

面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
及
び
人
為
等
に
由
来
す
る
土
地
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
専
ら
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂

に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。 
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イ 

水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。 

(1) 

大
正
十
一
年
四
月
十
日
以
降
に
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立
て

又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
廃
棄
物
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
造
成
時
の

水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
で
あ
る
こ
と
。 

(2) 

大
正
十
一
年
四
月
九
日
以
前
に
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業

に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
土
地
（
廃
棄
物
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
造
成
時
の

水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
で
あ
る
こ
と
。 

(3) 

(1)
又
は
(2)
の
土
地
と
隣
接
す
る
土
地
（
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら

れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
(1)
又
は
(2)
の
事
業
と
同

一
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
に
お
け
る
当
該
(1)
又
は

(2)
の
造
成
時
の
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
と
同
一
の
土
砂
で

あ
る
こ
と
。 

ロ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
、
第
三
条
の

二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
又
は
土
壌
汚
染
状
況
調
査

若
し
く
は
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法

に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
人
為
等
に
由
来
す
る
土
地
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
。 
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（
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
） 

 
第
四
十
九
条
の
五 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号

の
工
業
専
用
地
域
（
港
湾
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
分

区
で
あ
っ
て
、
同
法
第
四
十
条
の
条
例
に
よ
り
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
別
表
第
二
（
わ
）
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
設
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
を
除
く
。
）
又
は
港
湾

法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
工
業
港
区
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一

号
の
工
業
専
用
地
域
で
あ
る
区
域
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
法
第
四
十

条
の
条
例
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
三
項
に
定
め
る
同
法
別

表
第
二
（
わ
）
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
設
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
る
区
域
（
以
下
「
工
業
専
用
地
域
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ

と
。 

 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
か
ら
海
域
ま
で
の
間
の
地
下
水
の

下
流
側
に
工
業
専
用
地
域
等
以
外
の
地
域
が
な
い
こ
と
。 

 

 
 

（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
要

し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
） 
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届
出
を
要

し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
） 

第
五
十
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

第
五
十
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
行
為 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
行
為 
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イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

他
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変

更
に
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等
土
壌
を

、
自
ら
使
用
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
自
然

由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
で
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
こ

と
又
は
一
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
複
数

の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
間
に
お
い
て
、
他
の
形
質
変
更
時
要
届

出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変
更
に
一
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か

ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
、
自
ら
使
用
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用

さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
で
土
地
の
形
質
の

変
更
を
行
う
こ
と
。 

ホ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等
土
壌
を
、

他
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変
更

に
自
ら
使
用
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
又
は
一
の
土
壌

汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
複
数
の
形
質
変
更
時
要

届
出
区
域
の
間
に
お
い
て
、
一
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出

さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
他
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質

の
変
更
に
自
ら
使
用
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

         

（
新
規
） 

二 

土
壌
汚
染
の
状
況
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に
行
う
土

壌
の
採
取
及
び
測
定
に
係
る
ボ
ー
リ
ン
グ
又
は
観
測
井
を
設
け
る
た
め
に

行
う
ボ
ー
リ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質
の
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
へ
の
流
出
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を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

ロ 

掘
削
に
当
た
っ
て
水
等
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
等
に

よ
り
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
の
飛
散
等
及
び
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の 

 

 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二
項

第
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の

確
認
を
受
け
た
も
の 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
第
四
十
三
条
第
二

号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認

を
受
け
た
も
の 

２ 

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
ロ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
要
措
置
区
域
」
と

あ
る
の
は
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
ロ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
中
「
要
措
置
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域
」
と
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
前
条
第

一
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
ロ
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
要
措
置

区
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
要
措
置
区
域
」
と

あ
る
の
は
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
七
号
中
「
要
措
置
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

」
と
、
第
二
項
中
「
同
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 
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（
既
に
土
地
の
形
質
の
変
更
に
着
手
し
て
い
る
者
の
届
出
） 

（
既
に
土
地
の
形
質
の
変
更
に
着
手
し
て
い
る
者
の
届
出
） 

第
五
十
一
条 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
様
式
第
十
五
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
一
条 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 
（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
種
類 

四 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
場
所 

五 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
種
類
、
場
所
及
び
施
行
方
法 

（
新
規
） 

（
新
規
） 

六
・
七 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

八 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た

場
合
の
対
応
方
法 

九 

事
故
、
災
害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
方

法 

十 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
て
い
る
と
き
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準

じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明

ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及

び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法

第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

 

十
一 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来

（
新
規
） 
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等
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時

要
届
出
区
域
の
所
在
地 

２ 

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
を
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
、
「
を
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
変
更
を
し
よ
う

と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
変
更
を
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し

た
者
の
届
出
） 

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し

た
者
の
届
出
） 

第
五
十
二
条 

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
第
一
項
（
第
八

号
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
届
出
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
中
「
を
し
よ
う
と
す

る
」
と
あ
り
、
及
び
前
条
第
一
項
中
「
変
更
を
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「

変
更
を
し
た
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
完
了
日
又
は
完
了
予
定
日
」
と
あ
る

の
は
「
完
了
日
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
二
条 

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二

条
第
三
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
り
、
及

び
前
条
第
一
項
第
二
号
中
「
変
更
を
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
を
し

た
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
完
了
日
又
は
完
了
予
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
完

了
日
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届

出
） 

 

第
五
十
二
条
の
二 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
届
出
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届

出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 
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一 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
当
該
期
間
の
終
了
の
日

ま
で
の
間
に
行
っ
た
土
地
の
形
質
の
変
更
ご
と
に
施
行
管
理
方
針
の
確
認

に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し

た
図
面 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図

及
び
断
面
図 

 
三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法

に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

 

四 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来
等

土
壌
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面 

イ 

当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
が
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
が
専
ら
自
然
又
は
専
ら
当
該
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用

い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類 

ロ 

当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特

定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

ハ 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
者
が
当
該
土
地
の
所
有
者
等
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
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れ
た
自
然
由
来
等
土
壌
を
使
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
土
地
の
所

有
者
等
の
同
意
書 

３ 

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
区
域

内
の
土
壌
の
移
動
又
は
区
域
外
か
ら
の
土
壌
の
搬
入
若
し
く
は
区
域
外
へ
の

土
壌
の
搬
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区
域
の
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届

出
期
間
） 

 

第
五
十
二
条
の
三 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一

年
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届

出
） 

 

第
五
十
二
条
の
四 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
っ
た
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
所
在
地 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法 

四 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
着
手
日 
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五 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
日 

六 
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質

若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は

地
下
水
汚
染
の
拡
大
の
有
無
及
び
当
該
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は
地

下
水
汚
染
の
拡
大
を
確
認
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
条
の
届
出
の
日
及

び
当
該
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る

た
め
に
実
施
し
た
措
置 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
土
地
の
形
質
の
変
更

を
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法

に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地

点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計

量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の

結
果
に
関
す
る
事
項 

八 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
自
然
由
来
等

土
壌
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要

届
出
区
域
の
所
在
地 

２ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
区
域
内
の
土
壌
の
移
動
又
は
区

域
外
か
ら
の
土
壌
の
搬
入
若
し
く
は
区
域
外
へ
の
土
壌
の
搬
出
を
行
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
、
当
該
土
壌
の
量
、
当
該
土
壌
の
移
動
又
は
土
壌
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の
搬
入
若
し
く
は
土
壌
の
搬
出
を
行
っ
た
場
所
並
び
に
第
四
十
条
第
二
項
第

三
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
に
係
る
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地

点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量

法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結
果

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
五
十
二
条
の
五 

土
地
の
所
有
者
等
は
、
施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
又
は
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合

土
壌
、
特
定
有
害
物
質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、

地
下
へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
八
の
届
出
書
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

         

（
新
規
） 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

所
在
地 

三 

人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
土
地
の
場
所
又
は
飛
散
等
、

地
下
へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
土
地
の
場
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所 
四 
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
の
種
類
又
は
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大

が
確
認
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

五 

人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
年
月
日
又
は
飛
散
等
、
地
下

へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
年
月
日 

六 

飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
又
は
地
下
水
汚
染
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
実
施
し
た
措
置 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為

等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
所
又
は
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有

害
物
質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透

又
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
変
更
の
届
出
） 

 

第
五
十
二
条
の
六 

土
地
の
所
有
者
等
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確

認
を
受
け
た
施
行
管
理
方
針
の
う
ち
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様

式
第
十
六
の
届
出
書
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

土
地
の
所
有
者
等
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
た
施

（
新
規
） 
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行
管
理
方
針
の
う
ち
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
十
六

の
届
出
書
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
施
行
管
理
方
針
の
廃
止
の
届
出
） 
 

第
五
十
二
条
の
七 
土
地
の
所
有
者
等
は
、
施
行
管
理
方
針
を
廃
止
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
の
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
九
の
届
出
書
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

所
在
地 

三 

施
行
管
理
方
針
を
廃
止
す
る
場
所 

四 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
年
月
日 

五 

施
行
管
理
方
針
の
廃
止
予
定
年
月
日 

六 

施
行
管
理
方
針
を
廃
止
す
る
理
由 

七 

施
行
管
理
方
針
の
廃
止
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態 

八 

施
行
管
理
方
針
の
廃
止
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

（
新
規
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
の
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
廃
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止
の
日
ま
で
の
間
に
行
っ
た
土
地
の
形
質
の
変
更
ご
と
に
施
行
管
理
方
針
の

確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に

し
た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
は
、
当

該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
、
第
三
条

か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
当
該
土
地
の
所

有
者
等
が
調
査
し
た
結
果
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
の
取
消
し
） 

第
五
十
二
条
の
八 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

。 一 

施
行
管
理
方
針
が
第
四
十
九
条
の
三
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と

き
。 

二 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
が
第
四
十
九
条
の
四
及
び
第
四
十

九
条
の
五
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
者
が
法
第
十
二
条
第
四
項
の
届
出
を
行
わ

な
か
っ
た
と
き
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
し
た
場
合
は
、

当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
、
第
三

条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
当
該
土
地
の

所
有
者
等
が
調
査
し
た
結
果
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る

 

（
新
規
） 
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。 
 

 
（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
に
関
す
る
基
準
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
に
関
す
る
基
準
） 

第
五
十
三
条 
法
第
十
二
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

第
五
十
三
条 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

（
削
る
） 

一 

土
地
の
形
質
の
変
更
に
当
た
り
、
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害
物

質
の
飛
散
、
揮
散
又
は
流
出
（
以
下
「
飛
散
等
」
と
い
う
。
）
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

一 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
が
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域
内
の
帯
水
層
に
接
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
地
の
形
質

の
変
更
（
施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
形
質
の
変
更
を
除
く

。
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
方
法
が
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
該
当
す
る
区
域
内
に

お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
る
場
合 

ロ 

第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
内
に
お
け
る
土
地

の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合 

二 

土
地
の
形
質
の
変
更
に
当
た
り
、
基
準
不
適
合
土
壌
（
土
壌
溶
出
量
基

準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
帯
水

層
に
接
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

第
五
十
八
条
第
五
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
区
域
内
に
お

け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
で
あ
る
場
合 

ロ 

第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
一
号
に
該
当
す
る
区
域
内
に
お
け
る
土
地

の
形
質
の
変
更
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
行
方
法
が
環
境
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合 

 

 

二 

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
の
形
質
の
変
更
に
当
た
り
、
基
準

不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散

等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

（
新
規
） 

  



  

101 

 
三 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
一
の

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
他
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌

の
使
用
に
伴
い
、
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

 

（
新
規
） 

四 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
っ
た
後
、
法
第
七
条
第
四
項
の
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
と
同
等
以
上
に

人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
っ
た
後
、
法
第
七
条
第
六
項
の
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
と
同
等
以
上
に

人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
の
例
外
） 

 

第
五
十
三
条
の
二 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等

土
壌
を
他
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変

更
に
自
ら
使
用
し
、
又
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土

地
の
形
質
の
変
更
は
、
当
該
自
然
由
来
等
土
壌
が
当
該
他
の
自
然
由
来
等
形

質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
終
了
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

一
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
複
数
の
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域
の
間
に
お
い
て
、
一
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬

出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
他
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の

変
更
に
自
ら
使
用
し
、
又
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

土
地
の
形
質
の
変
更
は
、
当
該
汚
染
土
壌
が
当
該
他
の
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
に
搬
入
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 
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（
指
定
の
申
請
） 

（
指
定
の
申
請
） 

第
五
十
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
申
請
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条 

（
略
） 

第
五
十
五
条 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

申
請
に
係
る
調
査
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地

点
及
び
日
時
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計

量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

四 

申
請
に
係
る
調
査
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
地

点
及
び
年
月
日
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た

計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 
 

第
五
十
六
条 

（
略
） 

第
五
十
六
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

申
請
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら

か
に
し
た
図
面 

（
新
規
） 

四
・
五 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

 
 

第
五
十
七
条 

法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は

、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
七
条 

法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は

、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
十
二
に
よ
る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
台
帳
） 

（
台
帳
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２
～
４ 
（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
帳
簿
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は
、
要
措
置
区
域
に
あ
っ
て
は
様
式

第
二
十
二
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
あ
っ
て
は
様
式
第
二
十
三
の
と
お

り
と
す
る
。 

５ 

要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
帳
簿
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
様
式
は
、
要
措
置
区
域
に
あ
っ
て
は
様
式

第
十
三
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
あ
っ
て
は
様
式
第
十
四
の
と
お
り
と

す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
旨 

四 

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨 

五 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
は
そ
の
旨
、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
及

び
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

（
新
規
） 

   
 

六 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
壌
の
汚
染
状
態
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
、
第

十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
の
土
壌

汚
染
の
お
そ
れ
の
把
握
等
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
又
は
試

料
採
取
等
を
省
略
し
た
場
合
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
（
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に
あ
っ
て
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
み
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
調
査

五 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
壌
の
汚
染
状
態
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
、
第

十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
対
象
地
の
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
の

把
握
等
、
試
料
採
取
等
を
行
う
区
画
の
選
定
等
又
は
試
料
採
取
等
を
省
略

し
た
場
合
に
お
け
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
（
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
み
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
調
査
。
次
項
第
一
号
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。
第
七
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項

、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

要
措
置
区
域
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
省
略
を
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由 

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一

項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等

に
あ
っ
て
は
、
当
該
省
略
を
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
（
法
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
み
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
調
査
を
行
っ
た

者
）
の
氏
名
又
は
名
称 

六 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
っ
た
指
定
調
査
機
関
（
法
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
と
み
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
調
査
を
行
っ

た
者
）
の
氏
名
又
は
名
称 

八 

（
略
） 

七 

（
略
） 

九 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
法
第
七
条
第
四
項
の
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
及
び
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

八 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
法
第
七
条
第
六
項
の
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
及
び
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

十 

自
然
由
来
特
例
区
域
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
自
然
由
来
盛
土
等

に
使
用
し
た
土
壌
が
あ
る
区
域
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
当
該
形
質
変
更
時

要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専

ら
自
然
に
由
来
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
土
地
の
土
壌
の
第
二
種

特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を

除
く
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
（
自
然
由
来
盛
土
等
に
使
用
し
た
土

壌
が
あ
る
区
域
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
） 

九 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内

の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
土
地
の
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
せ

ず
、
か
つ
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨 

十
一 

埋
立
地
特
例
区
域
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
形

質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染

十 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
第
十
三
条
の
二
第
二
項
括
弧
書
に

規
定
す
る
土
地
（
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
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状
態
が
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨 

が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨 
イ 

昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
以
降
に
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立

て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
廃
棄
物
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
又
は
大
正
十
一
年
四
月
十
日
か

ら
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
四
日
ま
で
に
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立

て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
当
該
土
地
の

土
壌
の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
、
第
三
種
特
定
有
害
物
質
及
び
令
第
一

条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量

基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
土
地
（
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
の

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

（
新
規
） 

ロ 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来

す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
、
当
該
汚
染
状
態
が
人
為
等
に

由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
又
は
土
壌
汚
染
状
況

調
査
そ
の
他
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方

法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
当
該
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
土

地
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

（
新
規
） 

十
二 

埋
立
地
管
理
区
域
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
形

十
一 

次
に
掲
げ
る
土
地
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
公
有
水
面
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質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
が
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立
て
又

は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
と
し
て
次
の
要
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
旨 

埋
立
法
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ

た
土
地
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨 

イ 

工
業
専
用
地
域
内
に
あ
る
土
地 

イ 

工
業
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
内
に
あ
る
土
地 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

十
三 

臨
海
部
特
例
区
域
（
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
、
法
第
十

二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
た
施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土

地
の
区
域
を
い
う
。
第
七
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨 

（
新
規
） 

十
四 

（
略
） 

十
二 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

一 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
関
す
る
前
項
各
号
ま
で
の
事
項 

一 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
関
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

の
事
項 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

７ 

要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
図
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
７ 

要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
図
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た

地
点
及
び
要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

二 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

一 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
を
行
っ
た

地
点
を
明
示
し
た
図
面 

 

（
新
規
） 
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を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
は
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
深
さ
の
位
置
を
明
ら
か
に

し
た
図
面 

三 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、

五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
若
し
く
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ

ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
な

方
法
に
よ
り
、
要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

      

（
新
規
） 

四 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
実
施
場
所
及
び
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た

図
面 

五 

臨
海
部
特
例
区
域
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面 

イ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

ロ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
を
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
第

二
号
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
に
区
分
し
た
図
面 

ハ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
に
係
る
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
又
は
土

地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
若

し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
若
し

く
は
地
下
水
汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
場
所
又
は
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水
汚
染
の

拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

二 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
に
該
当
す
る
行
為
の
実
施
場
所
及
び
施
行
方
法

を
明
示
し
た
図
面 

（
新
規
） 
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ニ 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
区
域
内
の
土
壌
の
移
動
又

は
区
域
外
か
ら
の
土
壌
の
搬
入
若
し
く
は
区
域
外
へ
の
土
壌
の
搬
出
を

行
っ
た
場
合
で
あ
り
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
図
面

を
添
付
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

六 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
実
施
措
置
又
は
土

地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図
及
び

断
面
図 

七 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
を
講
じ
た
と
き
又
は
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、

第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当

該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

八 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
調
査
（
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「

認
定
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
の
掘
削
の

対
象
と
な
る
土
地
の
区
域
（
以
下
「
掘
削
対
象
地
」
と
い
う
。
）
の
土
地

の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

（
新
規
） 

  

（
新
規
） 

     

（
新
規
） 

九 

（
略
） 
三 

（
略
） 

８ 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
図
面
及
び
書
類
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

８ 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
係
る
第
一
項
の
図
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

一 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
関
す
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
及
び
書

一 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
に
関
す
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
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類 

図
面 

二 
指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
及
び
書
類 

二 

指
定
解
除
要
措
置
区
域
等
の
範
囲
を
明
示
し
た
図
面 

三 
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
に
該
当
す
る
行
為
の
実
施
場
所
及
び
施
行
方
法

を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

 

９ 

台
帳
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
土
壌
そ
の
他
の

試
料
の
分
析
の
結
果 

二 

別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、

五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
若
し
く
は
十
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ

ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
な

方
法
に
よ
り
、
要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
の
土
壌
そ
の
他
の
試
料
の
分
析
の
結

果 

三 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
最
大
形
質
変
更
深
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
深
さ
の
位
置
に
つ
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
深
さ
の
位
置
の
土
壌
に
つ
い
て
汚
染
の
除
去
等
の
措

置
を
講
じ
た
と
き
又
は
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、

第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当

該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
の
土

壌
そ
の
他
の
試
料
の
分
析
の
結
果 

四 

要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該

（
新
規
） 

 （
新
規
） 
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搬
入
さ
れ
た
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た

調
査
の
土
壌
の
分
析
の
結
果
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項 

五 
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
た
施
行
管
理
方
針 

10 

帳
簿
の
記
載
事
項
、
図
面
又
は
書
類
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

帳
簿
の
記
載
事
項
及
び
図
面
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
の
調
査
） 

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
の
調
査
） 

第
五
十
九
条 

（
略
） 

第
五
十
九
条 

（
略
） 

一 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
を
掘
削
す
る
前
に
当
該
掘
削
し
よ
う

と
す
る
土
壌
を
調
査
す
る
方
法
（
次
項
、
次
条
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項

第
四
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
掘
削
前
調
査
の
方
法
」
と
い
う

。
） 

一 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
を
掘
削
す
る
前
に
当
該
掘
削
し
よ
う

と
す
る
土
壌
を
調
査
す
る
方
法
（
次
項
並
び
に
次
条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
掘
削
前
調
査
の
方
法
」
と
い
う
。
） 

二 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
を
掘
削
し
た
後
に
当
該
掘
削
し
た
土

壌
を
調
査
す
る
方
法
（
次
項
、
第
五
十
九
条
の
三
並
び
に
第
六
十
条
第
一

項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
掘
削
後
調
査
の
方
法
」
と
い

う
。
） 

二 

要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土
壌
を
掘
削
し
た
後
に
当
該
掘
削
し
た
土

壌
を
調
査
す
る
方
法
（
第
三
項
並
び
に
次
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項

第
二
号
に
お
い
て
「
掘
削
後
調
査
の
方
法
」
と
い
う
。
） 

２ 

掘
削
前
調
査
の
方
法
は
次
条
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
掘
削
後
調
査
の
方

法
は
第
五
十
九
条
の
三
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 
２ 

掘
削
前
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

土
壌
の
掘
削
の
対
象
と
な
る
土
地
の
区
域
（
以
下
「
掘
削
対
象
地
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
状
況
、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使

用
又
は
処
理
の
状
況
、
土
壌
又
は
地
下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染

の
概
況
そ
の
他
の
掘
削
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
。 
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二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
を
特
定
有

害
物
質
の
種
類
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対

象
地
に
お
い
て
土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
二
十
五
号

に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
三
種
特
定
有
害
物
質
を
除

く
。
）
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
分
類
す
る
こ
と
。 

 

イ 

掘
削
対
象
地
が
浄
化
等
済
土
壌
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
十
七
号
イ
に
規
定
す

る
浄
化
等
済
土
壌
を
い
う
。
）
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
土
壌
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所

で
あ
る
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在

す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

ロ 

掘
削
対
象
地
が
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
（
イ
の
土
壌
を
除
く

。
）
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
旨
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
に

よ
り
、
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ

る
土
地 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地 

 
三 

掘
削
対
象
地
を
、
当
該
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
に
係
る
土

壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
第
四
条
第
一
項
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
調

査
対
象
地
を
区
画
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
）
及
び
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
調
査
対
象
地
を
区
画
し
た
単
位
区
画
（
申
請
に
係
る
調
査
に
あ
っ
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て
は
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
準
じ
て
調
査
対
象
地
を
区
画
し
た

単
位
区
画
）
に
区
画
す
る
方
法
に
よ
り
区
画
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
号
の
規
定
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
掘
削
対
象
地
（
以
下
「
掘
削
対
象
単

位
区
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料

採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

 

イ 

第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
土
地
（
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に

よ
り
分
類
さ
れ
た
土
地
を
除
く
。
）
を
含
む
掘
削
対
象
単
位
区
画 

 

ロ 

第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
土
地
の
う
ち
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措

置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物

質
の
種
類
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
も
の
を
含
む
掘
削
対
象
単
位
区
画
（
イ

に
掲
げ
る
掘
削
対
象
単
位
区
画
を
除
く
。
以
下
「
掘
削
前
調
査
一
部
対

象
単
位
区
画
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
(1)
又
は

(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
掘
削

対
象
単
位
区
画 

 

(1) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

前
号

の
規
定
に
よ
り
掘
削
対
象
地
を
区
画
す
る
線
で
あ
っ
て
起
点
を
通
る

も
の
及
び
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に

よ
り
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
掘

削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一

部
対
象
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
（
当
該
掘
削
対
象
三
十

メ
ー
ト
ル
格
子
の
中
心
を
含
む
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
が
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あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
） 

 

(2) 

第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料

採
取
等
を
行
う
場
合 

次
の
(ｲ)
又
は
(ﾛ)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
(ｲ)
又
は
(ﾛ)
に
定
め
る
掘
削
対
象
単
位
区
画 

 

(ｲ) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対

象
単
位
区
画
の
数
が
六
以
上
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十

メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
の
う

ち
い
ず
れ
か
五
区
画 

 

(ﾛ) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対

象
単
位
区
画
の
数
が
五
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十

メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
す
べ
て
の
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位

区
画 

 

五 

前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区

画
の
中
心
（
当
該
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存

在
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
部
分
に
お
け
る
任
意
の
地
点
）
に
お
い
て
、
次
の
土
壌
の
採
取
を
行

う
こ
と
。 

 

イ 

表
層
の
土
壌 

 
ロ 

深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌 

 
ハ 
地
表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌 

 

ニ 

深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
土
壌
の
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
ま

で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌 
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ホ 

帯
水
層
の
底
面
の
土
壌
（
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
範
囲

内
に
帯
水
層
の
底
面
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

ヘ 

掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
土
壌 

 

ト 

汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
地
表
よ
り
深
い
位
置
に
あ

り
、
か
つ
、
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場

所
の
位
置
の
土
壌
、
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら

深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が

生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌 

 

チ 

基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
地
層

の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
地
層
の
厚
さ
が
一
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
層
内
の
任
意
の
位
置

の
土
壌
（
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
範
囲
内
に
当
該
地
層
が

あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

六 

前
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重

量
混
合
す
る
こ
と
。 

 
七 

第
四
号
（
同
号
ロ
(2)
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
掘
削
対

象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
二
以
上
の
掘
削
対
象
単
位
区
画
が
試
料

採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
二
以
上
の
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
係
る
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
採

取
さ
れ
た
土
壌
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
混
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合
さ
れ
た
土
壌
）
を
第
五
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
土
壌
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

 

八 

前
三
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土

壌
（
第
一
種
特
定
有
害
物
質
の
量
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
深
さ
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
及
び
第
五
号

ト
の
場
合
に
お
け
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
除
き
、
第
二
種
特
定
有
害
物
質
及
び

第
三
種
特
定
有
害
物
質
の
量
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
地
表
か
ら
深

さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
並
び
に
同
号
ト
の
場
合
に
お
け
る
汚
染

の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生

じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
を
除
く
。
）

に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
第
六

条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
（
地

表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
並
び
に
第
五
号
ト
の
場
合
に

お
け
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染
の

お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌

を
除
く
。
）
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条

第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す

る
こ
と
。 

   

九 
第
四
号
（
同
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取

等
の
対
象
と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
係
る
前
号
の
測
定
に
お
い
て

、
当
該
測
定
に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
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（
削
る
） 

 

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
試

料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
を
含
む
掘
削
対
象
三
十

メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
、

第
五
号
、
第
六
号
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の

量
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同

条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

３ 

掘
削
後
調
査
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
に

お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め

に
有
効
な
情
報
を
把
握
し
、
当
該
掘
削
対
象
地
を
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ご
と
に
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
分
類
す
る
こ
と
。 

 

二 

掘
削
対
象
地
を
、
前
項
第
三
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
区
画
し
、
掘
削

対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
土
壌
の
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
ま
で

一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
掘
削
す
る
こ
と
。 

 
三 

前
号
の
規
定
に
よ
り
掘
削
し
た
土
壌
が
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う

に
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
（
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等

に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

隣
接
す
る
単
位
区
画
を
一
の
単
位
区
画
と
し
た
場
合
（
申
請
に
係
る
調
査

に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
準
じ
て
隣
接
す
る
単
位
区
画
を
一
の
単
位
区
画
と
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し
た
場
合
）
に
あ
っ
て
は
、
百
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
）
に
区
分

す
る
こ
と
。 

 

四 

前
号
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
（
以
下
「
ロ
ッ
ト

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
料
採
取
等

の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

 

イ 

前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
土
地
（
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域

等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種

類
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
土
地
を
除
く
。
）
の
土
壌
を
含
む
ロ
ッ
ト 

 

ロ 

前
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
土
地
の
う
ち
掘
削
対
象
地
を
含
む

要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有

害
物
質
の
種
類
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
も
の
の
土
壌
を
含
む
ロ
ッ
ト
（
イ

に
掲
げ
る
ロ
ッ
ト
を
除
く
。
以
下
「
一
部
対
象
ロ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
ロ
ッ
ト 

 

(1) 

第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

掘
削

対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
一
部
対
象
ロ
ッ

ト
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
一
部
対
象
ロ
ッ
ト 

 

(2) 

第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料

採
取
等
を
行
う
場
合 

次
の
(ｲ)
又
は
(ﾛ)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
(ｲ)
又
は
(ﾛ)
に
定
め
る
一
部
対
象
ロ
ッ
ト 

 
(ｲ) 
掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
一
部

対
象
ロ
ッ
ト
の
数
が
六
以
上
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十
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メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
一
部
対
象
ロ
ッ
ト
の
う

ち
い
ず
れ
か
五
の
一
部
対
象
ロ
ッ
ト 

 

(ﾛ) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
一
部

対
象
ロ
ッ
ト
の
数
が
五
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十

メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
す
べ
て
の
一
部
対
象
ロ

ッ
ト 

 

五 

前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
ロ
ッ
ト
の
中
心
部

分
（
当
該
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
多

い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
）
に
お
い

て
掘
削
直
後
に
、
任
意
の
五
点
の
土
壌
を
採
取
す
る
こ
と
。 

 

六 

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
五
点
の
土
壌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重

量
混
合
す
る
こ
と
。 

 

七 

第
四
号
（
同
号
ロ
(2)
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
掘
削
対

象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
二
以
上

の
一
部
対
象
ロ
ッ
ト
が
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
一
部
対
象
ロ
ッ
ト

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
一
部
対
象
ロ
ッ
ト
に
係
る
前

号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ

と
。 

 
八 

前
三
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土

壌
（
第
一
種
特
定
有
害
物
に
係
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
五
点
の
土
壌
の
う
ち
任
意
の
一
点
の
土
壌

）
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
第
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六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
に

含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項
第
二
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
。 

  

（
掘
削
前
調
査
の
方
法
） 
 

第
五
十
九
条
の
二 
指
定
調
査
機
関
は
、
掘
削
対
象
地
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用

の
状
況
、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
の
状
況
、
土
壌
又
は
地

下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
概
況
そ
の
他
の
掘
削
対
象
地
に
お
け

る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効

な
情
報
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

２ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削

対
象
地
に
お
い
て
当
該
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る

特
定
有
害
物
質
の
種
類
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
、
試
料
採
取

等
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調

査
に
お
い
て
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

に
つ
い
て
、
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

当
該
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 

二 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
後
に
当
該
要
措
置
区
域
等

内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基

準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
認
め

 



  

120 

ら
れ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
特
定
有
害
物
質

の
種
類 

三 
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
後
に
当
該
要
措
置
区
域
等

外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
に
よ
り
、
当
該
要
措
置
区
域
等
内
の
土
地
の
土

壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
若
し
く
は
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
場

合
又
は
当
該
要
措
置
区
域
等
外
か
ら
土
壌
が
搬
入
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら

か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

イ 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
に
係
る
土
地
の
所
有
者
等
が
当

該
要
措
置
区
域
等
の
指
定
の
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
届
出
書
に
、
当
該
要
措
置
区
域
等

外
か
ら
土
壌
が
搬
入
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
土
壌
の
場
所
を
明

ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合 

当
該
搬
入
さ
れ
た
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
当
該

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

(1) 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名 

(2) 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

(3) 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
さ
れ
た
年
月
日 

(4) 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
外
か
ら
の
土
壌
の
搬
入
の
有
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無 

(5) 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
外
か
ら
土
壌
が
搬
入
さ
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
搬
入
さ
れ
た
年
月
日
、
土
壌
の
量
並
び
に
第
四

十
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
要

措
置
区
域
等
に
搬
入
さ
れ
た
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
の
土
壌
の
採
取
を
行
っ
た
地
点
及
び
日
時

、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
並
び
に
当
該
分
析
を
行
っ
た
計
量
法
第

百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
調
査
の
結

果
に
関
す
る
事
項 

(6) 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
の
管
理
方
法 

ロ 

イ
以
外
の
場
合 

全
て
の
特
定
有
害
物
質
（
当
該
掘
削
対
象
地
を
含

む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
、
前
二
号
及

び
こ
の
号
イ
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
並
び
に
前
項
の
規
定
に

よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
に
お
い
て
土
壌
の
第
三
種

特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の

種
類
を
除
く
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
第
三
種
特

定
有
害
物
質
を
除
く
。
）
の
種
類 

３ 

指
定
調
査
機
関
は
、
掘
削
対
象
地
を
、
当
該
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置

区
域
等
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
第
四
条
第
一
項
（
第
五
条
の
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規
定
に
よ
り
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

同
条
）
及
び
第
二
項
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
し
た

単
位
区
画
（
申
請
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
準
じ
て
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
対
象
地
を
区
画
し
た
単
位
区
画
）
に
区
画

す
る
方
法
に
よ
り
区
画
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
掘
削
対
象
地
（
以

下
「
掘
削
対
象
単
位
区
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
掘
削
対
象
単
位
区

画
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
。 

 

一 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の

種
類
並
び
に
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
特
定
有

害
物
質
の
種
類
を
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
場
合 
掘
削
対
象
単
位
区

画 

 

二 

第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
試
料
採
取
等
の

対
象
と
す
る
場
合 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
掘
削
対
象
単
位
区
画
（
前
項
に
掲
げ
る
掘
削
対
象

単
位
区
画
を
除
く
。
以
下
「
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
」
と
い
う

。
） 

 

イ 

第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

前
項
の

規
定
に
よ
り
掘
削
対
象
地
を
区
画
す
る
線
で
あ
っ
て
起
点
を
通
る
も
の

及
び
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
三
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
分
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割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
掘
削
対
象
三

十
メ
ー
ト
ル
格
子
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位

区
画
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
区
画
（
当
該
掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子

の
中
心
を
含
む
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
） 

ロ 

第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採

取
等
を
行
う
場
合 
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
掘
削
対
象
単
位
区
画 

  

(1) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象

単
位
区
画
の
数
が
六
以
上
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画
の
う
ち
い
ず

れ
か
五
区
画 

 

(2) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
掘
削
前
調
査
一
部
対
象

単
位
区
画
の
数
が
五
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十
メ
ー

ト
ル
格
子
内
に
あ
る
全
て
の
掘
削
前
調
査
一
部
対
象
単
位
区
画 

  

５ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た

掘
削
対
象
単
位
区
画
の
中
心
（
当
該
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
基
準
不

適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
に
お
け
る
任
意
の
地
点
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る

土
壌
の
採
取
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

表
層
の
土
壌 

 

二 

深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌 
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三 

地
表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌 

 
四 
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
土
壌
の
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
ま
で

の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌 

 
五 

帯
水
層
の
底
面
の
土
壌
（
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
範
囲
内

に
帯
水
層
の
底
面
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

六 

掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
土
壌 

 

七 

汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
地
表
よ
り
深
い
位
置
に
あ
り

、
か
つ
、
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位

置
の
土
壌
、
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所

の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌 

 

八 

基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
地
層
の

位
置
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
土
壌
に
当
該
地
層
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
地
層
内
の

任
意
の
位
置
の
土
壌
（
掘
削
の
対
象
と
な
る
部
分
の
深
さ
の
範
囲
内
に
当

該
地
層
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

６ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
壌
の
採
取
を
行
わ
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域

等
の
指
定
後
に
当
該
要
措
置
区
域
等
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
（
土
壌
の
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特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

た
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合 

当
該
土
壌
（
浄
化
等
済
土
壌
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成

二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
二
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
浄
化

等
済
土
壌
を
い
う
。
）
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

知
事
が
認
め
た
土
壌
及
び
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
方
法
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
土
壌
を
含
む
。
） 

二 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
又
は
別
表
第
八
の
一
の
項
第
二
号
、
二
の

項
、
三
の
項
、
四
の
項
第
二
号
、
五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
若
し
く
は
十

の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等

内
の
土
地
の
土
壌
の
う
ち
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
土
壌

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合 
当
該
土

壌 

三 

別
表
第
八
の
五
の
項
に
規
定
す
る
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状

態
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を
当
該

要
措
置
区
域
等
内
に
設
置
し
た
施
設
に
お
い
て
浄
化
し
、
当
該
浄
化
し
た

土
壌
（
当
該
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基

準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
限
る
。
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）
で
埋
め
戻
し
た
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
埋
め
戻
し
た
土
壌
が
適
切

に
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合 

当
該
埋
め
戻
し
た
土
壌 

７ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ

た
表
層
の
土
壌
及
び
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
土
壌
を
、
同
じ
重
量
混
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

８ 

指
定
調
査
機
関
は
、
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
掘
削
対
象
三
十
メ

ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
る
二
以
上
の
掘
削
対
象
単
位
区
画
が
試
料
採
取
等
の
対

象
と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上

の
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
係
る
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
壌
（

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌
）
を

第
五
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
壌
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ

重
量
混
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

９ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
四
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
（
第
一
種
特
定
有
害
物
質
の
量
を
測
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
深
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌

及
び
第
五
項
第
七
号
の
場
合
に
お
け
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位

置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
除
き
、
第
二
種
特
定
有

害
物
質
及
び
第
三
種
特
定
有
害
物
質
の
量
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
地

表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
並
び
に
同
項
第
七
号
の
場
合
に

お
け
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染
の
お

そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
を
除

く
。
）
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
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第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
（

地
表
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌
並
び
に
第
五
項
第
七
号
の
場

合
に
お
け
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
の
土
壌
及
び
当
該
汚
染

の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
所
の
位
置
か
ら
深
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
土
壌

を
除
く
。
）
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第

四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

10 

指
定
調
査
機
関
は
、
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象

と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
係
る
前
項
の
測
定
に
お
い
て
、
当
該
測
定

に
係
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
試
料
採
取
等
の
対
象

と
さ
れ
た
掘
削
対
象
単
位
区
画
を
含
む
掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に

あ
る
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検

液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有

害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
掘
削
後
調
査
の
方
法
） 

第
五
十
九
条
の
三 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
掘
削
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ

 
 

           （
新
規
） 
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を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
し
、
当
該
把
握
し
た
情
報
に
よ
り

、
当
該
掘
削
対
象
地
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
調
査
機
関
は
、
掘
削
対
象
地
を
、
前
条
第
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
区
画
し
、
掘
削
対
象
単
位
区
画
に
お
い
て
土
壌
の
掘
削
の
対
象
と
な
る
部

分
の
深
さ
ま
で
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
掘
削
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
掘
削
し
た
土
壌
が
混
合
す
る
お

そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
（
掘
削
対
象
地
を
含
む

要
措
置
区
域
等
に
係
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
に
お
い
て
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
隣
接
す
る
単
位
区
画
を
一
の
単
位
区
画
と
し
た
場
合
（
申
請
に
係

る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
準
じ
て
隣
接
す
る
単
位
区
画
を
一
の
単
位
区

画
と
し
た
場
合
）
に
あ
っ
て
は
、
百
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
）
に
区

分
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌

（
以
下
「
ロ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

掘
削
対
象
地
を
含
む
要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
並

び
に
前
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
特
定
有
害

物
質
を
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
場
合
は
、
当
該
掘
削
対
象
地
の
土
壌

を
含
む
全
て
の
ロ
ッ
ト 

 

二 

前
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
を
試
料
採
取
等
の
対

象
と
す
る
場
合
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
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該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
ロ
ッ
ト 

イ 

第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

掘
削
対

象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
い
ず

れ
か
一
の
ロ
ッ
ト 

 
ロ 

第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採

取
等
を
行
う
場
合 

次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
(1)
又
は
(2)
に
定
め
る
ロ
ッ
ト 

 

(1) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト

の
数
が
六
以
上
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子

内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
い
ず
れ
か
五
の
ロ
ッ
ト 

 

(2) 

掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト

の
数
が
五
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
掘
削
対
象
三
十
メ
ー
ト
ル
格
子

内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
全
て
の
ロ
ッ
ト 

 

５ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た

ロ
ッ
ト
の
中
心
部
分
（
当
該
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す

る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部

分
）
に
お
い
て
掘
削
直
後
に
、
任
意
の
五
点
の
土
壌
を
採
取
す
る
も
の
と
す

る
。 

６ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
調
査
機
関
は
、
前
条
第
六
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
壌
の
採
取
を
行

わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
五
点
の
土
壌
を
、
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そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

８ 
指
定
調
査
機
関
は
、
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
掘
削
対
象
三
十
メ

ー
ト
ル
格
子
内
に
あ
っ
た
同
じ
深
さ
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
二
以
上
の
ロ
ッ
ト
が

試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
ロ
ッ
ト
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二

以
上
の
ロ
ッ
ト
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ

同
じ
重
量
混
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
９ 

指
定
調
査
機
関
は
、
前
四
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
（
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
測
定
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
五
点
の
土
壌
の
う
ち
任
意

の
一
点
の
土
壌
）
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
に

あ
っ
て
は
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当

該
土
壌
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項

第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

 
 

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

旨
の
認
定
） 

（
搬
出
し
よ
う
と
す
る
土
壌
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

旨
の
認
定
） 

第
六
十
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
五
に
よ

る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
五
に
よ
る

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 
（
略
） 

三 

認
定
調
査
の
方
法
の
種
類 

三 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
調
査
（
以
下
「
認
定
調
査
」
と
い
う
。
）
の
方
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法
の
種
類 

四
～
七 

（
略
） 

四
～
七 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
範
囲
及
び
要
措
置
区
域

等
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た

図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
調
査
の
方
法
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
土
壌
に
つ
い
て

、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
調
査
の
方
法
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
土
壌
に
つ
い
て
、

法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

掘
削
前
調
査
の
方
法 

第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌

の
採
取
を
行
わ
な
か
っ
た
土
壌
及
び
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
八

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
若
し
く
は
混
合
さ
れ
た
土
壌
の
う
ち

連
続
す
る
二
以
上
の
深
さ
に
お
い
て
採
取
さ
れ
た
土
壌
を
同
条
第
九
項
若

し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
そ
の
汚
染
状
態
が
全
て

の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
二
以

上
の
土
壌
を
採
取
し
た
深
さ
の
位
置
の
間
の
部
分
に
あ
る
当
該
測
定
に
係

る
同
条
第
四
項
の
掘
削
対
象
単
位
区
画
内
の
土
壌
（
当
該
二
以
上
の
土
壌

を
採
取
し
た
深
さ
の
位
置
の
間
の
部
分
に
お
い
て
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査

そ
の
他
の
調
査
の
結
果
、
少
な
く
と
も
一
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ

い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
土
壌
を
採
取
し
た
位
置
を
含
む
場
合
に
お
け
る
当
該
位
置

を
含
む
連
続
す
る
二
の
土
壌
を
採
取
し
た
深
さ
の
位
置
の
間
の
部
分
に
あ

一 

掘
削
前
調
査
の
方
法 

前
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定

に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
土
壌
の
う
ち
連
続
す
る
二
以
上
の

深
さ
に
お
い
て
採
取
さ
れ
た
土
壌
を
同
項
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
測
定
し
た
結
果
、
そ
の
汚
染
状
態
が
す
べ
て
の
特
定
有
害
物
質
の

種
類
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
二
以
上
の
土
壌
を
採
取
し

た
深
さ
の
位
置
の
間
の
部
分
に
あ
る
当
該
測
定
に
係
る
同
項
第
四
号
の
掘

削
対
象
単
位
区
画
内
の
土
壌
（
当
該
二
以
上
の
土
壌
を
採
取
し
た
深
さ
の

位
置
の
間
の
部
分
に
お
い
て
、
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
、
少
な
く
と

も
一
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
土
壌
を
採
取
し
た
位

置
を
含
む
場
合
に
お
け
る
当
該
位
置
を
含
む
連
続
す
る
二
の
土
壌
を
採
取

し
た
深
さ
の
位
置
の
間
の
部
分
に
あ
る
土
壌
を
除
く
。
） 
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る
土
壌
を
除
く
。
） 

二 
掘
削
後
調
査
の
方
法 

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
土
壌
の
採
取
を
行

わ
な
か
っ
た
土
壌
及
び
同
条
第
九
項
の
測
定
に
お
い
て
同
項
の
測
定
に
係

る
土
壌
の
汚
染
状
態
が
全
て
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

場
合
に
お
け
る
、
当
該
土
壌
に
係
る
ロ
ッ
ト 

二 

掘
削
後
調
査
の
方
法 

前
条
第
三
項
第
八
号
の
測
定
に
お
い
て
同
号
の

測
定
に
係
る
土
壌
の
汚
染
状
態
が
す
べ
て
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ

い
て
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
土
壌
に
係
る
ロ
ッ
ト 

 
 

（
汚
染
土
壌
の
搬
出
の
届
出
） 

（
汚
染
土
壌
の
搬
出
の
届
出
） 

第
六
十
一
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
は
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
届
出

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
一
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
（
法
第
十
六
条
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
処
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委

託
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ロ 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
行
う
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
関
す
る
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
（
汚
染

土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
証
を

い
う
。
第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し 

六 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
（
法
第
十
六
条
第
四
項
第
二

号
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
処
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し

た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

七 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

七 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
行
う
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
関
す
る
法
第
二
十
二
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変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面 

イ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等
土
壌
を
、

他
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
以
下
「
搬
出
先
の
自
然

由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
土
地
の
形
質
の

変
更
に
自
ら
使
用
し
、
又
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
所
を
明
ら
か
に
し

た
図
面 

ロ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
の
状
況
が
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類 

ハ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
地
質
が
第
六
十
五
条
の
三
に

規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ニ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
が
専
ら
自
然
又
は
専
ら
当
該
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て

に
用
い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
第
六
十
五
条
の
四
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ホ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等
土
壌
を
搬

出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変

更
に
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類 

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
（
汚
染
土
壌

処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
証
を
い
う
。
第
六
十
四
条
第
二
項
第
六
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
写
し 

八 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

（
新
規
） 
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変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面 

イ 

一
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
他
の
要
措
置
区
域

（
以
下
「
搬
出
先
の
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
土
地
の
形
質
の

変
更
又
は
一
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌

を
他
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
以
下
「
搬
出
先
の
形
質
変
更
時
要

届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
土
地
の
形
質
の
変
更
に
自
ら
使
用
し
、

若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

ロ 

要
措
置
区
域
及
び
搬
出
先
の
要
措
置
区
域
又
は
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
及
び
搬
出
先
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
が
一
の
土
壌
汚
染
状
況

調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

   

 
 

第
六
十
二
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
六
十
二
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

（
削
る
） 

二 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

二 

汚
染
土
壌
の
搬
出
及
び
運
搬
の
完
了
予
定
日 

三 

汚
染
土
壌
の
搬
出
、
運
搬
及
び
処
理
の
完
了
予
定
日 

三
～
五 

（
略
） 
四
～
六 

（
略
） 

六 

汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

ロ 

処
理
の
完
了
予
定
日 

七 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

（
新
規
） 

  

（
新
規
） 
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変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
所
在
地 

ロ 
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
予
定
日 

八 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

ロ 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
予
定
日 

   

（
新
規
） 

 
 

（
変
更
の
届
出
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
六
十
三
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
届
出
は
、
様
式
第
二
十
七
に
よ
る
届
出

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
三
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
届
出
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
汚
染
土
壌
の
搬
出
を
し
た

場
合
の
届
出
） 

（
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
汚
染
土
壌
の
搬
出
を
し
た

場
合
の
届
出
） 

第
六
十
四
条 

法
第
十
六
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
様
式
第
二
十
八
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
四
条 

法
第
十
六
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 
一 

（
略
） 

（
削
る
） 
二 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

二
～
八 

（
略
） 

三
～
九 

（
略
） 

九 

汚
染
土
壌
を
運
搬
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称 

十 

汚
染
土
壌
を
運
搬
す
る
者
及
び
当
該
汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称 
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十 

汚
染
土
壌
の
運
搬
の
完
了
予
定
日 

十
一 

汚
染
土
壌
の
運
搬
及
び
処
理
の
完
了
予
定
日 

十
一
～
十
三 

（
略
） 

十
二
～
十
四 

（
略
） 

十
四 
汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

ロ 

汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
施
設
の
所
在
地 

ハ 

汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称 

ニ 

汚
染
土
壌
の
処
理
の
完
了
予
定
日 

十
五 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質

の
変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
所
在
地 

ロ 

搬
出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
所
在
地 

ハ 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
予
定
日 

十
六 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質

の
変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

ロ 

搬
出
先
の
要
措
置
区
域
等
の
所
在
地 

ハ 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
完
了
予
定
日 

十
五 

汚
染
土
壌
を
処
理
す
る
施
設
の
所
在
地 

    

（
新
規
） 

    

（
新
規
） 

２ 

（
略
） 
２ 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 
一
～
四 

（
略
） 

五 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
委
託
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類 

五 
汚
染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
委
託
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類 
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ロ 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
委
託
し
た
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
関
す
る
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の

写
し 

六 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
自
然
由
来
等
土
壌
を
、

搬
出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
形
質
の

変
更
に
自
ら
使
用
し
、
又
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る
場
所
を
明
ら
か
に
し

た
図
面 

ロ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
の
状
況
が
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類 

ハ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
地
質
が
第
六
十
五
条
の
三
に

規
定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ニ 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
及
び
搬
出
先
の
自
然
由
来

等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
が
専
ら
自
然
又
は
専
ら
当
該
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て

に
用
い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
第
六
十
五
条
の
四
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

六 

汚
染
土
壌
の
処
理
を
行
う
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
関
す
る
法
第
二
十
二

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し 

七 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

（
新
規
） 
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変
更
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面 

イ 

一
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
搬
出
先
の
要
措
置

区
域
内
の
土
地
の
形
質
の
変
更
又
は
一
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
か

ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を
搬
出
先
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の

土
地
の
形
質
の
変
更
に
自
ら
使
用
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
る

場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

ロ 

要
措
置
区
域
及
び
搬
出
先
の
要
措
置
区
域
又
は
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
及
び
搬
出
先
の
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
が
一
の
土
壌
汚
染
状
況

調
査
の
結
果
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
要
措
置
区
域
等
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

 
 

（
運
搬
に
関
す
る
基
準
） 

（
運
搬
に
関
す
る
基
準
） 

第
六
十
五
条 

（
略
） 

第
六
十
五
条 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車
等
の
両
側
面
に
汚
染
土
壌
を
運
搬
し
て
い

る
旨
を
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
百
四
十
ポ
イ
ン
ト
以
上

の
大
き
さ
の
文
字
を
用
い
て
表
示
し
、
か
つ
、
当
該
運
搬
を
行
う
自
動
車

等
に
当
該
汚
染
土
壌
に
係
る
管
理
票
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令

第
五
条
第
二
十
三
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
五
条
第
二
十
三
号
の
管
理
票
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
る
こ
と
。 

四 

運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車
等
の
両
側
面
に
汚
染
土
壌
を
運
搬
し
て
い

る
旨
を
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
百
四
十
ポ
イ
ン
ト
以
上

の
大
き
さ
の
文
字
を
用
い
て
表
示
し
、
か
つ
、
当
該
運
搬
を
行
う
自
動
車

等
に
当
該
汚
染
土
壌
に
係
る
管
理
票
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令

第
五
条
第
十
八
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
第
五
条
第
十
八
号
の
管
理
票
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
備
え
付
け
る
こ
と
。 

五
～
十
一 

（
略
） 

五
～
十
一 
（
略
） 
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十
二 

汚
染
土
壌
の
運
搬
は
、
要
措
置
区
域
等
外
へ
の
搬
出
の
日
（
汚
染
土

壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
二
十
二
号
ロ
及
び
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
外

へ
の
搬
出
の
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
終
了
す
る
こ
と
。 

十
二 

汚
染
土
壌
の
運
搬
は
、
要
措
置
区
域
等
外
へ
の
搬
出
の
日
（
汚
染
土

壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
十
七
号
ロ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
外
へ

の
搬
出
の
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
終
了
す
る
こ
と
。 

十
三
～
十
五 
（
略
） 

十
三
～
十
五 

（
略
） 

 
 

（
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
係
る
処
理
の
委
託
の
例
外
に
関

す
る
基
準
） 

 

第
六
十
五
条
の
二 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物

質
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
状
態
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
搬
出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
が
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
汚
染
状
態
で
あ
る
も
の
と
す
る
。 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出

区
域
内
の
土
地
の
汚
染
状
態 

搬
出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
汚
染

状
態 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い

も
の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
す
る
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い

も
の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

（
新
規
） 
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土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の
又
は
土
壌
溶

出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の 

土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の 

 

 
 

第
六
十
五
条
の
三 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
が
専
ら
自
然
に
由
来
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自

然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
と
搬
出
先
の
自
然
由
来
等

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
状
態
が
地
質
的
に
同
質
な
状
態
で
広
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
が
専
ら
当
該
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い

ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
自
然
由
来
等
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域
の
港
湾
（
漁
業
の
用
に
供
す
る
港
湾
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
係
る
埋
立
地
と
搬

出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
港
湾
内
の
公
有
水
面
の

（
新
規
） 
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埋
立
て
に
係
る
埋
立
地
が
同
一
の
港
湾
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

（
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
係
る
要
件
） 

 

第
六
十
五
条
の
四 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来

す
る
も
の
と
し
て
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。 

 

イ 

当
該
土
地
を
含
む
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有

害
物
質
の
種
類
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ

る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

  

ロ 

当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
地
質
的
に

同
質
な
状
態
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
。 

 

ハ 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

ニ 

当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
地
の
造

成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
若
し
く
は
人
為
等
に
由
来

す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
、
当
該
汚
染
状
態
が
土
地
の
造

成
に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
若
し
く
は
人
為
等
に
由
来

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る

土
地
の
区
分
に
分
類
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
又
は
土
壌
汚
染
状
況
調
査

そ
の
他
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
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よ
り
調
査
し
た
結
果
、
当
該
汚
染
状
態
が
土
地
の
造
成
に
係
る
水
面
埋

立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
若
し
く
は
人
為
等
に
由
来
す
る
土
地
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
。 

二 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
土
地
の
造
成

に
係
る
水
面
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
た
土
砂
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
次
の

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

イ 

昭
和
五
十
二
年
三
月
十
五
日
以
降
に
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立

て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
廃
棄
物
が
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
又
は
大
正
十
一
年
四
月
十
日
か

ら
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
四
日
ま
で
に
公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
る
埋
立

て
又
は
干
拓
の
事
業
に
よ
り
造
成
が
開
始
さ
れ
た
土
地
（
当
該
土
地
の

土
壌
の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
、
第
三
種
特
定
有
害
物
質
及
び
令
第
一

条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量

基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
土
地
（
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
て
い
る
場
所
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
の

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来

す
る
お
そ
れ
が
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
、
当
該
汚
染
状
態
が
人
為
等
に

由
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
又
は
土
壌
汚
染
状
況

調
査
そ
の
他
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ
た
方
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法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
当
該
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る
土

地
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

（
管
理
票
の
記
載
事
項
等
） 

（
管
理
票
の
記
載
事
項
等
） 

第
六
十
七
条 

（
略
） 

第
六
十
七
条 

（
略
） 

２ 

管
理
票
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

管
理
票
の
様
式
は
、
様
式
第
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
汚
染
土
壌
の
運
搬
又
は
処
理
の
状
況
の
届
出
） 

（
汚
染
土
壌
の
運
搬
又
は
処
理
の
状
況
の
届
出
） 

第
七
十
四
条 

法
第
二
十
条
第
六
項
の
届
出
は
、
様
式
第
三
十
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
十
四
条 

法
第
二
十
条
第
六
項
の
届
出
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
処
理
受
託
者
の
管
理
票
の
保
存
期
間
） 

（
処
理
受
託
者
の
管
理
票
の
写
し
の
保
存
期
間
） 

第
七
十
六
条 

（
略
） 

  

（
準
用
） 

第
七
十
六
条
の
二 

第
六
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
汚
染
土
壌
を
他

人
に
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
七
十
六
条 

（
略
） 

  

（
新
規
） 
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第
六
十
六
条
第
三
号 

運
搬
受
託
者
（
処
理
受

託
者
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
処
理
受

託
者
） 

運
搬
受
託
者
（
土
壌
使

用
者
（
法
第
二
十
条
第

九
項
に
規
定
す
る
土
壌

使
用
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
土

壌
使
用
者
） 

第
六
十
七
条
第
一
項
第

三
号 

当
該
要
措
置
区
域
等
の

所
在
地 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八

条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
自

然
由
来
等
形
質
変
更
時

要
届
出
区
域
の
所
在
地

又
は
汚
染
土
壌
を
同
項

第
三
号
に
規
定
す
る
土

地
の
形
質
の
変
更
に
使

用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
要
措
置
区
域

等
の
所
在
地 

第
六
十
七
条
第
一
項
第

処
理
受
託
者 

土
壌
使
用
者 



  

145 

八
号 

第
六
十
七
第
一
項
第
九

号 

当
該
委
託
に
係
る
汚
染

土
壌
の
処
理
を
行
う
汚

染
土
壌
処
理
施
設
の
名

称
及
び
所
在
地 

汚
染
土
壌
を
法
第
十
八

条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
搬

出
先
の
自
然
由
来
等
形

質
変
更
時
要
届
出
区
域

の
所
在
地
又
は
汚
染
土

壌
を
同
項
第
三
号
に
規

定
す
る
土
地
の
形
質
の

変
更
に
使
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
搬

出
先
の
要
措
置
区
域
等

の
所
在
地 

第
七
十
条
見
出
し 

処
理
受
託
者 

土
壌
使
用
者 

第
七
十
条
第
一
号 

委
託 

土
地
の
形
質
の
変
更 

第
七
十
条
第
二
号 

処
理
を
担
当
し
た 

土
地
の
形
質
の
変
更
を

し
た 

第
七
十
条
第
三
号 

処
理
を
終
了
し
た 

土
地
の
形
質
の
変
更
を

し
た 



  

146 

第
七
十
条
第
四
号 

処
理 

土
地
の
形
質
の
変
更 

第
七
十
一
条
見
出
し 

処
理
受
託
者 

土
壌
使
用
者 

第
七
十
一
条 

処
理
を
終
了
し
た 

土
地
の
形
質
の
変
更
を

し
た 

第
七
十
四
条
見
出
し 

処
理 

土
地
の
形
質
の
変
更 

第
七
十
六
条
見
出
し 

処
理
受
託
者 

土
壌
使
用
者 

  
 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
七
十
七
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
検
査
に
係
る
同
条
第
七
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
十
一
の
と

お
り
と
す
る
。 

第
七
十
七
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
検
査
に
係
る
同
条
第
七
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
一
の
と

お
り
と
す
る
。 

 
 

（
権
限
の
委
任
） 

（
権
限
の
委
任
） 

第
七
十
八
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

環
境
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

権
限
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

第
七
十
八
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

環
境
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第

五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う

こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

 
 

別
表
第
一
（
第
三
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
一
項
関
係
） 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

分
解
に
よ
り
生
成
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
特
定
有

害
物
質
の
種
類
（
以
下
「
分
解
生
成
物
」
と
い

（
新
規
） 
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う
。
） 

四
塩
化
炭
素 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン 
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン 

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二

―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

 
 

別
表
第
二
（
第
七
条
第
一
項
関
係
） 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

地
下
水
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

別
表
第
一
（
第
七
条
第
一
項
関
係
） 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

地
下
水
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
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チ
レ
ン 

下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

 

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

別
表
第
三
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
） 

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

第
二
溶
出
量
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン 
検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
） 

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

第
二
溶
出
量
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

別
表
第
四
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

要
件 

（
略
） 

（
略
） 

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

特
定
有
害
物
質
の
種
類 

要
件 

（
略
） 

（
略
） 

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

別
表
第
五
（
第
三
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

 

別
表
第
六
（
第
三
十
六
条
関
係
） 

土
地 

指
示
措
置 

法
第
七
条
第
一
項
第
一

別
表
第
四
（
第
三
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

 

別
表
第
五
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
関
係
） 

土
地 

講
ず
べ
き
汚
染
の

環
境
省
令
で
定
め
る
汚
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号
の
環
境
省
令
で
定
め

る
汚
染
の
除
去
等
の
措

置 

一 

（
略
） 

（
略
） 

次
項
か
ら
六
の
項
ま
で

の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地

の
土
壌
の
汚
染
状
態
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ

ら
の
項
の
中
欄
に
定
め

る
指
示
措
置
及
び
下
欄

に
定
め
る
汚
染
の
除
去

等
の
措
置 

二 

（
略
） 

基
準
不
適
合
土
壌

の
あ
る
区
域
の
側

面
に
、
不
透
水
層

（
厚
さ
が
五
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
り

、
か
つ
、
透
水
係

数
が
毎
秒
百
ナ
ノ

メ
ー
ト
ル
（
岩
盤

に
あ
っ
て
は
、
ル

ジ
オ
ン
値
が
一
）

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 
地
下
水
の
水
質
の

測
定
（
当
該
土
地
の

基
準
不
適
合
土
壌
の

あ
る
範
囲
及
び
深
さ

そ
の
他
の
土
壌
汚
染

の
状
況
並
び
に
そ
の

他
の
汚
染
除
去
等
計

画
の
作
成
の
た
め
に

必
要
な
情
報
に
つ
い

   

除
去
等
の
措
置 

染
の
除
去
等
の
措
置 

一 

（
略
） 

（
略
） 

次
項
か
ら
六
の
項
ま
で

の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
こ

れ
ら
の
項
の
中
欄
及
び

下
欄
に
定
め
る
汚
染
の

除
去
等
の
措
置 

  

二 

（
略
） 

基
準
不
適
合
土
壌

の
あ
る
区
域
の
側

面
に
、
不
透
水
層

の
う
ち
最
も
浅
い

位
置
に
あ
る
も
の

の
深
さ
ま
で
地
下

水
の
浸
出
の
防
止

の
た
め
の
構
造
物

を
設
置
す
る
こ
と

（
以
下
「
原
位
置

イ
・
ロ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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以
下
で
あ
る
地
層

又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
遮
水
の
効

力
を
有
す
る
地
層

を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
最

も
浅
い
位
置
に
あ

る
も
の
の
深
さ
ま

で
地
下
水
の
浸
出

の
防
止
の
た
め
の

構
造
物
を
設
置
す

る
こ
と
（
以
下
「

原
位
置
封
じ
込
め

」
と
い
う
。
）
又

は
基
準
不
適
合
土

壌
を
当
該
土
地
か

ら
掘
削
し
、
当
該

土
地
に
地
下
水
の

浸
出
を
防
止
す
る

た
め
の
構
造
物
を

設
置
し
、
及
び
当

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に

よ
る
土
壌
の
採
取
並

び
に
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
把
握
し

た
結
果
、
当
該
土
地

の
土
壌
並
び
に
地
下

水
の
第
一
種
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染

状
態
が
目
標
土
壌
溶

出
量
（
当
該
土
地
に

あ
る
地
下
水
の
当
該

土
地
よ
り
下
流
側
か

つ
要
措
置
区
域
の
指

定
に
係
る
第
三
十
条

各
号
の
地
点
よ
り
上

流
側
に
あ
る
地
点
で

あ
っ
て
、
実
施
措
置

を
講
じ
た
後
に
地
下

水
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
を
評
価
す
る
地

点
（
以
下
「
評
価
地

封
じ
込
め
」
と
い

う
。
）
又
は
基
準

不
適
合
土
壌
を
当

該
土
地
か
ら
掘
削

し
、
当
該
土
地
に

地
下
水
の
浸
出
を

防
止
す
る
た
め
の

構
造
物
を
設
置
し

、
及
び
当
該
構
造

物
の
内
部
に
掘
削

し
た
基
準
不
適
合

土
壌
を
埋
め
戻
す

こ
と
（
以
下
「
遮

水
工
封
じ
込
め
」

と
い
う
。
） 
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該
構
造
物
の
内
部

に
掘
削
し
た
基
準

不
適
合
土
壌
を
埋

め
戻
す
こ
と
（
以

下
「
遮
水
工
封
じ

込
め
」
と
い
う
。

） 

点
」
と
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て

地
下
水
基
準
に
適
合

す
る
よ
う
定
め
ら
れ

た
当
該
要
措
置
区
域

内
の
土
地
の
土
壌
に

水
を
加
え
た
検
液
に

溶
出
す
る
特
定
有
害

物
質
の
量
（
当
該
特

定
有
害
物
質
の
量
を

第
六
条
第
三
項
第
四

号
の
環
境
大
臣
が
定

め
る
方
法
に
よ
り
測

定
し
た
結
果
が
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。

）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
並
び
に
目
標

地
下
水
濃
度
（
評
価

地
点
に
お
い
て
地
下

水
基
準
に
適
合
す
る
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よ
う
定
め
ら
れ
た
当

該
要
措
置
区
域
内
の

土
地
の
地
下
水
か
ら

検
出
さ
れ
る
特
定
有

害
物
質
の
量
を
い
う

。
）
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
） 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

（
略
） 

（
略
） 
イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

地
下
水
の
水
質
の

測
定
（
当
該
土
地
の

基
準
不
適
合
土
壌
の

あ
る
範
囲
及
び
深
さ

そ
の
他
の
土
壌
汚
染

の
状
況
並
び
に
そ
の

他
の
汚
染
除
去
等
計

画
の
作
成
の
た
め
に

必
要
な
情
報
に
つ
い

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に

         

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

（
略
） 

          

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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よ
る
土
壌
の
採
取
並

び
に
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
把
握
し

た
結
果
、
当
該
土
地

の
土
壌
並
び
に
地
下

水
の
第
二
種
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染

状
態
が
目
標
土
壌
溶

出
量
並
び
に
目
標
地

下
水
濃
度
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

（
略
） 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

地
下
水
の
水
質
の

測
定
（
当
該
土
地
の

基
準
不
適
合
土
壌
の

あ
る
範
囲
及
び
深
さ

そ
の
他
の
土
壌
汚
染

の
状
況
並
び
に
そ
の

             

五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

（
略
） 

（
略
） 

 

イ
～
ハ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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他
の
汚
染
除
去
等
計

画
の
作
成
の
た
め
に

必
要
な
情
報
に
つ
い

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に

よ
る
土
壌
の
採
取
並

び
に
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
把
握
し

た
結
果
、
当
該
土
地

の
土
壌
並
び
に
地
下

水
の
第
三
種
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染

状
態
が
目
標
土
壌
溶

出
量
並
び
に
目
標
地

下
水
濃
度
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

八 

（
略
） 

土
壌
を
掘
削
し
て

地
表
面
を
低
く
し

、
基
準
不
適
合
土

（
略
） 

  

                 

七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

八 

（
略
） 

土
壌
を
掘
削
し
て

地
表
面
を
低
く
し

、
土
壌
含
有
量
基

（
略
） 



  

155 

 

壌
以
外
の
土
壌
に

よ
り
覆
う
こ
と
（

以
下
「
土
壌
入
換

え
」
と
い
う
。
） 

  

    

九 

（
略
） 
基
準
不
適
合
土
壌

以
外
の
土
壌
に
よ

り
覆
う
こ
と
（
以

下
「
盛
土
」
と
い

う
。
） 

  

（
略
） 

 

準
に
適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土

壌
に
よ
り
覆
う
こ

と
（
以
下
「
土
壌

入
換
え
」
と
い
う

。
） 

九 

（
略
） 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌

に
よ
り
覆
う
こ
と

（
以
下
「
盛
土
」

と
い
う
。
） 

 

（
略
） 

 

別
表
第
七
（
第
三
十
六
条
の
二
第
十
三
号
、
第
三
十
六
条
の
四
第
四
号
関
係
） 

実
施
措
置
の
種

類 

事
項 

軽
微
な
変
更
の
対

象
と
な
る
事
項 

一 

地
下
水
の

水
質
の
測
定 

一 

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い

な
い
土
地
の
地
下
水
の
水
質

の
測
定 

イ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

該
当
な
し 

 

（
新
規
） 
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を
行
う
た
め
の
観
測
井
を

設
置
す
る
地
点
及
び
当
該

地
点
に
当
該
観
測
井
を
設

置
す
る
理
由 

ロ 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 
ハ 
地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

ニ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
結
果
の
都
道
府
県
知
事

へ
の
報
告
を
行
う
時
期
及

び
方
法 

二 

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い

る
土
地
の
地
下
水
の
水
質
の

測
定 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等
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計
画
の
作
成
の
た
め
に
必

要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評

価
地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
並
び
に

当
該
目
標
土
壌
溶
出
量
及

び
当
該
目
標
地
下
水
濃
度

に
設
定
し
た
理
由 

ニ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

を
行
う
た
め
の
観
測
井
を

設
置
す
る
地
点
及
び
当
該

地
点
に
当
該
観
測
井
を
設

置
す
る
理
由 

ホ 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 

ヘ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

ト 

地
下
水
の
水
質
の
測
定
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の
結
果
の
都
道
府
県
知
事

へ
の
報
告
を
行
う
時
期
及

び
方
法 

二 

原
位
置
封

じ
込
め 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他
の
土

壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の

他
の
汚
染
除
去
等
計
画
の
作

成
の
た
め
に
必
要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評
価

地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目

標
地
下
水
濃
度
並
び
に
当
該

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
当
該

目
標
地
下
水
濃
度
に
設
定
し

た
理
由 

ニ 

鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮
水
の

効
力
を
有
す
る
構
造
物
を
設

置
す
る
範
囲
及
び
深
さ 

ホ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の

下
に
不
透
水
層
が
あ
る
こ
と

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
障
害
物

等
が
発
見
さ
れ

た
こ
と
に
起
因

す
る
鋼
矢
板
そ

の
他
の
遮
水
の

効
力
を
有
す
る

構
造
物
を
設
置

す
る
範
囲
の
変

更
で
あ
っ
て
、

目
標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る

土
壌
の
外
側
に

あ
る
範
囲
へ
の

変
更 
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を
確
認
し
た
結
果 

ヘ 

鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮
水
の

効
力
を
有
す
る
構
造
物
の
種

類
及
び
当
該
構
造
物
を
設
置

す
る
方
法 

ト 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土

地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地

を
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地

と
す
る
方
法
及
び
当
該
方
法

に
よ
り
第
二
溶
出
量
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た

結
果 

チ 

ト
の
方
法
に
よ
り
、
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
地
と
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
方
法 

リ 

構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た

範
囲
の
土
地
を
覆
う
覆
い
の

種
類
、
範
囲
及
び
厚
さ 

ロ 

こ
の
項
の
中

欄
ト
の
方
法
の

変
更
の
う
ち
、

当
該
ト
の
結
果

に
よ
り
、
第
二

溶
出
量
基
準
に

適
合
す
る
こ
と

を
確
認
で
き
る

方
法
へ
の
変
更 
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ヌ 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置 

ル 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又

は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
用
途
に
用
い
ら
れ
て
い

る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要

に
応
じ
リ
の
覆
い
の
表
面
を

覆
う
覆
い
の
種
類
、
範
囲
及

び
厚
さ 

ヲ 

地
下
水
が
目
標
地
下
水
濃

度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
地
下

水
の
水
質
の
測
定
を
行
う
た

め
の
観
測
井
を
設
置
す
る
地

点
及
び
当
該
地
点
に
当
該
観

測
井
を
設
置
す
る
理
由 

ワ 

ヲ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

カ 

ヲ
の
地
下
水
の
水
質
の
測

定
の
対
象
と
な
る
特
定
有
害
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物
質
の
種
類
並
び
に
当
該
測

定
の
期
間
及
び
頻
度 

ヨ 

構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た

範
囲
に
雨
水
、
地
下
水
そ
の

他
の
水
の
浸
入
が
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
の
観
測
井

を
設
置
す
る
地
点 

タ 

ヨ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

レ 

ヨ
の
確
認
を
行
う
期
間
及

び
頻
度 

三 

遮
水
工
封

じ
込
め 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他
の
土

壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の

他
の
汚
染
除
去
等
計
画
の
作

成
の
た
め
に
必
要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評
価

地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目

標
地
下
水
濃
度
並
び
に
当
該

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
当
該

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
目
標
土

壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
の

外
側
に
あ
り
、

か
つ
、
準
不
透

水
層
（
厚
さ
が
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目
標
地
下
水
濃
度
に
設
定
し

た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を

掘
削
す
る
範
囲
及
び
深
さ 

ホ 

掘
削
を
行
う
方
法 

ヘ 
掘
削
さ
れ
た
土
壌
の
う
ち

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

を
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

に
す
る
方
法
及
び
当
該
方
法

に
よ
り
第
二
溶
出
量
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た

結
果 

ト 

ヘ
の
方
法
に
よ
り
、
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
方
法 

チ 

遮
水
工
の
種
類
及
び
当
該

遮
水
工
を
設
置
す
る
方
法 

一
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
り
、
か

つ
、
透
水
係
数

が
毎
秒
一
マ
イ

ク
ロ
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
る
地

層
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
遮

水
の
効
力
を
有

す
る
地
層
を
い

う
。
以
下
同
じ

。
）
又
は
不
透

水
層
で
あ
っ
て

も
っ
と
も
浅
い

位
置
に
あ
る
も

の
よ
り
浅
い
範

囲
及
び
深
さ
へ

の
変
更
で
あ
っ

て
、
新
た
に
基

準
不
適
合
土
壌

が
帯
水
層
に
接

                      



  

163 

リ 

遮
水
工
が
二
重
の
遮
水
シ

ー
ト
を
敷
設
し
た
遮
水
層
と

同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

ヌ 

遮
水
工
の
内
部
に
掘
削
さ

れ
た
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

を
埋
め
戻
す
方
法 

ル 

埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場
所

を
覆
う
覆
い
の
種
類
、
範
囲

及
び
厚
さ 

ヲ 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置 

ワ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又

は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
用
途
に
用
い
ら
れ
て
い

る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要

に
応
じ
ル
の
覆
い
の
表
面
を

覆
う
覆
い
の
種
類
、
範
囲
及

び
厚
さ 

す
る
こ
と
が
な

い
変
更 

ロ 

こ
の
項
の
中

欄
ヘ
の
方
法
の

変
更
の
う
ち
、

当
該
へ
の
結
果

に
よ
り
、
第
二

溶
出
量
基
準
に

適
合
す
る
こ
と

を
確
認
で
き
る

方
法
へ
の
変
更 
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カ 

実
施
措
置
を
行
う
前
の
地

下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態 

ヨ 

地
下
水
が
目
標
地
下
水
濃

度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

の
地
下
水
の
水
質
の
測
定
を

行
う
た
め
の
観
測
井
を
設
置

す
る
地
点
及
び
当
該
地
点
に

当
該
観
測
井
を
設
置
す
る
理

由 

タ 

ヨ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

レ 

ヨ
の
地
下
水
の
水
質
の
測

定
の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該
測

定
の
期
間
及
び
頻
度 

ソ 

埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場
所

の
内
部
に
雨
水
、
地
下
水
そ

の
他
の
水
の
浸
入
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
の
観
測
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井
を
設
置
す
る
地
点 

ツ 

ソ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

ネ 

ソ
の
確
認
を
行
う
期
間
及

び
頻
度 

四 

地
下
水
汚

染
の
拡
大
の

防
止 

 

一 

揚
水
施
設
に
よ
る
地
下
水

汚
染
の
拡
大
の
防
止 

イ 
揚
水
施
設
を
設
置
す
る

地
点
及
び
当
該
地
点
に
当

該
揚
水
施
設
を
設
置
す
る

理
由 

ロ 

揚
水
施
設
の
構
造 

ハ 

揚
水
施
設
を
設
置
す
る

方
法 

ニ 

揚
水
し
た
地
下
水
に
含

ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を

除
去
す
る
方
法
及
び
当
該

方
法
に
よ
り
当
該
地
下
水

の
水
質
が
排
出
水
基
準
（

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す

る
省
令
第
四
条
第
一
号
リ

一 

揚
水
施
設
に

よ
る
地
下
水
汚

染
の
拡
大
の
防

止 該
当
な
し 

二 

透
過
性
地
下

水
浄
化
壁
に
よ

る
地
下
水
汚
染

の
拡
大
の
防
止 

イ 
こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ヘ

の

方

法 

の
変
更
の
う

ち
、
当
該
ヘ

の
結
果
に
よ

り
、
目
標
地
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(1)

に
規
定
す
る
排
出
水

基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
又
は
排
除
基
準
（
同

令
第
四
条
第
一
号
ヌ

(1)

に
規
定
す
る
排
除
基
準
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し

た
結
果 

ホ 

公
共
用
水
域
（
水
質
汚

濁
防
止
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
共
用
水
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
排
出
す
る
ニ
の
方
法
に

よ
り
特
定
有
害
物
質
を
除

去
し
た
地
下
水
の
水
質
が

排
出
水
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
又
は
下
水
道
（

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

公
共
下
水
道
及
び
同
条
第

下
水
濃
度
を

超
え
な
い
汚

染
状
態
と
な

る
こ
と
を
確

認
で
き
る
方

法
へ
の
変
更 
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四
号
に
規
定
す
る
流
域
下

水
道
で
あ
っ
て
、
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
終
末
処

理
場
を
設
置
し
て
い
る
も

の
（
そ
の
流
域
下
水
道
に

接
続
す
る
公
共
下
水
道
を

含
む
。
）
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
排
除
す
る
当

該
地
下
水
の
水
質
が
排
除

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
方
法 

ヘ 

地
下
水
汚
染
が
当
該
土

地
の
区
域
外
に
拡
大
し
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
の
地
下
水
の
水
質
の

測
定
を
行
う
た
め
の
観
測

井
を
設
置
す
る
地
点
及
び

当
該
地
点
に
当
該
観
測
井

を
設
置
す
る
理
由 

ト 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 
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チ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

リ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
結
果
の
都
道
府
県
知
事

へ
の
報
告
を
行
う
時
期
及

び
方
法 

二 

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
に

よ
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
の

防
止 

イ 

当
該
土
地
の
地
下
水
汚

染
の
状
況
そ
の
他
の
汚
染

除
去
等
計
画
の
作
成
の
た

め
に
必
要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評

価
地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
地
下
水
濃
度
及
び

当
該
目
標
地
下
水
濃
度
に

設
定
し
た
理
由 

ニ 

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
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（
汚
染
さ
れ
た
地
下
水
を

通
過
さ
せ
る
過
程
に
お
い

て
、
特
定
有
害
物
質
を
分

解
し
、
又
は
吸
着
す
る
方

法
に
よ
り
、
当
該
汚
染
さ

れ
た
地
下
水
を
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
す
る
た
め
に
必
要

な
機
能
を
備
え
た
設
備
で

あ
っ
て
、
地
中
に
設
置
さ

れ
た
設
備
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
設
置
す
る
地

点
及
び
当
該
地
点
に
当
該

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
を

設
置
す
る
理
由 

ホ 

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁

を
設
置
す
る
方
法 

ヘ 

透
過
性
地
下
水
浄
化
壁

に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
地
下

水
を
目
標
地
下
水
濃
度
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
に
す
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る
方
法
及
び
当
該
方
法
に

よ
り
目
標
地
下
水
濃
度
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
と
な

る
こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

ト 

目
標
地
下
水
濃
度
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
地

下
水
が
当
該
土
地
の
地
下

水
の
評
価
地
点
よ
り
下
流

側
に
拡
大
し
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
の
地

下
水
の
水
質
の
測
定
を
行

う
た
め
の
観
測
井
を
設
置

す
る
地
点
及
び
当
該
地
点

に
当
該
観
測
井
を
設
置
す

る
理
由 

チ 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 

リ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 
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ヌ 

当
該
地
下
水
の
水
質
の

測
定
の
結
果
の
都
道
府
県

知
事
へ
の
報
告
を
行
う
時

期
及
び
方
法 

五 

土
壌
汚
染

の
除
去 
一 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削

に
よ
る
除
去 

イ 
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等

計
画
の
作
成
の
た
め
に
必

要
な
情
報 

ロ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
評

価
地
点
及
び
当
該
評
価
地

点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は

、
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
並
び
に

当
該
目
標
土
壌
溶
出
量
及

一 

基
準
不
適
合

土
壌
の
掘
削
に

よ
る
除
去 

イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
一
号

ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
土

壌
溶
出
量
基

準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土

地
に
お
け
る

目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え

る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
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び
当
該
目
標
地
下
水
濃
度

に
設
定
し
た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
又
は
土
壌

含
有
量
基
準
に
適
合
し
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

を
掘
削
す
る
範
囲
及
び
深

さ 

ホ 

掘
削
を
行
う
方
法 

ヘ 

掘
削
さ
れ
た
場
所
を
基

準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土

壌
若
し
く
は
ロ
の
土
地
に

あ
っ
て
は
、
目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
か
つ
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
に
よ
り
埋
め
る

方
法
又
は
建
築
物
の
建
築

若
し
く
は
工
作
物
の
建
設

を
行
う
場
合
等
掘
削
さ
れ

た
場
所
に
土
壌
を
埋
め
戻

の
外
側
に
あ

り
、
か
つ
、

準
不
透
水
層

又
は
不
透
水

層
で
あ
っ
て

も
っ
と
も
浅

い
位
置
に
あ

る
も
の
よ
り

浅
い
範
囲
及

び
深
さ
へ
の

変
更
で
あ
っ

て
、
新
た
に

基
準
不
適
合

土
壌
が
帯
水

層
に
接
す
る

こ
と
が
な
い

変
更
並
び
に

土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
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さ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
旨 

ト 

掘
削
さ
れ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
を
当
該
要

措
置
区
域
内
に
設
置
し
た

施
設
に
お
い
て
浄
化
し
た

も
の
で
埋
め
戻
す
場
合
に

あ
っ
て
は
、
目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
に
す
る
方

法
及
び
当
該
方
法
に
よ
り

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
と
な
る
こ

と
を
確
認
し
た
結
果
又
は

掘
削
さ
れ
た
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
を
当
該

要
措
置
区
域
内
に
設
置
し

た
施
設
に
お
い
て
浄
化
し

た
も
の
で
埋
め
戻
す
場
合

土
地
に
お
け

る
土
壌
含
有

量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚

染
状
態
に
あ

る
土
壌
の
外

側
に
あ
る
範

囲
及
び
深
さ

へ
の
変
更 

ロ 

こ
の
項
の

中
欄
第
一
号

ト
に
掲
げ
る

変
更
の
う
ち

、
掘
削
さ
れ

た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状

態
に
あ
る
土

壌
を
目
標
土

壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
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に
あ
っ
て
は
、
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
に
す
る

方
法
及
び
当
該
方
法
に
よ

り
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
す
る
汚
染
状
態
と
な
る

こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

チ 
掘
削
さ
れ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
を
当
該
要

措
置
区
域
内
に
設
置
し
た

施
設
に
お
い
て
浄
化
し
た

も
の
で
埋
め
戻
す
場
合
に

あ
っ
て
は
、
浄
化
に
よ
り

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
に
す
る
方
法
に
よ
り
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

と
し
た
こ
と
を
確
認
す
る

方
法
又
は
掘
削
さ
れ
た
土

染
状
態
に
あ

る
土
壌
に
す

る
方
法
の
変

更
で
あ
っ
て

、
当
該
ト
の

結
果
に
よ
り

、
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超

え
な
い
こ
と

汚
染
状
態
に

あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
る

方
法
へ
の
変

更
並
び
に
掘

削
さ
れ
た
土

壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土

壌
を
土
壌
含

有
量
基
準
に
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壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
当
該
要
措
置
区
域
内

に
設
置
し
た
施
設
に
お
い

て
浄
化
し
た
も
の
で
埋
め

戻
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ト
の
浄
化
に
よ
り
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
に
す

る
方
法
に
よ
り
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
と
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
方
法 

リ 

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は

、
実
施
措
置
を
行
う
前
の

地
下
水
の
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態 

ヌ 

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は

、
地
下
水
が
目
標
地
下
水

濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ

る
土
壌
に
す

る
方
法
の
変

更
で
あ
っ
て

、
当
該
ト
の

結
果
に
よ
り

、
土
壌
含
有

量
基
準
に
適

合
す
る
こ
と

を
確
認
で
き

る
方
法
へ
の

変
更 

二 
原
位
置
で
の

浄
化
に
よ
る
除

去 イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
土
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る
た
め
の
地
下
水
の
水
質

の
測
定
を
行
う
た
め
の
観

測
井
を
設
置
す
る
地
点
及

び
当
該
地
点
に
当
該
観
測

井
を
設
置
す
る
理
由 

ル 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 
ヲ 
地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

二 

原
位
置
で
の
浄
化
に
よ
る

除
去 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等

計
画
の
作
成
の
た
め
に
必

要
な
情
報 

ロ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ

壌
溶
出
量
基

準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土

地
に
お
け
る

目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え

る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌

の
外
側
に
あ

り
、
か
つ
、

準
不
透
水
層

又
は
不
透
水

層
で
あ
っ
て

も
っ
と
も
浅

い
位
置
に
あ

る
も
の
よ
り

浅
い
範
囲
及

び
深
さ
へ
の

変
更
で
あ
っ

て
、
新
た
に
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る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
評

価
地
点
及
び
当
該
評
価
地

点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は

、
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
並
び
に

当
該
目
標
土
壌
溶
出
量
及

び
当
該
目
標
地
下
水
濃
度

に
設
定
し
た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
と
す
る
範
囲
及
び

深
さ
又
は
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
を
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
す
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
す

る
範
囲
及
び
深
さ 

ホ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

基
準
不
適
合

土
壌
が
帯
水

層
に
接
す
る

こ
と
が
な
い

変
更
並
び
に

土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る

土
地
に
お
け

る
土
壌
含
有

量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚

染
状
態
に
あ

る
土
壌
の
外

側
に
あ
る
範

囲
及
び
深
さ

へ
の
変
更 

ロ 

こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ホ
に
掲
げ
る
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え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
に
す
る
方
法
及
び

当
該
方
法
に
よ
り
目
標
土

壌
溶
出
量
を
超
え
な
い
汚

染
状
態
と
な
る
こ
と
を
確

認
し
た
結
果
又
は
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
し
な
い

汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合

す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
に
す
る
方
法
及
び
当
該

方
法
に
よ
り
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状

態
と
な
る
こ
と
を
確
認
し

た
結
果 

ヘ 

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は

、
地
下
水
が
目
標
地
下
水

濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
目

標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
る

汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
を

目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土

壌
に
す
る
方

法
の
変
更
で

あ
っ
て
、
当

該
ホ
の
結
果

に
よ
り
、
目

標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
な

い
汚
染
状
態

に
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き

る
方
法
へ
の
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る
た
め
の
地
下
水
の
水
質

の
測
定
を
行
う
た
め
の
観

測
井
を
設
置
す
る
地
点
及

び
当
該
地
点
に
当
該
観
測

井
を
設
置
す
る
理
由 

ト 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 
チ 
地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

リ 

土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

と
し
た
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
の
試
料
採
取
等
を
行

う
地
点
及
び
深
さ
並
び
に

測
定
の
対
象
と
な
る
特
定

有
害
物
質
の
種
類 

変
更
並
び
に

土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る

土
壌
を
土
壌

含
有
量
基
準

に
適
合
す
る

汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
に

す
る
方
法
の

変
更
で
あ
っ

て
、
当
該
ホ

の
結
果
に
よ

り
、
土
壌
含

有
量
基
準
に

適
合
す
る
こ

と
を
確
認
で

き
る
方
法
へ

の
変
更 
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六 

遮
断
工
封

じ
込
め 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他
の
土

壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の

他
の
汚
染
除
去
等
計
画
の
作

成
の
た
め
に
必
要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評
価

地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目

標
地
下
水
濃
度
並
び
に
当
該

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
当
該

目
標
地
下
水
濃
度
に
設
定
し

た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を

掘
削
す
る
範
囲
及
び
深
さ 

ホ 

掘
削
を
行
う
方
法 

ヘ 

掘
削
し
た
目
標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
埋
め
戻
す
た
め
の

構
造
物
の
う
ち
仕
切
設
備
の

種
類
及
び
当
該
仕
切
設
備
を

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
目
標
土

壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
の

外
側
に
あ
り
、

か
つ
、
準
不
透

水
層
又
は
不
透

水
層
で
あ
っ
て

も
っ
と
も
浅
い

位
置
に
あ
る
も

の
よ
り
浅
い
範

囲
及
び
深
さ
へ

の
変
更
で
あ
っ

て
、
新
た
に
基

準
不
適
合
土
壌

が
帯
水
層
に
接

す
る
こ
と
が
な

い
変
更 

                      



  

181 

設
置
す
る
方
法 

ト 

仕
切
設
備
が
遮
断
の
効
力

及
び
そ
の
他
の
要
件
を
備
え

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
結
果 

チ 

仕
切
設
備
の
内
部
に
、
掘

削
し
た
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
埋
め
戻
す
方
法 

リ 

埋
め
戻
し
を
行
っ
た
後
、

仕
切
設
備
の
開
口
部
を
覆
い

に
よ
り
閉
鎖
す
る
方
法 

ヌ 

覆
い
が
遮
断
の
効
力
及
び

そ
の
他
の
要
件
を
備
え
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

結
果 

ル 

覆
い
の
埋
め
戻
す
基
準
不

適
合
土
壌
と
接
す
る
面
を
覆

う
材
料
並
び
に
当
該
材
料
が

遮
水
の
効
力
及
び
腐
食
防
止

の
効
力
を
有
す
る
材
料
で
あ
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る
こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

ヲ 

覆
い
の
構
造 

ワ 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置 

カ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又

は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
用
途
に
用
い
ら
れ
て
い

る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要

に
応
じ
覆
い
の
表
面
を
覆
う

覆
い
の
種
類
、
範
囲
及
び
厚

さ 

ヨ 

実
施
措
置
を
行
う
前
の
地

下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態 

タ 

地
下
水
が
目
標
地
下
水
濃

度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

の
地
下
水
の
水
質
の
測
定
を

行
う
た
め
の
観
測
井
を
設
置

す
る
地
点
及
び
当
該
地
点
に
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当
該
観
測
井
を
設
置
す
る
理

由 

レ 

タ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

ソ 

タ
の
地
下
水
の
水
質
の
測

定
の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該
測

定
の
期
間
及
び
頻
度 

ツ 

構
造
物
の
内
部
に
雨
水
、

地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
観
測
井
を
設
置
す
る
地

点 

ネ 

ツ
の
観
測
井
を
設
置
す
る

方
法 

ナ 

ツ
の
確
認
を
行
う
期
間
及

び
頻
度 

七 

不
溶
化 

一 

原
位
置
不
溶
化 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

一 

原
位
置
不
溶

化 イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
一
号

                      



  

184 

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等

計
画
の
作
成
の
た
め
に
必

要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評

価
地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
並
び
に

当
該
目
標
土
壌
溶
出
量
及

び
当
該
目
標
地
下
水
濃
度

に
設
定
し
た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
特
定
有
害
物
質
が
水

に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性

状
を
変
更
し
て
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
と
す
る

範
囲
及
び
深
さ 

ホ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
特
定
有
害
物
質
が
水

ニ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
目

標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
る

汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
の

外
側
に
あ
り

、
か
つ
、
準

不
透
水
層
又

は
不
透
水
層

で
あ
っ
て
も

っ
と
も
浅
い

位
置
に
あ
る

も
の
よ
り
浅

い
範
囲
及
び

深
さ
へ
の
変

更
で
あ
っ
て

、
新
た
に
基

準
不
適
合
土

壌
が
帯
水
層
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に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性

状
を
変
更
し
て
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
に
す
る

方
法
及
び
当
該
方
法
に
よ

り
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
な
い
汚
染
状
態
と
な
る

こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

ヘ 

ホ
の
方
法
に
よ
り
、
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

と
し
た
こ
と
を
確
認
す
る

方
法 

ト 

性
状
を
変
更
し
て
目
標

土
壌
溶
出
量
を
超
え
な
い

汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
と

し
た
土
壌
の
あ
る
範
囲
に

つ
い
て
、
当
該
土
地
の
区

域
外
へ
の
目
標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
又
は
特
定
有

に
接
す
る
こ

と
が
な
い
変

更 

ロ 

こ
の
項
の

中
欄
第
一
号

ホ
の
方
法
の

変
更
の
う
ち

、
当
該
ホ
の

結
果
に
よ
り

、
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超

え
な
い
汚
染

状
態
と
な
る

こ
と
を
確
認

で
き
る
方
法

へ
の
変
更 

二 

不
溶
化
埋
め

戻
し 

イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ニ
に
掲
げ
る
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害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
及
び
当

該
措
置
を
講
ず
る
範
囲 

チ 

地
下
水
が
目
標
地
下
水

濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
の
地
下
水
の
水
質

の
測
定
を
行
う
た
め
の
観

測
井
を
設
置
す
る
地
点
及

び
当
該
地
点
に
当
該
観
測

井
を
設
置
す
る
理
由 

リ 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 

ヌ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 

二 

不
溶
化
埋
め
戻
し 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
目

標
土
壌
溶
出

量
を
超
え
る

汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
の

外
側
に
あ
り

、
か
つ
、
準

不
透
水
層
又

は
不
透
水
層

で
あ
っ
て
も

っ
と
も
浅
い

位
置
に
あ
る

も
の
よ
り
浅

い
範
囲
及
び

深
さ
へ
の
変

更
で
あ
っ
て

、
新
た
に
基

準
不
適
合
土

壌
が
帯
水
層

に
接
す
る
こ

                      



  

187 

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等

計
画
の
作
成
の
た
め
に
必

要
な
情
報 

ロ 

評
価
地
点
及
び
当
該
評

価
地
点
に
設
定
し
た
理
由 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
並
び
に

当
該
目
標
土
壌
溶
出
量
及

び
当
該
目
標
地
下
水
濃
度

に
設
定
し
た
理
由 

ニ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
を
掘
削
す
る
範
囲
及
び

深
さ 

ホ 

掘
削
を
行
う
方
法 

ヘ 

掘
削
し
た
目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
を
特
定
有
害

物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い

よ
う
に
性
状
を
変
更
し
て

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

と
が
な
い
変

更 

ロ 

こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ヘ
の
方
法
の

変
更
の
う
ち

、
当
該
ヘ
の

結
果
に
よ
り

、
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超

え
な
い
汚
染

状
態
と
な
る

こ
と
を
確
認

で
き
る
方
法

へ
の
変
更 
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な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
に
す
る
方
法
及
び
当
該

方
法
に
よ
り
目
標
土
壌
溶

出
量
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
と
な
る
こ
と
を
確
認
し

た
結
果 

ト 
ヘ
の
方
法
に
よ
り
、
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

と
し
た
こ
と
を
確
認
す
る

方
法 

チ 

当
該
土
地
の
区
域
内
に

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
と
し
た
土
壌
を
埋
め
戻

す
方
法 

リ 

埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場

所
に
つ
い
て
、
当
該
土
地

の
区
域
外
へ
の
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
又
は
特

                      



  

189 

定
有
害
物
質
の
飛
散
等
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
及

び
当
該
措
置
を
講
ず
る
範

囲 

ヌ 

実
施
措
置
を
行
う
前
の

地
下
水
の
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態 

ル 
地
下
水
が
目
標
地
下
水

濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
地
下
水
の
水
質
の
測
定

を
行
う
た
め
の
観
測
井
を

設
置
す
る
地
点
及
び
当
該

地
点
に
当
該
観
測
井
を
設

置
す
る
理
由 

ヲ 

観
測
井
を
設
置
す
る
方

法 

ワ 

地
下
水
の
水
質
の
測
定

の
対
象
と
な
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
並
び
に
当
該

測
定
の
期
間
及
び
頻
度 
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八 

舗
装 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲 

ロ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲
を
覆
う
覆
い
の
種
類
、

範
囲
及
び
厚
さ 

ハ 

モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
土
壌

以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
容

易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
（
以
下
「
モ
ル
タ

ル
等
」
と
い
う
。
）
を
覆
い

と
し
て
用
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
理
由 

ニ 

舗
装
の
施
行
の
方
法 

ホ 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置 

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ロ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
基
準
不

適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
を
覆
う

覆
い
の
範
囲
の

変
更
で
あ
っ
て

、
基
準
不
適
合

土
壌
の
外
側
に

あ
る
範
囲
へ
の

変
更 

九 

立
入
禁
止 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲 

ロ 

み
だ
り
に
人
が
立
ち
入
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
設

け
る
囲
い
の
種
類
及
び
範
囲 

ハ 

当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ロ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
み
だ
り

に
人
が
立
ち
入

る
こ
と
を
防
止
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基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定

有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
及
び
当
該

措
置
を
講
ず
る
範
囲 

ニ 

立
入
り
を
禁
止
す
る
旨
を

表
示
す
る
設
備
の
種
類
及
び

方
法 

す
る
た
め
に
設

置
す
る
囲
い
の

範
囲
の
変
更
で

あ
っ
て
、
基
準

不
適
合
土
壌
の

外
側
に
あ
る
範

囲
へ
の
変
更 

ロ 

こ
の
項
の
中

欄
ハ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
当
該
土

地
の
区
域
外
へ

の
基
準
不
適
合

土
壌
又
は
特
定

有
害
物
質
の
飛

散
等
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置

を
講
じ
る
範
囲

の
変
更
で
あ
っ

て
、
基
準
不
適

合
土
壌
の
外
側

                      



  

192 

に
あ
る
範
囲
へ

の
変
更 

十 
土
壌
入
換

え 

一 

区
域
外
土
壌
入
換
え 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ 

ロ 

土
壌
入
換
え
を
行
う
範

囲
及
び
深
さ 

ハ 
当
該
土
地
の
土
壌
を
掘

削
し
、
覆
い
を
設
け
た
際

に
当
該
土
地
に
建
築
さ
れ

て
い
る
建
築
物
に
居
住
す

る
者
の
日
常
の
生
活
に
著

し
い
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
に
す
る
方
法 

ニ 

覆
い
の
種
類
、
範
囲
及

び
厚
さ 

ホ 

覆
い
と
し
て
用
い
る
土

壌
が
基
準
不
適
合
土
壌
以

外
の
土
壌
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
結
果 

ヘ 

モ
ル
タ
ル
等
を
覆
い
と

一 

区
域
外
土
壌

入
換
え 

イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
一
号

ロ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
基

準
不
適
合
土

壌
の
外
側
に

あ
る
範
囲
へ

の
変
更 

二 
区
域
内
土
壌

入
換
え 

イ 

こ
の
項
の

中
欄
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更

の
う
ち
、
基

準
不
適
合
土
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し
て
用
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
理
由 

ト 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置 

二 

区
域
内
土
壌
入
換
え 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の
他

の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び

に
そ
の
他
の
汚
染
除
去
等

計
画
作
成
の
た
め
に
必
要

な
情
報 

ロ 

土
壌
入
換
え
を
行
う
範

囲
及
び
深
さ 

ハ 

基
準
不
適
合
土
壌
及
び

地
表
か
ら
当
該
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
深
さ
よ
り

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
深
い
深
さ
ま
で
の
基
準

不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌

の
掘
削
の
方
法 

ニ 

掘
削
し
た
基
準
不
適
合

壌
の
外
側
に

あ
る
範
囲
へ

の
変
更 
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土
壌
を
埋
め
戻
す
方
法 

ホ 

覆
い
の
種
類
、
範
囲
及

び
厚
さ 

ヘ 

基
準
不
適
合
土
壌
以
外

の
土
壌
を
覆
い
と
し
て
用

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨 

ト 
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置 

十
一 

盛
土 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る

範
囲
及
び
深
さ 

ロ 

盛
土
を
行
う
範
囲
及
び
厚

さ 

ハ 

盛
土
を
行
う
方
法 

ニ 

覆
い
の
種
類
、
範
囲
及
び

厚
さ 

ホ 

覆
い
と
し
て
用
い
る
土
壌

が
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の

土
壌
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
結
果 

ヘ 

モ
ル
タ
ル
等
を
覆
い
と
し

イ 

こ
の
項
の
中

欄
ロ
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
の

う
ち
、
盛
土
を

行
う
範
囲
の
変

更
で
あ
っ
て
、

基
準
不
適
合
土

壌
の
外
側
に
あ

る
範
囲
へ
の
変

更 
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別
表
第
八
（
第
四
十
条
関
係
） 

て
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
理
由 

ト 

覆
い
の
損
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置 

実
施
措
置
の
種
類 

 

実
施
措
置
の
実
施
の
方
法 

一 

（
略
） 

一 

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
土
地
の
地
下
水

の
水
質
の
測
定 

イ 

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す

る
地
下
水
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、

当
初
一
年
は
四
回
以
上
、
二
年
目
か
ら
十
年

目
ま
で
は
一
年
に
一
回
以
上
、
十
一
年
目
以

降
は
二
年
に
一
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を

採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有

害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る

こ
と
。 

ロ 

イ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報

     

別
表
第
六
（
第
四
十
条
関
係
） 

汚
染
の
除
去
等
の

措
置
の
種
類 

汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
実
施
の
方
法 

一 

（
略
） 

イ 

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る
地

下
水
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
当
初
一
年
は
四

回
以
上
、
二
年
目
か
ら
十
年
目
ま
で
は
一
年
に
一

回
以
上
、
十
一
年
目
以
降
は
二
年
に
一
回
以
上
定

期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま

れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第

二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す

る
こ
と
。 
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告
す
る
こ
と
。 

ハ 

実
施
措
置
に
係
る
全
て
の
実
施
の
方
法
の

完
了
を
報
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
の

測
定
を
五
年
間
以
上
継
続
し
、
直
近
の
二
年

間
は
一
年
に
四
回
以
上
測
定
し
た
結
果
、
地

下
水
か
ら
検
出
さ
れ
た
特
定
有
害
物
質
の
量

が
地
下
水
基
準
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

二 

地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
る
土
地
の
地
下
水
の

水
質
の
測
定 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ

そ
の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他

の
汚
染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要

な
情
報
に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土

壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

把
握
す
る
こ
と
。 

ロ 

評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び

目
標
地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
土
地
の
土
壌
が
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
。 

        

ロ 

イ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す

る
こ
と
。 
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ニ 

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す

る
地
下
水
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、

当
初
一
年
は
四
回
以
上
、
二
年
目
か
ら
十
年

目
ま
で
は
一
年
に
一
回
以
上
、
十
一
年
目
以

降
は
二
年
に
一
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を

採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有

害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る

こ
と
。 

ホ 

ニ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報

告
す
る
こ
と
。 

ヘ 

実
施
措
置
に
係
る
全
て
の
実
施
の
方
法
の 

完
了
を
報
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
の

測
定
を
五
年
間
以
上
継
続
し
、
直
近
の
二
年

間
は
一
年
に
四
回
以
上
測
定
し
た
結
果
、
当

該
地
下
水
が
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
る
お

そ
れ
が
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の

他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚
染
除

                   
二 
（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ

い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
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去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

ロ 

評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目
標

地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
基
準
不
適

合
土
壌
を
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ

う
に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の
気
体
又

は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
抽
出
又

は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地

と
す
る
こ
と
。 

ニ 

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
ハ
に
よ
り
第

二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
な
っ
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

(1) 

イ
の
方
法
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
、
イ

に
よ
り
把
握
さ
れ
た
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ
る
範
囲
に

つ
い
て
、
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

ご
と
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ

定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

  

（
新
規
） 

 

ロ 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
基
準
不
適
合
土
壌
を
特

定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を

変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の
気
体
又
は
地
下
水
に

含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る

方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
第
二
溶
出
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
と
す
る
こ
と

。 

（
新
規
） 
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る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第

四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

す
る
方
法 

(2) 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
を
掘
削
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
掘
削
さ
れ
た
土
壌
の
搬
出
に
係
る
第
六
十

一
条
に
規
定
す
る
届
出
そ
の
他
の
情
報
に
よ
り

当
該
掘
削
さ
れ
た
土
壌
の
範
囲
及
び
搬
出
を
確

認
す
る
方
法 

(3) 

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
を
掘
削
し
、
当
該
掘
削
さ
れ
た
土

壌
を
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う

に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の
気
体
若

し
く
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を

抽
出
若
し
く
は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
と
し
、
当
該
土
壌
を
埋
め
戻

す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
に
つ
い
て
、

第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物

質
の
種
類
が
第
一
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
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に
一
点
の
土
壌
を
採
取
し
た
も
の
又
は
第
二
溶

出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
若
し
く
は
第
三
種

特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百

立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
五
点
の
土
壌
を
採

取
し
、
当
該
五
点
の
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重

量
混
合
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と 

ホ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
の
あ
る
範
囲
の
側
面
を
囲
み
、
当
該
土
壌
の

下
に
あ
る
不
透
水
層
で
あ
っ
て
最
も
浅
い
位
置
に

あ
る
も
の
の
深
さ
ま
で
、
鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮
水

の
効
力
を
有
す
る
構
造
物
を
設
置
す
る
こ
と
。 

    

ヘ 

ホ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
の
土
地
を

、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
又
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア

         

ハ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
側
面
を
囲
み

、
基
準
不
適
合
土
壌
の
下
に
あ
る
不
透
水
層
（
厚

さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
透
水
係

数
が
毎
秒
百
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
（
岩
盤
に
あ
っ
て
は

、
ル
ジ
オ
ン
値
が
一
）
以
下
で
あ
る
地
層
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
地
層
を

い
う
。
）
で
あ
っ
て
最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
も
の

の
深
さ
ま
で
、
鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮
水
の
効
力
を

有
す
る
構
造
物
を
設
置
す
る
こ
と
。 

ニ 

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
の
土
地
を

、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
又
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
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ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ト 

ヘ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

チ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用
途
に

用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
ヘ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面
を
基
準
不

適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
（
基
準
不
適
合
土
壌
を
特

定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を

変
更
し
て
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
と
し
た

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
覆
う
こ
と

。 

リ 

ホ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
に
あ
る
地

下
水
の
下
流
側
の
周
縁
の
一
以
上
の
地
点
に
観
測

井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害

物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
目
標

地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
が
二
年
間
継

続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

ヌ 

ホ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
の
一
以
上

ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ホ 

ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ヘ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用
途
に

用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面
を
基
準
不

適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
（
基
準
不
適
合
土
壌
を
特

定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を

変
更
し
て
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
と
し
た

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
覆
う
こ
と

。 

ト 

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
に
あ
る
地

下
水
の
下
流
側
の
当
該
範
囲
の
周
縁
に
一
以
上
の

観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地

下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定

有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚

染
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

チ 

ハ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
に
一
以
上



  

202 

の
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
リ
の
確
認
が
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の

他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚
染
除

去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

ロ 

評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目
標

地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
土
壌
の
う
ち
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し

な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中
の

気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を

抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
と
す
る
こ
と
。 

ニ 

ハ
に
よ
り
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
第
二

の
観
測
井
を
設
け
、
ト
の
確
認
が
さ
れ
る
ま
で
の

間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ

い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測

定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

  

（
新
規
） 

 

ロ 

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘

削
し
、
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
う
ち
第

二
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出

し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
す
る
方
法
、
土
壌
中

の
気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
と
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 
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溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類
が
第
一
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
一
点
の
土

壌
を
採
取
し
た
も
の
又
は
第
二
溶
出
量
基
準
に
適

合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
第
二
種
特
定

有
害
物
質
若
し
く
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご

と
に
五
点
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
五
点
の
土
壌

を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
し
た
も
の
に
含
ま
れ

る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第
四

号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た

結
果
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

ホ 

当
該
土
地
に
、
不
織
布
そ
の
他
の
物
の
表
面
に

二
重
の
遮
水
シ
ー
ト
を
敷
設
し
た
遮
水
層
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
遮
水
層
を
有
す

る
遮
水
工
を
設
置
し
、
そ
の
内
部
に
ハ
に
よ
り
掘

削
さ
れ
た
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
（
当
該
土
壌
の
う
ち
第
二
溶
出
量
基

準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
ハ
に
よ
り
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る

             

ハ 

当
該
土
地
に
、
不
織
布
そ
の
他
の
物
の
表
面
に

二
重
の
遮
水
シ
ー
ト
を
敷
設
し
た
遮
水
層
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
遮
水
層
を
有
す

る
遮
水
工
を
設
置
し
、
そ
の
内
部
に
ロ
に
よ
り
掘

削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
す
こ
と
。 
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汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
し
た
も
の
）
を
埋
め
戻

す
こ
と
。 

ヘ 

ホ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
を
、
厚
さ
が
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
厚

さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ト 
ヘ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

チ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用
途
に

用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
ヘ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面
を
基
準
不

適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

リ 

ホ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水

の
下
流
側
の
周
縁
の
一
以
上
の
地
点
に
観
測
井
を

設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採

取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
が
二
年
間
継
続
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

  

ニ 

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
を
、
厚
さ
が
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
厚

さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ホ 

ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ヘ 

表
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
用
途
に

用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
ニ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
表
面
を
基
準
不

適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ト 

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水

の
下
流
側
の
当
該
場
所
の
周
縁
に
一
以
上
の
観
測

井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害

物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が

生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 
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ヌ 

ホ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
の
一
以

上
の
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
リ
の
確
認
が
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸

入
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

イ
に
よ
り
揚
水
し
た
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特

定
有
害
物
質
を
除
去
し
、
当
該
地
下
水
の
水
質

を
排
出
水
基
準
に
適
合
さ
せ
て
公
共
用
水
域
に

排
出
す
る
か
、
又
は
当
該
地
下
水
の
水
質
を
排

除
基
準
に
適
合
さ
せ
て
下
水
道
に
排
除
す
る
こ

と
。 

         

チ 

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
に
一
以

上
の
観
測
井
を
設
け
、
ト
の
確
認
が
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

イ
に
よ
り
揚
水
し
た
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特

定
有
害
物
質
を
除
去
し
、
当
該
地
下
水
の
水
質

を
排
出
水
基
準
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る

省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第

四
条
第
一
号
ト
(1)
に
規
定
す
る
排
出
水
基
準

を
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
て
公
共
用
水
域
（
水

質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用

水
域
を
い
う
。
）
に
排
出
す
る
か
、
又
は
当
該

地
下
水
の
水
質
を
排
除
基
準
（
同
令
第
四
条
第

一
号
チ
(1)
に
規
定
す
る
排
除
基
準
を
い
う
。

）
に
適
合
さ
せ
て
下
水
道
（
下
水
道
法
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
同
条
第
四
号
に

規
定
す
る
流
域
下
水
道
で
あ
っ
て
、
同
条
第
六
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ハ 

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
基

準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
の
地
点
に

観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に

地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る

特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二

号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

た
結
果
、
地
下
水
汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外

に
拡
大
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
隣
り
合
う
観
測
井
の
間

の
距
離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。 

ニ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

イ 

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
の
状
況
そ
の
他
の

汚
染
除
去
等
計
画
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を
設
置
し
て
い
る

も
の
（
そ
の
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下

水
道
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
に
排
除
す
る
こ

と
。 

ハ 

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
基

準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
に
観
測
井

を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有

害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水

汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大
し
て
い
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
隣
り
合
う
観
測
井
の
間
の
距
離
は
、
三
十

メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

ニ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

（
新
規
） 
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及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
。 

ロ 

評
価
地
点
及
び
目
標
地
下
水
濃
度
を
定
め
る

こ
と
。 

ハ 

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る

目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
る
汚
染
状
態
の
地
下

水
汚
染
の
拡
大
を
的
確
に
防
止
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
地
点
に
透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
を
設
置

す
る
こ
と
。 

   

 

ニ 

当
該
土
地
の
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
る
汚

染
状
態
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
基
準
不

適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
の
地
点
に
観
測

井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下

水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定

有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結

  

（
新
規
） 

 

イ 

当
該
土
地
に
お
い
て
土
壌
汚
染
に
起
因
す
る

地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
的
確
に
防
止
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
地
点
に
透
過
性
地
下
水
浄
化
壁
（

汚
染
さ
れ
た
地
下
水
を
通
過
さ
せ
る
過
程
に
お

い
て
、
特
定
有
害
物
質
を
分
解
し
、
又
は
吸
着

す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
汚
染
さ
れ
た
地
下
水

を
地
下
水
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

機
能
を
備
え
た
設
備
で
あ
っ
て
、
地
中
に
設
置

さ
れ
た
設
備
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
土
地
の
地
下
水
汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
基

準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
の
周
縁
に
観
測
井

を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有

害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水

汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大
し
て
い
な
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果
、
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
る
汚
染
状
態
の

地
下
水
汚
染
が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大
し

て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
ハ
に

よ
り
汚
染
さ
れ
た
地
下
水
を
通
過
さ
せ
る
過
程

に
お
い
て
、
特
定
有
害
物
質
を
分
解
す
る
方
法

に
よ
り
、
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
下
水

に
含
ま
れ
る
当
該
特
定
有
害
物
質
の
分
解
生
成

物
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
地

下
水
基
準
を
超
え
る
汚
染
状
態
の
地
下
水
汚
染

が
当
該
土
地
の
区
域
外
に
拡
大
し
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

隣
り
合
う
観
測
井
の
間
の
距
離
は
、
三
十
メ
ー

ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

ホ 

ニ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告

す
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ

そ
の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他

の
汚
染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
隣
り
合
う
観
測
井
の
間
の
距
離
は
、
三
十

メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

            

ハ 

ロ
の
測
定
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告

す
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採

取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
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な
情
報
に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土

壌
の
採
取
及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

把
握
す
る
こ
と
。 

ロ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
評
価
地
点
並

び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目
標
地
下
水
濃

度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
又

は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
場

所
を
基
準
不
適
合
土
壌
以
外
の
土
壌
又
は
ロ

の
土
地
に
あ
っ
て
は
、
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
か
つ
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
に
よ
り

埋
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
建
築
又

は
工
作
物
の
建
設
を
行
う
場
合
等
掘
削
さ
れ

た
場
所
に
土
壌
を
埋
め
る
必
要
が
な
い
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ニ 

ハ
に
よ
り
掘
削
さ
れ
た
目
標
土
壌
溶
出
量

を
超
え
る
汚
染
状
態
又
は
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を
当

る
こ
と
。 

  

（
新
規
） 

   

ロ 

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌

を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
場
所
を
基
準
不
適

合
土
壌
以
外
の
土
壌
に
よ
り
埋
め
る
こ
と
。

た
だ
し
、
建
築
物
の
建
築
又
は
工
作
物
の
建

設
を
行
う
場
合
等
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
土
壌

を
埋
め
る
必
要
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

    

（
新
規
） 
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該
要
措
置
区
域
内
に
設
置
し
た
施
設
に
お
い

て
浄
化
し
た
も
の
で
埋
め
戻
す
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
埋
め
戻
す
土
壌
に
つ
い
て
、
当

該
要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物

質
の
種
類
が
第
一
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下

ご
と
に
一
点
の
土
壌
を
採
取
し
た
も
の
又
は

当
該
要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害

物
質
の
種
類
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
若
し

く
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に

五
点
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
五
点
の
土
壌

を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
し
た
も
の
に
含

ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第

三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
又

は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
基
準
不
適

合
土
壌
以
外
の
土
壌
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は

ロ
の
土
地
に
あ
っ
て
は
目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
な
い
汚
染
状
態
か
つ
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
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す
る
こ
と
。 

ホ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ハ
又
は
ニ
に

よ
り
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場
合
に
は

埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流

側
の
当
該
土
地
の
周
縁
の
一
以
上
の
地
点
に

、
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

に
は
掘
削
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下

流
側
の
周
縁
の
一
以
上
の
地
点
に
観
測
井
を

設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定

有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

た
結
果
、
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚

染
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
目
標
地
下
水
濃
度

を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
と
き
に
土
壌

汚
染
の
除
去
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
目

標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
こ
と
を
一
回
確
認
す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

 

ハ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
よ
り
土

壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
埋
め
戻

さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当

該
土
地
の
周
縁
に
、
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行

わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
掘
削
さ
れ
た
場
所
に

あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
当
該
土
地
の
周
縁

に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回

以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地

下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第

六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
地
下
水
汚

染
が
生
じ
て
い
な
い
と
き
に
土
壌
汚
染
の
除

去
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
下
水
汚
染

が
生
じ
て
い
な
い
状
態
を
一
回
確
認
す
る
こ

と
。 

 

二 

（
略
） 



  

212 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ

の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚

染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
。 

ロ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
評
価
地
点
並
び
に

目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目
標
地
下
水
濃
度
を
定

め
る
こ
と
。 

ハ 

土
壌
中
の
気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特

定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の

他
の
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
せ
ず
に
行
う
方

法
に
よ
り
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
又
は
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
か

ら
特
定
有
害
物
質
を
除
去
す
る
こ
と
。 

ニ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ハ
の
目
標
土

壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌

か
ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た
後

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に

つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と

。 
  

（
新
規
） 

   

ロ 

土
壌
中
の
気
体
又
は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特

定
有
害
物
質
を
抽
出
又
は
分
解
す
る
方
法
そ
の

他
の
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘
削
せ
ず
に
行
う
方

法
に
よ
り
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適

合
土
壌
か
ら
特
定
有
害
物
質
を
除
去
す
る
こ
と

。 
 

ハ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
不
適
合

土
壌
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た

後
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
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、
当
該
除
去
の
効
果
を
的
確
に
把
握
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
一

年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し

、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
目

標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
が
二

年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に

、
特
定
有
害
物
質
を
原
位
置
で
分
解
す
る
方

法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る

当
該
特
定
有
害
物
質
の
分
解
生
成
物
の
量
を

第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
地
下
水
基

準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
が
二
年
間
継
続
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

有
害
物
質
を
化
学
的
に
分
解
す
る
方
法
に
よ

り
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
の

土
壌
か
ら
当
該
特
定
有
害
物
質
を
除
去
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
方
法
に
よ
り
当
該
特

定
有
害
物
質
の
分
解
生
成
物
が
生
成
し
な
い

の
あ
る
範
囲
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一

年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、

当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量

を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。 
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こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
地
下
水
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
が

二
年
間
継
続
す
る
こ
と
の
確
認
に
代
え
て
、

地
下
水
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る

こ
と
の
一
回
の
確
認
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 
ホ 

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ハ
の
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
か

ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た
後
、
イ

に
よ
り
把
握
さ
れ
た
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ
る
範
囲
に

つ
い
て
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
地
点
の

割
合
で
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
イ
に
よ
り
把
握

さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
深
さ
ま
で
の

一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土

壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六

条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
当
該
基
準
に
適
合
す

る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

      

ニ 

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
不
適
合

土
壌
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
の
除
去
を
行
っ
た

後
、
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌

の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
地
点
の
割
合
で
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ

る
深
さ
ま
で
の
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
採

取
し
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
第
六
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
当
該
基
準
に
適

合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
。 
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六 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ
の

他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚
染
除

去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い

て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測
定

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

ロ 

評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目
標

地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
を
掘
削
す
る
こ
と
。 

ニ 

当
該
土
地
に
、
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
投
入
の
た
め
の
開
口
部
を

除
き
、
次
の
要
件
を
備
え
た
仕
切
設
備
を
設
置
す

る
こ
と
。 

(1) 

（
略
） 

(2) 

埋
め
戻
す
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
と
接
す
る
面
が
遮
水
の
効

力
及
び
腐
食
防
止
の
効
力
を
有
す
る
材
料
に
よ

り
十
分
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(3) 

（
略
） 

ホ 

ニ
に
よ
り
設
置
し
た
仕
切
設
備
の
内
部
に
、
ハ

に
よ
り
掘
削
し
た
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚

六 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
つ

い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及
び
測

定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
。 

  

（
新
規
） 

 

ロ 

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘

削
す
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
土
地
に
、
基
準
不
適
合
土
壌
の
投
入
の
た

め
の
開
口
部
を
除
き
、
次
の
要
件
を
備
え
た
仕
切

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 

(1) 

（
略
） 

(2) 

埋
め
戻
す
基
準
不
適
合
土
壌
と
接
す
る
面

が
遮
水
の
効
力
及
び
腐
食
防
止
の
効
力
を
有
す

る
材
料
に
よ
り
十
分
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

(3) 

（
略
） 

ニ 

ハ
に
よ
り
設
置
し
た
仕
切
設
備
の
内
部
に
、
ロ

に
よ
り
掘
削
し
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
埋
め
戻
す
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染
状
態
に
あ
る
土
壌
を
埋
め
戻
す
こ
と
。 

ヘ 

ホ
に
よ
り
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
後
、
ニ

の
開
口
部
を
ニ
(1)
か
ら
(3)
ま
で
の
要
件
を
備
え

た
覆
い
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と
。 

ト 

ヘ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

チ 
（
略
） 

リ 

ホ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水

の
下
流
側
の
周
縁
の
一
以
上
の
地
点
に
観
測
井
を

設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採

取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質

の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
が
二
年
間
継
続
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

ヌ 

ホ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
の
一
以

上
の
地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
リ
の
確
認
が
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸

入
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

七 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ

こ
と
。 

ホ 

ニ
に
よ
り
土
壌
の
埋
め
戻
し
を
行
っ
た
後
、
ハ

の
開
口
部
を
ハ
(1)
か
ら
(3)
ま
で
の
要
件
を
備
え

た
覆
い
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と
。 

ヘ 

ホ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
覆
い
の
損
壊
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ト 

（
略
） 

チ 

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下
水

の
下
流
側
の
当
該
場
所
の
周
縁
に
一
以
上
の
観
測

井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水

を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害

物
質
の
量
を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が

生
じ
て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

リ 

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
の
内
部
に
一
以

上
の
観
測
井
を
設
け
、
チ
の
確
認
が
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
雨
水
、
地
下
水
そ
の
他
の
水
の
浸
入
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

七 
（
略
） 

一 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に
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の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚

染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
。 

ロ 

評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目

標
地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
当
該
土
壌
を

掘
削
せ
ず
に
行
う
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質

が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
し
て

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
と
す
る
こ
と
。 

ニ 

ハ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ

る
範
囲
に
つ
い
て
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に

一
地
点
の
割
合
で
深
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
イ
に

よ
り
把
握
さ
れ
た
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る

汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ
る
深
さ
ま
で
の
一

メ
ー
ト
ル
ご
と
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土
壌

に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第

つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と

。 

  

（
新
規
） 

 

ロ 

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を

薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
基
準
不
適
合
土
壌
を
掘

削
せ
ず
に
行
う
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質
が

水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
し
て
土

壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る

土
地
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
百
平
方
メ
ー

ト
ル
ご
と
に
任
意
の
地
点
に
お
い
て
深
さ
一
メ

ー
ト
ル
か
ら
イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
深
さ
ま
で
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の

土
壌
を
採
取
し
、
当
該
土
壌
に
つ
い
て
特
定
有

害
物
質
の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
土
壌
溶
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三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
測
定
し
た
結
果
、
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

。 

ホ 

ハ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ

る
範
囲
に
つ
い
て
、
当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す

る
た
め
、
シ
ー
ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ヘ 

ハ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
の
あ

る
範
囲
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側
の
一
以
上
の

地
点
に
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以
上
定

期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水
に
含

ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
二

項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

測
定
し
た
結
果
、
目
標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な

い
汚
染
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
。 

出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
。 

  

ニ 

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
当
該
土
地
の

区
域
外
へ
の
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害

物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
、
シ
ー
ト
に

よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。 

 

ホ 

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
基
準
不
適

合
土
壌
の
あ
る
範
囲
に
あ
る
地
下
水
の
下
流
側

に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一
年
に
四
回
以

上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
地
下
水

に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
第
六
条
第

二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ
て
い
な
い
状

態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

。 
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二 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ

の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚

染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
。 

ロ 
評
価
地
点
並
び
に
目
標
土
壌
溶
出
量
及
び
目

標
地
下
水
濃
度
を
定
め
る
こ
と
。 

ハ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
土
壌
を
薬
剤

の
注
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物
質

が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
し
て

目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
と
す
る
こ
と
。 

ニ 

ハ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
土
壌
に
つ

い
て
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
五
点
の

土
壌
を
採
取
し
、
当
該
五
点
の
土
壌
を
そ
れ
ぞ

れ
同
じ
重
量
混
合
し
、
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る

特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
第
六
条
第
三
項
第
四

号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

二 

（
略
） 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に

つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と

。 

  

（
新
規
） 

 

ロ 

イ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を

掘
削
し
、
掘
削
さ
れ
た
基
準
不
適
合
土
壌
を
薬

剤
の
注
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
特
定
有
害
物

質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
性
状
を
変
更
し

て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

ロ
に
よ
り
性
状
の
変
更
を
行
っ
た
土
壌
に
つ

い
て
、
お
お
む
ね
百
立
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
五

点
か
ら
採
取
し
た
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量

混
合
し
、
当
該
土
壌
に
つ
い
て
特
定
有
害
物
質

の
量
を
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
土
壌
溶
出
量
基
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た
結
果
、
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
当
該
土
地

の
区
域
内
に
埋
め
戻
す
こ
と
。 

ホ 

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の
汚
染
土
壌
又
は
特
定

有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
、
シ
ー

ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

ヘ 

ニ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下

水
の
下
流
側
の
一
以
上
の
地
点
に
観
測
井
を
設

け
、
一
年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採

取
し
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物

質
の
量
を
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
目

標
地
下
水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染
状
態
が
二
年

間
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

八 

（
略
） 

イ 

当
該
土
地
の
う
ち
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範

囲
を
、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
若
し
く
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

耐
久
性
及
び
遮
断
の
効
力
を
有
す
る
も
の
（
当
該

準
に
適
合
す
る
汚
染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
後
、
当
該
土
地
の
区
域
内
に
埋
め
戻
す
こ

と
。 

ニ 

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

当
該
土
地
の
区
域
外
へ
の
汚
染
土
壌
又
は
特
定

有
害
物
質
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
、
シ
ー

ト
に
よ
り
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

ホ 

ハ
に
よ
り
埋
め
戻
さ
れ
た
場
所
に
あ
る
地
下

水
の
下
流
側
に
一
以
上
の
観
測
井
を
設
け
、
一

年
に
四
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、

当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量

を
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
な
い
状
態
が
二
年
間
継
続
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。 

八 

（
略
） 

イ 

当
該
土
地
の
う
ち
基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範

囲
を
、
厚
さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
若
し
く
は
厚
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

耐
久
性
及
び
遮
断
の
効
力
を
有
す
る
も
の
（
当
該
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土
地
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
モ
ル
タ
ル
等
）
に
よ
り
覆
う

こ
と
。 

  
ロ 
（
略
） 

九 

（
略
） 

（
略
） 

十 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

区
域
内
土
壌
入
換
え 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
そ

の
他
の
土
壌
汚
染
の
状
況
並
び
に
そ
の
他
の
汚

染
除
去
等
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報

に
つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取

及
び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ

と
。 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

（
略
） 

 

土
地
の
傾
斜
が
著
し
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
土
壌
以

外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
モ
ル
タ
ル
等
」
と
い
う

。
）
）
に
よ
り
覆
う
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

九 

（
略
） 

（
略
） 

十 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

区
域
内
土
壌
入
換
え 

イ 

基
準
不
適
合
土
壌
の
あ
る
範
囲
及
び
深
さ
に

つ
い
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
壌
の
採
取
及

び
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と

。 

  

ロ
～
ホ 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
九
（
第
四
十
二
条
の
二
第
三
項
第
七
号
及
び
第
四
項
第
五
号
関
係
） 

実
施
措
置

工
事
完
了
の
報
告
事
項 

実
施
措
置
完
了
の
報
告
事

 

（
新
規
） 
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の
種
類 

項 

一 

地
下

水
の
水

質
の
測

定 
該
当
な
し 

一 

地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
な
い
土
地
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定 

地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ

た
特
定
有
害
物
質
の
量
が

地
下
水
基
準
に
適
合
し
な

い
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
結
果 

二 

地
下
水
汚
染
が
生
じ

て
い
る
土
地
の
地
下
水

の
水
質
の
測
定 

地
下
水
が
目
標
地
下
水

濃
度
を
超
え
る
お
そ
れ
が

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
結
果 

二 

原
位

置
封
じ

込
め 

イ 

第
二
溶
出
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て

、
当
該
土
地
を
第
二
溶

出
量
基
準
に
適
合
す
る

イ 

地
下
水
が
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
の
地
下
水
の
水

質
の
測
定
の
期
間
、
頻
度
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汚
染
状
態
に
あ
る
土
地

と
す
る
方
法
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
方
法 

ロ 

第
二
溶
出
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て

、
当
該
土
地
を
第
二
溶

出
量
基
準
に
適
合
す
る

汚
染
状
態
に
あ
る
土
地

と
し
た
こ
と
を
確
認
し

た
結
果 

ハ 

鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮

水
の
効
力
を
有
す
る
構

造
物
を
設
置
す
る
範
囲

を
変
更
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
変
更
後
の
範

囲 

及
び
結
果 

ロ 

鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮

水
の
効
力
を
有
す
る
構

造
物
に
囲
ま
れ
た
範
囲

に
雨
水
、
地
下
水
そ
の

他
の
水
の
浸
入
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
結
果 

三 

遮
水

工
封
じ

込
め 

イ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
掘
削
す
る
範

イ 

地
下
水
が
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚

染
状
態
に
あ
る
こ
と
を
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囲
又
は
深
さ
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
範
囲
又
は
深

さ 

ロ 

掘
削
さ
れ
た
土
壌
の

う
ち
第
二
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
を
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
に
す
る
方
法
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
方
法 

ハ 

掘
削
さ
れ
た
土
壌
の

う
ち
第
二
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
も
の
を
第
二

溶
出
量
基
準
に
適
合
す

る
汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
と
し
た
こ
と
を
確
認

し
た
結
果 

確
認
す
る
た
め
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定
の
期

間
、
頻
度
及
び
結
果 

ロ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
が
埋
め
戻
さ
れ

た
場
所
の
内
部
に
雨
水

、
地
下
水
そ
の
他
の
水

の
浸
入
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
結
果 



  

225 

四 

地
下

水
汚
染

の
拡
大

の
防
止 

一 

揚
水
施
設
に
よ
る
地

下
水
汚
染
の
拡
大
の
防

止 該
当
な
し 

二 

透
過
性
地
下
水
浄
化

壁
に
よ
る
地
下
水
汚
染

の
拡
大
の
防
止 

イ 

透
過
性
地
下
水
浄

化
壁
に
よ
り
、
汚
染

さ
れ
た
地
下
水
を
目

標
地
下
水
濃
度
を
超

え
な
い
汚
染
状
態
に

す
る
方
法
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
方
法 

該
当
な
し 

 
五 

土
壌

汚
染
の

除
去 

 

一 

基
準
不
適
合
土
壌
の

掘
削
に
よ
る
除
去 

イ 

土
壌
溶
出
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て

、
目
標
土
壌
溶
出
量
を

一 

基
準
不
適
合
土
壌
の

掘
削
に
よ
る
除
去 

イ 

土
壌
含
有
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て

、
要
措
置
区
域
外
か
ら
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超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
掘
削
す
る
範

囲
又
は
深
さ
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
範
囲
又
は
深

さ 
ロ 
土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
当
該
要
措

置
区
域
外
か
ら
搬
入

し
た
土
壌
に
よ
っ
て

埋
め
戻
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
埋

め
戻
し
た
土
壌
が
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
な
い
汚
染
状
態
か

つ
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
結
果 

搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使

用
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
四
十
条
第
二
項

第
三
号
に
定
め
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

当
該
搬
入
さ
れ
た
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か

に
し
た
調
査
に
係
る
土

壌
そ
の
他
の
試
料
の
採

取
を
行
っ
た
地
点
及
び

日
時
、
当
該
土
壌
の
分

析
の
結
果
並
び
に
当
該

分
析
を
行
っ
た
計
量
法

第
百
七
条
の
登
録
を
受

け
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
そ
の
他
の
調
査
の
結

果
に
関
す
る
事
項 

ロ 

土
壌
含
有
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て
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ハ 

土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
掘
削
さ
れ

た
目
標
土
壌
溶
出
量

を
超
え
る
汚
染
状
態

に
あ
る
土
壌
を
当
該

要
措
置
区
域
内
に
設

置
し
た
施
設
に
お
い

て
浄
化
し
た
も
の
で

埋
め
戻
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
浄
化

の
方
法
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
方
法 

ニ 

土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
掘
削
さ
れ

た
目
標
土
壌
溶
出
量

を
超
え
る
汚
染
状
態

、
基
準
不
適
合
土
壌
又

は
特
定
有
害
物
質
の
飛

散
等
を
防
止
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
措
置 

ハ 

土
壌
含
有
量
基
準
に

適
合
し
な
い
汚
染
状
態

に
あ
る
土
地
に
お
い
て

、
当
該
要
措
置
区
域
外

か
ら
搬
入
し
た
土
壌
に

よ
っ
て
埋
め
戻
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

埋
め
戻
し
た
土
壌
が
基

準
不
適
合
土
壌
以
外
の

土
壌
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
結
果 

ニ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
土
壌
含
有
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に
あ
る
土
壌
を
当
該

要
措
置
区
域
内
に
設

置
し
た
施
設
に
お
い

て
浄
化
し
た
も
の
で

埋
め
戻
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
埋

め
戻
し
た
土
壌
が
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超

え
な
い
汚
染
状
態
に

あ
る
土
壌
と
な
っ
た

こ
と
を
確
認
し
た
結

果 

二 

原
位
置
で
の
浄
化
に

よ
る
除
去 

イ 

土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌

を
目
標
土
壌
溶
出
量

量
基
準
に
適
合
し
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
を
掘
削
す
る
範

囲
又
は
深
さ
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
変
更
後
の
範
囲

又
は
深
さ 

ホ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
掘
削
さ
れ

た
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
を

当
該
要
措
置
区
域
内

に
設
置
し
た
施
設
に

お
い
て
浄
化
し
た
も

の
で
埋
め
戻
し
た
場

合
で
あ
り
、
浄
化
す

る
方
法
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
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を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
と
す

る
範
囲
又
は
深
さ
を

変
更
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
変
更
後
の

範
囲
又
は
深
さ 

ロ 
土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌

を
目
標
土
壌
溶
出
量

を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
土
壌
に
す

る
方
法
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
方
法 

 

変
更
後
の
方
法 

ヘ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
掘
削
さ
れ

た
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
を

当
該
要
措
置
区
域
内

に
設
置
し
た
施
設
に

お
い
て
浄
化
し
た
も

の
で
埋
め
戻
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
埋
め
戻
し
た
土
壌

が
土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
す
る
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
結
果 

ト 

土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に
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あ
っ
て
は
、
地
下
水

が
目
標
地
下
水
濃
度

を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定
の

期
間
、
頻
度
及
び
結

果 

二 

原
位
置
で
の
浄
化
に

よ
る
除
去 

イ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
要
措
置
区

域
外
か
ら
搬
入
さ
れ

た
土
壌
を
使
用
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、

第
四
十
条
第
二
項
第

三
号
に
定
め
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
当
該
搬
入
さ
れ
た
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土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態

を
明
ら
か
に
し
た
調

査
の
土
壌
の
採
取
を

行
っ
た
地
点
及
び
日

時
、
当
該
土
壌
の
分

析
の
結
果
並
び
に
当

該
分
析
を
行
っ
た
計

量
法
第
百
七
条
の
登

録
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
そ
の
他

の
調
査
の
結
果
に
関

す
る
事
項 

ロ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
基
準
不
適

合
土
壌
又
は
特
定
有

害
物
質
の
飛
散
等
を

防
止
す
る
た
め
に
講

ず
る
措
置
を
変
更
し
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た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
措
置 

ハ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
、
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な

い
汚
染
状
態
に
あ
る

土
壌
か
ら
特
定
有
害

物
質
を
除
去
す
る
範

囲
又
は
深
さ
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
変
更
後
の
範
囲

又
は
深
さ 

ニ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

お
い
て
土
壌
含
有
量

基
準
に
適
合
し
な
い

汚
染
状
態
に
あ
る
土

壌
か
ら
特
定
有
害
物



  

233 

質
を
除
去
す
る
方
法

を
変
更
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
変
更
後

の
方
法 

ホ 

土
壌
溶
出
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

あ
っ
て
は
、
地
下
水

が
目
標
地
下
水
濃
度

を
超
え
な
い
汚
染
状

態
に
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定
の

期
間
、
頻
度
及
び
結

果 

ヘ 

土
壌
含
有
量
基
準

に
適
合
し
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
土
地
に

あ
っ
て
は
、
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
し

な
い
汚
染
状
態
に
あ
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る
土
壌
か
ら
の
特
定

有
害
物
質
の
除
去
を

行
っ
た
後
に
土
壌
含

有
量
基
準
に
適
合
す

る
汚
染
状
態
に
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
結

果 

六 

遮
断

工
封
じ

込
め 

イ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
掘
削
す
る
範

囲
又
は
深
さ
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
範
囲
又
は
深

さ 

イ 

地
下
水
が
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚
染

状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
の
地
下
水
の
水

質
の
測
定
の
期
間
、
頻
度

及
び
結
果 

ロ 

掘
削
し
た
目
標
土
壌

溶
出
量
を
超
え
る
汚
染

状
態
に
あ
る
土
壌
を
埋

め
戻
す
た
め
の
構
造
物

の
内
部
に
、
雨
水
、
地

下
水
そ
の
他
の
水
の
浸

入
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
結
果 
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七 

不
溶

化 

一 

原
位
置
不
溶
化 

イ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
特
定
有
害
物

質
が
水
に
溶
出
し
な
い

よ
う
に
性
状
を
変
更
す

る
範
囲
又
は
深
さ
を
変

更
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
変
更
後
の
範
囲
又

は
深
さ 

ロ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
特
定
有
害
物

質
が
水
に
溶
出
し
な
い

よ
う
に
性
状
を
変
更
す

る
方
法
を
変
更
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
変
更

後
の
方
法 

ハ 

性
状
を
変
更
し
て
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る

一 

原
位
置
不
溶
化 

イ 

地
下
水
が
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚

染
状
態
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定
の
期

間
、
頻
度
及
び
結
果 

二 

不
溶
化
埋
め
戻
し 

イ 

地
下
水
が
目
標
地
下

水
濃
度
を
超
え
な
い
汚

染
状
態
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
地
下

水
の
水
質
の
測
定
の
期

間
、
頻
度
及
び
結
果 
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土
壌
と
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
結
果 

二 

不
溶
化
埋
め
戻
し 

イ 

目
標
土
壌
溶
出
量
を

超
え
る
汚
染
状
態
に
あ

る
土
壌
を
掘
削
す
る
範

囲
又
は
深
さ
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
後
の
範
囲
又
は
深

さ 

ロ 

掘
削
さ
れ
た
目
標
土

壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚

染
状
態
に
あ
る
土
壌
を

特
定
有
害
物
質
が
水
に

溶
出
し
な
い
よ
う
に
性

状
を
変
更
す
る
方
法
を

変
更
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
変
更
後
の
方
法 

ハ 

性
状
を
変
更
し
て
目

標
土
壌
溶
出
量
を
超
え

な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
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土
壌
と
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
結
果 

八 
舗
装 

該
当
な
し 

イ 

要
措
置
区
域
外
か
ら

搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使

用
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
四
十
条
第
二
項

第
三
号
に
定
め
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

当
該
搬
入
さ
れ
た
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か

に
し
た
調
査
の
土
壌
の

採
取
を
行
っ
た
地
点
及

び
日
時
、
当
該
土
壌
の

分
析
の
結
果
並
び
に
当

該
分
析
を
行
っ
た
計
量

法
第
百
七
条
の
登
録
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
そ
の
他
の
調
査
の

結
果
に
関
す
る
事
項 

ロ 

基
準
不
適
合
土
壌
又
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は
特
定
有
害
物
質
の
飛

散
等
を
防
止
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
措
置 

ハ 

基
準
不
適
合
土
壌
の

あ
る
範
囲
を
覆
う
覆
い

の
範
囲
又
は
厚
さ
を
変

更
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
変
更
後
の
範
囲
又

は
厚
さ 

九 

立
入

禁
止 

該
当
な
し 

イ 
要
措
置
区
域
外
か
ら

搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使

用
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
四
十
条
第
二
項

第
三
号
に
定
め
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

当
該
搬
入
さ
れ
た
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か

に
し
た
調
査
の
土
壌
の
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採
取
を
行
っ
た
地
点
及

び
日
時
、
当
該
土
壌
の

分
析
の
結
果
並
び
に
当

該
分
析
を
行
っ
た
計
量

法
第
百
七
条
の
登
録
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
そ
の
他
の
調
査
の

結
果
に
関
す
る
事
項 

ロ 

み
だ
り
に
人
が
立
ち

入
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
に
設
置
す
る
囲
い

の
範
囲
を
変
更
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
変
更

後
の
範
囲 

ハ 

基
準
不
適
合
土
壌
又

は
特
定
有
害
物
質
の
飛

散
等
を
防
止
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
措
置 

ニ 

当
該
土
地
の
区
域
外
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へ
の
基
準
不
適
合
土
壌

又
は
特
定
有
害
物
質
の

飛
散
等
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
る
範

囲
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
変
更
後
の

範
囲 

十 

土
壌

入
換
え 

該
当
な
し 

 

一 

区
域
外
土
壌
入
換
え 

イ 

要
措
置
区
域
外
か

ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌

を
使
用
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
四
十

条
第
二
項
第
三
号
に

定
め
る
方
法
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
当
該

搬
入
さ
れ
た
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら

か
に
し
た
調
査
の
土

壌
の
採
取
を
行
っ
た

地
点
及
び
日
時
、
当
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該
土
壌
の
分
析
の
結

果
並
び
に
当
該
分
析

を
行
っ
た
計
量
法
第

百
七
条
の
登
録
を
受

け
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
そ
の
他
の
調
査

の
結
果
に
関
す
る
事

項 

ロ 

基
準
不
適
合
土
壌

又
は
特
定
有
害
物
質

の
飛
散
等
を
防
止
す

る
た
め
に
講
ず
る
措

置
を
変
更
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
変
更

後
の
措
置 

ハ 

土
壌
入
換
え
を
行

う
範
囲
又
は
深
さ
を

変
更
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
変
更
後
の

範
囲
又
は
深
さ 

ニ 

覆
い
と
し
て
用
い
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る
土
壌
が
基
準
不
適

合
土
壌
以
外
の
土
壌

で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
結
果 

二 

区
域
内
土
壌
入
換
え 

イ 

要
措
置
区
域
外
か

ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌

を
使
用
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
四
十

条
第
二
項
第
三
号
に

定
め
る
方
法
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
当
該

搬
入
さ
れ
た
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら

か
に
し
た
調
査
の
土

壌
の
採
取
を
行
っ
た

地
点
及
び
日
時
、
当

該
土
壌
の
分
析
の
結

果
並
び
に
当
該
分
析

を
行
っ
た
計
量
法
第
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百
七
条
の
登
録
を
受

け
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
そ
の
他
の
調
査

の
結
果
に
関
す
る
事

項 

ロ 

基
準
不
適
合
土
壌

又
は
特
定
有
害
物
質

の
飛
散
等
を
防
止
す

る
た
め
に
講
ず
る
措

置
を
変
更
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
変
更

後
の
措
置 

ハ 
土
壌
入
換
え
を
行
う

範
囲
又
は
深
さ
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
範
囲
又
は

深
さ 

十
一 

盛

土 

該
当
な
し 

イ 

要
措
置
区
域
外
か
ら

搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使

用
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
四
十
条
第
二
項
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第
三
号
に
定
め
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

当
該
搬
入
さ
れ
た
土
壌

の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
を
明
ら
か

に
し
た
調
査
の
土
壌
の

採
取
を
行
っ
た
地
点
及

び
日
時
、
当
該
土
壌
の

分
析
の
結
果
並
び
に
当

該
分
析
を
行
っ
た
計
量

法
第
百
七
条
の
登
録
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
そ
の
他
の
調
査
の

結
果
に
関
す
る
事
項 

ロ 

基
準
不
適
合
土
壌
又

は
特
定
有
害
物
質
の
飛

散
等
を
防
止
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
を
変
更

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
変
更
後
の
措
置 

ハ 

盛
土
を
行
う
範
囲
又
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は
厚
さ
を
変
更
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
変
更

後
の
範
囲
又
は
厚
さ 

ニ 

覆
い
と
し
て
用
い
る

土
壌
が
基
準
不
適
合
土

壌
以
外
の
土
壌
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
結
果 
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様
式
第
六
（
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

様
式
第
六
（
第
二
十
三
条
第
一
項
関
係
） 
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一
定
の
規
模
以

上
の

土
地

の
形

質
の
変
更
届

出
書
 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 

 

 

土
壌
汚
染
対
対
策
法
第

３
条
第
７
項

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
の
規
模
以
上
の
土
地
の
形
質
の
変
更
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 
土

地
の

形
質

の
変

更
の

対
象

と
な

る
土

地
の

所

在
地
 

 
 

土
地

の
形
質
の
変
更
の
場
所
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
対

象
と

な
る

土
地

の
面

積
及

び
当

該
土

地
の

形
質

の
変

更
に

係
る

部
分

の
深

さ
 

 

土
地

の
形
質
の
変
更
の
着
手
予
定

日
 

 

法
第

３
条

第
１

項
の

た
だ

し
書

の
確

認
を

受
け

た
土

地
に

お
い

て
法

第
３

条
第

７
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

の
形

質
の

変
更

を
す

る
場

合
 

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称
 

 

工
場

又
は

事
業

場
の

敷
地

で
あ

っ
た

土
地

の
所
在
地
 

 

現
に

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

等
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
又

は
事

業
場

の
敷

地
に

お
い

て
法

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

土
地

の
形

質
の

変
更

を
す

る
場
合
 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

又
は

事
業

場
の
名
称
 

 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設
の
種
類
 

 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設
の
設
置
場
所
 

 

特
定

有
害

物
質

の
種

類
 

 

 

備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き

さ
は
、

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

 
２
 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は

、
そ
の

代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す

る
こ
と
に
代
え
て
、
本
人
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
）
が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 
 

  

一
定
の

規
模

以
上

の
土
地

の
形
質

の
変

更
届

出
書

 

 

年
 

 
 

月
 
 

 
日

 
 

 

  
 
都

道
府

県
知

事
 

                 
殿

 
 

 
 

（
市

長
）

 
  

 
 

 
                                     

氏
名

又
は

名
称

及
び
住

所
並

び
に
法

人
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
届

出
者

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

印
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
に
あ

っ
て

は
、

そ
の
代

表
者

の
氏
名

 

    
土
壌

汚
染

対
策

法
第
４

条
第
１

項
の

規
定

に
よ
り

、
一

定
の
規

模
以

上
の

土
地

の
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

、
次

の
と
お

り
届

け
出

ま
す
。

 

               

土
地

の
形

質
の

変
更

の
対

象

と
な
る

土
地

の
所

在
地

 

 
    

   
  

   
  

 

 

              

土
地
の

形
質

の
変

更
の

場
所

 

 

  

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手

予
定
日

 

  

土
地
の

形
質

の
変

更
の

規
模

 

  

   

 
 

        
備

考
 

１
 
こ

の
用

紙
の

大
き
さ

は
、
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

２
  氏

名
（

法
人
に

あ
っ

て
は
、
そ

の
代

表
者

の
氏
名

）
を

記
載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に
代

え
て
、

本
人

 
（
法

人
に

あ
っ

て
は
、

そ
の
代

表
者

）
が

署
名
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 

様
式
第
七
（
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十

（
新
規
） 
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七
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

 

土
壌
汚

染
状
況

調
査

結
果

報
告

書
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

  

土
壌

汚
染

対
策

法
 

を
行

っ
た
の

で
、
同
項

の
規
定

に
よ

り
、
次

の
と
お

り

報
告

し
ま

す
。

 

 
法

第
３
条

第
８

項
又

は
第

４
条

第
３

項
の

命
令

を
受
け

た
年
月

日
 

 
 

土
壌
汚

染
状
況

調
査

を
行

っ
た

場
所
 

 

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

場
合

は
そ

の
旨

、
当

該
試

料
採

取
等

の
対

象
と

し
な

か
っ

た
深

さ
の

位
置

及
び

特
定
有

害
物
質

の
種

類
 

 

土
壌

溶
出

量
基

準
又

は
土

壌
含

有
量

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

特
定

有
害

物
質

の
種
類

 

 

土
壌
汚

染
状
況

調
査

の
結

果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

107
条

の
登

録
を

受

け
た
者

の
氏
名

又
は

名
称
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

を
行

っ
た

指
定

調
査

機
関

の
氏
名

又
は
名

称
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
従

事
し

た
者

を
監

督
し

た
技

術
管

理
者

の
氏

名
及

び
技

術
管

理
者

証
の

交
付
番

号
 

 

法
第

４
条

第
２

項
の

報
告

に
お

い
て

土
地

の
形

質
の

変
更

を
し

よ
う

と
す

る
者

が
土

地
の

所
有

者
等

で
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
土

地
の

所
有

者
等
の

氏
名
又

は
名

称
 

 

 備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き
さ

は
、
日

本
工

業
規
格

Ａ
４

と
す
る

。
 

２
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は
、

そ
の
代

表
者

の
氏
名

）
を

記
載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え
て

、
本

人
（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ
の

代
表
者

）
が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
３
条

第
８
項

の
命

令
に

係
る

調
査

 
第

４
条

第
２
項

の
調

査
 

第
４
条

第
３
項

の
命

令
に

係
る

調
査

 

 

様
式
第
八
（
第
三
十
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

（
新
規
） 
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備
考

 
１
 
こ
の
用

紙
の
大
き

さ
は
、

日
本
工
業
規
格

Ａ
４
と

す
る
。

 
２
 

氏
名
（
法
人
に

あ
っ
て
は

、
そ
の
代
表

者
の
氏

名
）
を

記
載
し

、
押
印
す

る
こ
と
に
代

え
て
、
本

人
（
法

人
に

あ
っ

て
は
、
そ

の
代
表
者

）
が
署
名
す

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 

土
壌

汚
染
状
況

調
査
結
果

報
告

書
 

 

年
 
 
 

月
 
 
 
日
 

 

 

 

土
壌
汚
染

対
策

法
第
５
条

第
１
項

の
命
令
に

係
る

調
査
を
行

っ
た
の

で
、
同

項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と

お
り
報

告
し

ま
す
。
 

 

命
令
を
受

け
た
年
月
日
 

 

 

土
壌
汚
染

状
況
調
査
を
行

っ
た
場

所
 

 

土
壌

溶
出

量
基

準
又

は
土

壌
含

有
量

基
準

に
適

合
し

て
い

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

特
定

有
害
物
質

の
種
類
 

 

土
壌
汚
染

状
況
調
査
の
結

果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第
1
0
7
条

の
登

録
を

受
け
た
者

の
氏
名
又
は
名

称
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

を
行

っ
た

指
定

調
査

機
関
の
氏

名
又
は
名
称
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
従

事
し

た
者

を
監

督
し

た
技

術
管

理
者

の
氏

名
及

び
技

術
管

理
者
証
の

交
付
番
号
 

 

 

 
 

様
式
第
九
（
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
七
条
関
係
） 

（
新
規
） 
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（
第

１
面

）
 

 

汚
染

除
去

等
計

画
書

（
新

規
・

変
更

）
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 

   
土

壌
汚

染
対

策
法

 
 

 
 

 
 

 
の

規
定

に
よ

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

提
出

し
ま

す
。

 

 
汚

染
の

除
去

等
の

措
置

を
講

ず
べ

き
要

措
置

区
域

の

所
在

地
 

 
 

 
指

示
措

置
 

 
 

 
実

施
措

置
 

 
 

実
施

措
置

を
選

択
し

た
理

由
 

 

実
施

措
置

の
着

手
予

定
時

期
 

 

実
施

措
置

の
完

了
予

定
時

期
 

 

汚
染

の
除

去
等

の
措

置
を

講
ず

べ
き

要
措

置
区

域
内

の
土

地
の

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ
る

汚
染

状
態

を
把

握
し

た
場

合
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
準

じ
た

方
法

に
よ

る
調

査
の

結
果

 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

1
0
7
条

の
登

録
を

受
け

た

者
の

氏
名

又
は

名
称

 

 

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

に
つ

い
て

汚
染

の
除

去
等

の
措

置
を

講
ず

る
場

合
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
準

じ
た

方
法

に
よ

る
調

査
の

結
果

 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

1
0
7
条

の
登

録
を

受
け

た

者
の

氏
名

又
は

名
称

 

 

土
壌

溶
出

量
基

準
に

適
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

が
帯

水
層

に
接

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
特

定
有

害
物

質
等

の
飛

散
等

を
防

止
す

る
た

め
に

講
ず

る
措

置
 

 

第
７

条
第

１
項

 
第

７
条

第
３

項
 

汚
染

除
去

等
計

画
 

変
更

後
の

汚
染

除
去

等
計

画
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特

定
有

害
物

質
等

の
飛

散
等

を
防

止
す

る
た

め
に

講

ず
る
措

置
 

 
 

実
施

措
置

の
施

行
中

に
特

定
有

害
物

質
等

の
飛

散
等

が
確
認

さ
れ
た

場
合
に

お
け

る
対

応
方

法
 

 

 
事

故
、
災

害
そ
の

他
の
緊

急
事
態

が
発

生
し
た

場
合
に

お
け
る

対
応
方

法
 

 
    

土
壌

を
掘

削
す

る
範

囲
及

び
深

さ
と

地
下

水
位

と
の

位
置
関

係
 

 

要
措

置
区

域
外

か
ら

搬
入

さ
れ

た
土

壌
を

使
用

す
る

場
合
に

あ
っ
て

は
、
当
該

土
壌
の

汚
染

状
態
を

把
握
す

る
た

め
の

調
査

に
お

け
る

試
料

採
取

の
頻

度
及

び
土

壌
の
使

用
方
法

 

 

一
の

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

他
の

要
措

置
区

域
か

ら
搬

出
さ

れ
た

汚
染

土
壌

を
使

用
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は
、
当

該
他
の

要
措

置
区
域

の
汚
染

状
態
及

び
汚
染

土
壌
の

使
用

方
法

 

 

 

（
第

２
面

）
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（
第

３
面

）
 

実
施

措
置

の
種

類
 

 

別
表

第
七

の
上

欄
に
掲

げ
る

実
施

措
置

の
種

類
の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
中

欄

下
欄

に
定
め

る
事
項

 

  備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（

法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

変
更

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
関

係
す

る
欄

の
下

部
に

変
更

後
の

も
の

を
記

載
し

、
上

部
に

変
更

前
の

も
の

を
（

）
書

き
す

る
こ

と
。
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様
式
第
十
（
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

（
表

面
）

 

 

工
事
完
了

報
告
書

 

 

年
 
 

 
月
 
 

 
日

 

 

 

  
土
壌

汚
染
対
策

法
第
７

条
第
９

項
の

規
定
に

よ
り

、
土

壌
汚
染
対

策
法

施
行
規
則

第
4
2
条
の
２

第
２
項

各
号

に
掲
げ

る
措
置
の

実
施
が

完
了
し

た
の

で
、
次

の
と

お
り
報

告
し
ま

す
。

 

 
要
措
置

区
域

の
所

在
地

 
 

 

実
施
措

置
の

種
類

 
 

実
施
措

置
の

着
手

時
期

 
 

規
則

第
4
2
条

の
２

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
措
置

の
実

施
が

完
了
し

た
時
期

 
 

要
措

置
区

域
外

か

ら
搬

入
さ

れ
た

土

壌
を

使
用

し
た

場

合
 

規
則

第
40

条
第

２

項
第

３
号

に
定

め

る
方

法
に

よ
る

調

査
の
結
果

 

 

分
析

を
行

っ
た

計

量
法

第
10
7
条

の
登

録
を

受
け

た
者

の

氏
名
又
は

名
称

 

 

軽
微

な
変

更
を

行
っ

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、
変
更

後
の
特

定
有
害

物
質

等
の

飛
散

等
を
防

止
す

る
た

め
に
講

じ
た
措

置
 

 

 

 
 

  

（
新
規
） 
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（
裏

面
）

 

実
施
措

置
の

種
類
 

 

別
表
第

九
の

上
欄
に

掲
げ

る
実

施
措
置

の
種
類

の
区
分

に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
中

欄
に

定
め
る

事
項

 

 備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（

法
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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様
式
第
十
一
（
第
四
十
二
条
の
二
第
四
項
関
係
） 

（
表

面
）

 

 

実
施

措
置

完
了
報

告
書

 

 

年
 
 
 

月
 
 

 
日

 

 

 

    
土
壌
汚

染
対
策

法
第
７

条
第

９
項

の
規
定

に
よ
り

、
土

壌
汚

染
対

策
法

施
行
規

則
第
4
2条

の
２

第
４
項

に
規
定

す
る
実
施

措
置
に

係
る
全

て
の

措
置

の
実
施

が
完
了

し
た

の
で

、
次

の
と

お
り
報

告
し

ま
す

。
 

  
要

措
置
区

域
の
所

在
地

 
 

  

実
施
措
置

の
種
類

 
 

実
施
措
置

の
着
手

時
期

 
  

実
施

措
置

に
係

る
全

て
の

措
置

の

実
施
が
完

了
し
た

時
期

 
  

 
 

 

 
 

        

（
新
規
） 
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（
裏

面
）

 

実
施

措
置

の
種

類
 

 

別
表

第
九

の
上

欄
に
掲
げ

る
実

施
措

置
の
種
類

の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表
の

下
欄

に
定
め

る
事
項

 

   備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（

法
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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様
式
第
十
二
（
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
第
二
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 

                    

様
式
第
七
（
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
第
二
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 
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様
式
第
十
三
（
第
四
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

 

実
施

措
置
と
一
体
と
し
て

行
わ
れ

る
土
地
の
形
質
の
変
更
の

確
認
申

請
書
 

 

年
 
 
 

月
 
 
 
日
 

 

 

  
土

壌
汚

染
対

策
法

施
行

規
則

第
45
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
る

実
施

措
置

と
一

体
と

し
て

行
わ

れ
る

土
地
の

形

質
の
変
更

に
係
る
確
認
を
受
け

た
い
の

で
、

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 
土

地
の

形
質

の
変

更
を

行
う

要
措

置
区

域

の
所
在
地
 

 
 

土
地
の
形

質
の
変
更
の
種
類
 

 

土
地
の
形

質
の
変
更
の
場
所
 

 

土
地
の
形

質
の
変
更
の
施
行
方
法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手
予

定
日

及
び

完
了
予
定

日
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
中

に
地

下
水

汚
染

の
拡

大
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
対
応
方

法
 

 

事
故
、
災
害
そ

の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し

た
場
合
に

お
け
る
対
応
方
法
 

 

 備
考

 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き

さ
は
、

日
本
工
業
規
格
Ａ
４

と
す
る

。
 

２
 

氏
名
（

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名
）
を
記

載
し
、
押
印
す

る
こ
と
に
代

え
て
、
本
人
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
）
が
署
名
す
る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 

様
式
第
八
（
第
四
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

  

指
示
措
置

等
と

一
体

と
し

て
行

わ
れ
る
土

地
の
形

質
の

変
更

の
確
認

申
請

書
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

都
道

府
県

知
事
 

                
 
殿
 

 
 

 
（

市
長

）
 

  
 

 
 

                                     氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法
人

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
申

請
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
印
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名
 

    
土

壌
汚

染
対

策
法

施
行

規
則
第

4
5条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
指
示

措
置

等
と

一
体

と
し

て
行
わ
れ

る
土
地

の

形
質

の
変

更
に

係
る

確
認

を
受
け

た
い

の
で

、
次

の
と

お
り

申
請

し
ま
す

。
 

              

土
地

の
形

質
の

変
更

を
行

う
要

措
置

区

域
等

の
所

在
地
 

  

             

土
地

の
形

質
の

変
更
の

種
類
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

場
所
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

施
行
方

法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手
予

定
日

及

び
完

了
予

定
日
 

  

 
 

 
  

 
  

   

 

 
備

考
 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と
。
 

２
  

氏
名

（
法

人
に

あ
っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
 

（
法

人
に
あ

っ
て
は

、
そ

の
代

表
者
）

が
署
名

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
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様
式
第
十
四
（
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
第
三
項
関
係
） 

 

地
下
水
の

水
質

の
測
定
又

は
地

下
水
汚

染
の

拡
大
の

防
止
が

講
じ
ら

れ
て

い
る
 

土
地

の
形

質
の
変
更

の
確

認
申
請

書
 

 

年
 

 
 
月
 

 
 

日
 

 

 

  
土
壌
汚

染
対

策
法
施
行

規
則

第
4
6条

第
１

項
（
第

50
条
第

３
項
に

お
い

て
準
用
す

る
場

合
を
含

む
。
）
の
規

定

に
よ

る
地

下
水

の
水

質
の

測
定

又
は

地
下

水
汚

染
拡

大
の

防
止

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

土
地

の
形

質
の

変
更

に
係

る
確
認
を

受
け

た
い
の
で

、
次

の
と
お

り
申

請
し
ま

す
。
 

 
土

地
の

形
質

の
変

更
を

行
う

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地
 

 
 

土
地

の
形

質
の
変
更

の
種

類
 

 

土
地

の
形

質
の
変
更

の
場

所
 

 

土
地

の
形

質
の
変
更

の
施

行
方
法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手
予

定
日

及
び

完
了

予

定
日
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

を
行

う
要

措
置

区
域

等
に

お

い
て

講
じ

ら
れ
て
い

る
汚

染
の
除

去
等

の
措
置
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
中

に
地

下
水

汚
染

の

拡
大

が
確

認
さ
れ
た

場
合

に
お
け

る
対

応
方
法
 

 

事
故

、
災

害
そ

の
他

の
緊

急
事

態
が

発
生

し
た

場

合
に

お
け

る
対
応
方

法
 

 

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

に
つ

い
て

土
地

の
形

質
の

変
更

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
準

じ
た

方
法

に
よ

る
調

査
の

結
果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

1
0
7
条

の
登

録

を
受

け
た

者
の

氏
名

又
は

名
称
 

 

 

備
考
 
１

 
こ
の
用

紙
の

大
き
さ

は
、
日
本

工
業
規
格

Ａ
４

と
す
る

。
 

２
 
氏
名
（

法
人

に
あ
っ
て
は

、
そ
の

代
表
者

の
氏
名

）
を
記

載
し
、
押
印
す

る
こ
と
に
代

え
て
、
本
人
（
法

人
に
あ
っ

て
は

、
そ
の
代

表
者
）

が
署
名
す

る
こ

と
が
で
き

る
。

 
 

様
式
第
九
（
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
第
三
項
関
係
） 

  

地
下
水
の
水
質
の
測

定
又

は
地

下
水
汚
染
の

拡
大

の
防

止
が
講

じ
ら

れ
て

い
る
 

土
地

の
形

質
の

変
更
の
確
認
申
請

書
 

 

年
 

 
 

月
 
 
 
日
 

 

都
道
府
県
知
事
 

                 
殿
 

 
 
 
（
市
長
）
 

  
 
 
 

                                     氏
名

又
は

名
称

及
び
住
所
並
び
に

法
人
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
申

請
者
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
印
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
に
あ

っ
て

は
、

そ
の
代
表
者
の
氏

名
 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
46条

第
１
項
（
第
50条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の

規
定
 

に
よ
る
地
下
水
の
水
質
の
測
定
又
は
地
下
水
汚
染
拡
大
の
防
止
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
土
地

の
形
質
の
変
更
に

係
る

確
認
を
受
け
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

                 

土
地

の
形

質
の

変
更

を
行

う
要

措
置

区

域
等

の
所

在
地
 

  

               

土
地

の
形

質
の
変
更
の
種
類
 

  

土
地

の
形

質
の
変
更
の
場
所
 

  

土
地

の
形

質
の
変
更
の
施
行
方
法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手
予

定
日

及

び
完

了
予

定
日
 

  

土
地

の
形

質
の

変
更

を
行

う
要

措
置

区

域
等

に
お

い
て

講
じ

ら
れ

て
い

る
汚

染

の
除

去
等

の
措
置
 

   

 
 

 

 
備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工

業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

２
  氏

名
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
本
人

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代

表
者
）
が
署
名
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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様
式
第
十
五
（
第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条

関
係
） 

 

形
質
変
更

時
要

届
出

区
域
内

に
お

け
る

土
地

の
形
質

の
変
更

届
出
書
 

 

年
 

 
 
月
 

 
 

日
 

 

 

  
土

壌
汚

染
対
策

法
第
1
2
条
（

第
１
項
、

第
２
項

、
第

３
項

）
の
規

定
に

よ
り

、
形

質
変
更

時
要

届
出

区
域
内

に
お

け
る

土
地

の
形
質

の
変
更

に
つ

い
て
、
次

の
と
お

り
届

け
出

ま
す
。

 

 
形
質

変
更

時
要

届
出
区

域
の
所

在
地
 

 
 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

種
類
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

場
所
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

施
行
方

法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

着
手
予

定
日
又
は

着
手
日

 
 

土
地

の
形

質
の

変
更
の

完
了
予

定
日
又
は

完
了
日

 
 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
中

に
地

下
水

汚
染

の
拡

大
が

確
認

さ
れ

た
場
合

に
お
け

る
対
応

方
法
 

 

事
故
、
災
害

そ
の

他
の
緊
急

事
態

が
発

生
し

た
場
合

に

お
け

る
対

応
方

法
 

 

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

に
つ

い
て

土
地

の
形

質
の

変
更

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
準

じ
た

方
法

に
よ

る
調

査
の

結
果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

1
0
7
条

の
登

録
を

受
け

た

者
の

氏
名

又
は

名
称
 

 

自
然

由
来

等
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
か

ら
搬

出
さ

れ
た

自
然

由
来

等
土

壌
を

使
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
自

然
由

来
等
形
質

変
更

時
要

届
出

区
域
の

所

在
地
 

 

 備
考
 
１

 
こ

の
用

紙
の
大
き

さ
は
、
日

本
工
業

規
格

Ａ
４
と

す
る

。
 

２
 

氏
名
（

法
人
に

あ
っ

て
は
、

そ
の

代
表

者
の
氏
名

）
を

記
載
し
、
押

印
す

る
こ
と

に
代

え
て

、
本
人
（

法

人
に

あ
っ

て
は
、
そ

の
代

表
者

）
が
署

名
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 
 

様
式
第
十
（
第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
関

係
）  

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

内
に

お
け
る

土
地
の

形
質

の
変
更

届
出

書
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

  
 

 
都

道
府

県
知
事

 
                 

殿
 

 
 

 
（

市
長

）
 

  
 

 
 

                                     氏
名

又
は

名
称

及
び
住

所
並

び
に
法

人
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
届

出
者

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
印
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

あ
っ
て

は
、

そ
の
代

表
者

の
氏
名

 
   

土
壌
汚

染
対

策
法
第

12条
（

第
１

項
、

第
２
項

、
第

３
項

）
の
規

定
に

よ
り

、
形

質
変

更
時
要

届
出

区
域
内

に
 

お
け

る
土

地
の

形
質
の

変
更

に
つ
い

て
、

次
の
と

お
り

届
け

出
ま
す

。
 

                    

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域
の

所
在

地
 

  

                   

 土
地

の
形

質
の

変
更

の
種
類

 

 

  

 土
地

の
形

質
の

変
更

の
場
所

 

 

  

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施
行

方
法

 

  

土
地

の
形

質
の

変
更

の
着

手
予

定
日

（
又

は
着

手
日

）
 

  

土
地

の
形

質
の

変
更

の
完

了
予

定
日

（
又

は
完

了
日

）
 

  

 
 

 

 
備

考
 
１

 
こ

の
用
紙

の
大

き
さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。
 

２
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載
し
、

押
印

す
る
こ

と
に

代
え
て

、
本

人
 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代

表
者
）
が

署
名

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
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様
式
第
十
六
（
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第

二
項
関
係
） 

  
 

年
 

 
 

月
 
 

 
日
 

 

 

 

の
規

定
に

よ
り

、
の

確
認

に
つ
い

て
、
次

の
と

お
り

ま
す
。

 

 
施

行
管

理
方

針
の

確
認

に
係

る
形

質
変

更

時
要

届
出

区
域

の
所

在
地
 

 
 

施
行

管
理

方
針

の
確

認
に

係
る

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
方

法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
及

び
管

理
に

係
る

記
録

及
び

そ
の

保
存

の
方

法
 

 

土
地

の
土

壌
の

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
汚

染
状

態
が

人
為

等
に

由
来

す
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

対
応

方
法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
中

に
特

定
有

害
物

質
等

の
飛

散
等

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

対
応

方
法

 

 

土
地

の
所

有
者

等
が

自
主

的
に

実
施

す
る

事
項

そ
の

他
都

道
府

県
知

事
が

必
要

と
認

め
る

事
項
 

 

 

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す
る

。
 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て
は

、
そ
の

代
表
者

の
氏

名
）
を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に
代

え
て
、
本

人
（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

申
請

し
 

届
け

出
 

施
行

管
理

方
針

施
行

管
理

方
針

の
変

更
第

1
2

条
第

１
項

第
１

号
 

第
52

条
の

６
（
第
１

項
、

第
２

項
）

土
壌

汚
染

対
策

法
土

壌
汚
染

対
策

法
施

行
規

則

施
行

管
理

方
針

に
係

る
確

認
申

請
書

 
変

更
届
出

書
 

 

（
新
規
） 
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様
式
第
十
七
（
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

 

施
行

管
理

方
針

の
確

認
を

受
け

た
土
地

内
に
お
け

る
土
地
の

形
質
の

変
更
届
出

書
 

 

年
 
 
 

月
 

 
 

日
 

 

 

 

土
壌

汚
染
対
策

法
第
1
2条

第
４
項

の
規

定
に
よ
り
、
施
行
管

理
方
針

の
確

認
を
受
け

た
土
地

内
に
お
け

る
土
地
の
形

質
の
変
更

に
つ
い
て

、
次
の
と

お
り
届

け
出

ま
す

。
 

 
形

質
変
更

時
要

届
出
区
域

の
所
在

地
 

 
 

土
地

の
形

質
の

変
更
の
種

類
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の
場

所
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の
施

行
方
法
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更
の
着

手
日
及

び
完
了
日
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
施

行
中

の
特

定
有

害
物

質
等

の

飛
散

等
の

有
無

 
 

特
定

有
害

物
質

等
の

飛
散

等
が

確
認

さ
れ

た
場
合
 

規
則

第
5
2
条

の
５

の
届

出

日
 

 

当
該

飛
散

等
を

防
止

す
る

た
め

に
実
施
し

た
措
置

 

 

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

に
つ

い
て

土
地

の
形

質
の

変
更

を
し

た
場

合
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
準

じ
た

方
法

に
よ

る
調

査
の

結
果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法
第

10
7
条

の
登

録
を

受
け
た

者

の
氏

名
又
は
名

称
 

 

自
然

由
来

等
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
か

ら
搬

出
さ

れ

た
自

然
由

来
等

土
壌

を
使

用
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、

当
該

自
然

由
来

等
形
質
変

更
時
要

届
出
区
域

の
所
在
地

 

 

 

備
考

 
１
 
こ

の
用
紙
の

大
き
さ

は
、
日
本

工
業
規
格

Ａ
４
と

す
る

。
 

２
 

氏
名
（
法

人
に
あ
っ

て
は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名
）
を

記
載
し

、
押
印
す

る
こ
と
に

代
え
て

、
本
人
（

法

人
に

あ
っ
て
は

、
そ
の
代

表
者
）

が
署
名
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

 
 

（
新
規
） 



  

263 

様
式
第
十
八
（
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
関
係
） 

 

施
行
管
理
方
針
の
確
認
を

受
け
た
土
地
の
汚
染
状
態
が

 
人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
等
の
届
出
書
 

 

年
 
 
 
月
 

 
 
日
 

 

 

 

土
壌
汚
染

対
策

法
施
行

規
則
第

5
2条

の
５
第

１
項
の

規
定
に

よ
り

、
施
行

管
理

方
針

の
確

認
を
受

け
た

土
地

の
土
壌
の

特
定
有

害
物

質
に
よ

る
汚
染

状
態
が

人
為

等
に
由

来
す
る

こ
と

又
は
土

地
の

形
質
の

変
更

の
施

行
中

に
特
定
有

害
物
質
等
の
飛
散
等
が
確
認

さ
れ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 
施
行
管
理
方
針
の
確
認
を
受
け
た
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域

の
所
在
地
 

 
 

人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場

所
又
は
特
定
有
害

物
質
等
の
飛
散
等
が
確
認

さ
れ
た
場
所
 

 

人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
又
は
飛
散
等
が
確
認
さ

れ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
 

 

人
為
等
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
年

月
日
又
は
飛
散
等
が
確
認
さ
れ
た
年
月
日
 

 

土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
特
定
有
害

物
質
等
の
飛
散
等

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
に

実
施
し
た
措
置

 

 

 

備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

２
 
氏
名
（

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名
）
を

記
載
し
、
押
印
す

る
こ
と
に
代

え
て
、
本

人
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
）
が
署
名
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
 

（
新
規
） 
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様
式
第
十
九
（
第
五
十
二
条
の
七
第
一
項
関
係
） 

 

施
行

管
理

方
針
の
廃

止
届
出
書

 

 

年
 

 
 
月
 

 
 

日
 

 

 

 

土
壌

汚
染
対
策

法
施
行
規

則
第

52
条
の

７
第
１
項

の
規

定
に
よ

り
、
施
行

管
理

方
針
を
廃

止
し
た
い
の

で
、
次

の
と

お
り
届
け

出
ま

す
。
 

 
施

行
管

理
方

針
の

確
認

を
受

け
た

形
質

変

更
時
要
届

出
区
域
の

所
在

地
 

 
 

施
行
管
理

方
針
を
廃

止
す

る
場
所
 

 

施
行
管
理

方
針
の
確

認
を

受
け
た

年
月
日
 

 

施
行
管
理

方
針
の
廃

止
予

定
年
月

日
 

 

施
行
管
理

方
針
の
廃

止
の

理
由
 

 

施
行

管
理

方
針

の
廃

止
に

係
る

土
地

の
土

壌
の
特
定

有
害
物
質

に
よ

る
汚
染

状
態
 

 

施
行

管
理

方
針

の
廃

止
に

係
る

土
地

の
土

壌
の

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
汚

染
状

態
が

人
為

等
に

由
来

す
る

汚
染

の
お

そ
れ

の
あ

る
場
合
に

あ
っ
て
は

、
当

該
特

定
有
害

物
質

の
種
類
 

 

 

備
考

 
１
 
こ

の
用
紙
の

大
き

さ
は
、

日
本
工
業

規
格
Ａ
４

と
す
る
こ
と

。
 

２
 
氏

名
（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代

表
者
の

氏
名

）
を
記

載
し
、

押
印

す
る
こ

と
に
代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ
っ
て

は
、
そ
の

代
表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 
 

（
新
規
） 
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様
式
第
二
十
（
第
五
十
四
条
関
係
） 

（
様
式
略
） 

                   
 

様
式
第
十
一
（
第
五
十
四
条
関
係
） 

（
様
式
略
） 
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様
式
第
二
十
一
（
第
五
十
七
条
関
係
）

 

様
式
第
十
二
（
第
五
十
七
条
関
係
） 

    
    

  
    

   
   

   
   

   
 

     
（

表
面

）
 

  
     

  
     

  
    

  
  

     
  

     
  

    
  

  
     

   
    

  
    

  
   

   
 

  
     

  
     

  
    

  
  

    
 

12セ
ン

チ
メ
ー

ト
ル

 

      
 

   
     

  
     

  
    

  
  

     
  

     
  

    
  

  
   

 
  

     
  

     
  

    
  

  
     

  
     

  
     

 
  

   
 

  
     

  
     

  
    

  
  

     
  

     
  

    
  

  
     

   
    

  
第
 

 
 

 
号
 
   

 
 
 
    

 
     

  
    

   
  

    
  

     
  

     
 

 
 
  

  
     

  
  

 
  

     
  

     
  

    
  

  
     

  
     

  
    

  
  

     
   

    
  

    
  

   
    

 
 

 
 
 

 
 
土

壌
汚
染

対
策
法

第
1
4条

第
４

項
の
規

定
に

よ
る
身

分
証
明

書
    

  
  

     
  

 
  

  
  

     
  

     
  

    
  

  
     

  
     

  
    

  
  

     
   

    
  

    
  

   
    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
   

  
    

 職
名
及

び
氏
名
 
 
  

     
   

    
  

     
 
   

    
 

  
     

  
     

  
    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

  
  

     
  

     
  

    
  

  
     

 
 

      
 

     
 

     
 

     
  

ル 
  

ト ー 
  

メ 
  

チ 
  

ン 
  

セ 
  

８ 
     

 
     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

         

     
  写

 
      

  真
 

  

  
    

  
     

  
     

  
 
    年

 
 
月

 
 
日
生

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日
発

行
 

  
    

  
     

  
     

  
 
    年

  
  月

  
  日

限
り

有
効

 
   

    
  

     
 環

境
大

臣
 

  
    

  
     

 地
方

環
境

事
務

所
長
 

  
    

  
     

 都
 道

 
府

 
県
 知

 事
 
 

 
 
 
 

印
 

  
    

  
     

 （
市
長

）
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
裏

面
）

 

 
土

壌
汚
染

対
策
法

抜
す
い

 
 

 
 
（
指

定
の
申

請
）

 
第
14条

 
土
地
の

所
有
者

等
は

、
第

３
条
第
１

項
本
文

、
第

４
条

第
３
項
及

び
第
５

条
第

１
項

の
規
定

の
適
用

を
受
け

な
い
土

地
（

第
４

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
土

壌
汚

染
状

況
調
査

の
結

果
の

提
出

が
あ
っ
た

土
地
を

除
く
。

）
の

土
壌

の
特

定
有

害
物
質

に
よ

る
汚

染
の

状
況

に
つ
い

て
調

査
し

た
結

果
、
当
該

土
地
の

土
壌
の

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
汚
染

状
態

が
第

６
条

第
１

項
第
１

号
の

環
境

省
令

で
定
め
る

基
準
に

適
合
し

な
い

と
思

料
す

る
と

き
は
、

環
境

省
令

で
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、

都
道

府
県
知
事

に
対
し

、
当
該

土
地

の
区

域
に

つ
い

て
同
項

又
は

第
11

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
指

定
を

す
る
こ
と

を
申
請

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

当
該

土
地

に
当
該

申
請

に
係

る
所

有
者
等
以

外
の
所

有
者
等

が
い

る
と

き
は

、
あ

ら
か
じ

め
、

そ
の

全
員

の
合

意
を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 
２
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

 
４
 

都
道

府
県
知

事
は
、

第
１

項
の
申

請
が
あ

っ
た
場

合
に

お
い
て

、
必
要

が
あ
る

と
認

め
る
と

き
は

 
、
当
該

申
請
を

し
た
者

に
対

し
、
申

請
に
係

る
調
査

に
関

し
報
告

若
し
く

は
資
料

の
提

出
を

求
め

、
 

又
は
そ

の
職
員

に
、
当

該
申

請
に
係

る
土
地

に
立
ち

入
り

、
当
該

申
請
に

係
る
調

査
の

実
施

状
況

を
 

検
査
さ

せ
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
土
壌

汚
染

対
策

法
施
行

規
則

抜
す

い
 

 第
5
7条

 
法

第
14

条
第
４

項
の

規
定
に

よ
り
立

入
検
査

を
す

る
職
員

は
、
そ

の
身
分

を
示

す
様
式

第
 

 
1
2に

よ
る

証
明

書
を
携

帯
し

、
関
係

者
に
提

示
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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様
式
第
二
十
二
（
第
五
十
八
条
第
五
項
関
係
） 

土
壌

汚
染

の
お

そ
れ

の
把

握
等

、
試

料
採

取
等

を
行

う
区

画
の

選
定

等
又

は
試

料
採

取
等

を
省

略
し

た
土

壌
汚

染
状

況
調

査
の

結
果

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

要
措

置
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

及
び

当
該

省
略

の
理

由

要
措

置
区

域
台

帳

備
考

１
 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
　

　
２

 
「

要
措

置
区

域
内

の
土

壌
の

汚
染

状
態

」
に

つ
い

て
は

、
土

壌
そ

の
他

の
試

料
の

採
取

を
行

っ
た

日
、

当
該

試
料

の
測

定
の

結
果

等
を

記
載

し
た

書
類

を
添

付
す

　
　

　
　

る
こ

と
。

土
壌

搬
出

有
・

無

有
・

無

有
・

無

有
・

無

汚
染

土
壌

の
処

理
方

法
土

地
の

形
質

の
変

更
の

種
類

実
施

者
完

了
時

期

法
第

1
4
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
要

措
置

区
域

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

汚
染

状
況

調
査

の
結

果
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
要

措
置

区
域

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨
、

当
該

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

深
さ

の
位

置
及

び
特

定
有

害
物

質
の

種
類

要
措

置
区

域
内

の
土

壌
の

汚
染

状
態

土
地

の
形

質
の

変
更

の
実

施
状

況

届
出

(
着

手
)
時

期

報
告

受
理

年
月

日

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

適
合

し
な

い
基

準
項

目
指

定
調

査
機

関
の

名
称

指
定

に
係

る
特

定
有

害
物

質
の

種
類

都
道

府
県

(
又

は
政

令
市

)
名

指
定

年
月

日
・

指
定

番
号

面
積

地
下

水
汚

染
の

有
無

(
土

壌
溶

出
量

基
準

不
適

合
の

場
合

)
有

　
　

・
　

　
無

整
理

番
号

所
在

地

調
製

・
訂

正
年

月
日

要
措

置
区

域
の

概
況

 
          

様
式
第
十
三
（
第
五
十
八
条
第
五
項
関
係
） 

要
措

置
区
域
台

帳
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 都
道
府

県
（
又
は

政
令
市
）
名
 

 

整
理

番
号
 

 
指
定

年
月
日
・
指
定

番
号
 

 
所
在
地
 
 

調
製

・
訂
正
年

月
日
 
 

要
措

置
区
域
の

概
況
 
 

面
積
 

 

地
下

水
汚
染
の

有
無
（
土
壌
溶

出
量
基

準
不
適
合

の
場
合
）
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 
  有

 
 
・
 
 

無
 

法
第

14
条
第
３

項
の
規
定
に
基

づ
き
指

定
さ
れ
た

要
措
置
区
域

に
あ
っ
て

は
、
そ
の

旨
 
 

土
壌

汚
染
の

お
そ

れ
の

把
握
等

、
試

料
採
取

等
を
行

う
区

画
の

選
定

等
又
は

試
料

採
取

等
を

省
略
し

た
土

壌
汚

染
状
況

調
査

の
結
果

に
よ
り

指
定

さ
れ

た
要

措
置
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ
の
旨

及
び
当
該
省
略

の
理
由
 

  

要
措

置
区
域
内

の
 

土
壌

の
汚
染
状

態
 

報
告
受
理

年
月
日
 

指
定

に
係
る
特
定
有

害
物
質
の

種
類
 

適
合

し
な
い
基

準
項
目
 

 
指

定
調
査
機
関
の

名
称
 

 
 

含
有
量
基

準
・

溶
出
量
基

準
・
第

二
溶
出
量
基
準
 
 
 
  

 
 

含
有
量
基

準
・

溶
出
量
基

準
・
第

二
溶
出
量
基
準
 
 

 
 

含
有
量
基

準
・

溶
出
量
基

準
・
第

二
溶
出
量
基
準
 
 

 
 

含
有
量
基

準
・

溶
出
量
基

準
・
第

二
溶
出
量
基
準
 
 

 
 

含
有
量
基

準
・

溶
出
量
基

準
・
第

二
溶
出
量
基
準
 
 

土
地

の
形

質
の

変

更
の

実
施
状
況
 

届
出
(
着
手

)時
期
 
  
 
完
了
時
期
 

土
地

の
形
質
の

変
更
の
種

類
 

 
 

実
施
者
 

土
壌
搬
出
 

汚
染
土
壌

の
処
理
方

法
 

 
 

 
 

有
・

無
 

 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  

 
 

 
 

有
・

無
 

 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

有
・

無
 

 
 
 
  
  
 
  
  

 
 

 
 

有
・

無
 

 
 
 
  
  
 
  
  

備
考
 
１

 
こ

の
用
紙
の

大
き
さ

は
、
日
本
工
業

規
格
Ａ
４

と
す
る

こ
と
。
 

２
 
「
要

措
置
区
域

内
の
土
壌

の
汚
染
状
態

」
に
つ
い

て
は
、

土
壌
そ
の
他
の

試
料
の
採

取
を
行
っ
た

日
、
当
該

試
料
の

測
定
の
結
果
等

を
記
載
し

た
書
類

を
添
付
す
る
こ

と
。
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様
式
第
二
十
三
（
第
五
十
八
条
第
五
項
関
係
） 

土
壌

汚
染

の
お

そ
れ

の
把

握
等

、
試

料
採

取
等

を
行

う
区

画
の

選
定

等
又

は
試

料
採

取
等

を
省

略
し

た
土

壌
汚

染
状

況
調

査
の

結
果

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨
及

び
当

該
省

略
の

理
由

備
考

１
 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
　

　
２

 
「

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

内
の

土
壌

の
汚

染
状

態
」

に
つ

い
て

は
、

土
壌

そ
の

他
の

試
料

の
採

取
を

行
っ

た
日

、
当

該
試

料
の

測
定

の
結

果
等

を
記

載
し

た
　

　
　

　
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

の
概

況

汚
染

の
除

去
等

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

た
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

及
び

当
該

汚
染

の
除

去
等

の
措

置

第
5
8
条

第
５

項
第

1
0
号

か
ら

第
1
3
号

ま
で

に
該

当
す

る
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

有
・

無

土
地

の
形

質
の

変
更

の
実

施
状

況

実
施

者
土

壌
搬

出

有
・

無

有
・

無

汚
染

土
壌

の
処

理
方

法

有
・

無

届
出

(
着

手
)
時

期
完

了
時

期
土

地
の

形
質

の
変

更
の

種
類

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

調
製

・
訂

正
年

月
日

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

内
の

土
壌

の
汚

染
状

態

報
告

受
理

年
月

日
指

定
に

係
る

特
定

有
害

物
質

の
種

類
適

合
し

な
い

基
準

項
目

指
定

調
査

機
関

の
名

称

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基

準

法
第

1
4
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

最
大

形
質

変
更

深
さ

よ
り

１
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
深

さ
の

位
置

に
つ

い
て

試
料

採
取

等
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

土
壌

汚
染

状
況

調
査

の
結

果
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

、
当

該
試

料
採

取
等

の
対

象
と

し
な

か
っ

た
深

さ
の

位
置

及
び

特
定

有
害

物
質

の
種

類

面
積

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

台
帳

都
道

府
県

(
又

は
政

令
市

)
名

指
定

年
月

日
・

指
定

番
号

所
在

地
整

理
番

号

 
        

 

様
式
第
十
四
（
第
五
十
八
条
第
五
項
関
係
） 

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

台
帳

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 都
道

府
県

（
又
は

政
令

市
）

名
 

 

整
理

番
号

 
 

指
定

年
月

日
・

指
定

番
号
 

 
所

在
地

 
 

調
製

・
訂

正
年

月
日
 
 

形
質

変
更

時
要

届
出
区

域
の
概

況
 
 

面
積

 
 

法
第

1
4条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定
さ

れ
た

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨
 

  

土
壌

汚
染

の
お

そ
れ
の

把
握

等
、

試
料

採
取

等
を

行
う

区
画

の
選

定
等

又
は

試
料

採
取

等
を

省
略

し
た

土
壌
汚

染
状

況
調

査
の

結
果

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

に
あ

っ
て

は
、
そ

の
旨
及

び
当

該
省
略

の
理

由
 

   

汚
染

の
除

去
等

の
措
置

が
講

じ
ら

れ
た

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨
及

び
当
該

汚
染

の
除

去
等

の
措

置
 

  

第
5
8条

第
５
項

第
９
号

か
ら
第

1
1号

ま
で
に

該
当
す

る
区
域

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
旨
 

 

形
質

変
更

時
要

届

出
区

域
内

の
土

壌

の
汚

染
状

態
 

報
告

受
理

年
月

日
 

指
定

に
係

る
特

定
有

害
物

質
の

種
類

 
適

合
し

な
い
基

準
項

目
 

 指
定

調
査
機

関
の
名

称
 

 
 

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基
準

 
  

  

 
 

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基
準

 
 

 
 

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基
準

 
 

 
 

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基
準

 
 

 
 

含
有

量
基

準
・

溶
出

量
基

準
・

第
二

溶
出

量
基
準

 
 

土
地

の
形

質
の

変

更
の

実
施

状
況

 

届
出

(着
手

)時
期
 
 
  

完
了

時
期

 
土

地
の
形

質
の

変
更

の
種

類
 

 
 

実
施

者
 

土
壌

搬
出
 

汚
染

土
壌

の
処

理
方

法
 

 
 

 
 

有
・

無
 

  
  

   
  

   
     

 
 

 
 

有
・

無
 

  
  

    

 
 

 
 

有
・

無
 

  
  

   
  

   

 
 

 
 

有
・

無
 

  
  

   
  

   

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

「
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
内

の
土
壌

の
汚

染
状

態
」

に
つ

い
て
は

、
土

壌
そ

の
他

の
試
料

の
採

取
を

行
っ
た

日
、

当
該

試
料

の
測

定
の

結
果

等
を
記

載
し

た
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。
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様
式
第
二
十
四
（
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

 

要
措
置
区

域
等
に
搬

入
さ
れ
た

土
壌
に

係
る
届
出

書
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 

 

土
壌

汚
染
対
策

法
施
行
規

則
第
5
9条

の
２
第

２
項

第
３

号
の

規
定
に

よ
り
、
要
措

置
区
域
等

に
搬
入
さ

れ
た
土

壌
に
つ
い

て
、
次
の

と
お
り
届

け
出
ま

す
。
 

 
掘

削
対

象
地

を
含

む
要

措
置

区
域

等
の

所

在
地
 

 
 

掘
削

対
象

地
を

含
む

要
措

置
区

域
等

の
指

定
さ

れ
た
年
月

日
 

 

掘
削

対
象

地
を

含
む

要
措

置
区

域
等

に
お

け
る

土
壌
の
搬

入
の
有
無
 

 

掘
削

対
象

地
を

含
む

要
措

置
区

域
等

に
土

壌
が

搬
入

さ
れ

た
場

合
 

搬
入
さ
れ

た
年

月
日
 

 

搬
入
さ
れ

た
土

壌
の

量
 

 

規
則

第
40

条
第

２
項

第

３
号

に
定

め
る

方
法

に

よ
る
調
査

の
結

果
 

 

分
析

を
行

っ
た

計
量

法

第
107

条
の
登

録
を
受

け

た
者
の
氏

名
又

は
名

称
 

 

 
掘

削
対

象
地

を

含
む

要
措

置
区

域
等

に
搬

入
さ

れ
た

土
壌

が
土

壌
溶

出
量

基
準

及
び

土
壌

含
有

量
基

準
に

適
合

す
る

場
合
 

当
該
土
壌

の
管

理
方

法
 

 
 

 備
考

 
１
 
こ
の
用

紙
の
大
き

さ
は
、

日
本
工
業

規
格
Ａ
４

と
す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代
表

者
の

氏
名
）

を
記

載
し
、

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
本

人

（
法

人
に

あ
っ
て
は

、
そ
の
代

表
者
）

が
署
名
す

る
こ
と
が
で

き
る
。

 
 

（
新
規
） 
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様
式
第
二
十
五
（
第
六
十
条
第
一
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 

                   
 

様
式
第
十
五
（
第
六
十
条
第
一
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 
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様
式
第
二
十
六
（
第
六
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 
汚

染
土

壌
の

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
汚

染
状

態
 

 

 

汚
染

土
壌

の
体

積
 

 

汚
染

土
壌

の
運

搬
の

方
法

 
 

汚
染

土
壌

を
運

搬
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

 

汚
染

土
壌

の
搬

出
の

着
手

予
定

日
 

 

汚
染

土
壌

の
搬

出
の

完
了

予
定

日
 

 

汚
染

土
壌

の
運

搬
の

完
了

予
定

日
 

 

運
搬

の
用

に
供

す
る

自
動

車
等

の
使

用
者

の
氏

名
又

は

名
称

及
び

連
絡

先
 

 

積
替

え
を

行
う

場
所

の
所

在
地

並
び

に
所

有
者

の
氏

名

又
は

名
称

及
び

連
絡

先
（

運
搬

の
際

、
積

替
え

を
行

う

場
合

に
限

る
。

）
 

  

保
管

施
設

の
所

在
地

並
び

に
所

有
者

の
氏

名
又

は
名

称

及
び

連
絡

先
（

保
管

施
設

を
用

い
る

場
合

に
限

る
。

）
 
 

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
場

合
 

 

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地

 
 

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

 

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
施

設
の

所
在

地
 

 

処
理

の
完

了
予

定
日

 
 

汚
染

土
壌

を
法

第
1
8条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
土

地
の

形
質

の
変

更
に

使
用

す
る

場
合

 

 

自
然

由
来

等
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
の

所
在

地
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

を
す

る
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
の

所
在

地
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
完

了
予

定
日

 
 

汚
染

土
壌

を
法

第
1
8条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
土

地
の

形
質

の
変

更
に

使
用

す
る

場
合

 

 

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地

 
 

土
地

の
形

質
の

変
更

を
行

う
要

措
置

区
域

等
の

所
在

地
 

 

土
地

の
形

質
の

変
更

の
完

了
予

定
日

 
 

 
 

 

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
本

人
（

法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

汚
染

土
壌

の
区

域
外

搬
出

届
出

書
 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 

  
土

壌
汚

染
対

策
法

第
16

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
要

措
置

区
域

等
か

ら
搬

出
す

る
汚

染
土

壌
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

様
式
第
十
六
（
第
六
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

  

汚
染
土
壌

の
区
域

外
搬

出
届

出
書

 

 

年
 

 
 

月
 

 
 
日
 

 
 

  
 

都
道

府
県
知

事
 

                
 

殿
 

 
 

 
（

市
長

）
 

  
 

 
 

                                     
氏
名
又

は
名
称

及
び

住
所

並
び

に
法
人

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

届
出

者
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
印

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
あ
っ

て
は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

   
土

壌
汚

染
対

策
法
第

16
条
第

１
項

の
規
定
に

よ
り
、

要
措
置

区
域

等
か

ら
搬
出

す
る
汚

染
土

壌
に
つ
い

て
、
次

の
と

お
り

届
け

出
ま
す

。
 

                       

要
措

置
区

域
等

の
所
在

地
 

 

       

汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ
る

汚

染
状

態
 

  

汚
染

土
壌

の
体

積
 

 

汚
染

土
壌

の
運

搬
の
方

法
 

 

汚
染

土
壌

を
運

搬
す

る
者

の
氏

名
又

は

名
称

 

  

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
者

の
氏

名
又

は

名
称

 

  

汚
染

土
壌

を
処

理
す
る

施
設

の
所
在

地
 
  

汚
染

土
壌

の
搬

出
の
着

手
予

定
日

 
 

汚
染

土
壌

の
搬

出
完
了

予
定

日
 

 

汚
染

土
壌

の
運

搬
完
了

予
定

日
 

 

汚
染

土
壌

の
処

理
完
了

予
定

日
 

 

運
搬

の
用

に
供

す
る

自
動

車
等

の
使

用

者
の

氏
名

又
は

名
称
及
び

連
絡

先
 

   

積
替

え
を

行
う

場
所

の
所

在
地

並
び

に

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

連
絡

先

（
運

搬
の

際
、

積
替

え
を

行
う

場
合

に

限
る

。
）

 

    

保
管

施
設

の
所

在
地

並
び

に
所

有
者

の

氏
名

又
は

名
称

及
び

連
絡

先
（

保
管

施

設
を

用
い

る
場

合
に
限

る
。

）
 

 
 

   
 

 

 
備
考

 
１

 
こ

の
用
紙
の

大
き

さ
は
、

日
本

工
業
規
格

Ａ
４

と
す
る

こ
と
。

 
２
 
氏

名
（
法
人

に
あ
っ

て
は
そ
の

代
表
者
の

氏
名
）

を
記
載

し
、

押
印

す
る
こ
と

に
代
え

て
、

本
人

（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の
代
表

者
）

が
署
名

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
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様
式
第
二
十
七
（
第
六
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 

                    

様
式
第
十
七
（
第
六
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

（
様
式
略
） 
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様
式
第
二
十
八
（
第
六
十
四
条
第
一
項
関
係
） 

 
非
常

災
害

時
に

お
け

る
汚

染
土

壌
の

区
域

外
搬

出
届

出
書

 

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 

  
土

壌
汚

染
対

策
法
第

16
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、
要

措
置

区
域

等
か

ら
搬

出
し

た
汚
染

土
壌

に
つ
い

て
、
次

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

 
汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に
よ

る
汚

染
状
態

 
 

 

汚
染

土
壌

の
体

積
 

 

汚
染

土
壌

の
搬

出
先

 
 

汚
染

土
壌

の
搬

出
の

着
手

日
 

 

汚
染

土
壌

の
搬

出
の

完
了

日
 

 

搬
出

先
か

ら
再

度
搬

出
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

搬
出

の
搬

出
着

手
予

定
日
 

 

汚
染

土
壌

の
運

搬
の

方
法

 
 

汚
染

土
壌

を
運

搬
す

る
者

の
氏
名

又
は

名
称

 
 

汚
染

土
壌

の
運

搬
の

完
了

予
定
日

 
 

運
搬

の
用

に
供

す
る

自
動

車
等

の
使

用
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
連

絡
先

 

 

積
替

え
を

行
う

場
所

の
所

在
地

並
び

に
所

有
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
連

絡
先

（
運

搬
の

際
、

積
替

え
を

行
う

場
合

に
限

る
。

）
 

 

保
管

施
設

の
所

在
地

並
び

に
所

有
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
連

絡
先

（
保

管
施

設
を

用
い

る
場

合
に

限
る

。
）

 

 

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
場

合
 

 
要
措

置
区

域
等
の

所
在

地
 

 

 
汚
染

土
壌

を
処
理

す
る

施
設

の
所
在

地
 

 

 
汚
染

土
壌

を
処
理

す
る

者
の

氏
名
又

は
名

称
 

 

 
汚
染

土
壌

の
処
理

の
完

了
予

定
日

 
 

汚
染

土
壌

を
法

第
18

条
第

１
項
第

２
号

に
規
定

す
る

土
地

の
形
質

の
変

更
に

使
用

す
る

場
合

 

 
自
然

由
来

等
形
質

変
更

時
要

届
出
区

域
の

所
在

地
 
 

 
搬

出
先

の
自

然
由

来
等

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

の
所

在
地

 
 

 
土
地

の
形

質
の
変

更
の

完
了

予
定
日

 
 

汚
染

土
壌

を
法

第
18

条
第

１
項
第

３
号

に
規
定

す
る

土
地

の
形
質

の
変

更
に

使
用

す
る

場
合

 

 
要
措

置
区

域
等
の

所
在

地
 

 

 
搬
出

先
の

要
措
置

区
域

等
の

所
在
地

 
 

 
土
地

の
形

質
の
変

更
の

完
了

予
定
日

 
 

 
備

考
 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名
（
法

人
に

あ
っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（

法
人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）
が

署
名

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

様
式
第
十
八
（
第
六
十
四
条
第
一
項
関
係
） 

  
非
常

災
害

時
に

お
け

る
汚

染
土

壌
の

区
域
外

搬
出

届
出

書
 

 
年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

  
 

都
道

府
県

知
事

 
                

 
殿

 
 

 
 

（
市

長
）

 
  

 
 

 
                                     

氏
名
又

は
名

称
及

び
住
所

並
び

に
法

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
代
表

者
の

氏
名

 
   

土
壌

汚
染

対
策

法
第

16
条

第
３

項
の

規
定

に
よ
り

、
要

措
置

区
域

等
か
ら

搬
出
し

た
汚

染
土

壌
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

                                                

要
措
置

区
域
等

の
所
在

地
 

 
                                               

汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ

る
汚
染

状
態

 

  

汚
染
土

壌
の
体

積
 

 

汚
染
土

壌
の
搬

出
先

 
 

汚
染
土

壌
の
搬

出
の
着

手
日

 
 

汚
染
土

壌
の
搬

出
の
完

了
日

 
 

搬
出

先
か

ら
再

度
搬

出
を

行
う

場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
搬

出
の

搬

出
着
手

予
定
日

 

   

汚
染
土

壌
の
運

搬
の
方

法
 

 

汚
染

土
壌

を
運

搬
す

る
者

の
氏

名

又
は
名

称
 

  

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
者

の
氏

名

又
は
名

称
 

  

汚
染

土
壌

を
処

理
す

る
施

設
の

所

在
地

 

  

汚
染
土

壌
の
運

搬
完
了

予
定

日
 

 

汚
染
土

壌
の
処

理
完
了

予
定

日
 

 

運
搬

の
用

に
供

す
る

自
動

車
等

の

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

連

絡
先

 

 
 

  

積
替

え
を

行
う

場
所

の
所

在
地

並

び
に

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

及

び
連

絡
先

（
運

搬
の

際
、

積
替

え

を
行
う

場
合
に

限
る
。

）
 

     

保
管

施
設

の
所

在
地

並
び

に
所

有

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

連
絡

先

（
保

管
施

設
を

用
い

る
場

合
に

限

る
。
）

 

    

 
 

 備
考

 
１

 
こ
の

用
紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（

法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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様
式
第
二
十
九
（
第
六
十
七
条
第
二
項
関
係
） 

 

様
式
第
十
九
（
第
六
十
七
条
第
二
項
関
係
） 

 

様
式
第
三
十
（
第
七
十
四
条
関
係
） 

（
様
式
略
） 

     

様
式
第
二
十
（
第
七
十
四
条
関
係
） 

（
様
式
略
） 

管
理

票
整

理
番

号
　

　
　

　
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 

年
月

日

汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ
る

汚
染

状
態

　
（

※
該

当
欄

に
濃

度
又

は
レ

点
を

記
入

）

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

ｔ
・

㎏

自
動
車
等

の
番
号

□
積

替
え

場
所

□
保

管
場

所

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

自
動
車
等

の
番
号

□
積

替
え

場
所

□
保

管
場

所

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

自
動
車
等

の
番
号

汚
染

土
壌

処
理

施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

（
搬
出
先
の
自
然
由
来
等
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
又
は
要
措
置
区
域
等
の
所
在
地
）

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

管理票交付者

氏
名

又
は

名
称

、
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

運搬受託者

氏
名

又
は

名
称

処理受託者

交
付

担
当

者
の

氏
名

交
付

年
月

日

住
所

及
び

連
絡

先
住

所
及

び
連

絡
先

住
所

及
び

連
絡

先

交
付

番
号

（土壌使用者）

溶
出

量
基

準
超

過
第

二
溶

出
量

基
準

超
過

第
二

溶
出

量
基

準
超

過
第

二
溶

出
量

基
準

超
過

氏
名

又
は

名
称

ｍ
３

1,
2
-ジ

ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

ブ
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

含
有

量
基

準
超

過
汚
染

土
壌

の
荷

姿
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

1
,
1
,
2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化

合
物

四
塩

化
炭

素
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

六
価

ク
ロ

ム
化

合
物

汚
染

土
壌

の
体

積

1,
2-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

溶
出

量
基

準
超

過
溶

出
量

基
準

超
過

ベ
ン

ゼ
ン

シ
ア

ン
化

合
物

1,
1
-ジ

ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン

シ
マ

ジ
ン

水
銀

及
び

そ
の

化
合

物

引
渡

し
年

月
日

1,
3
-ジ

ク
ロ
ロ
プ

ロ
ペ
ン

チ
ウ

ラ
ム

鉛
及

び
そ

の
化

合
物

汚
染

土
壌

の
重

量

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
Ｐ

Ｃ
Ｂ

砒
素

及
び

そ
の

化
合

物

テ
ト
ラ

ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン

有
機

り
ん

化
合

物
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1,
1
,
1-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地

（
自

然
由

来
等

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

又
は

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地

）

自
動

車
等

の
番

号
及

び
運

搬
担

当
者

の
氏

名
運

搬
区

間

積替え又は保管場所

名
称
及
び
所
在
地

所
有
者
の
氏
名
又
は
名

称連
絡
先

名
称
及
び
所
在
地

所
有
者
の
氏
名
又
は
名

称連
絡
先

引
渡

し
を

受
け

た
者

の
氏

名

処
理

担
当

者
の

氏
名

（
土

地
の

形
質

の
変

更
を

し
た

者
の

氏
名

）

名
称

所
在
地

許
可
番
号

処
理

方
法

（
土

地
の

形
質

の
変

更
の

方
法

）

処
理

終
了

年
月

日
（

土
地

の
形

質
の

変
更

を
終

了
し

た
年

月
日

）

運
搬

受
託

者
か

ら
の

返
送

確
認

日

処
理

受
託

者
（

土
地

の
形

質
の

変
更

を

行
っ

た
者

）
か

ら
の

返
送

確
認

日

備
考

管
理

票
整

理
番

号
　

　
　

　
  

  
  

  
   

  
  

  
   

年
月

日

汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ
る

汚
染

状
態

　
（

※
該

当
欄

に
濃

度
又

は
レ

点
を

記
入

）

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

ｔ
・

㎏

自
動
車

等
の

番
号

□
積

替
え

場
所

□
保

管
場

所

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

自
動
車

等
の

番
号

□
積

替
え

場
所

□
保

管
場

所

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

自
動
車

等
の

番
号

汚
染

土
壌

処
理

施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

担
当

者
氏

名
↓

年
月

日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

処
理

方
法

処
理

終
了

年
月

日

運
搬

受
託

者
か

ら
の

返
送

確
認

日

処
理

受
託

者
か

ら
の

返
送

確
認

日
備

考

積替え又は保管場所

名
称
及
び
所
在
地

所
有
者
の
氏
名
又

は
名
称

連
絡
先

名
称
及
び
所
在
地

所
有
者
の
氏
名
又

は
名
称

連
絡
先

名
称

所
在

地
許

可
番

号

引
渡

し
を

受
け

た
者

の
氏

名
処

理
担

当
者

の
氏

名

1
,
1
,
1
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

要
措

置
区

域
等

の
所

在
地

自
動

車
等

の
番

号
及

び
運

搬
担

当
者

の
氏

名
運

搬
区

間
引

渡
し

年
月

日

1
,3-

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ウ

ラ
ム

鉛
及

び
そ

の
化

合
物

汚
染

土
壌

の
重

量

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
Ｐ

Ｃ
Ｂ

砒
素

及
び

そ
の

化
合

物

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

有
機

り
ん

化
合

物
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ベ
ン

ゼ
ン

シ
ア

ン
化

合
物

1
,1-

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
マ

ジ
ン

水
銀

及
び

そ
の

化
合

物

ｍ
３

シ
ス

-1,2
-ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ
ン

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

ブ
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

含
有

量
基

準
超

過
汚
染

土
壌

の
荷

姿
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

1
,
1
,
2
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
カ
ド

ミ
ウ

ム
及
び

そ
の

化
合

物

四
塩

化
炭

素
ト

リ
ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
六

価
ク

ロ
ム

化
合

物

汚
染

土
壌

の
体

積

1
,
2
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

溶
出

量
基

準
超

過
第

二
溶

出
量

基
準

超
過

溶
出

量
基

準
超

過
第

二
溶

出
量

基
準

超
過

溶
出

量
基

準
超

過
第

二
溶

出
量

基
準

超
過

交
付

担
当

者
の

氏
名

交
付

年
月

日

住
所

及
び

連
絡

先
住

所
及

び
連

絡
先

住
所

及
び

連
絡

先

交
付

番
号

管理票交付者

氏
名

又
は

名
称

、
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

運搬受託者

氏
名

又
は

名
称

処理受託者

氏
名

又
は

名
称
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様
式
第
三
十
一
（
第
七
十
七
条
関
係
） 

 

様
式
第
二
十
一
（
第
七
十
七
条
関
係
） 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
土
壌
汚
染
対
策
法
第
三
条
第
一
項
の
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

の
廃
止
を
し
た
者
、
第
四
条
第
二
項
の
届
出
を
し
た
者
、
第
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
命
令
を
受
け

た
者
又
は
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第

一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二

条
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
以
後
の
土
地
の
形
質
の

変
更
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
の
形
質
の
変
更
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
着
手
す
る
者
に
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つ
い
て
適
用
す
る
。 

４ 
新
規
則
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
以
後
の
土
地
の
形
質
の
変
更
に
着
手
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 



  

1 

○
環
境
省
令
第
四
号 

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

ISHIDO01
テキストボックス
参考資料10-4
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を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
種
類
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
種
類
） 

第
一
条 

（
略
） 

第
一
条 

（
略
） 

一 

浄
化
等
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
（
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚

染
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
浄
化
（
汚
染
土
壌
に
含
ま
れ

る
特
定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
抽
出
し
、
又
は
分
解
す
る
方
法
に
よ
り
除
去
し
、

除
去
し
た
後
の
土
壌
の
当
該
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
土
壌
汚

染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ

る
こ
と
を
い
う
。
第
五
条
第
二
十
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
溶
融
（

汚
染
土
壌
を
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
汚
染
土
壌
が
変
化
し
て
生
成
し

た
物
質
に
当
該
特
定
有
害
物
質
を
封
じ
込
め
、
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
第
五
条
第
二
十
二
号

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
不
溶
化
（
薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
当
該
特
定
有
害
物
質
が
溶
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
汚
染
土
壌
の
性
状
を

変
更
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
同
条
第
八
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う

一 

浄
化
等
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
（
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚

染
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
浄
化
（
汚
染
土
壌
に
含
ま
れ

る
特
定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
抽
出
し
、
又
は
分
解
す
る
方
法
に
よ
り
除
去
し
、

除
去
し
た
後
の
土
壌
の
当
該
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
を
土
壌
汚

染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ

る
こ
と
を
い
う
。
第
五
条
第
十
七
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
溶
融
（
汚

染
土
壌
を
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
汚
染
土
壌
が
変
化
し
て
生
成
し
た

物
質
に
当
該
特
定
有
害
物
質
を
封
じ
込
め
、
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
第
五
条
第
十
七
号
イ
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
不
溶
化
（
薬
剤
の
注
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当

該
特
定
有
害
物
質
が
溶
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
汚
染
土
壌
の
性
状
を
変
更

さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
同
条
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
た
め
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た
め
の
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
） 

の
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 
埋
立
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
た
め
の
施
設
（
第
五
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

埋
立
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
た
め
の
施
設 

四 

分
別
等
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
か
ら
岩
石
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
そ
の

他
の
物
の
分
別
（
次
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
「
異
物
除
去
」
と

い
う
。
）
を
し
、
又
は
汚
染
土
壌
の
含
水
率
の
調
整
を
す
る
た
め
の
施
設 

四 

分
別
等
処
理
施
設 

汚
染
土
壌
か
ら
岩
石
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
そ
の

他
の
物
を
分
別
し
、
又
は
汚
染
土
壌
の
含
水
率
を
調
整
す
る
た
め
の
施
設 

五 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設 

自
然
由
来
等
土
壌
（
法
第
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
自
然
由
来
等
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る

施
設
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

（
新
規
） 

イ 

自
然
由
来
等
土
壌
を
土
木
構
造
物
の
盛
土
の
材
料
そ
の
他
の
材
料
（

次
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
「
盛
土
材
等
」
と
い
う
。
）
と
し

て
利
用
す
る
施
設
（
当
該
自
然
由
来
等
土
壌
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特

定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
、
流
出
及
び
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る

新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た

施
設
で
あ
っ
て
、
他
の
法
令
に
よ
り
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
都
道
府
県
知
事
（
土
壌
汚

染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に
規
定
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
以

下
同
じ
。
）
が
認
め
た
も
の
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
自

然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
」
と
い
う
。
） 

 

ロ 

自
然
由
来
等
土
壌
の
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
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号
）
に
よ
る
公
有
水
面
の
埋
立
て
（
海
面
の
埋
立
て
に
限
る
。
次
条
第

二
項
第
二
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
た
め
の
施
設
（
以
下

「
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設
」
と
い
う
。
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請
等
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断

面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書 

  

四 

埋
立
処
理
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
周
囲

の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面 

五 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施

設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
を
廃
止
し
た
後
の
土
地
の
利
用
方
法
を
明
ら

か
に
す
る
書
類 

三 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断

面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
埋
立
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、

周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図

面 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

六
～
八 

（
略
） 
四
～
六 

（
略
） 

九 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
又
は

同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う

施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
許
又
は
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

の
写
し 

七 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受

け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
許
又
は
承

認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 
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十 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設

に
あ
っ
て
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
又
は
同
法
第
四

十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

（
新
規
） 

十
一 
（
略
） 

八 

（
略
） 

十
二 

汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額

並
び
に
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

九 

汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及

び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

十
三
～
十
九 

（
略
） 

十
～
十
六 

（
略
） 

二
十 

申
請
者
に
令
第
六
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

者
の
住
民
票
の
写
し 

十
七 

申
請
者
に
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三

十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し 

二
十
一 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は

分
別
等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
汚

水
（
以
下
「
汚
水
」
と
い
う
。
）
の
処
理
の
方
法
並
び
に
汚
染
土
壌
処
理

施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」
と
い
う
。

）
及
び
排
出
水
に
係
る
用
水
の
系
統
を
説
明
す
る
書
類 

二
十
二 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利

用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
排
出
水
及
び
排
出
水
に
係
る
用
水
の
系
統
を
説
明

す
る
書
類 

十
八 

汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
汚
水
（
以
下
「
汚
水
」
と
い
う

。
）
の
処
理
の
方
法
並
び
に
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
排

出
さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」
と
い
う
。
）
及
び
排
出
水
に
係
る
用
水

の
系
統
を
説
明
す
る
書
類 

 

（
新
規
） 

二
十
三 

（
略
） 
十
九 

（
略
） 

二
十
四 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
（
埋
立
処
理
施
設
の
う
ち

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
同
法
第
四
十
二
条
第

一
項
の
承
認
を
受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
又
は
自
然
由
来

二
十 
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
（
埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公

有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
周
辺
の
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等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設
に
あ
っ
て
は

、
周
辺
の
水
域
の
水
又
は
周
縁
の
地
下
水
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
質
の
測

定
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

水
域
の
水
又
は
周
縁
の
地
下
水
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
質
の
測
定
方
法
を

記
載
し
た
書
類 

二
十
五 
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体

の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
飛
散
、
揮
散
及
び
流
出
（

以
下
「
飛
散
等
」
と
い
う
。
）
を
防
止
す
る
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

二
十
一 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体

の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
飛
散
、
揮
散
及
び
流
出
（

以
下
「
飛
散
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す
る
方
法

を
記
載
し
た
書
類 

二
十
六 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は

分
別
等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を

含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す
る
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

（
新
規
） 

二
十
七 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利

用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を

含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
方

法
を
記
載
し
た
書
類 

（
新
規
） 

二
十
八 

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染

土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
、
排
出
口
（
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
生
ず

る
第
四
条
第
一
号
ヲ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
、
令
第
一
条
第
十

三
号
に
掲
げ
る
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特

別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
第
四
条
第
二
号
ロ
(2)

 

(ﾊ)
及
び
第
五
条
第
二

十
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
気
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）

を
大
気
中
に
排
出
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
煙
突
そ
の
他
の
施
設
の
開
口

二
十
二 

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染

土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
、
排
出
口
（
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
生
ず

る
第
四
条
第
一
号
ヌ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
、
令
第
一
条
第
十

三
号
に
掲
げ
る
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特

別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
第
四
条
第
二
号
ロ
(2)

 

(ﾊ)
及
び
第
五
条
第
十

六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
気
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
を

大
気
中
に
排
出
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
煙
突
そ
の
他
の
施
設
の
開
口
部
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部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
大
気
有
害
物
質

の
排
出
方
法
及
び
処
理
方
法
並
び
に
大
気
有
害
物
質
の
量
の
測
定
方
法
を

記
載
し
た
書
類 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
大
気
有
害
物
質
の

排
出
方
法
及
び
処
理
方
法
並
び
に
大
気
有
害
物
質
の
量
の
測
定
方
法
を
記

載
し
た
書
類 

二
十
九 
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
か

ら
異
物
除
去
、
自
然
由
来
等
土
壌
の
含
水
率
の
調
整
又
は
土
木
構
造
物
の

盛
土
材
等
若
し
く
は
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
る
土
砂
と
し
て
品

質
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
自
然
由
来
等
土
壌
と
当
該
自
然
由
来
等
土
壌

以
外
の
土
壌
（
土
壌
の
汚
染
状
態
が
全
て
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
つ

い
て
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又

は
自
然
由
来
等
土
壌
に
限
る
。
）
と
の
混
合
（
以
下
「
土
質
改
良
」
と
い

う
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
質
改
良
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

及
び
当
該
土
質
改
良
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
調
査
の

結
果
を
記
載
し
た
書
類 

（
新
規
） 

三
十
・
三
十
一 

（
略
） 

二
十
三
・
二
十
四 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び

に
図
面
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
（
法
第
二
十
七
条
の

五
に
規
定
す
る
国
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
協
議
書
に
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
並
び
に
図
面
、
第
三
十
号
に
掲
げ
る
廃
止
措
置
に
要
す
る
費
用
の
見
積

３ 

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第

八
号
ま
で
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
規
） 
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額
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

５ 
前
項
の
協
議
の
更
新
を
す
る
法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
が
成
立
し
た
国

等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
図
面
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
新
規
） 

 

 
 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

他
に
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（

同
項
の
許
可
を
申
請
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
先
の
都
道
府
県

知
事
及
び
申
請
年
月
日
） 

二 

他
に
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
（
令
第
九
条
に
規
定
す
る
市
に
あ
っ

て
は
、
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
同
項

の
許
可
を
申
請
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
先
の
都
道
府
県
知
事

及
び
申
請
年
月
日
） 

三
・
四 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

五 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施

設
に
あ
っ
て
は
、
土
木
構
造
物
の
種
類 

（
新
規
） 

六
～
十 

（
略
） 
五
～
九 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
は
、
法
第
二
十
二
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
前
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 
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（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
基
準
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
基
準
） 

第
四
条 
（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

イ
～
ハ 
（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

汚
水
、
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
気
体
又
は
汚
染
土
壌
処

理
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
薬
剤
等
に
よ
る
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

汚
水
、
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
気
体
、
汚
染
土
壌
処
理

施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
薬
剤
等
に
よ
る
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
又
は
特

定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
の
飛
散
等
及
び
悪
臭
の
発
散

を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
又
は
必
要
な
設
備

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
特
定
有
害
物
質
又
は
特

定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
の
飛
散
等
及
び
地
下
へ
の
浸

透
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ

り
、
又
は
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヘ 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は
分

別
等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か

ら
の
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸

透
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
又
は
必
要
な
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ト 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用

施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
自
然

由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸

透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
環
境

大
臣
が
定
め
る
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
新
規
） 
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チ 

著
し
い
騒
音
又
は
振
動
を
発
生
し
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ヘ 

著
し
い
騒
音
及
び
振
動
を
発
生
し
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

リ 
浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
、
分
別

等
処
理
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土

壌
構
造
物
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
す

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ト 

排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

(1) 

排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
の
水
質
を
次
に
掲
げ
る
基
準
（
次
条
第

十
八
号
イ
に
お
い
て
「
排
出
水
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
処
理
設
備 

(1) 

排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
の
水
質
を
次
に
掲
げ
る
基
準
（
次
条
第

十
三
号
イ
に
お
い
て
「
排
出
水
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
処
理
設
備 

(ｲ)
・
(ﾛ) 

（
略
） 

(ｲ)
・
(ﾛ) 

（
略
） 

(2) 

(1)

(ｲ)
及
び
(ﾛ)
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
排
出
水
の
水
質
を
測
定

す
る
た
め
の
設
備 

(2) 

ト
(1)

(ｲ)
及
び
(ﾛ)
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
排
出
水
の
水
質
を
測

定
す
る
た
め
の
設
備 

ヌ 

排
出
水
を
排
除
し
て
下
水
道
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

チ 

排
出
水
を
排
除
し
て
下
水
道
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

(1) 

排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
の
水
質
を
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

物
質
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
（
下
水
道
法
第

十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
九
条
の
五
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
項
目
に
関
し
て
水
質
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
水
質
の
基
準
を
含
む
。
次
条
第
十
九
号
イ
に
お
い
て
「

排
除
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
処
理
設
備 

(1) 

排
水
口
に
お
け
る
排
出
水
の
水
質
を
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

物
質
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
（
下
水
道
法
第

十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
九
条
の
五
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
項
目
に
関
し
て
水
質
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
水
質
の
基
準
を
含
む
。
次
条
第
十
四
号
イ
に
お
い
て
「

排
除
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
処
理
設
備 

(2) 

下
水
道
法
施
行
令
第
九
条
の
四
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境

(2) 
下
水
道
法
施
行
令
第
九
条
の
四
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
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省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
条
第
十
九
号
ロ
に
お
い
て
「
下
水
道
測
定

方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
排
出
水
の
水
質
を
測
定
す
る
た
め
の
設

備 

省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
条
第
十
四
号
ロ
に
お
い
て
「
下
水
道
測
定

方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
排
出
水
の
水
質
を
測
定
す
る
た
め
の
設

備 
ル 
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
の
汚
染
状
態
を
測
定
す
る
た

め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
埋
立
処
理
施
設
及
び

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
以
外
の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
汚

水
が
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
環
境
大

臣
が
定
め
る
も
の
（
次
条
第
二
十
号
に
お
い
て
「
地
下
浸
透
防
止
措
置

」
と
い
う
。
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

リ 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
の
汚
染
状
態
を
測
定
す
る
た

め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
埋
立
処
理
施
設
以
外

の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
汚
水
が
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
条
第
十
五

号
に
お
い
て
「
地
下
浸
透
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ヲ 

（
略
） 

ヌ 

（
略
） 

ワ 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
土
質
改
良
を
行
う
場
合

に
土
質
改
良
の
方
法
が
次
条
第
九
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

。 

（
新
規
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

(1) 

（
略
） 

(1) 

（
略
） 

(2) 

（
略
） 

(2) 

（
略
） 

(ｲ) 

（
略
） 

(ｲ) 

（
略
） 

(ⅰ) 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
第

二
次
試
験
の
う
ち
衛
生
工
学
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選
択
科
目

(ⅰ) 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
第

二
次
試
験
の
う
ち
衛
生
工
学
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選
択
科
目
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と
し
て
建
築
物
衛
生
管
理
（
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以

前
に
合
格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
大
気
管
理
）
を
選
択
し
た
者
に

限
る
。
） 

と
し
て
大
気
管
理
を
選
択
し
た
者
に
限
る
。
） 

(ⅱ)
～
(ⅳ) 

（
略
） 

 

(ⅱ)
～
(ⅳ) 

（
略
） 

(ﾛ)
・
(ﾊ) 
（
略
） 

 
 
 
 

(ﾛ)
・
(ﾊ) 

（
略
） 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
基
準
） 

（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

一 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
の
飛

散
等
及
び
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。 

一 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
の
飛

散
等
及
び
地
下
へ
の
浸
透
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は
分
別

等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。 

（
新
規
） 

三 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施

設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

四 

著
し
い
騒
音
又
は
振
動
の
発
生
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な

二 

著
し
い
騒
音
及
び
振
動
の
発
生
に
よ
り
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
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い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
が
飛

散
等
を
し
、
又
は
悪
臭
が
発
散
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
汚
染
土
壌
処
理

施
設
の
運
転
を
停
止
し
、
当
該
汚
染
土
壌
の
回
収
そ
の
他
の
環
境
の
保
全

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
固
体
若
し
く
は
液
体
が
飛

散
等
を
し
、
若
し
く
は
地
下
へ
浸
透
し
、
又
は
悪
臭
が
発
散
し
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
運
転
を
停
止
し
、
当
該
汚
染
土
壌
の

回
収
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

六 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は
分
別

等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
特
定
有
害
物
質
又
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
が
地
下
へ
浸
透
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
運

転
を
停
止
し
、
当
該
汚
染
土
壌
の
回
収
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

七 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施

設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む

液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
運
転
を
停
止
し
、
当
該
汚
染
土
壌
の
回

収
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

八 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
へ
の
汚
染
土
壌
の
受
入
れ
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

四 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
へ
の
汚
染
土
壌
の
受
入
れ
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
処
理
能
力
を
超
え
る
汚
染
土
壌
又
は
申

請
書
に
記
載
し
た
当
該
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
汚
染

土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
に
照
ら
し
て
、
処

理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
汚
染
土
壌
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
受
け
入
れ
る
汚
染
土
壌
が
そ
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
状
態
に
照
ら
し
て
、
申
請
書
に
記
載
し
た
再
処
理
汚
染
土
壌
処

イ 

当
該
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
処
理
能
力
を
超
え
る
汚
染
土
壌
又
は
申

請
書
に
記
載
し
た
当
該
汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
汚
染

土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
に
照
ら
し
て
、
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
汚
染
土
壌
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
受
け
入
れ
る
汚
染
土
壌
が
そ
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状

態
に
照
ら
し
て
、
申
請
書
に
記
載
し
た
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
（
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理
施
設
（
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
が
、
当
該
汚
染
土
壌
を
申
請
書

に
記
載
し
た
当
該
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
以
外
の
再
処
理
汚
染
土

壌
処
理
施
設
に
搬
入
す
る
た
め
に
搬
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
以
外
の
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
を
含

む
。
）
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
が
、
当
該
汚
染
土
壌
を
申
請
書
に
記
載
し

た
当
該
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
以
外
の
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施

設
に
搬
入
す
る
た
め
に
搬
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
処
理
汚

染
土
壌
処
理
施
設
以
外
の
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
施
設
を
含
む
。
）
に

お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ロ 

浄
化
等
処
理
施
設
の
う
ち
不
溶
化
を
行
う
た
め
の
も
の
に
あ
っ
て
は

、
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

第
二
種
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
同
号
ニ
(1)
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

外
の
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質

を
含
む
汚
染
土
壌
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

ロ 

浄
化
等
処
理
施
設
の
う
ち
不
溶
化
を
行
う
た
め
の
も
の
に
あ
っ
て
は

、
第
二
種
特
定
有
害
物
質
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

第
二
種
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
）
以
外
の
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項

の
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
を
含
む
汚
染
土
壌
を
受
け
入
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

ハ 

埋
立
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
二
溶
出
量
基
準
（
規
則
第
九
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
溶
出
量
基
準
を
い
う
。
第
十
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
な
い
汚
染
土
壌
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第

十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
所
で
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う

た
め
の
埋
立
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
を
水
底
土
砂
と
み
な

し
て
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ
う
と
す
る
金
属
等
を

含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理

府
令
第
六
号
）
第
四
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た

結
果
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

ハ 

埋
立
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
二
溶
出
量
基
準
（
規
則
第
九
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
溶
出
量
基
準
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
適
合
し
な
い
汚
染
土
壌
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
所
で
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
た

め
の
埋
立
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
を
水
底
土
砂
と
み
な
し

て
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ
う
と
す
る
金
属
等
を
含

む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府

令
第
六
号
）
第
四
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結

果
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
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昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五

号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
（
特
定
有
害
物
質
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
汚
染
土
壌
）
を
受
け
入
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。 

和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号

の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
（
特
定
有
害
物
質
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
汚
染
土
壌
）
を
受
け
入
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。 

ニ 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲

げ
る
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
又
は
(2)

に
定
め
る
自
然
由
来
等
土
壌
（
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
利
用
さ

れ
た
自
然
由
来
等
土
壌
を
含
む
。
）
及
び
土
質
改
良
に
よ
り
得
ら
れ
た

土
壌
以
外
の
汚
染
土
壌
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

(1) 

自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設 

自
然
由
来
等
土
壌
（
第
二

種
特
定
有
害
物
質
（
令
第
一
条
第
五
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類
を
除
く
。
）
以
外
の
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項

の
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
を
含
む
自
然
由
来
等
土
壌
及

び
同
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
第
二
種
特
定
有
害
物
質
を
含

む
自
然
由
来
等
土
壌
を
除
く
。
） 

(2) 

自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設 

自
然
由
来
等
土
壌
（
海
洋
汚

染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
場
所
で
自
然
由
来
等
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
た
め
の
自

然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
を

水
底
土
砂
と
み
な
し
て
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し

よ
う
と
す
る
金
属
等
を
含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省

（
新
規
） 
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令
第
四
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
海

洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第

二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
（
特
定
有
害

物
質
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
自
然
由
来
等
土
壌
を

除
く
。
） 

九 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
土
質
改
良
を
行
う
場
合
に

当
該
土
質
改
良
を
行
っ
た
土
壌
に
水
を
加
え
た
場
合
に
溶
出
す
る
特
定
有

害
物
質
の
量
（
規
則
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
測
定
し
た
量
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
土
壌
に

含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
（
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
量
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
、
当
該
土
質
改
良
を
行
う
前
の
自
然
由
来
等
土
壌
に
水
を
加
え
た

場
合
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
及
び
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害

物
質
の
量
を
超
え
な
い
こ
と
。 

（
新
規
） 

十
～
十
六 

（
略
） 

五
～
十
一 

（
略
） 

十
七 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は
分

別
等
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
水
を
地
下
に
浸
透
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。 

十
二 

汚
水
を
地
下
に
浸
透
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

十
八 

浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
、
分
別

等
処
理
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌

構
造
物
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
す
る
場

合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

十
三 

排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 
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イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

前
条
第
一
号
リ
(1)

(ｲ)
及
び
(ﾛ)
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
排
出
水
の
水

質
を
測
定
す
る
こ
と
。 

ロ 

前
条
第
一
号
ト
(1)

(ｲ)
及
び
(ﾛ)
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
排
出
水
の
水

質
を
測
定
す
る
こ
と
。 

十
九 
（
略
） 

十
四 

（
略
） 

イ
・
ロ 
（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二
十 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
を
三
月
に
一
回
以
上
採
取
し

、
当
該
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
を
規
則
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
測
定
し
た
地
下
水

の
水
質
が
地
下
水
基
準
（
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
水
基
準

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
一
年
間
継
続
し
て
適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道

府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
一
年
に
一
回
以
上
測
定
す
れ
ば
足
り

、
埋
立
処
理
施
設
及
び
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
以
外
の
汚
染
土
壌
処

理
施
設
で
あ
っ
て
地
下
浸
透
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ

て
は
測
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。 

十
五 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
周
縁
の
地
下
水
を
三
月
に
一
回
以
上
採
取
し

、
当
該
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
を
規
則
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
測
定
し
た
地
下
水

の
水
質
が
地
下
水
基
準
（
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
水
基
準

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
一
年
間
継
続
し
て
適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道

府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
一
年
に
一
回
以
上
測
定
す
れ
ば
足
り

、
埋
立
処
理
施
設
以
外
の
汚
染
土
壌
処
理
施
設
で
あ
っ
て
地
下
浸
透
防
止

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
測
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

こ
と
。 

二
十
一 

（
略
） 

十
六 

（
略
） 

イ 

前
条
第
一
号
ヲ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
の
量
に

つ
い
て
、
排
出
口
に
お
い
て
、
温
度
が
零
度
で
あ
っ
て
、
圧
力
が
一
気

圧
の
状
態
に
換
算
し
た
排
出
ガ
ス
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
当
該

(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
許
容
限
度
を
超
え
て
排
出
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。 

イ 

前
条
第
一
号
ヌ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
の
量
に

つ
い
て
、
排
出
口
に
お
い
て
、
温
度
が
零
度
で
あ
っ
て
、
圧
力
が
一
気

圧
の
状
態
に
換
算
し
た
排
出
ガ
ス
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
当
該

(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
許
容
限
度
を
超
え
て
排
出
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。 

ロ 

排
出
口
に
お
け
る
前
条
第
一
号
ヲ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
大
気

有
害
物
質
の
量
を
三
月
に
一
回
以
上
（
一
年
間
継
続
し
て
イ
の
規
定
に

ロ 
排
出
口
に
お
け
る
前
条
第
一
号
ヌ
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
掲
げ
る
大
気

有
害
物
質
の
量
を
三
月
に
一
回
以
上
（
一
年
間
継
続
し
て
イ
の
規
定
に
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従
っ
て
大
気
有
害
物
質
を
排
出
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認

を
受
け
た
と
き
は
、
一
年
に
一
回
以
上
）
、
令
第
一
条
第
十
三
号
に
掲

げ
る
大
気
有
害
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴

っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
量
を
一
年
に
一
回
以
上
、
同
号
ヲ
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
。 

従
っ
て
大
気
有
害
物
質
を
排
出
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認

を
受
け
た
と
き
は
、
一
年
に
一
回
以
上
）
、
令
第
一
条
第
十
三
号
に
掲

げ
る
大
気
有
害
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴

っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
量
を
一
年
に
一
回
以
上
、
同
号
ヌ
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
。 

二
十
二 

（
略
） 

十
七 

（
略
） 

イ 

浄
化
等
処
理
施
設
に
お
い
て
浄
化
又
は
溶
融
が
行
わ
れ
た
汚
染
土
壌

で
あ
っ
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
浄
化
等
済
土
壌
」
と
い
う
。
）

を
搬
出
す
る
場
合 

イ 

浄
化
等
処
理
施
設
に
お
い
て
浄
化
又
は
溶
融
が
行
わ
れ
た
汚
染
土
壌

で
あ
っ
て
、
規
則
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
調
査

の
結
果
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
規
則
第
三
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
浄
化
等
済
土

壌
」
と
い
う
。
）
を
搬
出
す
る
場
合 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

二
十
三
・
二
十
四 

（
略
） 

十
八
・
十
九 

（
略
） 

二
十
五 

第
二
十
二
号
ロ
の
搬
出
を
し
た
汚
染
土
壌
処
理
業
者
は
、
当
該
搬

出
し
た
汚
染
土
壌
を
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
引
き
渡
し
た
と
き
（

当
該
引
渡
し
の
た
め
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

号
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
）
は
、
当
該
汚

染
土
壌
を
当
該
汚
染
土
壌
に
係
る
要
措
置
区
域
等
（
法
第
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
要
措
置
区
域
等
を
い
う
。
第
七
条
第
二
号
及
び
第
十
三
条
第

一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
外
へ
搬
出
し
た
者
に
対
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
当
該
搬
出
し
た
汚
染
土
壌
の
当

二
十 

第
十
七
号
ロ
の
搬
出
を
し
た
汚
染
土
壌
処
理
業
者
は
、
当
該
搬
出
し

た
汚
染
土
壌
を
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
引
き
渡
し
た
と
き
（
当
該

引
渡
し
の
た
め
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の

規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
）
は
、
当
該
汚
染
土

壌
を
当
該
汚
染
土
壌
に
係
る
要
措
置
区
域
等
（
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
要
措
置
区
域
等
を
い
う
。
第
七
条
第
二
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項

第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
外
へ
搬
出
し
た
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
当
該
搬
出
し
た
汚
染
土
壌
の
当
該
再
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該
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
へ
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
旨
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

処
理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
へ
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

二
十
六 
汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二
十
一 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
汚
染
土
壌
に
含
ま
れ
る
特

定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
汚
染
土
壌
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
状
態 

ヘ 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
を
利

用
す
る
旨 

（
新
規
） 

二
十
七
・
二
十
八 

（
略
） 

二
十
二
・
二
十
三 

（
略
） 

 
 

（
記
録
す
る
事
項
） 

（
記
録
す
る
事
項
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

当
該
汚
染
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態 

三 

当
該
汚
染
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態 

四
～
六 

（
略
） 

四
～
六 

（
略
） 

七 

排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
し
た
場
合
に
は
、
第
五
条
第
十
八
号
ロ

の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 
七 

排
出
水
を
公
共
用
水
域
に
排
出
し
た
場
合
に
は
、
第
五
条
第
十
三
号
ロ

の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
～
ニ 

（
略
） 
イ
～
ニ 

（
略
） 

八 

排
出
水
を
排
除
し
て
下
水
道
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
第
五
条
第
十
九

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

八 

排
出
水
を
排
除
し
て
下
水
道
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
第
五
条
第
十
四

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 
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イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

九 

第
五
条
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

九 

第
五
条
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

十 

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第

二
十
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

十 

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第

十
六
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

十
一 

第
五
条
第
二
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

十
一 

第
五
条
第
十
七
号
イ
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
五
条
第
二
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
調
査
を
実
施
し
た
年
月
日 

イ 

第
五
条
第
十
七
号
イ
に
規
定
す
る
調
査
を
実
施
し
た
年
月
日 

ロ
～
ヘ 

（
略
） 

ロ
～
ヘ 

（
略
） 

十
二 

第
五
条
第
二
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

十
二 

第
五
条
第
十
七
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
等
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
） 

第
八
条 

（
略
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
国
等
は
、
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並

び
に
法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
が
成
立
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
協
議
書

（
次
項
に
お
い
て
「
変
更
協
議
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

４ 

変
更
協
議
書
に
は
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項
の
変
更
が
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十

（
新
規
） 

    

（
新
規
） 
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一
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
図
面
、
第
三
十
号
に
掲

げ
る
廃
止
措
置
に
要
す
る
費
用
の
見
積
額
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
第
三
十

一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
書

類
並
び
に
図
面
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
届
出
を
要
す
る
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
変
更
等
） 

（
届
出
を
要
す
る
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
変
更
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

一 

第
二
条
第
二
項
第
五
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
書
類

に
記
載
し
た
事
項 

一 

第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項 

二 

第
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項 

二 

第
二
条
第
二
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項 

２ 

令
第
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
環

境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

第
二
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た

事
項
並
び
に
第
三
十
号
に
掲
げ
る
廃
止
措
置
に
要
す
る
費
用
の
見
積
額
を

記
載
し
た
書
類
に
記
載
し
た
事
項 

 

二 

第
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項 

 
 

 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
等
） 
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
） 

第
十
一
条 

（
略
） 
第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
、
法
第
二
十
二

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
が
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
変
更
を
伴

２ 
前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
、
法
第
二
十
二

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

変
更
が
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
変
更
を
伴
う
場
合
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う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
及
び
図
面
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。 

に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
及
び
図
面
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

３ 
令
第
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
通

知
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
が
成
立
し
た
年
月
日
を
記

載
し
た
通
知
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 

４ 

前
項
の
通
知
書
に
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
、
法
第
二
十
二

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
が
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
一

号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
図
面
、
第
三
十
号
に
掲
げ

る
廃
止
措
置
に
要
す
る
費
用
の
見
積
額
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
第
三
十
一

号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類

並
び
に
図
面
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
休
止
等
の
届
出
等
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
休
止
等
の
届
出
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
届
出
は
、
休
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し

、
又
は
再
開
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
届
出
は
、
休
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し

、
又
は
再
開
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
、
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 
一
～
九 

（
略
） 

２ 

令
第
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
通

知
は
、
休
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
再
開
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に

、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

（
新
規
） 
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項
及
び
法
第
二
十
七
条
の
五
の
協
議
が
成
立
し
た
年
月
日
を
記
載
し
た
通
知

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
許
可
の
取
消
し
等
の
場
合
の
措
置
義
務
） 

（
許
可
の
取
消
し
等
の
場
合
の
措
置
義
務
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

一 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
内
に
汚
染
土
壌
が
残
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
汚

染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
す
る
と
き
は
、
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
委
託
に
係
る
汚
染
土
壌
の
引
渡

し
と
同
時
に
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
に
対
し
第
五
条
第

二
十
三
号
の
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

一 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
内
に
汚
染
土
壌
が
残
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
汚

染
土
壌
の
処
理
を
汚
染
土
壌
処
理
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
す
る
と
き
は
、
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
委
託
に
係
る
汚
染
土
壌
の
引
渡

し
と
同
時
に
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
に
対
し
第
五
条
第

十
八
号
の
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
土
壌
に

含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
、
公
正
に
、
か

つ
、
法
第
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
に
利
用
し
た
自
然
由
来
等

土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
は
当
該
自
然
由
来
等

土
壌
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
に

よ
る
汚
染
状
態
と
同
様
の
汚
染
状
態
と
み
な
す
こ
と
。 

二 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事
業
場
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
の
土
壌
の

特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
、
公
正
に
、
か
つ
、
法
第

三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 
三 

（
略
） 

イ 

（
略
） 
イ 
（
略
） 

ロ 

当
該
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
が
地
下
水
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か

つ
、
前
号
の
調
査
の
結
果
当
該
土
地
の
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物

ロ 
当
該
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
が
地
下
水
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か

つ
、
前
号
の
調
査
の
結
果
当
該
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
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質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
場
合 

汚
染
状
態
が
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場
合 

ハ 
（
略
） 

ハ 

（
略
） 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

五 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施

設
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
と
し
て
自
然
由
来
等
土
壌
を
利
用
し
た
場
所
の
表
面
を
土
砂
で
五

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
覆
う
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有

す
る
方
法
に
よ
り
当
該
場
所
の
表
面
を
覆
う
と
と
も
に
、
当
該
自
然
由
来

等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
で
あ
っ
た
施
設
の
内
部
に
雨
水
そ
の
他
の
水
が

滞
留
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
場
所
の
表
面
を
遮
水

シ
ー
ト
で
覆
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
当
該
自
然
由
来
等
土
壌
構

造
物
利
用
施
設
で
あ
っ
た
施
設
の
内
部
に
雨
水
そ
の
他
の
水
を
滞
留
さ
せ

な
い
こ
と
。 

（
新
規
） 

六 

自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設

に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
と
し
て
自
然
由
来
等
土
壌
を
利
用
し
た
場
所
の
表
面
を
土
砂
で
五
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
覆
う
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

る
方
法
に
よ
り
当
該
場
所
の
表
面
を
覆
う
こ
と
。 

（
新
規
） 

２ 

第
五
条
第
二
十
四
号
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二
十
四
号
中
「
再
処
理
汚
染
土
壌

処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
を
行
う
汚
染
土
壌
処
理
業
者
（
次
号
に
お
い
て
「

２ 
第
五
条
第
十
九
号
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
十
九
号
中
「
再
処
理
汚
染
土
壌
処
理

施
設
に
お
い
て
処
理
を
行
う
汚
染
土
壌
処
理
業
者
（
次
号
に
お
い
て
「
再
処
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再
処
理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
の
処
理
を
委
託
さ
れ
た
汚
染
土
壌
処
理
業
者
」
と
、
「
前
号
」

と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、
「
当
該
汚
染
土
壌
を
引
き
渡
し
た
汚
染
土
壌
処

理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
理
を
委
託
し
た
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

汚
染
土
壌
処
理
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

理
汚
染
土
壌
処
理
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
の
処
理
を
委
託
さ
れ
た
汚
染
土
壌
処
理
業
者
」
と
、
「
前
号
」
と
あ

る
の
は
「
同
号
」
と
、
「
当
該
汚
染
土
壌
を
引
き
渡
し
た
汚
染
土
壌
処
理
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
理
を
委
託
し
た
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
汚
染

土
壌
処
理
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

第
一
項
第
五
号
の
措
置 
汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
三
十
日 

（
新
規
） 

六 

第
一
項
第
六
号
の
措
置 

汚
染
土
壌
の
処
理
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
三
十
日 

（
新
規
） 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
譲
渡
及
び
譲
受
の
承
認
の
申
請
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
譲
渡
及
び
譲
受
の
承
認
の
申
請
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 
 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
若
し

く
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を

行
う
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海

面
埋
立
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
当
該
免

許
若
し
く
は
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

六 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
又
は

同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う

施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
当
該
免
許
若
し

く
は
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 
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七 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

譲
受
人
の
汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額

並
び
に
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

八 

譲
受
人
の
汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額

及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

九
～
十
七 
（
略
） 

九
～
十
七 

（
略
） 

 
 

 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
承
認
の
申
請
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
承
認
の
申
請
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を

受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用

施
設
の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋

立
を
す
る
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

ハ 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を

受
け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
を

す
る
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

ニ 

（
略
） 

ニ 

（
略
） 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額
並
び
に

そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

ホ 

汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ

の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

ヘ
～
リ 

（
略
） 
ヘ
～
リ 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
相
続
の
承
認
の
申
請
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
相
続
の
承
認
の
申
請
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
六
条 

（
略
） 
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２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 
埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を
受

け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設

の
う
ち
自
然
由
来
等
土
壌
海
面
埋
立
施
設
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
が
当
該

埋
立
の
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

六 

埋
立
処
理
施
設
の
う
ち
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を
受

け
て
汚
染
土
壌
の
埋
立
て
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
が
当
該
埋

立
の
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

七 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

申
請
者
の
汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額

並
び
に
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

八 

申
請
者
の
汚
染
土
壌
処
理
業
の
開
始
及
び
継
続
に
要
す
る
資
金
の
総
額

及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

九
～
十
四 

（
略
） 

九
～
十
四 

（
略
） 

 
 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
証
の
交
付
等
） 

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
証
の
交
付
等
） 

第
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

を
し
た
と
き
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
施
設
の
変
更
の

許
可
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
四
ま
で

の
規
定
に
よ
り
承
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
許
可
証
（
次
項
か

ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

第
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

を
し
た
と
き
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
施
設
の
変
更
の

許
可
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
四
ま
で

の
規
定
に
よ
り
承
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
許
可
証
（
次
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

様
式
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

様
式
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 
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汚

染
土

壌
処

理
業

許
可
申

請
書

 
  

年
 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

都
道
府

県
知

事
 

 
 
 

 
 

 
 

殿
 

（
市

長
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所
並

び
に

法
人

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

申
請

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表
者

の
氏

名
 

 
 

土
壌

汚
染

対
策

法
第

22
条
第
１

項
の
規

定
に

よ
り
、
汚

染
土

壌
処
理

業
の

許
可

を
受

け
た
い

の
で

、
関

係
書
類

及
び
図

面
を

添
え

て
申

請
し
ま

す
。

 
申

請
者

の
事

務
所

の
所

在
地
 

 
 

      

汚
染

土
壌

処
理

施
設

に
係

る
事

業
場

の
名
称

 

 
 

汚
染
土

壌
処

理
施

設
の

設
置
の

場
所
 

 
 

汚
染
土

壌
処

理
施

設
の

種
類
 

 
 

汚
染
土

壌
処

理
施

設
の

構
造
 

 
 

汚
染
土

壌
処

理
施

設
の

処
理
能

力
 

 
 

汚
染

土
壌

処
理

施
設

に
お

い
て

処
理

す
る

汚
染

土
壌

の
特

定
有

害
物

質
に

よ
る
汚

染
状

態
 

 
 

他
に

汚
染

土
壌

処
理

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

場
合

は
当

該
許

可
を

し
た

都
道
府

県
知

事
（
政

令
で

定
め

る
市
に

あ
っ
て

は
市

長
）
及
び

許
可
番

号
（

申

請
中
の

場
合

は
申

請
年

月
日
）

 

    

都
道

県
知

事
(市

長
) 

許
可

番
号

（
申

請
年

月
日

）
 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
汚

染
土

壌
の

処
理

の
方

法
 

 
 
 

セ
メ
ン

ト
の

品
質

管
理

の
方
法

 

（
セ
メ

ン
ト

製
造

施
設

に
限
る

。
）
 

 

土
木
構

造
物

の
種

類
 

（
自
然

由
来

等
土

壌
構

造
物
利

用
 

施
設

に
限

る
。
）
 

 

保
管
設

備
の

場
所

及
び

容
量
 

 

申
請
者

 

 
（

個
人
で

あ
る

場
合

）
 

        

（
ふ
り

が
な

）
 

氏
 

 
名

 
生

年
月

日
 

住
 

 
所

 

 
 

 

（
法

人
で

あ
る

場
合

）
 

（
ふ

り
が

な
）
 

名
 

 
称

 
住
 

 
所

 

 
 

 

（
第

1
面

）
 

                                     

  
汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
書

 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
都

道
府
県
知
事

 
 

 
 
 
 
 
 
殿

 
（
市
長
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

 
 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
第

22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
汚
染
土
壌
処
理

業
の
許
可

を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書

類
及
び
図
面
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 
 申

請
者
の
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

      

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る

事
業
場

の
名
称
 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
種
類
 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
構
造
 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
処
理
能
力
 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
い

て
処
理

す
る
汚
染
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に

よ
る
汚
染
状
態
 

 
 

他
に
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許

可
を
受

け
て
い
る
場
合
は
当
該
許
可

を
し
た

都
道
府
県
知
事
（
政
令
で
定

め
る
市

に
あ
っ
て
は
市
長
）
及
び
許

可
番
号

（
申
請
中
の
場
合
は
申
請
年
月
日
）
 

    

都
道
県
知
事
(市

長
) 

許
可
番
号
（
申
請
年
月
日
）
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

汚
染
土
壌
の
処
理
の
方
法
 

 
 
 

セ
メ
ン
ト
の
品
質
管
理
の
方
法
 

（
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
限
る
。
）
 

 

保
管
設
備
の
場
所
及
び
容
量
 

 

申
請
者
 

 
（
個
人
で
あ
る
場
合
）
 

 
（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

住
 
 
所
 

 
 

 

（
法
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 
 
称
 

住
 
 
所
 

 
 
 

（
第

1
面
）
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（
第

2
面
）

 

 
法

定
代
理
人
（

申
請

者
が

法
第

22
条
第
３

項
第

２
号

ニ
に
規
定

す
る

未
成

年
者
で
あ

る
場

合
）
 

 
 

 
（
個

人
で

あ
る
場

合
）
 

 

 
 
 

(
ふ
り
が

な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日

 
住

 
 
所
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
法

人
で

あ
る
場

合
）
 

 
 

 
 

(ふ
り
が
な

）
 

名
 
 

称
 

（
ふ

り
が
な

）
 

代
表

者
の
氏

名
 

住
 
 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

役
員

（
法

定
代
理

人
が
法

人
で

あ
る
場

合
）
 

 
 

 
 

 
 
 

     

(ふ
り
が
な

）
 

氏
 
 
名

 
生
年

月
日
 

住
 

 
所
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

法
第

22
条
第

３
項

第
２
号
ホ

に
規

定
す
る
役

員
の

氏
名

及
び

住
所

（
申
請
が

法
人

で
あ

る
場

合
）
 

    

氏
名

（
ふ
り
が

な
）
 
生

年
月
日
 

住
 

 
所
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
令

第
６
条
に
規

定
す

る
使

用
人
（

申
請

者
に
当
該

使
用

人
が

あ
る
場

合
）
 

 
 

 
 

  

(
ふ
り

が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年

月
日
 

住
 

 
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
処

理
汚
染
土

壌
処

理
施

設
に

係
る

事
業
場
の

名
称

及
び

所
在

地
、

再
処
理
汚

染
土

壌
処

理
施

設
に

つ
い
て
汚

染
土

壌
処

理
業

の
許

可
を
し
た

都
道

府
県

知
事

及
び

許
可
番
号

、
再

処
理

汚
染

土
壌

処
理
施
設

の
種

類
及

び
処

理
能

力
 

 

名
 

 
称
 

所
 在

 地
 

 
 

都
道

府
県

知
事

(市
長

) 
許

可
番
号
 

 
 

種
 

 
類
 

処
理

能
力
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
備

考
 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
第

2
面
）

 

 
法
定

代
理
人
（

申
請

者
が
法
第

2
2
条
第
３

項
第
２
号
ニ
に
規

定
す
る

未
成
年
者
で
あ

る
場
合

）
 

 
 

 
（

個
人
で
あ
る

場
合
）
 

 

 
 
 

(ふ
り
が

な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

住
 
 
所
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
法
人
で
あ
る

場
合
）
 

 
 

 
 

(ふ
り
が

な
）
 

名
 

 
称
 

（
ふ

り
が

な
）
 

代
表

者
の

氏
名
 

住
 

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

役
員
（
法
定
代

理
人
が
法

人
で

あ
る
場

合
）
 

 
 

 
 

 
 
 

     

(ふ
り
が

な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

住
 

 
所
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

法
第

22
条
第
３
項

第
２
号
ホ

に
規

定
す
る
役

員
の

氏
名
及
び

住
所

（
申
請
が

法
人

で
あ
る
場

合
）
 

    

氏
名
（

ふ
り

が
な
） 

生
年
月
日
 

住
 

 
所
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
令
第

６
条
に
規

定
す

る
使
用
人

（
申
請

者
に
当
該
使
用

人
が
あ

る
場
合
）
 

 
 

 
 

  

(ふ
り
が

な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年

月
日
 

住
 
 
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
処

理
汚
染
土

壌
処

理
施
設
に

係
る

事
業
場
の

名
称

及
び
所
在

地
、

再
処
理
汚

染
土

壌
処
理
施

設
に

つ
い
て
汚

染
土

壌
処
理
業

の
許

可
を
し
た

都
道

府
県
知
事

及
び

許
可
番
号

、
再

処
理
汚
染

土
壌

処
理
施
設

の
種

類
及
び
処

理
能

力
 

 

名
 
 
称
 

所
 在

 地
 

 
 

都
道
府
県

知
事
(市

長
) 

許
可
番
号
 

 
 

種
 
 
類
 

処
理
能
力
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
備

考
 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

２
 

氏
名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）
を

記
載

し
、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
本

人
（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
）

が
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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様
式
第
三
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

様
式
第
三
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

  
汚

染
土
壌
処
理
業
に
係
る
変
更

届
出
書

 
 

年
 
 
 

月
 
 

 
日

 
 

 
  
 

都
道
府

県
知

事
 

                
 
殿

 
 
 

 
（
市

長
）

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

氏
名

又
は
名
称

及
び

住
所
並

び
に

法
人

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
届
出
者

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
印

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
あ

っ
て
は
、

そ
の

代
表
者

の
氏

名
 

   
汚
染
土

壌
処
理
業
に
係
る
以
下
の
事

項
に
つ
い
て
変
更
し
た
の
で
、
土
壌
汚
染
対
策
法

第
2
3条

第
３
項
の
規
定

に
よ
り
、
関
係
書

類
及

び
図
面
を
添
え
て
届
け

出
ま

す
。

 
 汚
染
土
壌
処
理
施

設
に

係
る
事
業
場

の
名
称

 
  

汚
染
土
壌
処
理
施

設
の

設
置
の
場
所

 
  

許
可
の
年
月
日
及

び
許

可
番
号

 
許
可
の
年
月
日

 
 

 
許
可
番
号

 
 

変
更
の
内
容

 
     

□
 
処
理
能
力
の
減
少
（
10％

未
満
の
減
少
に
限
る
。
）

 
□
 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者

の
氏
名

 
□
 
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す

る
省
令
第
２
条
第
２
項
第
５

号
、
第
2
9号

及
び
第
30
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し

た
事
項

 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
）

 
□
 
同
令
第
３
条
各
号
に
規
定

す
る
事
項

 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
）

 
 

変
更
前

 
    
   
変
更
後

 
   

変
更
の
理
由

 
 

   
変
更
の
た
め
の
工

事
の

着
工
年
月
日

 
   

 

 
備

考
 

１
 
こ
の
用
紙
の
大

き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ

４
と
す
る
こ
と
。

 
２
 

氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て

は
そ

の
代
表

者
の

氏
名
）
を

記
載
し
、
押

印
す

る
こ
と

に
代

え
て
、
本

人
（

法
人
に
あ

っ
て
は

そ
の

代
表
者

）
が

署
名
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 
３
 

汚
染
土
壌

処
理
業
に
関

す
る

省
令
第

３
条

第
７
号
か

ら
第
９
号
ま

で
に

掲
げ
る

事
項

を
変
更
す

る
場

合
に
あ
っ

て
は
、

氏
名

（
ふ
り

が
な

）
、
生
年

月
日

及
び
住

所
を

記
載
す
る

こ
と
。

 

  
汚
染
土
壌

処
理
業
に
係
る
変
更
届
出
書

 
 

年
 
 
 
月

 
 

 
日
 

 
 

  
 
都
道
府

県
知

事
 

                 
殿

 
 

 
 
（
市

長
）

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
氏
名
又
は

名
称
及

び
住

所
並

び
に
法

人
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
届

出
者
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
に
あ
っ
て

は
、
そ

の
代

表
者

の
氏
名

 
   

汚
染
土
壌
処
理

業
に
係
る
以
下
の
事
項
に
つ

い
て

変
更
し
た
の
で
、
土
壌

汚
染

対
策
法
第
2
3条

第
３
項

の
規

定
に

よ
り
、
関
係
書
類
及
び
図
面

を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

 
 汚

染
土
壌
処
理
施
設
に
係
る
事

業
場

の
名
称

 
  

汚
染
土
壌
処
理
施
設
の
設
置
の

場
所

 
  

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

 
許
可
の
年
月
日

 
 

 
許
可
番
号

 
 

変
更
の
内
容

 
     

□
 
処
理
能
力
の

減
少

（
1
0％

未
満
の
減
少
に

限
る

。
）

 
□
 
氏
名
又
は
名

称
及

び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ

て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

 
□
 
汚
染
土
壌
処

理
業

に
関
す
る
省
令
第
３
条

各
号

に
規
定
す
る
事
項

 
（
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
）

 
□
 
同
令
第
２
条

第
２

項
第

23号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載

し
た

事
項

 
（
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
）

 

 
変
更
前

 
    
   
変
更
後

 
   

変
更
の
理
由

 
 

   
変

更
の
た
め
の
工
事
の
着
工
年

月
日

 
   

 

 
備

考
 

１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す

る
こ

と
。

 
２

 
氏
名
（

法
人

に
あ
っ

て
は
そ
の
代

表
者
の

氏
名

）
を

記
載
し

、
押
印

す
る

こ
と
に

代
え

て
、
本

人
（

法
人
に

あ
っ
て

は
そ

の
代
表

者
）

が
署
名

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 
３

 
汚
染
土

壌
処

理
業
に

関
す
る
省
令

第
３
条

第
６

号
か

ら
第
８

号
ま
で

に
掲

げ
る
事

項
を

変
更
す

る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
氏

名
（
ふ

り
が

な
）
、

生
年
月

日
及

び
住

所
を
記

載
す
る
こ

と
。

 



  

31 

 
様
式
第
四
（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

様
式
第
四
（
第
十
二
条
関
係
） 

（
様
式
略
） 

（
様
式
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

  



  

1 

○
環
境
省
令
第
五
号 

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
土
壌

汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
九
条
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

ISHIDO01
テキストボックス
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2 

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

（
指
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第

三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
機
関
（
以
下
「
指
定
調
査
機
関
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
の
三
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
第
一
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
指
定
を
し
た
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
環
境
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
環
境
大
臣
等
に
提
出
し
て
い
る
同
項
各
号

の
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て

、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
指
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
機
関
（
以
下
「
指
定
調
査
機
関
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
の
三
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
第
一
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
指
定
を
し
た
環
境
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
環
境
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
環
境
大
臣
等
に
提
出
し
て
い
る
同
項
各
号

の
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て

、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

一
～
四 
（
略
） 



  

3 

五 

技
術
管
理
者
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
等
に
従
事
す
る
他
の
者
の

監
督
に
関
す
る
事
項 

六
～
十 

（
略
） 

 
 （

帳
簿
） 

第
二
十
条 

指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
を
、
土

壌
汚
染
状
況
調
査
等
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行

令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
市
に
あ

っ
て
は
、
市
長
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
た
日
か
ら

五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

           

（
新
設
） 

 

 

五
～
九 

（
略
） 

 （
帳
簿
） 

第
二
十
条 

指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
を
、
土

壌
汚
染
状
況
調
査
等
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
（
令
第
八
条
に
規
定
す
る

市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
た

日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

           



  

4 

様
式
第
一
（
第
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

様
式
第
一
（
第
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

指
 

定
 

申
 

請
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

環
 

境
 

大
 

臣
  

殿
 

都
道

府
県

知
事

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 

 
 
土

壌
汚

染
対

策
法

第
３

条
第

１
項

の
指

定
を

受
け

た
い

の
で

、
同

法
第

2
9
条

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

等
を

行
お

う
と

す
る

事
業

所
の

所
在

地
 

    
 

             

名
 

 
称

 
（

郵
便

番
号

）
 

 
所

 
在

 
地

 
（

電
話

番
号

）
 

土
壌

汚
染

状
況
調
査

 

等
を

行
お

う
と

す
る

 
都
道

府
県

の
区
域

 

            
計

 
 

 
箇

所
 

         

            

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

環
境

大
臣

に
対

し
て

申
請

す
る

場
合

に
は

、
欄

外
右

上
部

に
所

定
の

手
数

料
に

相
当

す
る

額
の

収
入

印
紙

を
貼

付
す

る
こ

と
（

消
印

し
て

は
な

ら
な

い
）

。
 

申
請

者
 

印
 

指
 

定
 

申
 

請
 

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

環
 

境
 

大
 

臣
  

殿
 

都
道

府
県

知
事

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 

 
 
土

壌
汚

染
対

策
法

第
３

条
第

１
項

の
指

定
を

受
け

た
い

の
で

、
同

法
第

2
9
条

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

等
を

行
お

う
と

す
る

事
務

所
の

所
在

地
 

    
 

             

名
 

 
称

 
（

郵
便

番
号

）
 

 
所

 
在

 
地

 
（

電
話

番
号

）
 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

 

等
を

行
お

う
と

す
る

 
都
道

府
県

の
区
域

 

            
計

 
 

 
箇

所
 

         

            

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

２
 
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

環
境

大
臣

に
対

し
て

申
請

す
る

場
合

に
は

、
欄

外
右

上
部

に
所

定
の

手
数

料
に

相
当

す
る

額
の

収
入

印
紙

を
貼

付
す

る
こ

と
（

消
印

し
て

は
な

ら
な

い
）

。
 

申
請

者
 

印
 



  

5 

様
式
第
二
（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

 

 

 

様
式
第
二
（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

 

 

 

指
定

の
更

新
申

請
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指
定

番
号

 
 

※
指

定
年

月
日

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

環
 

境
 

大
 

臣
  

殿
 

都
道

府
県

知
事

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 

 
 
土

壌
汚

染
対

策
法

第
3
2
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

2
9
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お

り
申

請
し

ま
す

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

等
を

行
お

う
と

す
る

事
業

所
の

所
在

地
 

   
 

           

名
 

 
称

 
（

郵
便

番
号

）
 
 
 
所

 
在

 
地

 
 
（

電
話

番
号

）
 
土

壌
汚

染
状

況
調

査

等
を

行
お

う
と

す
る

都
道

府
県

の
区

域
 

       

計
 

 
 

箇
所

 

    

        

備
考

 
 

備
考

 
１

 
※

印
の

欄
は

、
既

に
指

定
の

更
新

を
受

け
て

い
る

場
合

は
、

直
近

の
更

新
年

月
日

を

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

既
に

提
出

し
て

い
る

書
類

に
変

更
が

な
い

場
合

は
、

備
考

の
欄

に
そ

の
旨

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

４
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 

環
境

大
臣

に
対

し
て

申
請

す
る

場
合

に
は

、
欄

外
右

上
部

に
所

定
の

手
数

料
に

相
当

す
る

額
の

収
入

印
紙

を
貼

付
す

る
こ

と
（

消
印

し
て

は
な

ら
な

い
）

。
 

申
請

者
 

印
 

指
定

の
更

新
申

請
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指
定

番
号

 
 

※
指

定
年

月
日

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

環
 

境
 

大
 

臣
  

殿
 

都
道

府
県

知
事

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 

 
 
土

壌
汚

染
対

策
法

第
3
2
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

2
9
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お

り
申

請
し

ま
す

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

 

土
壌

汚
染

状
況

調
査

等
を

行
お

う
と

す
る

事
務

所
の

所
在

地
 

   
 

           

名
 

 
称

 
（

郵
便

番
号

）
 
 
 
所

 
在

 
地

 
 
（

電
話

番
号

）
 
土

壌
汚

染
状

況
調

査

等
を

行
お

う
と

す
る

都
道

府
県

の
区

域
 

       

計
 

 
 

箇
所

 

    

        

備
考

 
 

備
考

 
１

 
※

印
の

欄
は

、
既

に
指

定
の

更
新

を
受

け
て

い
る

場
合

は
、

直
近

の
更

新
年

月
日

を

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

既
に

提
出

し
て

い
る

書
類

に
変

更
が

な
い

場
合

は
、

備
考

の
欄

に
そ

の
旨

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

４
 

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
を

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
本

人
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

）
が

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 

環
境

大
臣

に
対

し
て

申
請

す
る

場
合

に
は

、
欄

外
右

上
部

に
所

定
の

手
数

料
に

相
当

す
る

額
の

収
入

印
紙

を
貼

付
す

る
こ

と
（

消
印

し
て

は
な

ら
な

い
）

。
 

申
請

者
 

印
 



  

6 

様
式
第
十
二
（
第
二
十
六
条
関
係
） 

 

様
式
第
十
二
（
第
二
十
六
条
関
係
） 

 

 

（
表

面
）

 
 

 

  

 

 

     
    

    
    

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

    
    

 
 

番
 
 
 
 
 
 号

 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
第
54条

第
７
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
 

              

     

  
 
 
 
 
 
写

 

   
 
 
 
 
 
真

 

 

  
 
 
 
 
 
 
職

名
及

び
氏

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

発
行

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

限
り

有
効

 

 

 

    
    

    
    

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  環

 
境

 
大

 
臣

 

    
    

    
    

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  地

方
環
境
事
務
所
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都

道
府
県
知
事
 
 
 
 

    
    

    
    

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

    
    

    
     

   印
 

 

 

（
裏

面
）

 
 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
抜
す
い
 

  （
報
告
及
び
検
査
）
 

第
54条

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定

に
係
る
指
定
調
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め

、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の

業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
事
務

所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

７
 
第
１
項
又
は
第
３
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
第
１
項
又
は
第
３
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら

 
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
67条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
30万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

  一
～
三
 
（
略
）
 

  四
 
第
54条

第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く

 
 
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

 
 
た
者
 

 

12
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

８センチメートル 

 

（
表

面
）

 
 

 

  

 

 

  
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 
   

 
  
 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
 
 

 
番

 
 
 
 
 
 号

 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
第
54条

第
７
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
 

              

     

  
 
 
 
 
 
写

 

   
 
 
 
 
 
真

 

 

  
 
 
 
 
 
 
職

名
及

び
氏

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

発
行

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

限
り

有
効

 

 

 

 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 
   

 
  
 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 環

 
境

 
大

 
臣
 

 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 
   

 
  
 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 地

方
環
境
事
務
所
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都

道
府
県
知
事
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
 
   

 
  
 
  
  
  
 
 
   

 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
 
 
   

 
  
  

  
 印

 
 

 

（
裏

面
）

 
 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
抜
す
い
 

 
 （

報
告
及
び
検
査
）
 

第
54条

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定

に
係
る
指
定
調
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め

、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の

業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
事
務

所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

７
 
第
１
項
又
は
第
３
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
第
１
項
又
は
第
３
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら

 
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
67条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
30万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 
 一

・
二
 
（
略
）
 

 
 三

 
第
54条

第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く

 
 
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

 
 
た
者
 

 

12
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

８センチメートル 



  

7 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
土
壌
汚
染
対
策
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
が
同
法
第

三
十
七
条
第
一
項
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
壌
汚
染
対
策
法

に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
支
援
法
人
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



 

－ 1 － 

○
環
境
省
告
示
第
五
号 

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
環
境
省
令
第 

 

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
土
壌
汚
染
対
策
法
施

行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
大
臣
が
定
め
る

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
が
要
措
置
区
域
内
の
帯
水
層
に
接
す
る
場
合
に
お
け
る
土
地

の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

な
お
、
平
成
二
十
三
年
環
境
省
告
示
第
五
十
三
号
（
要
措
置
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
禁
止
の
例
外

と
な
る
行
為
の
施
行
方
法
の
基
準
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
二

項
第
一
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
が
要
措
置
区
域
内
の
帯
水

層
に
接
す
る
場
合
に
お
け
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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－ 2 － 

一 

土
地
（
次
号
に
定
め
る
土
地
を
除
く
。
）
の
形
質
の
変
更
の
方
法
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
方
法
と
す
る
こ
と
。 

イ 

土
地
の
形
質
の
変
更
に
着
手
す
る
前
に
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
側
面
を
囲
み
、
基
準
不
適
合
土

壌
の
下
に
あ
る
準
不
透
水
層
（
厚
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
透
水
係
数
が
毎
秒
一
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
地
層
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
地
層
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
も
の
の
深
さ
ま
で
、
鋼
矢
板
そ
の
他
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
構
造
物
を
設
置
す
る
こ

と
。 

ロ 

土
地
の
形
質
の
変
更
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
イ
の
構
造
物
に
よ
り
囲
ま
れ
た
範
囲
の
土
地
の
地
下
水
位
が
当

該
構
造
物
を
設
置
す
る
前
の
地
下
水
位
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ハ 

最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
準
不
透
水
層
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
帯
水
層
ま
で
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
場
合
に

は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
準
不
透
水
層
よ
り
浅
い
位
置
に
あ
る
帯
水
層
内
の
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特

定
有
害
物
質
が
当
該
準
不
透
水
層
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
帯
水
層
に
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必



 

－ 3 － 

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

⑵ 
最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
準
不
透
水
層
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
帯
水
層
ま
で
の
土
地
の
形
質
の
変
更
が
終
了

し
た
時
点
で
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
が
行
わ
れ
た
準
不
透
水
層
が
本
来
の
遮
水
の
効
力
を
回
復
す
る
こ

と
。 

二 

要
措
置
区
域
（
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合

せ
ず
、
か
つ
、
第
二
溶
出
量
基
準
に
適
合
す
る
土
地
の
区
域
又
は
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
第
二
種
特
定
有
害
物
質

若
し
く
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
土
地
の
区
域
に
限
る
。
）

内
の
土
地
の
形
質
の
変
更
の
方
法
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
こ
と
。 

イ 

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
法 

ロ 

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
法 

⑴ 

次
の

（イ）
か
ら

（ニ）
ま
で
の
措
置
に
よ
り
地
下
水
位
を
管
理
す
る
こ
と
。 

（イ） 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水

汚
染
の
拡
大
を
的
確
に
防
止
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
揚
水
施
設
を
設
置
し
、
地
下
水
を
揚
水
す
る
こ
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と
。 

（ロ） 

（イ）
に
よ
り
揚
水
し
た
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
除
去
し
、
当
該
地
下
水
の
水
質
を
排
出
水

基
準
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
リ

⑴
に
規
定
す
る
排
出
水
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
て
公
共
用
水
域
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
）
に
排
出
す
る
か
、
又
は
当

該
地
下
水
の
水
質
を
排
除
基
準
（
同
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ヌ
⑴
に
規
定
す
る
排
除
基
準
を
い
う
。
）
に

適
合
さ
せ
て
下
水
道
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共

下
水
道
及
び
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
で
あ
っ
て
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を

設
置
し
て
い
る
も
の
（
そ
の
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
に
排
除
す
る

こ
と
。 

（ハ） 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水

汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
周
縁
の
土
地
に
観
測

井
を
設
け
、
定
期
的
に
地
下
水
位
を
観
測
し
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
周
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縁
の
土
地
の
地
下
水
位
を
確
認
す
る
こ
と
。 

（ニ） 

（ハ）
の
観
測
の
結
果
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
地
下
水
位
が
当
該
周
縁
の
土
地
の
地

下
水
位
を
超
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
土
壌
の
特

定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

⑵ 

次
の

（イ）
及
び

（ロ）
の
措
置
に
よ
り
地
下
水
の
水
質
を
監
視
す
る
こ
と
。 

（イ） 

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水

汚
染
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
周
縁
の
土
地
に
観
測

井
を
設
け
、
一
月
に
一
回
以
上
定
期
的
に
地
下
水
を
採
取
し
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
が
終
了
す
る
ま
で

の
間
、
当
該
地
下
水
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
規
則
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
こ
と
。 

（ロ） 

（イ）
の
測
定
の
結
果
、
地
下
水
汚
染
が
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
区
域
外
に
拡
大
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
範
囲
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ

る
汚
染
に
起
因
す
る
地
下
水
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 
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⑶ 

最
も
浅
い
位
置
に
あ
る
準
不
透
水
層
よ
り
深
い
位
置
に
あ
る
帯
水
層
ま
で
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
場

合
に
は
、
前
号
イ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
法
と
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
位
置
封
じ
込
め
、
遮
水
工
封
じ
込
め
、
地
下
水
汚

染
の
拡
大
の
防
止
又
は
遮
断
工
封
じ
込
め
の
実
施
措
置
（
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第

七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施
措
置
を
い
う
。
）
が
既
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
形

質
の
変
更
が
終
了
し
た
時
点
で
当
該
措
置
の
た
め
の
構
造
物
等
を
原
状
に
回
復
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
不
適
合
土
壌
又
は
特
定
有
害
物
質

の
飛
散
、
揮
散
又
は
流
出
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 



 

－ 1 － 

○
環
境
省
告
示
第
六
号 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
環
境
省
令
第 

 

号
）
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
壌
の
特
定
有
害

物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
の
調
査
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
二

項
第
三
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
壌
の
特

定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
の
調
査
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
に
係
る
土
地
（
以
下
「
調
査
対
象
地
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
土
地
の

地
質
、
そ
の
利
用
の
状
況
、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
の
状
況
、
土
壌
又
は
地
下
水
の
特
定
有
害
物

質
に
よ
る
汚
染
の
概
況
そ
の
他
の
調
査
対
象
地
に
お
け
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
を
推
定
す

ISHIDO01
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る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
。 

二 
前
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
調
査
対
象
地
を
特
定
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
し
、
当
該
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
土
壌
に
つ
い
て

、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

イ 

調
査
対
象
地
が
規
則
第
三
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
す
る
土
地
そ
の
他
基
準
不
適
合
土
壌

が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
量
ご
と
の
土
壌 

ロ 

調
査
対
象
地
が
規
則
第
三
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
分
類
す
る
土
地
そ
の
他
特
定
有
害
物
質
の

製
造
、
使
用
若
し
く
は
処
理
若
し
く
は
貯
蔵
若
し
く
は
保
管
に
係
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
、
特
定

有
害
物
質
の
埋
設
、
飛
散
、
流
出
若
し
く
は
地
下
へ
の
浸
透
を
さ
れ
て
い
な
い
土
地
（
イ
に
掲
げ
る
土
地
を
除

く
。
）
又
は
調
査
対
象
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
自
然
に
由
来
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は

い
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地 

九
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
量
ご
と
の
土
壌 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地 

百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
量
ご
と
の
土
壌 

三 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
土
壌
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
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と
。 

イ 
浄
化
等
済
土
壌
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
二
十
二

号
イ
に
規
定
す
る
浄
化
等
済
土
壌
を
い
う
。
） 

ロ 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認

定
を
受
け
た
土
壌 

ハ 

規
則
別
表
第
八
の
五
の
項
に
規
定
す
る
目
標
土
壌
溶
出
量
を
超
え
る
汚
染
状
態
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合

し
な
い
汚
染
状
態
に
あ
る
土
壌
を
要
措
置
区
域
内
に
設
置
し
た
施
設
に
お
い
て
浄
化
し
た
も
の
で
埋
め
戻
す
場
合

に
お
け
る
当
該
埋
め
戻
す
土
壌
に
つ
い
て
、
当
該
要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
第
一
種

特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
一
点
の
土
壌
を
採
取
し
た
も
の
又
は

当
該
要
措
置
区
域
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
が
第
二
種
特
定
有
害
物
質
若
し
く
は
第
三
種
特
定
有
害

物
質
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
五
点
の
土
壌
を
採
取
し
、
当
該
五
点
の
土
壌
を

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
規
則
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
土
壌
溶
出
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量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

四 
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
土
壌
の
中
心
部
分
（
当
該
土
壌
に
お
い
て
基
準
不
適
合
土

壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
）
の
土
壌
を
採
取
す
る

こ
と
。 

五 

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
の
量
を
、
規
則
第
六
条
第
三
項

第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測

定
す
る
こ
と
。 

六 

前
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
要
措
置
区
域
外
か
ら
搬
入
さ
れ
た
土
壌
が
他
の
要
措
置
区
域
か
ら
搬
出
さ

れ
た
土
壌
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
は
当
該
他
の
要
措
置
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に

よ
る
汚
染
状
態
と
同
じ
汚
染
状
態
に
あ
る
土
地
の
土
壌
と
み
な
す
こ
と
。 
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○
環
境
省
告
示
第
七
号 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
環
境
省
令
第 

 

号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
四
条
第
一
号
ト
の
規
定
に
基
づ

き
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る

特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
四
条
第
一
号
ト
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
に
係
る
事
業
場
か
ら
の
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液

体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る
新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
が
帯
水
層
に

接
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 
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取り消し線

ISHIDO01
テキストボックス
参考資料10-8



 

－ 2 － 

イ 

当
該
施
設
に
利
用
す
る
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
が
水
に
溶
出
し
な
い
よ
う
に
当
該
自
然

由
来
等
土
壌
の
性
状
を
変
更
す
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
施
設
に
利
用
す
る
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
る

新
た
な
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
と
し
て
当
該
施
設
に
遮
水
工
を
設
置
す
る
こ
と
。 

二 

自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
に
利
用
す
る
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
が

専
ら
自
然
に
由
来
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

イ 

当
該
施
設
が
帯
水
層
に
接
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
施
設
の
底
面
か
ら
帯
水
層
ま
で
の
距
離
及
び
当
該
施
設
を
設
置
す
る
土
地
の
土
壌
に
係
る
分
配
係
数
そ
の

他
の
情
報
を
勘
案
し
て
、
当
該
自
然
由
来
等
土
壌
を
利
用
し
た
日
か
ら
相
当
期
間
を
経
過
し
た
後
当
該
自
然
由
来

等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
が
帯
水
層
に
到
達
し
な
い
距
離
を
保
つ
位
置
に
当
該
施
設
を
設

け
る
こ
と
。 

三 

自
然
由
来
等
土
壌
構
造
物
利
用
施
設
に
利
用
す
る
自
然
由
来
等
土
壌
に
含
ま
れ
る
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
が
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専
ら
自
然
に
由
来
す
る
場
合
（
当
該
特
定
有
害
物
質
が
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十

六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
で
あ
っ
て
、

当
該
自
然
由
来
等
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平

成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
量
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
七
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
り
、
か
つ

、
当
該
施
設
を
設
置
す
る
土
地
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
五
・
〇
以
上
で
あ
る
と
き

又
は
当
該
特
定
有
害
物
質
が
令
第
一
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
で
あ
っ
て
、
当
該
自
然
由
来
等

土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定
有
害
物
質
の
量
が
検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満

で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

イ 

当
該
施
設
が
帯
水
層
に
接
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

ロ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
施
設
の
底
面
か
ら
帯
水
層
ま
で
の
距
離
を
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
保
つ
位
置
に
当
該
施
設
を
設
け
る



 

－ 4 － 

こ
と
。 
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○
環
境
省
告
示
第
八
号 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
環
境
省
令
第 

 

号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
二
十
二
号
イ
の
規
定
に

基
づ
き
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
浄
化
等
処
理
施
設
に
お
い
て
浄
化
又
は
溶
融
が
行
わ
れ
た
汚
染
土
壌
の
特
定
有
害
物
質

に
よ
る
汚
染
状
態
の
調
査
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

 
 

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
二
十
二
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定

め
る
浄
化
等
処
理
施
設
に
お
い
て
浄
化
又
は
溶
融
が
行
わ
れ
た
汚
染
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
の
調
査

方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

浄
化
等
処
理
施
設
に
お
い
て
浄
化
又
は
溶
融
が
行
わ
れ
た
汚
染
土
壌
（
以
下
「
処
理
後
土
壌
」
と
い
う
。
）
に
係

る
要
措
置
区
域
等
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
状
況
、
特
定
有
害
物
質
の
製
造
、
使
用
又
は
処
理
の
状
況
、
土
壌
又
は

地
下
水
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
概
況
そ
の
他
の
当
該
処
理
後
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
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れ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
。 

二 
処
理
後
土
壌
を
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。 

三 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
前
号
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の

土
壌
（
以
下
「
ロ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
試
料
採
取
等
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

イ 

要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

す
べ
て
の
ロ
ッ
ト 

ロ 

要
措
置
区
域
等
の
指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
（
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
把
握
し
た
情
報
に
よ
り
、
当
該
要
措
置
区
域
等
に
お
い
て
土
壌
の
第
三
種
特
定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法

施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
一
条
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
除

く
。
）
に
よ
る
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
第
三
種
特
定
有
害
物
質
を
除
く
。
）
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
す
べ
て
の
ロ
ッ
ト
を
九
以
下
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
分
け
、
当
該
分
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
九
以
下
の
ロ
ッ

ト
に
つ
い
て
、
当
該
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
ロ
ッ
ト 

⑴ 

第
一
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 
当
該
九
以
下
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
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の
ロ
ッ
ト 

⑵ 
第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
試
料
採
取
等
を
行
う
場
合 

当
該
九
以
下
の

ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
次
の

（イ）
又
は
（ロ）
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該

（イ）
又
は
（ロ）
に
定
め
る
ロ
ッ
ト 

（イ） 

ロ
ッ
ト
が
六
以
上
で
あ
る
場
合 

当
該
九
以
下
の
ロ
ッ
ト
の
う
ち
い
ず
れ
か
五
の
ロ
ッ
ト 

（ロ） 

ロ
ッ
ト
が
五
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
九
以
下
の
ロ
ッ
ト
の
す
べ
て
の
ロ
ッ
ト 

四 

前
号
の
規
定
に
よ
り
試
料
採
取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
ロ
ッ
ト
の
中
心
部
分
に
お
い
て
、
第
一
種
特
定
有
害
物
質
に

係
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
任
意
の
一
点
の
土
壌
を
、
及
び
第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有

害
物
質
に
係
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
任
意
の
五
点
の
土
壌
を
採
取
す
る
こ
と
。 

五 

第
二
種
特
定
有
害
物
質
又
は
第
三
種
特
定
有
害
物
質
に
係
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ

り
採
取
さ
れ
た
五
点
の
土
壌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 

六 

第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
、
九
以
下
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
二
以
上
の
ロ
ッ
ト
が
試
料
採

取
等
の
対
象
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
ロ
ッ
ト
に
係
る
前
号
の
規
定
に
よ
り
混
合
さ
れ
た
土
壌

を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。 
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七 

前
三
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
又
は
混
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
壌
に
水
を
加
え
た
検
液
に
溶
出
す
る
特
定

有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て
は
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
三
項

第
四
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
及
び
当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
第
二
種
特
定
有
害
物
質
の
量
に
あ
っ
て

は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
。 



  

1 

○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
三
月
環
境
省
告
示
第
十
六
号
（
土
壌
ガ
ス
調
査
に
係
る
採
取
及
び
測
定
の
方
法
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年 

 
月 

 
 

日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 
改 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
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2 

第
１
 
（

略
）
 

第
２
 
測

定
方
法
 

１
．
分
析
方
法
 

分
析

方
法

は
、

光
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ

法
（

G
C
-
P
I
D
）

、
水

素
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
法

（
G
C
-
F
I
D
）

、
電

子
捕

獲
型

検
出

器
を

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ

フ
法

（
G
C
-
E
C
D
）

、
電

気
伝

導
度

検
出

器
を

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ

フ
法

（
G
C
-
EL
CD

）
、

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
質

量
分

析
法

（
G
C
-M
S
）

の

い
ず

れ
か

と
す

る
。

分
析

方
法

ご
と

の
分

析
が

可
能

な
特

定
有

害
物

質
は

、
別

表
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

分
析

に
当

た
っ

て
は

、
土

壌
ガ

ス
に

含
ま

れ
る

試
料

採
取

等
対

象
物

質

の
濃
度
の
定

量
が
可
能

で
あ
り

、
か
つ
、

定
量
下
限

値
が

0
.
1
v
o
lp
pm

以

下
（

ベ
ン

ゼ
ン

に
あ

っ
て

は
0
.0
5
v
ol
p
pm

以
下

）
で

あ
る

方
法

を
用

い

る
。

分
析
装
置
は
、
こ

の
定
量
下
限

値
付
近
の
変
動

係
数
が

1
0
～

20
％
で

あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る
。
 

な
お

、
分

析
は

精
度

が
確

保
で

き
る

環
境

で
あ

れ
ば

、
室

内
、

車
内

又

は
野

外
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
．
試
薬
 

（
1
）
混
合
標
準
液
の
原
液
 

す
べ

て
の

試
料

採
取

等
対

象
物

質
を

１
m
g
/
m
l
含

む
混

合
標

準
液

の

原
液

（
注

７
）

。
ア

ン
プ

ル
は

冷
暗

所
で

保
管

す
る

。
こ

れ
に

代
え

て
、
計
量
法
（
平
成
４
年
法
律
第

51
号
）
第

1
3
6
条
若
し
く
は
同
法

第
１
 
（
略
）
 

第
２
 
測
定
方
法
 

１
．
分
析
方
法
 

分
析

方
法

は
、

光
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ

法
（

G
C
-
P
I
D
）

、
水

素
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
法

（
G
C
-
F
I
D
）

、
電

子
捕

獲
型

検
出

器
を

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ

フ
法

（
G
C
-
E
C
D
）

、
電

気
伝

導
度

検
出

器
を

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ

フ
法

（
G
C
-E
L
CD

）
、

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
質

量
分

析
法

（
G
C
-M
S
）

の

い
ず

れ
か

と
す

る
。

各
分

析
方

法
ご

と
の

分
析

が
可

能
な

特
定

有
害

物
質

は
、
別
表
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

分
析

に
当

た
っ

て
は

、
土

壌
ガ

ス
に

含
ま

れ
る

試
料

採
取

等
対

象
物

質

の
濃
度
の
定

量
が

可
能
で

あ
り
、

か
つ
、
定

量
下
限
値

が
0
.
1
v
o
lp
p
m
以

下
（

ベ
ン

ゼ
ン

に
あ

っ
て

は
0
.0
5
v
ol
p
pm

以
下

）
で

あ
る

方
法

を
用

い

る
。
分

析
装
置
は

、
こ
の

定
量
下
限

値
付
近
の
変
動
係

数
が

1
0
～

20
％

で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る
。
 

な
お

、
分

析
は

精
度

が
確

保
で

き
る

環
境

で
あ

れ
ば

、
室

内
、

車
内

又

は
野
外
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
．
試
薬
 

（
1
）
混
合
標
準
液

の
原
液
 

す
べ

て
の

試
料

採
取

等
対

象
物

質
を

１
m
g
/
ml

含
む

混
合
標

準
液

の

原
液

（
た

だ
し

、
試

料
採

取
等

対
象

物
質
に

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
を

含
む

場
合

に
は

、
当

分
の

間
、

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ
ン

以
外

の
す

べ
て

の
試

料
採
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第
1
4
4
条
の
規
定
に
基
づ
く
証
明

書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
証
明
書

が
添

付
さ

れ
た

混
合

標
準

ガ
ス

（
た

だ
し
、

当
該

混
合

標
準

ガ
ス

が
市

販
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

は
、

当
分

の
間
、

製
造

事
業

者
が

濃
度

を
保

証
す

る
ガ

ス
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 

（
2
）
混
合
標
準
液
 

混
合

標
準

液
の

原
液

１
m
l

を
容

量
2
0
m
l

の
全

量
フ

ラ
ス

コ
に

と

り
、

メ
タ

ノ
ー

ル
を

標
線

ま
で

加
え

て
2
0m
l

と
し

、
す
べ

て
の

試
料

採
取

等
対

象
物

質
を

5
0
μ

g
/m
l

含
む

混
合

標
準

液
と

し
た
も

の
（

注

７
）
。
調
製
は
使
用
時
に
行
う
こ

と
と
す
る
。
 

     

（
3
）
～
（
5）

 
（
略
）
 

（
注
７
）
２
以
上
の
標
準
液
の
原
液
を
用
い
て
、
す
べ
て
の
試
料
採
取
等

対
象
物
質
を

5
0μ

g
/
ml

含
む
混
合
標
準
液
を
調
製
し
て
も
よ

い
。
 

３
．
器
具
及
び
分
析
装
置
 

（
1
）
器
具
 

取
等

対
象

物
質

を
１

m
g
/
ml

含
む

混
合

標
準

液
の
原

液
及
び

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
を

１
m
g
/
m
l

又
は

２
mg
/
m
l

含
む

標
準

液
の

原
液

と
す

る
こ

と

が
で

き
る

。
）

。
ア

ン
プ

ル
は

冷
暗

所
で

保
管

す
る

。
こ

れ
に

代
え

て
、

国
又

は
公

的
検

査
機

関
が

濃
度

を
保
証

す
る

ガ
ス

二
次

標
準

を
使

用
し

て
濃

度
を

確
認

し
た

混
合

標
準

ガ
ス

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
2
）
混
合
標
準
液
 

混
合

標
準

液
の
原

液
１

m
l
（
た

だ
し

、
試

料
採

取
等

対
象
物

質
に

ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

を
含

む
場

合
に

は
、

当
分
の

間
、

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
以

外
の

す
べ

て
の

試
料
採

取
等
対

象
物

質
を

１
mg
/
m
l

含
む
混

合
標

準
液

の
原
液
１
ml

及
び
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
１
m
g
/
ml

含
む
標
準
液
の
原
液

１
m
l
（

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
を
２

m
g
/
m
l
含

む
標

準
液

の
原
液

を
使

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
0.
5
ml

）
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

を
容

量

2
0
m
l

の
全

量
フ

ラ
ス

コ
に

と
り

、
メ

タ
ノ

ー
ル

を
標

線
ま

で
加

え
て

2
0
m
l
と
し
、
す
べ
て
の
試
料
採
取
等
対
象
物
質
を

50
μ
g/m

l
含
む
混

合
標
準
液
と
し
た
も
の
。
調
製
は
使
用
時
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

（
3
）
～
（
5）

 
（
略
）
 

（
新
規
）
 

 

 

３
．
器
具
及
び
分
析

装
置
 

（
1
）
器
具
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ア
．
検
量
線
用
ガ
ス
瓶
 

内
容

量
１

ｌ
の

ガ
ラ

ス
製

の
瓶

で
あ

っ
て

、
絶

対
圧

力
１

k
Pa

（
7
.
5m
m
Hg
）
以
下

を
１
時

間
以

上
保
持

で
き
る

も
の
。

規
格

K
00
5
0

の
9
.
3
.2

（
全

量
フ

ラ
ス

コ
の

校
正

方
法

）
に

準
じ

て
内

容
量

の
測

定
が
さ
れ
た
も
の
を

用
い
る
（
注
８
）
。
 

イ
．
検
量
線
用
捕
集
濃
縮
管
 

第
１
の
２

．
(
4
)ウ

の
捕
集
濃
縮

管
と
同
様
の
も
の
。
 

ウ
．
ガ
ス
タ
イ
ト
シ
リ
ン
ジ
（
注
９
）
 

0
.
1
～

1
0
ml

を
採

取
で

き
る

も
の

。
精

度
の

確
認

が
さ

れ
た

も
の

を
用
い
る
。
 

エ
．
マ
イ
ク
ロ
シ
リ
ン
ジ
（
注
９
）
 

１
～

2
00
μ

l
を
採

取
で
き
る
も
の

。
精
度
の

確
認
が
さ

れ
た
も

の

を
用
い
る
。
 

（
2
）
分
析
装
置
 

次
の
分
析
装
置
の
い
ず
れ
か
を

用
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

ア
．
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
 

光
イ

オ
ン
化
検

出
器
（

注
10
）
を

用
い
る
ガ

ス
ク
ロ
マ

ト
グ
ラ

フ

、
水

素
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
、

電
子

捕
獲

型
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
、

電
気

伝
導

度
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
又

は
こ

れ
ら

の
検

出
器

を
２

種
類

以
上

組
み

合
わ

せ
て

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ
フ

と
す

る
。

ま
た

、
試

料
を

吸
着

管
に

吸
着

さ
せ

た
の

ち
、

吸
着

管
を

加
熱

ア
．
検
量
線
用
ガ
ス
瓶
 

内
容

量
１

ｌ
の

ガ
ラ

ス
製

の
瓶

で
あ

っ
て

、
絶

対
圧

力
１

k
P
a

（
7
.
5m
m
Hg
）
以
下

を
１
時

間
以

上
保
持

で
き
る

も
の
。

規
格

K
00
5
0

の
9
.
3
.2

（
全

量
フ

ラ
ス

コ
の

校
正

方
法

）
に

準
じ

て
内

容
量

の
測

定
が
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る
。
 

イ
．
検
量
線
用
捕
集
濃
縮
管
 

第
１
の
２
(
4)
ウ
の
捕
集
濃
縮
管
と
同
様
の
も
の
。
 

ウ
．
ガ
ス
タ
イ
ト
シ
リ
ン
ジ
（
注
７
）
 

0
.
1
～

1
0
ml

を
採

取
で

き
る

も
の

。
精

度
の

確
認

が
さ

れ
た

も
の

を
用
い
る
。
 

エ
．
マ
イ
ク
ロ
シ
リ
ン
ジ
（
注
７
）
 

１
～

2
00
μ

l
を
採

取
で
き
る
も
の

。
精
度
の

確
認
が
さ
れ
た
も

の

を
用
い
る
。
 

（
2
）
分
析
装
置
 

次
の
分
析
装
置
の
い
ず
れ
か
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

ア
．
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
 

光
イ

オ
ン

化
検

出
器

（
注

８
）

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ

、
水

素
イ

オ
ン

化
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
、

電
子

捕
獲

型
検

出
器

を
用

い
る

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
又

は
電

気
伝

導
度

検
出

器
を

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ
フ

と
す

る
。

２
種

類
以

上
の

検
出

器
を

組
み

合
わ

せ
て

用
い

る
ガ

ス
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ
フ

と
す

る
こ

と
も
で
き
る
。
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し
て

試
料

採
取

等
対

象
物

質
を

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
に

導
入

す
る

装
置

（
以

下
「

加
熱

脱
着

装
置

」
と

い
う

。
）

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

イ
 
（
略
）
 

（
注

８
）

混
合

標
準

ガ
ス

を
使

用
す

る
場

合
は

第
１

の
３

．
(
3)

イ
の

方

法
に

よ
り

準
備

し
た

捕
集

バ
ッ

グ
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
 

（
注
９
）
ガ
ス
タ
イ
ト
シ
リ
ン
ジ
及
び
マ
イ
ク
ロ
シ
リ
ン
ジ
は
、
空
試
験

用
、
低
濃
度
測
定
用
、
高
濃
度
測
定
用
の
３
本
（
同
一
ロ
ッ
ト

の
も
の
）
を
用
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
注

1
0）

光
イ
オ
ン
化
検
出
器
の

U
V
ラ
ン
プ
は
、
試
料
採
取
等
対
象
物

質
を
検
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

例
：

1
0.
2
e
V、

1
1.
7
e
V 

４
．
操
作
 

（
1
）
直
接
捕
集
法
の
場
合
 

減
圧

捕
集

瓶
法

、
減

圧
捕

集
瓶

を
用

い
た

食
塩
水

置
換

法
又

は
捕

集

バ
ッ

ク
法

（
以

下
「

直
接

捕
集

法
」

と
い
う

。
）

に
よ

り
土

壌
ガ

ス
を

採
取

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
一

定
量

を
正
確

に
分

取
し

て
分

析
装

置
に

導
入
し
、
分
析
結
果
を
記
録
す
る

。
 

土
壌

ガ
ス

を
分

析
装

置
に

直
接

導
入

す
る

場
合

の
導
入

量
は

0
.
2
～

1
m
l
と
し
、
５
．
(1
)
に
よ
り
作
成

し
た
検
量
線
の
範
囲
内
に
入
る
よ
う

に
調

節
す

る
。

た
だ

し
、

0.
2
～

１
m
l

の
導
入

量
で

は
検
量
線

の
範

囲

   

イ
 
（
略
）
 

（
新
規
）
 

  

（
注
７
）
ガ
ス
タ
イ
ト
シ
リ
ン
ジ
及
び
マ
イ
ク
ロ
シ
リ
ン
ジ
は
、
空
試
験

用
、
低
濃
度
測
定
用
、
高
濃
度
測
定
用
の
３
本
（
同
一
ロ
ッ
ト

の
も
の
）
を
用
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
注
８
）
光
イ
オ
ン
化
検
出
器
の

UV
ラ
ン
プ
は
、
試
料
採
取
等
対
象
物

質
を
検
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

例
：
1
0.
2
e
V、

1
1.
7
e
V 

４
．
操
作
 

（
1
）
直
接
捕
集
法

の
場
合
 

減
圧

捕
集

瓶
法
、

減
圧

捕
集
瓶

を
用

い
た

食
塩

水
置

換
法
又

は
捕

集

バ
ッ

ク
法

（
以

下
「

直
接

捕
集

法
」

と
い
う

。
）

に
よ

り
土

壌
ガ

ス
を

採
取

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
一

定
量

を
正
確

に
分

取
し

て
分

析
装

置
に

導
入
し
、
分
析
結
果
を
記
録
す
る
。
 

土
壌

ガ
ス

の
導

入
量

は
0
.
2
～

１
m
l

と
し

、
５

．
(1
)
に
よ

り
作

成

し
た

検
量

線
の

範
囲

内
に

入
る

よ
う

に
調

節
す

る
。

た
だ

し
、

0
.2

～

１
m
l
の
導
入

量
で
は
検
量
線
の
範
囲
内
に
入
ら
な
い
場
合
に
は
、
試
料



  

6 

内
に

入
ら

な
い

場
合

に
は

、
試

料
採

取
等
対

象
物

質
を

含
ま

な
い

空
気

に
よ

り
土

壌
ガ

ス
を

希
釈

し
た

も
の

を
分
析

装
置

に
導

入
す

る
。

加
熱

脱
着

装
置

を
介

し
て

分
析

装
置

に
土

壌
ガ
ス

を
導

入
す

る
場

合
に

は
、

一
定

量
を

通
気

さ
せ

、
吸

着
管

に
試

料
採
取

等
対

象
物

質
を

吸
着

さ
せ

る
。

そ
の

後
、

吸
着

管
を

試
料

採
取

等
対
象

物
質

が
十

分
に

脱
離

す
る

温
度

ま
で

加
熱

し
、

キ
ャ

リ
ア

ガ
ス

と
と

も
に

分
析

装
置

に
導

入
す

る
。

導
入

量
は

５
．

(
1
)
に

よ
り

作
成

し
た

検
量

線
の

範
囲

内
に

入
る

よ
う

に
調

節
す

る
。

検
量

線
の

範
囲

内
に
入

ら
な

い
場

合
に

は
、

試
料

採
取

等
対

象
物

質
を

含
ま

な
い

空
気

に
よ
り

土
壌

ガ
ス

を
希

釈
し

た
も

の
を
加
熱
脱
着
装
置
及
び
分
析
装

置
に
導
入
す
る
（
注

11）
。
 

土
壌

ガ
ス

中
の

試
料

採
取

等
対

象
物

質
の

濃
度
は

、
ク

ロ
マ

ト
グ

ラ

ム
か

ら
当

該
物

質
の

ピ
－

ク
面

積
又

は
ピ
－

ク
高

さ
を

測
定

し
、

５
．

(
1
)
に
よ
り
作
成
し
た
検
量
線
と

比
較
し
て
求
め
る
。
 

（
2
）
 
（
略
）
 

（
注

1
1
）

加
熱

脱
着

装
置

は
、

土
壌

ガ
ス

の
測

定
ご

と
に

、
再

生
温

度

で
キ
ャ
リ
ア
ガ
ス
を
通
気
し
、
洗
浄
を
行
う
こ
と
。
 

５
．
検
量
線
の
作
成
 

（
1
）
直
接
捕
集
法
の
場
合
 

ア
～
エ
 
（
略
）
 

オ
．
ア
～
エ
と
同
様
の
操
作
に
よ
り
、
エ
の
標
準
ガ
ス
を
上
回
る
２
水
準

以
上
の
濃
度
（
注

1
2）

の
標
準

ガ
ス
を
調
製
す
る
。
 

カ
 
（
略
）
  

採
取

等
対

象
物

質
を

含
ま

な
い

空
気

に
よ
り

土
壌

ガ
ス

を
希

釈
し

た
も

の
を
分
析
装
置
に
導
入
す
る
。
 

土
壌

ガ
ス

中
の
試

料
採

取
等
対

象
物

質
の

濃
度

は
、

ク
ロ
マ

ト
グ

ラ

ム
か

ら
当

該
物

質
の

ピ
－

ク
面

積
又

は
ピ
－

ク
高

さ
を

測
定

し
、

５
．

(
1
)
に
よ
り
作

成
し
た
検
量
線
と
比
較
し
て
求
め
る
。
 

        

（
2
）
 
（
略
）
 

（
新
規
）
 

 ５
．
検
量
線
の
作
成
 

（
1
）
直
接
捕
集
法

の
場
合
 

ア
～
エ
 
（
略
）
  

オ
．
ア
～
エ
と
同
様
の
操
作
に
よ
り
、
エ
の
標
準
ガ
ス
を
上
回
る
２
水
準

以
上
の
濃
度
（
注
９
）
の
標
準
ガ
ス
を
調
製
す
る
。
 

カ
 
（
略
）
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（
2
）
捕
集
濃
縮
管
法
の
場
合
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

カ
．
ア
～
オ
と
同
様
の
操
作
に
よ
り
、
オ
の
標
準
試
料
を
上
回
る
２
水
準

以
上
の
濃
度
（
注

1
3）

の
標
準

試
料
を
調
製
す
る
。
 

キ
 
（
略
）
 

（
3
）
 
（
略
）
 

（
注

1
2）

２
水
準
と
す
る
場
合
の
濃
度
は
、
(
1
)
エ
の
標
準
ガ
ス
の
５
倍

及
び

50
倍
程
度
を
目
安
と
し
て
、
分
析
装
置
の
定
量
範
囲
内

で
設
定
す
る
。
 

（
注

1
3）

２
水
準
と
す
る
場
合
の
濃
度
は
、
(
2
)
エ
の
標
準
試
料
の
５
倍

及
び

50
倍
程
度
を
目
安
と
し
て
、
分
析
装
置
の
定
量
範
囲
内

で
設
定
す
る
。
 

６
 

（
略
）
 

別
表
１
 

分
析
方
法
ご
と
の
分
析
が
可
能
な
特
定
有
害
物
質
 

特
定
有
害

物
質
 

G
C
-
P
I
D（

*）
 

G
C
- 

F
I
D 

G
C
- 

E
C
D 

G
C
- 

E
L
C
D 

G
C
- 

M
S
 

1
0
.
2
e
V 

1
1
.
7
e
V 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
,
２

-ジ

ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
 

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
2
）
捕
集
濃
縮
管

法
の
場
合
 

ア
～
オ
 
（
略
）
 

カ
．
ア
～
オ
と
同
様
の
操
作
に
よ
り
、
オ
の
標
準
試
料
を
上
回
る
２
水
準

以
上
の
濃
度
（
注

1
0）

の
標
準
試
料
を
調
製
す
る
。
 

キ
 
（
略
）
 

（
3
）
 
（
略
）
 

（
注

９
）

２
水

準
と

す
る

場
合

の
濃

度
は

、
(
1
)
エ

の
標

準
ガ

ス
の

５
倍

及
び

50
倍
程
度
を
目
安
と
し
て
、
分
析
装
置
の
定
量
範
囲
内

で
設
定
す
る
。
 

（
注

1
0）

２
水

準
と
す
る
場
合
の
濃
度
は
、
(
2
)
エ
の
標
準
試
料
の
５
倍

及
び

50
倍
程
度
を
目
安
と
し
て
、
分
析
装
置
の
定
量
範
囲
内

で
設
定
す
る
。
 

６
 
（
略
）
 

別
表
１
 
各
分
析
方
法
ご
と
の
分
析
が
可
能
な
特
定
有
害
物
質
 

特
定
有
害

物
質
 

G
C
-
P
I
D（

*）
 

G
C
- 

F
I
D 

G
C
- 

E
C
D 

G
C
- 

E
L
C
D 

G
C
- 

M
S
 

1
0
.
2
e
V 

1
1
.
7
e
V 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

シ
ス
-１

,

２
-
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
＊
）
G
C
-
PI
D
に
つ
い
て
は
、
1
0
.
2e
V
及
び

1
1
.7
e
V
の

U
V
ラ
ン
プ
の
場
合
を

例
示
し
て
い
る
。
 

 別
表

２
 

直
接

捕
集

法
の

場
合

の
標

準
ガ

ス
中

の
各

第
一

種
特

定
有

害
物

質
の

濃
度
 

特
定
有
害
物
質
 

混
合
標
準
液
５

μ
l
注
入

時
の
濃
度
（
v
o
l
pp
m
）
 

混
合
標
準
液
３
μ
l
注
入

時
の
濃
度
（
v
o
l
pp
m
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
,
２
-ジ

ク
ロ
ロ

エ
チ

レ
ン
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 別
表

３
 

捕
集

濃
縮

管
法

の
場

合
の

標
準

試
料

中
の

各
第

一
種

特
定

有
害

物
質

の
物
質
量

等
 

特
定
有
害
物

質
 

検
量
線
用
捕
集

濃
縮
管
に

1m
l

注
入
時
の
物
質

量
（
μ
l
）
 

検
量
線
用
捕
集

濃
縮
管
に

0.
5
m
l

注
入
時
の
物
質

量
（

μ
l
）
 

1
0
0
m
l
の
土
壌
ガ

ス
に
含
ま
れ
る

場
合
の
濃
度
（

v
o
l
p
p
m）

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
,
２
-ジ

ク
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
＊
）
G
C
-
PI
D
に
つ
い

て
は
、
1
0
.
2e
V
及
び

1
1
.
7e
V
の

UV
ラ
ン
プ
の
場
合
を

例
示
し
て
い
る

。
 

 別
表

２
 

直
接

捕
集

法
の

場
合

の
標

準
ガ

ス
中

の
各

第
一

種
特

定
有

害
物

質
の

濃
度
 

特
定
有
害
物
質
 

混
合
標
準
液
５
μ
l
注
入

時
の
濃
度
（
v
o
l
pp
m
）
 

混
合
標
準
液
３
μ
l
注
入

時
の
濃
度
（
v
o
l
pp
m
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

シ
ス
-１

,
２
-
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 別
表

３
 

捕
集

濃
縮

管
法

の
場

合
の

標
準

試
料

中
の

各
第

一
種

特
定

有
害

物
質

の
物
質
量
等
 

特
定
有
害
物

質
 

検
量
線
用
捕
集

濃
縮
管
に

1m
l

注
入
時
の
物
質

量
（
μ
l
）
 

検
量
線
用
捕
集

濃
縮
管
に

0.
5
m
l

注
入
時
の
物
質

量
（
μ
l
）
 

1
0
0
m
l
の
土
壌
ガ

ス
に
含
ま
れ
る

場
合
の
濃
度
（

v
o
l
p
p
m）

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

シ
ス
-１

,
２
-

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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 ロ

ロ
エ
チ
レ

ン
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
三
月
環
境
省
告
示
第
十
七
号
（
地
下
水
に
含
ま
れ
る
試
料
採
取
等
対
象
物
質
の
量
の
測
定
方
法
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年 

 
月 

 
 

日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 
改 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

HANEDA02
テキストボックス
 参考資料10-11
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 別
表

 
特
定
有
害

物
質
の
種
類

 
測
定
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
１

，
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ
ン

 
シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ

0125
の

5.1
、

5.2
又

は
5.3.2

に
定

め
る

方
法

、
ト

ラ
ン

ス
体

に

あ
っ

て
は

規
格

Ｋ
0125

の
5.1

、
5.2

又
は

5.3.1
に
定
め
る
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

別
表

 
特
定
有
害
物
質
の
種
類

 
測
定
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
シ

ス
－

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
規
格
Ｋ

0125
の

5.1
、

5.2
又
は

5.3.2
に
定
め

る
方
法

 
  

（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 



  

1 

○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
三
月
環
境
省
告
示
第
十
八
号
（
土
壌
溶
出
量
調
査
に
係
る
測
定
方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年 

 
月 

 
 

日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 
改 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

HANEDA02
テキストボックス
 参考資料10-12
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 別
表

 
特
定
有
害

物
質
の
種
類

 
測
定
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
１

，
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ
ン

 
シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ

0125
の

5.1
、

5.2
又

は
5.3.2

に
定

め
る

方
法

、
ト

ラ
ン

ス
体

に

あ
っ

て
は

規
格

Ｋ
0125

の
5.1

、
5.2

又
は

5.3.1
に
定
め
る
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

別
表

 
特
定
有
害
物
質
の
種
類

 
測
定
方
法

 
（
略
）

 
（
略
）

 
シ

ス
－

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
規
格
Ｋ

0125
の

5.1
、

5.2
又
は

5.3.2
に
定
め

る
方
法

 
  

（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 



  

1 

○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
三
月
環
境
省
告
示
第
十
九
号
（
土
壌
含
有
量
調
査
に
係
る
測
定
方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
三
十
一
年 

 
月 

 
 

日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 
改 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
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2 

付
表

 

検
液
は
、
以
下
の
方
法
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 

１
 
（
略
）

 

２
 
試
料
の
作
成

 

 
 
採
取
し
た
土
壌
を

3
0
℃
を
超
え
な
い
温
度
で
風
乾
し
、
中
小
礫
、
木
片
等

を
除
き
、
土
塊
、
団
粒
を
粗
砕
（
注
１
）
し
た
後
、
非
金
属
製
の
２

m
m

の
目

の
ふ
る
い
を
通
過
さ
せ
て
得
た
土
壌
を
十
分
混
合
す
る
。

 

３
 
検
液
の
作
成

 

(1
)カ

ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び

そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒 ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物
及
び
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方

法
に
よ
る
。

 

ア
 
試
料
液
の
調
製

 

試
料
６

g
以
上
を
量
り
採
り
、
試
料
（
単
位

g
）
と
溶
媒
（
水
（
日
本

工
業
規
格
Ｋ

0
5
5
7
に
規
定
す
る
Ａ
３
又
は
Ａ
４
の
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
塩
酸
を
加
え
塩
酸
が
１

m
o
l/l

と
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
）

（
単
位

m
l）

と
を
重
量
体
積
比
３
％
の
割
合
で
混
合
す
る
。

 

イ
 
溶
出

 

調
製
し
た
試
料
液
を
室
温
（
お
お
む
ね

2
5
℃
）
常
圧
（
お
お
む
ね
１

気
圧
）
で
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数
を
毎
分
約

2
0
0
回
に

、
振
と
う
幅
を
４

cm
以
上
５

cm
以
下
に
調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て

付
表

 

検
液
は
、
以
下
の
方
法
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 

１
 
（
略
）

 

２
 
試
料
の
作
成

 

 
 
採
取
し
た
土
壌
を
風
乾
し
、
中
小
礫
、
木
片
等
を
除
き
、
土
塊
、
団
粒
を
粗

砕
し
た
後
、
非
金
属
製
の
２

m
m

の
目
の
ふ
る
い
を
通
過
さ
せ
て
得
た
土
壌

を
十
分
混
合
す
る
。

 

３
 
検
液
の
作
成

 

(1
)カ

ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び

そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒 ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物
及
び
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方

法
に
よ
る
。

 

ア
 
試
料
液
の
調
製

 

試
料
６

g
以
上
を
量
り
採
り
、
試
料
（
単
位

g
）
と
溶
媒
（
純
水
に
塩

酸
を
加
え
塩
酸
が
１

m
o
l/l

と
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
）
（
単
位

m
l）

と
を
重
量
体
積
比
３
％
の
割
合
で
混
合
す
る
。

 

 イ
 
溶
出

 

調
製
し
た
試
料
液
を
室
温
（
お
お
む
ね

2
5
℃
）
常
圧
（
お
お
む
ね
１

気
圧
）
で
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数
を
毎
分
約

2
0
0
回
に

、
振
と
う
幅
を
４

cm
以
上
５

cm
以
下
に
調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て



  

3 

、
２
時
間
連
続
し
て
水
平
に
振
と
う
す
る
。
振
と
う
容
器
は
、
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
製
容
器
又
は
測
定
の
対
象
と
す
る
物
質
が
吸
着
若
し
く
は
溶
出

し
な
い
容
器
で
あ
っ
て
、
溶
媒
の

1
.5

倍
以
上
の
容
積
を
持
つ
も
の
を

用
い
る
。

 

ウ
 
（
略
）

 

(2
)六

価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
。

 

ア
 
試
料
液
の
調
製

 

試
料
６

g
以
上
を
量
り
採
り
、
試
料
（
単
位

g
）
と
溶
媒
（
水
に
炭
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.0

0
5
m

o
l（

炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
無
水
物
）

0
.5

3
g
）
及

び
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.0

1
m

o
l（

炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.8

4
g

）
を
溶
解
し
て
１

l
と
し
た
も
の
）
（
単
位

m
l）

と
を
重
量
体
積
比
３

％
の
割
合
で
混
合
す
る
。

 

イ
 
溶
出

 

調
製
し
た
試
料
液
を
室
温
（
お
お
む
ね

2
5
℃
）
常
圧
（
お
お
む
ね
１

気
圧
）
で
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数
を
毎
分
約

2
0
0
回
に

、
振
と
う
幅
を
４

cm
以
上
５

cm
以
下
に
調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て

、
２
時
間
連
続
し
て
水
平
に
振
と
う
す
る
。
振
と
う
容
器
は
、
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
製
容
器
又
は
測
定
の
対
象
と
す
る
物
質
が
吸
着
若
し
く
は
溶
出

し
な
い
容
器
で
あ
っ
て
、
溶
媒
の

1
.5

倍
以
上
の
容
積
を
持
つ
も
の
を

用
い
る
。

 

ウ
 
（
略
）

 

、
２
時
間
連
続
し
て
振
と
う
す
る
。
振
と
う
容
器
は
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

製
容
器
又
は
測
定
の
対
象
と
す
る
物
質
が
吸
着
若
し
く
は
溶
出
し
な
い

容
器
で
あ
っ
て
、
溶
媒
の

1
.5

倍
以
上
の
容
積
を
持
つ
も
の
を
用
い

る
。

 

ウ
 
（
略
）

 

(2
)六

価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
。

 

ア
 
試
料
液
の
調
製

 

試
料
６

g
以
上
を
量
り
採
り
、
試
料
（
単
位

g
）
と
溶
媒
（
純
水
に
炭

酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.0

0
5
m

o
l（

炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
無
水
物
）

0
.5

3
g
）

及
び
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.0

1
m

o
l（

炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.8

4
g
）
を
溶
解
し
て
１

l
と
し
た
も
の
）
（
単
位

m
l）

と
を
重
量
体
積

比
３
％
の
割
合
で
混
合
す
る
。

 

イ
 
溶
出

 

調
製
し
た
試
料
液
を
室
温
（
お
お
む
ね

2
5
℃
）
常
圧
（
お
お
む
ね
１

気
圧
）
で
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数
を
毎
分
約

2
0
0
回
に

、
振
と
う
幅
を
４

cm
以
上
５

cm
以
下
に
調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て

、
２
時
間
連
続
し
て
振
と
う
す
る
。
振
と
う
容
器
は
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

製
容
器
又
は
測
定
の
対
象
と
す
る
物
質
が
吸
着
若
し
く
は
溶
出
し
な
い

容
器
で
あ
っ
て
、
溶
媒
の

1
.5

倍
以
上
の
容
積
を
持
つ
も
の
を
用
い

る
。

 

ウ
 
（
略
）

 



  

4 

 
 

(3
)シ

ア
ン
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
。

 

ア
～
オ
 
（
略
）

 
 

 
 
カ
 
数
分
間
放
置
し
た
後
蒸
留
フ
ラ
ス
コ
を
加
熱
し
、
留
出
速
度

2
～

3
m

l/ 
 

分
で
蒸
留
す
る
（
注
２
）
。
受
器
の
液
量
が
約

1
8
0
m

l
に
な
っ
た
ら
、

冷
却
管
の
先
端
を
留
出
液
か
ら
離
し
て
蒸
留
を
止
め
る
。
冷
却
管
の
内
外

を
少
量
の
水
で
洗
い
、
洗
液
は
留
出
液
と
合
わ
せ
る
。

 

キ
 
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
（

5
g
/l）

2
～

3
滴
を
加
え
、
開
栓
中

に
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
が
シ
ア
ン
化
水
素
と
な
っ
て
揮
散
し
な
い
よ
う
手

早
く
酢
酸
（

1
+

9
）
で
中
和
し
、
水
を
加
え
て

2
5
0
m

l
と
し
、
こ
れ
を

検
液
と
す
る
（
注
３
）
。

 

（
注
１
）

 
土
粒
子
を
す
り
つ
ぶ
す
等
の
過
度
な
粉
砕
を
行
わ
な
い
こ
と
。

 

（
注
２
）

 
（
略
）

 

（
注
３
）

 
（
略
）

 
 

(3
)シ

ア
ン
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
。

 

ア
～
オ

 
（
略
）

 
 

 
 
カ
 
数
分
間
放
置
し
た
後
蒸
留
フ
ラ
ス
コ
を
加
熱
し
、
留
出
速
度

2
～

3
m

l/ 
 

分
で
蒸
留
す
る
（
注
１
）
。
受
器
の
液
量
が
約

1
8
0
m

l
に
な
っ
た
ら
、

冷
却
管
の
先
端
を
留
出
液
か
ら
離
し
て
蒸
留
を
止
め
る
。
冷
却
管
の
内
外

を
少
量
の
水
で
洗
い
、
洗
液
は
留
出
液
と
合
わ
せ
る
。

 

キ
 
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
（

5
g
/l）

2
～

3
滴
を
加
え
、
開
栓
中

に
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
が
シ
ア
ン
化
水
素
と
な
っ
て
揮
散
し
な
い
よ
う
手

早
く
酢
酸
（

1
+

9
）
で
中
和
し
、
水
を
加
え
て

2
5
0
m

l
と
し
、
こ
れ
を

検
液
と
す
る
（
注
２
）
。

 

（
新
規
）

 

（
注
１
）

 
（
略
）

 

（
注
２
）

 
（
略
）

 
 

 
 


	参考資料10-1_土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
	参考資料10-2_土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令
	参考資料10-3_土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
	参考資料10-4_汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令
	参考資料10-5_土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令
	参考資料10-6_土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件
	参考資料10-7_要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
	参考資料10-8_自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件
	参考資料10-9_浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
	参考資料10-10_土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する件
	参考資料10-11_地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件
	参考資料10-12_土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件
	参考資料10-13_土壌含有量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件



